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第１章　総　則

第１節　適用範囲

１　この水道施設設計基準（以下、「設計基準」という）は、いわき市水道局が発注す

　る工事及び設計業務委託等に適用する。

２　開発行為等において、施工後いわき市水道局に帰属（予定含む）する水道工事につ

　いても、本設計基準に基づき指導監督を行う。

〔解説〕

１について：本設計基準の取扱いについては、つぎのとおりとする。

⑴　原則として、局が行う全ての上水道・簡易水道及び工業用水道（以下「水道」とい

　う。）施設の工事に適用するが、緊急の修繕については、諸条件により適用できない

　と判断した場合は適用除外する。

⑵　計画及び設計における留意すべき事項

ア　上水道・簡易水道の設計は、水道法及び法に基づく水道施設の技術的基準を定め

　る省令、工業用水道の設計は、工業用水道事業法及び工業用水道施設の技術的基準

　を定める省令に沿った施設設計をしなければならない。

　　特に水質については、上水道・簡易水道施設は飲料水を製造し、各家庭の給水栓

　まで配水する施設であることを踏まえ、完成後は勿論のこと、施工段階から原水

　および浄水と接触する構造物については水質基準を満たすとともに、原水および

　浄水を汚染することがないように設計しなければならない。

　　なお、上水道・簡易水道の水質基準については、いわき市水道局「水質検査計画

　（最新版）」を参照する。

イ　水道の各施設の位置や配列を定める場合には、維持管理が経済的で容易になるよ

　うにするとともに、給水の確実性も考慮すること。さらには、施設の構造及び材

　質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有するとともに、水

　道水の汚染や漏出の恐れがないものとしなければならない。

ウ　水道は、取水、貯水、導水、浄水、送水、配水の各施設と給水装置から構成され、

　土木、建築、機械、電気、計装等の分野にわたるシステム一体となって機能を発揮

　するシステムであることから、設計に当たっては、全体として調和がとれたものと

　するとともに、当該施設に求められる性能を実現できるように設計を行わなければ

　ならない。

⑶　設計者が留意すべき事項

ア　上水道・簡易水道事業は、市民の生命に関与する基本的な社会資本であること、

　工業用水道事業は、産業活動を支える重要産業インフラであることを認識し、当該

　設計に関する個別の事業目的を十分把握して設計すること。

イ　設計当初に設計上の問題点を見定め，最も妥当な解決策を講じること。

ウ　設計の各段階（基本条件設定時、詳細条件設定時、成果品調整時）で照査を実施

　し、考え違いや不用意な誤りの防止に努めること。

エ　安全で迅速な工事の実施を図るために、設計を行う上で最大限の配慮をすること。

オ　設計の基礎となる設計当初の現地調査や、設計途中での設計の妥当性を確認する

　ための現地調査は、入念に実施し設計に反映すること。

⑷　この設計基準の改正に関しては、本設計基準を所管する課（以下「所管課」という）

　が行う。

⑸　⑴の除外工事以外で、本設計基準の適用を除外したい場合は、事前に所管課と協議

　するものとする。

２について：帰属に伴ない、施設管理は局が継続して行うこととなることから、局が発

注する水道施設工事の完成物と同一の性能を求める必要がある。

1



第２節　用語の定義

１．水道施設

１　この設計基準において使用する水道施設の各々の名称は、「取水施設」「貯水施設」

　「導水施設」「浄水施設」「送水施設」及び「配水施設」とする。

２　水道施設に含まないが、需要者が水道水を使用するために自ら設置したものを

　「給水装置」、需要者に工業用水を供給するために設置したものを「給水施設」

　という。

〔解説〕

１について：上水道・簡易水道の各施設名称については、水道法第３条第８項に規定さ

れており、それを準用する。なお、各施設の概要は次のとおりである。

また、工業用水道は工業用水道事業法第11条に規定されているものを準用する。

⑴　取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができる施設をいう。

⑵　貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有す

　る施設をいう。

⑶　導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプや導水管、その他の設備を有す

　る施設をいう。

⑷　浄水施設は、原水の質及び量に応じて、水道法の規定による水質基準に適合する必

　要量の浄水を得るのに必要な、沈澱池、濾過池、その他の設備を有し、かつ、消毒設

　備を備えている施設をいう。

⑸　送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプや送水管、その他の設備を有す

　る施設をいう。

⑹　配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な、配水

　池、ポンプ、配水管、その他の設備を有する施設をいう。

２について：給水装置は、需要者の資産であり、定義は水道法第３条第９項に規定され

ている。

2



２．管きょ

１　管きょは、開渠と暗渠に別けられ、開渠を「水路」、暗渠を「管」とする。また、

　各水道施設ごとに使用する名称は、導水施設であれば「導水路又は導水管」、送水施

　設であれば「送水管」、配水施設であれば「配水管」、給水装置であれば「給水管」

　とする。なお、各施設において各設備を繋ぎ、原水や浄水を送るための管きょは「連

　絡水路又は連絡管」とする。

〔解説〕

１について：水道において管きょは、需要者に水道水を届けるため、施設と施設又は施

設内の設備と設備を繋ぐ重要な役割を果たしており、その延長は約２，２００ｋｍ布設

されている。なお各管路等の分類、定義については次のとおりである。

⑴　導水管または導水路は、取水施設から浄水施設まで原水（浄水処理する前の水）を

　送るための管または水路をいう。

⑵　送水管は、浄水施設から配水池まで浄水を送るための管をいう。

　　なお、本市においては、ポンプ場から配水池等に浄水を送るための管も送水管と呼

　称する場合があるが、この設計基準では本項上段の管を送水管と定義する。

　　また、送水管からは給水管を分岐させないことを原則としている。

⑶　配水管は、需要者に浄水を輸送する管で、水道事業者の資産に属するものをいう。

　　なお、分類と定義は次のとおりとする。

導水管 取水施設から浄水場まで原水を取水するための管

 送水管 浄水場から配水池まで浄水を送るための管   

配水本管 口径３５０ｍｍ以上の配水管（原則として給水管分岐なし）

なお、配水本管で浄水場間を連絡する管を「水系幹線」と

区分する。

重要給水施設 災害拠点病院、避難所、防災拠点などの重要給水施設に供給

管路 する導水管、送水管、配水本管、配水支管

重要給水施 重要給水施設管路のうち、導水管、送水管、配水本管

設基幹管路

配水支管 口径３５０ｍｍ未満の配水管（給水管分岐可能）

耐震管 レベル２地震動及び液状化等による地盤変状に対して、管路

の破損や継手の離脱等の被害が軽微な管であり、ダクタイル

鋳鉄管（ＮＳ形等の離脱防止機構付き継手）、溶接継手の鋼

管・ステンレス鋼管及び　水道配水用ポリエチレン管（ＥＦ

融着接合継手）を言う

耐震適合管 レベル２地震動において、地盤によっては管路の破損や継手

離脱等被害が軽微な管であり、ダクタイル鋳鉄管（良地盤で

のＫ形継手等※２）及び硬質塩化ビニル管（ＲＲロング継手

、基幹管路を除く良地盤でのＲＲ継手※３）を言う

基幹管路等 耐震化を優先的に進める管路として、基幹管路に次の管路を

加えたもの。

・重要給水施設管路（重要給水施設基幹管路を除く）

・破損した場合に重大な二次災害を生ずる恐れが高い

　配水支管

・応急復旧が困難な配水支管（軌道横断、河川横断、緊急

　輸送道路等）

分類 定義

基
幹
管
路
※
１
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※１　基幹管路：漏水が発生した場合、市民に重大な影響を及ぼす重要な管路

※２　Ｋ形継手等とは、Ｋ形継手と平成１１年以降に出荷されたＴ形継手をいう。

　　　（Ｋ形継手などを有するダクタイル鋳鉄管の耐震適合地盤判定支援ハンドブッ

　　　ク 、財団法人　水道技術研究センター H22年12月)

※３　基幹管路を除く良地盤でのＲＲ継手は、本市の東日本大震災での被害実績を基

　　　にした本市独自の定義であり、水道事業ガイドライン（JWWA Q 100:2016) 

　　　B606-2で示す基幹管路(導・送・配水本管)の耐震適合率の定義とは異なる。

⑷　給水管は、給水装置、及び給水装置より下流の受水槽以下の給水設備を含めた水道

　用の管であり、需要者の資産に属するものをいう。

⑸　連絡管または連絡水路は、施設内の設備間を繋いで、原水または浄水を送るための

　管または水路をいう。

３．管きょ以外

１　管きょ以外の主な施設としては、「ポンプ場」「配水池」「調整池」「高架タン

　ク」等がある。

〔解説〕

１について：水道においては、管きょと表記の施設が一体となって、需要者に水道水を

給水するシステムとなっている。各施設の概要については、次のとおりである。

⑴　ポンプ場は、電気、計装、機械の各設備等を組合せ、電気を利用しポンプを回転さ

　せ原水や浄水を圧送し、着水井や配水池等の池に送水する施設である。

　　また、配水池等を介さず各需要者に給水するため、ポンプの回転数制御や圧力タン

　クを利用し、一定圧力を維持しながら送水するポンプ場等もある。

⑵　配水池は、給水区域の需要量に応じて、適切な配水を行うために浄水を一時貯える

　池構造の施設である。

　　容量については、時間変動調整容量と上流側事故発生時等の異常対応容量として、

　一日最大給水量の１２時間分に、消火用水量を上乗せした容量を標準とする。

⑶　調整池は、次の各項の条件により必要に応じて設ける施設である。

ア　水源の取水能力及びポンプの送水能力並びに送水管の送水能力が、時間最大能力

　を有する場合の配水量を調整するため。

イ　送水施設の一部として、送水量の調整や異常時に対応するため。

ウ　配水区域内において、配水池を持たずにポンプにより直接配水する場合に、使用

　水量の変化による圧力変動を防止する圧力調整をするため。

⑷　高架タンクは、配水区域内に配水池を設ける適当な高所が得られない場合に、配水

　量の調整やポンプ加圧区域の水圧調整等を目的として設けられるもので、水槽を架台

　で支持したものである。（給水装置でビルの屋上に設置するタンクは、高置水槽と称

　するのが普通。）

※　本市では、配水池としての機能を持った池であっても、送水と配水を１本の管で兼

　用しているものを調整池としているが、⑶の定義をあてはめれば、配水池に名称を変

　更すべきである。しかしながら、施設管理を行う上で混乱する恐れがあるため、対

　象施設が廃止されるまで現状の名称を使用することする。

　　なお、今後新設するものについては、前⑵⑶項の定義に基づき名称の設定をする。
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第３節　関連法令と技術基準等

１　水道施設の設計は、「中期経営計画実施計画」及び「修繕計画」に基づき、現地調

　査等を十分行った上で、関連する法令、技術基準及び標準仕様書等に準拠しなければ

　ならない。

〔解説〕

１について：関連する法令（主な規制法令等）及び主な設計基準等を以降に整理する。

⑴　関連する法令（主な規制法令等）

　　水道施設の設計に関連する法令・規制項目・規制内容の主なものを次に示す。

　　なお、水道事業の認可の手続きについては厚生労働省医薬・生活衛生局水道課「水

　道事業等の認可の手引き（最新版）」を参照する。

 事業、一般的水質、施設構  事業の認可、水質基準、施設基準、供給

 造、供給  義務、水道の布設・管理

 流水占用、土地占用、工作物の新築、土

 施設構造、施工方法、利水  地の掘削、水利調整、ダム、河川保全区

 計画  域における行為制限、河川予定地におけ

 る行為制限

 港湾区域内の工事許可、臨港地区内にお

 ける行為の届出

 建築物の高さ制限、航空障害灯の設置、

 中間障害標識の設置

 開発行為、保安林（指定・解除・行為制

 限）

 宅地造成に関する工事（切土、盛土、

 擁壁、雨水排水等）

 地すべり等

 防止法

 砂防法  砂防指定地内における行為制限

 施設構造、施工方法、施設

 計画

 道路交通法  道路使用の許可

 施設構造、施工方法、管理

 運用

 農地法  用地確保、施設構造  農地又は採草放牧地の権利移動の制限

 建築物の敷地面積、構造、設備及び用途

 に関する最低の基準(構造強度、日影等)

 施設構造、設備設計、土地  都市計画制限（土地利用等）、都市計画

 用途、施設計画  道路

 施設計画、施設構造、土地  大都市における大深度地下の使用

 用途

 建築物又は工作物の形態又は色彩その他

 景観法  の意匠の制限、建築物又は工作物の高さ

 の最高限度又は最低限度等

 施設構造、設備設計、土地
 用途、施設計画

 都市計画法

 施設構造、設備設計 建築基準法

表-１.３.１ 水道施設の設計に関連する法令等に関する一覧

法令等 規制項目 規制内容

 水道法

 河川法

 港湾法  施設構造、施工方法

 航空法  施設構造、施工方法

 公有水面

 埋立法

 用地確保、施設構造、施工

 方法
 埋立免許

大深度地下の公
共的に使用する
特別措置法

 施工方法

 都市公園法  都市公園の占用、兼用工作物の管理

 森林法  施設構造、施工方法

 宅地造成等
 規制法

 施設構造、施工方法

 施設構造、施工方法  地すべり防止区域内における行為制限

 施設構造、施工方法

 道路法  道路占用、道路構造、道路計画
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 防火対象物（消防設備）  火災予防、消火、避難設備等

 消防法  燃料、塩素、硫酸、地下貯油槽、中和設

 備等

 毒物及び

 劇物取締法

 高圧ガス保

 安法

 武力攻撃事態等において水を安定的かつ

 適切に供給するために必要な措置

 労働安全衛  施設構造、設備設計、施工  労働者の危険又は健康障害を防止するた

 生法  方法  めの措置

 設備設計（自家用電気工作  保安規定、電気主任技術者の選任、工事

 物、自家用発電設備）  計画、工事認可、届出

 設備設計（無線局、無線設

 備）

 有線電気通

 信法

 事業活動に伴う公害の防止、環境負荷の

 施設計画、施設構造、  低減、自然環境を適正に保全するための

 設備設計、施工方法  措置、再生資源その他の環境への負荷の

 低減に資する原材料、役務等の利用

 大気汚染防  事業活動に伴うばい煙、揮発性有機化合

 止法  物及び粉塵の排出等の規制

 騒音規制法  施設構造、設備設計  事業活動に伴う騒音の規制

 振動規制法  施設構造、設備設計  事業活動に伴う振動の規制

 水質汚濁防  事業場から公共用水域に排出される水の

 止法  排出及び地下に浸透する水の浸透の規制

 悪臭防止法  施設構造、設備設計  事業活動に伴う悪臭の規制

 廃棄物の処

 理及び清掃

 に関する法

 律

 下水道法  施設構造、設備設計  排水水質基準

 地下水を工業用水として利用する場合の

 地下水保全、地盤沈下防止

 土壌汚染対  一定規模以上の土地の形質変更の届出、

 策法  土壌汚染調査、汚染土壌の処理

 地球温暖化

 対策の推進  施設計画、施設構造、設備  事業活動に関し、温室効果ガスの排出の

 に関する法  設計  抑制等のための措置

 律

 エネルギー

 使用の合理  施設計画、施設構造、設備

 化に関する  設計

 法律

 危険物保管

 施設構造、設備設計  苛性ソーダ等薬品の貯蔵、使用設備

 環境基本法

 設備設計

 施設構造、設備設計

 施設構造、設備設計  事業活動に伴って発生する廃棄物の処理

 エネルギー使用の合理化

 施設構造、設備設計  高圧ガスの貯蔵、使用設備

 国民保護法  施設構造、設備設計

 電気事業法

 電波法  無線局の設置、無線設備の設置、運用

 設備設計（有線電気設備）  有線電気設備の設置、運用

 工業用水法  利水計画

 施工方法
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 建設工事に

 関する資材

 の再資源化

 等に関する

 法律

 フロン回収  特定製品に使用されているフロン類の回

 ・破壊法  収及び破壊の実施を確保するための措置

 国土利用計  国土利用計画、土地利用計画、土地利用

 画法  の規制、土地取引の規制

 原生自然環境保全地域における行為の

 制限、自然環境保全地域における行為

 の制限　

 国立公園、国定公園、都道府県立自然公

 園における自然環境保全のための行為制

 自然公園法  限（建築物の新築・増改築、伐採、河川

 ・湖沼の水位・水量の増減、土地の形質

 変更、色彩の変更等）

 設計施工（資格）  建設業許可、請負契約、施工体制

 建築士、事業所登録、建築物の

 設計

 測量成果、測量士登録、測量

 業者登録

 電気工事士

 法

 文化財保護  文化財の保護、土木工事等のための発掘

 法  に関する届出

 施設計画、施設構造、設備

 設計、工事受注者の選定、

 工事契約、工事監督、工事

 検査

 公共工事の

 入札及び契

 約の適正化

 の促進に関

 する法律

 公共の利益となる事業に必要な土地等の

 土地収用法  用地確保  収用又は使用に関し、その要件、手続及

 び効果並びにこれに伴う損失の補償等

 工事契約、工事受注者の選
 定、施工体制

 入札及び契約の過程並びに契約内容の透
 明性確保、公正な競争の促進、談合その
 他の不正行為の排除の徹底、契約された
 公共工事の適正な施工の確保

 施設構造、設備設計、施工
 方法

 特定の建設資材について、その分別解体
 等及び再資源化等を促進するための措置

 設備設計

 施設計画

 自然環境
 保全法

 施設計画

 施設計画、施設構造、施工
 方法

 建設業法

 建築士法  設計施工（資格）

 技術士法  設計施工（資格）  技術士登録

 測量法  設計施工（資格）

 設計施工（資格）  電気工事士資格

 施設計画、施設構造、施工
 方法

 公共工事の
 品質確保に
 関する法律

 公共工事の品質確保の取り組み
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 その他条例・要綱等

 福島県大気汚染防止法に基づく排出基準

 及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を

 定める条例

 福島県生活環境の保全等に関する条例

 福島県環境影響評価条例  施設整備に伴う環境影響評価

 福島県都市公園条例  都市公園の占用

 建設工事公衆災害防止対策要綱  工事に伴う公衆災害防止対策

 福島県都市計画法施行条例

 いわき市都市計画法施行細則

　〔出典：水道施設設計指針　2012　日本水道協会〕

⑵　主な設計基準及び標準仕様書等

　　水道施設の設計に使用する設計基準等の主なものを次に示す。

 環境省 水質基準に関する省令

 国土交通省 水道施設の技術的基準を定める省令

簡易水道等国庫補助事業に係る施設基準

水道施設整備における費用縮減に向けての具体的な実施手引き

 経済産業省 工業用水道施設の技術的基準を定める省令

工業用水道施設更新・耐震・アセットマネジメント指針

 いわき市水道局 水道施設工事共通仕様書【土木工事編】、（以下、「局工事

共通仕様書【土木工事編】」という）

水道施設工事共通仕様書【設備工事編】、（以下、「局工事

共通仕様書【設備工事編】」という）

水道施設設計業務委託共通仕様書

水道施設積算基準

配水池等建設に関する指針

給水装置工事設計施行指針

 福島県 土木設計マニュアル（設計積算編、数量算出編、道路編、橋梁

編、河川編、砂防編、都市計画編、港湾漁港編、ダム編）

土木工事標準設計図集

共通仕様書 土木工事編ⅠⅡⅢ

共通仕様書 業務委託編ⅠⅡ

建築・設備工事共通仕様書【第１編総則】【第２編建築工事、

第３編屋外整備工事】【第４編電気設備工事、第５編機械設備

工事】【資料編】

建築・設備設計業務委託共通仕様書

業務委託監督の手引

土木設計マニュアル【設計積算編】【数量算出編】【道路編】

【橋梁編】【河川編】【砂防編】【都市計画編】【ダム編】

 工事に伴う公害防止、環境保全

 擁壁、雨水排水、調整池等

表-１.３.２ 主な設計基準等に関する一覧

所管 名　　称
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 日本水道協会 水道施設設計指針　（以下、「設計指針」という）

水道施設耐震工法指針・解説　（以下、「耐震工法指針」とい

う）

水道維持管理指針　（以下、「維持管理指針」という）

水道用プレストレストコンクリートタンク設計施工指針・解説

水道工事標準仕様書【土木工事編】

水道工事標準仕様書【設備工事編】

配水管および給水装置の表示標準

水道施設更新指針

給水用具の維持管理指針

浄水場の総合設計

 日本工業用水協会 工業用水道施設設計指針・解説

　　（以下、「工水設計指針」という）

工業用水道維持管理指針

　　（以下、「工水維持管理指針」という）

工業用水道管・弁類等製造事業場認定規定

 日本ダクタイル 便覧

 　　　　鉄管協会 技術資料

ダクタイル管路の耐震設計について

各接合形式のダクタイル鉄管管路の設計

小口径耐震継手ダクタイル管路の一体化長について及び

Ｑ＆Ａ

ダクタイル管による推進工法

ダクタイル管による耐震貯水槽

ダクタイル鉄管によるパイプ・イン・パイプ工法設計と施工

ダクタイル鉄管による水管橋の設計と施工

埋設管路の腐食原因とその防食について

内面エポキシ樹脂粉体塗装　ダクタイル鉄管について

接合要領書

各接合形式のダクタイル鉄管接合要領書

ＧＸ形ダクタイル鉄管用管端防食キャップ施工要領書

ダクタイル鉄管用ポリエチレンスリーブ施工要領書

技術レポート

 日本バルブ工業会 バルブ便覧

 水道バルブ工業会 水道用バルブ便覧

水道用仕切弁操作トルク計算基準
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 日本水道鋼管協会 技術資料：ＷＳＰ規格

水管橋設計基準【改定5版】　ＷＳＰ 007-2019

水管橋設計基準（耐震設計編）　ＷＳＰ 064-2020

水管橋外面防食基準　ＷＳＰ 009-2010

水管橋工場仮組立及び現場架設基準　ＷＳＰ 027-98

[追補]水管橋橋台内配管施工指針　ＷＳＰ 027-99

水道用鋼管路における伸縮可撓管　ＷＳＰ 024-2013

水道用推進鋼管設計基準　ＷＳＰ 018-2001

水道用ステンレス鋼管設計・施工指針　ＷＳＰ 068-2022

鋼製配水池設計指針　ＷＳＰ 063-2018

ステンレス鋼製角形配水池設計指針　ＷＳＰ 073-2010

ステンレス・フレキ管による中小口径管路更新工法

　（SDF工法)計画・施工指針　ＷＳＰ 074-2020

技術資料

水道用鋼管

水管橋耐震性簡易診断手法

既設水管橋耐震補強の基本方針

 配水用ポリエチ ＰＴＣ規格書

 レンパイプ 水道配水用ポリエチレン管　ＰＴＣ　Ｋ03

 システム協会 水道配水用ポリエチレン管継手　ＰＴＣ　Ｋ13

水道配水用ポリエチレン管メカ継手　ＰＴＣ　Ｇ30

水道配水用ポリエチレン管不断水分岐割Ｔ字管

ＰＴＣ　Ｇ31

水道配水用ポリエチレン管サドル付分水栓　ＰＴＣ　 Ｂ20

水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁

ＰＴＣ　Ｂ22

マニュアル

水道配水用ポリエチレン管及び管継手　施工マニュアル

水道配水用ポリエチレン管及び管継手　設計マニュアル

 日本ポリエチレン 規格書

 パイプ 水道用ポリエチレン二層管継手　ＪＰ　Ｋ012

 システム協会 水道用ポリエチレン二層管　ＪＰ　Ｋ002

水道用ポリエチレン二層管　資料　ＪＩＳ　Ｋ　6762

技術資料

水道用ポリエチレン二層管　道路下埋設技術資料

水道用ポリエチレン二層管施工ハンドブック

水道用ポリエチレン二層管技術資料
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 土木学会 コンクリート標準示方書【設計編】【施工編】【ダムコンクリ

ート編】【維持管理編】【構造性能照査編】

トンネル標準示方書（山岳工法）・同解説

トンネル標準示方書（シールド工法）・同解説

トンネル標準示方書（開削工法）・同解説

鋼・合成構造標準示方書【総則編】【構造計画編】【設計編】

【耐震設計編】【施工編】【維持管理編】

複合構造標準示方書

鋼構造架設設計施工指針

鋼構造物設計指針

構造力学公式集

水理公式集

土木技術者のための振動便覧

 地盤工学会 地盤材料試験の方法と解説

土質試験　基本と手引き

地盤調査の方法と解説

 日本道路協会 道路橋示方書【Ⅰ共通編・Ⅱ鋼橋編】【Ⅰ共通編・Ⅲコンクリ

ート橋編】【Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編】【Ⅴ耐震設計編】・同

解説杭基礎設計便覧

道路構造令の解説と運用

舗装の構造に関する技術基準・同解説

舗装設計便覧

道路土工指針【切土工・斜面安定工】【カルバート工】【盛土

工】【擁壁工】【軟弱地盤対策工】【仮設構造物工】

共同溝設計指針

 日本河川協会 改定　解説・河川管理施設等構造令

改訂新版　建設省河川砂防技術基準（案）同解説（調査編、設

計編[Ⅰ][Ⅱ]）

国土交通省河川砂防技術基準・同解説（計画編）

 日本大ダム会議 ダム設計基準

ダム・堰施設技術基準（案）（国土交通省）

 電力土木技術協会 水門鉄管技術基準

 日本建築学会 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説

プレストレスコンクリート設計施工基準・同解説

建築物荷重指針・同解説

鋼構造設計規準

鋼構造塑性設計指針

鋼構造限界状態設計指針・同解説

容器構造設計指針・同解説

建築工事標準仕様書・同解説

 全国建設研修セン 建築設備計画基準、建築設備設計基準

 ター （国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課　監修）

 日本電気協会 内線規定

高圧受電設備規程

自家用電気工作物保安管理規程

 日本下水道協会 下水道土木工事必携（案）

 日本下水道事業団 機械設備工事一般仕様書

機械設備工事必携（施工編）

電気設備工事必携

電気設備工事一般仕様書・同標準図
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第４節　国際単位

１　いわき市水道局の設計で用いる計量標準の単位は、国際単位系（ＳＩ）とする。

〔解説〕

１について：単位の使用にあたって、ＳＩ単位と非ＳＩ単位の併記を用いる場合には、

非ＳＩ単位を（　）で表示することを原則とする。

⑴　主なＳＩ単位と非ＳＩ単位の換算式を次に記載する。

⑵　上記の票に基づき、水道で使用す単位で表示することが多い圧力について、代表的

　な換算値と換算式を以下に記載する。

　　換算式　 1.0㎏f/㎠　＝　0.098�（メガパスカル）

　　　　　　 1.5㎏f/㎠　⇒　0.15�

　　　　　　 2.5㎏f/㎠　⇒　0.25�

　　　　　　 5.0㎏f/㎠　⇒　0.49�

　　　　　　 7.5㎏f/㎠　⇒　0.74�

　　　　　　10.0㎏f/㎠　⇒　0.98�

　　　　　　16.0㎏f/㎠　⇒　1.57�

　　　　　　20.0㎏f/㎠　⇒　1.96�

ＰＳ →

0.10197 kgf・ｍ

0.73550

← 1.00

kgf・ｍ → Ｎ・ｍ 1.00

kgf/cm2

Ｎ

← 1.00

kgf ← Ｎ

�

kgf・ｍ → 9.80655 Ｎ・ｍ

kgf

Ｎ・ｍ

ｋＷ

ｋＷ

非ＳＩ単位 ＳＩ単位

Ｎ

1.000.10197

→ 0.09807

ＰＳ ← 1.00

→

←

kgf

ＰＳ ← ｋＷ 1.35962

曲げ
モーメント

変換単位 方向

圧力
1.00kgf/cm2 → �

kgf/cm2 ← � 10.19720

kgf/cm2

kgf・ｍ ← Ｎ・ｍ

出力
ＰＳ → ｋＷ 1.00

表-１.４.１ ＳＩ単位換算式一覧表

9.806551.00
力

kgf → Ｎ

�

12



第２章　事業計画と予算
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第２章　事業計画と予算

第１節　いわき水みらいビジョン2031

１．経営計画

1　「いわき水みらいビジョン２０３１」は、本市水道事業の目指すべき将来像への歩

　を着実に進め、水道事業を次世代に健全な姿で引き継いでいくため、従前の経営プラン

　の基本理念である「未来に引き継ぐいわきの水道～安全でおいしい水を必要なだけ～」

　を継承し、国の新水道ビジョンに示す水道の理想像を実現するために掲げた「安全」、

　「強靭」、「持続」の３つの観点のもと、令和４年度から令和13年度まで

　の10年間の具体的な取組等を示す計画である。

〔解説〕

１について：いわき水みらいビジョン２０３１（以下、水道ビジョン）は、いわき市の

「いわき市まちづくりの基本方針」や「いわき創生総合戦略」、及び国の「新水道ビジョ

ン」、福島県の「福島県水道ビジョン2020」と整合を図りながら、総務

省が策定を求めている「経営戦略」を兼ねる計画として位置付けるものである。

　水道ビジョンでは、計画の基本理念、観点、方向性と基本方針を次のように定め

ている。

⑴　基本理念：「未来に引き継ぐいわきの水道　～安全でおいしい水を必要なだけ～」

⑵　観点：「安全（水道水の安全の確保）」、「強靭（確実な給水の確保）」、「持続

（供給体制の持続性の確保）」

⑶　方向性と基本方針

・「安全」の方向性：安全でおいしい水道水の供給

　基本方針：水源から蛇口までの統合的な安全対策の推進により、安心して飲める水

 道を目指す。

柱1.1　水安全対策の着実な実施による良好な水質の保持

柱1.2　水質検査の充実による適正な水質管理の維持

柱1.3　安心して飲める水道の普及促進

・「強靭」の方向性：最適で災害に強い水道システムの構築

　基本方針：災害経験や将来の水需要を踏まえた、効率的で災害に強い水道システム

を目指す。

柱2.1　水需要を踏まえた施設再編による水道システムの最適化、安定化

柱2.2　個別対策と相互融通体制の構築による水道システムの強靭化

柱2.3　適正な維持・修繕による水道施設の長寿命化

柱2.4　危機管理体制の強化による防災力の向上

・「持続」の方向性：持続可能な経営基盤の確立

　基本方針：本格的な人口減少社会にあっても、健全で安定的な事業運営を目指す

柱3.1　効率的な組織体制の構築と人材育成の充実による組織力の強化

柱3.2　効率的で効果的な運営による経営基盤の強化

柱3.3　環境対策の推進による環境負荷の低減

柱3.4　効果的な広報公聴活動によるお客様とのコミュニケーションの推進

柱3.5　関係者等との連携・協働による水道サービスの向上と水道基盤の強化
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第２節　予算

１．予算の作成

１　予算は、予算編成要領に基づき作成する。

〔解説〕

１について：予算書の作成にあたっては、毎年予算担当課が作成する「予算編成要領」を

遵守し、作成する。

２．予算の執行

１　予算執行の手続は、予算執行方針に基づき行う。

〔解説〕

１について：当該年度の予算の執行は、毎年予算担当課が作成する「予算執行方針」を

遵守し、執行する。
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第３章　一般事項等

第１節　共通事項

１．施設名称

１　施設の名称設定は、地名と施設の目的を組合わせることとする。

２　施設の名称に使用する地名の優先順位は、所在地名を第１として次に施設が受持つ

　区域名を使用する。

３　施設の目的とは、その水道施設の機能や特性をいう。

〔解説〕

１について：地名を第１語とし施設の目的を第２語として名称を設定する。使用例とし

ては次のとおりである。

　（例）　平浄水場　⇒　地名として「平」を第１語、施設の目的として「浄水場」を

　　　　　　　　　　　第２語として設定し名称としている。

　　　　　大剣配水池⇒　地名として「大剣」を第１語、施設の目的として「配水池」

　　　　　　　　　　　を第２語として設定し名称としている。

２について：地名は、施設の所在地の住所とし、その字名や大字名を用いるものとする。

　ただし、その施設が広範囲にわたる地域に原水や浄水を配ることを目的とした施設の

場合は、その地域をイメージできる地名を住所から用いるものとする。

⑴　字名や大字名を使用した例としては、以下のとおりである。

　（例）　大剣配水池　（所在地が泉町下川字大剣地内）

　　　　　南白土配水池（所在地が平南白土字勝負田地内）

⑵　広範囲にわたる地域に配ることを目的とした施設で、その地域をイメージできる地

　名を使用した例としては、以下のとおりである。

　（例）　平配水池（所在地は平鎌田字江ノ上地内だが、配水地域が平地区）　

　　　　　田多羅以ポンプ場（所在地は瀬戸町山下地内だが、配水区域が田多羅以地区）

３について：施設名称として使用する施設の機能や特性を具体的に記載すると、取水口

や導水路、浄水場、ポンプ場、配水池等となる。また、名称の設定に際しては、次の点

に留意しなければならない。

　なお、既存の施設名称については、施設管理を行う上で混乱する恐れがあるため、対

象施設が廃止されるまで、現状の名称を使用する。

⑴　その施設が２以上の施設目的を持つ場合は、その機能や能力、特性が占める割合が

　高い目的名称で代表させる。ただし、配水施設においてポンプ場と配水池が同じ敷地

　にある場合は「配水場」とする。

　（例）　平浄水場　　（浄水施設と送水施設が同一敷地内にある。）

　　　　　田部ポンプ場（取水施設である取水口と沈砂設備、導水施設のポンプ設備が

　　　　　　　　　　　同一敷地内にある。機能の占める割合から、名称としては田部

　　　　　　　　　　　取水場となるが、既に名称設定されていることから現況のとお

　　　　　　　　　　　りとする。）

　　　　　志座配水場　（志座配水池、ポンプ設備が同一敷地内にある。）

⑵　同一敷地に２以上の同一目的施設がある場合には、「１号」「２号」等の番号を目

　的名称の前につけるものとする。

　（例）　小名浜１号配水池、小名浜２号配水池
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⑶　⑵の番号表示よりも、方位（東西南北）あるいは水位差（高区・低区）を用いた方

　が合理的な場合には、これを用いるものとする。

　（例）　中央台低区配水池、中央台高区配水池

⑷　ポンプ場の名称については、その機能や特性が多岐に亘ることから、以下を参考と

　して設定する。

ア　取水施設から、原水を敷地外の貯水施設や浄水施設に、原水を送水することを目

　的としたポンプ場は「導水ポンプ場」とする。

　（例）　導水ポンプ場（入遠野浄水場の原水を導水する施設であるが、第１語の名

　　　　　称が設定されていない。）

イ　地下水を、水源として取水井等で直接消毒し浄水としたうえで、この浄水を取水

　し送水することを目的としたポンプ場は「浄水場」とする。

　（例）　現況は法田ポンプ場　⇒　法田浄水場

ウ　浄水を、浄水場から最初の配水池に送水することを目的としたポンプ場を「送水

　ポンプ場」とする。しかしながら、通常は浄水施設と同一敷地内に一体的に整備さ

　れることから、⑴の設定条件に該当することとなる。

エ　配水施設において、浄水をポンプ井の有無にかかわらず、計画１日最大給水量を

　平均して送水することを目的としたポンプ場を「ポンプ場」とする。

　（例）　（仮）平ポンプ場

オ　配水施設において、浄水をポンプ井の有無にかかわらず、計画時間最大給水量を

　配水することを目的としたポンプ場を「配水ポンプ場」とする。

　　また、計画時間最大給水量を加圧式で配水することを目的としたポンプ場を「加

　圧配水ポンプ場」とする。

⑸　管きょの名称については、暗渠の場合は水道の施設名に「管」を付し、開渠の場合

　は水道の施設名に「水路」を付し呼称する。

　（例）　暗渠の場合は、導水管、連絡管、送水管、配水管、給水管

　　　　　開渠の場合は、導水路、連絡水路
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２．工事番号

１　工事等の発注に際しては、当該工事に工事番号を付す。

〔解説〕

１について：工事番号は、年度、発注担当課、予算科目及び発注順位が分かるよう、次

のように表記する。

　（示）　Ａ　Ｂ　第　Ｃ　Ｄ　号

　　　　　Ａ(年度…和暦で表示)、Ｂ(課所別略号)、Ｃ(科目別の番号)、Ｄ(発注順位…

　　　　　２桁で表示)

⑴　上記のうち、Ｂの課所別略号及びＣの科目別番号は、次のとおりとする。

総務課  簡水　施設整備事業費

事業支援課  簡水　老朽管更新事業費

経営戦略課  簡水　施設更新事業費

営業課  簡水　固定資産購入費

配水課

工務課  上水　施設整備事業費

南部  上水　老朽管更新事業費

工事事務所  上水　施設更新事業費

浄水課  上水　固定資産購入費

北部浄水場  上水　災害対策事業費

管理室  上水　災害復旧事業費

南部浄水場

管理室  工水　施設整備事業費

水質管理  工水　老朽管更新事業費

センター  工水　施設更新事業費

 工水　固定資産購入費

 工水　災害対策事業費

 工水　災害復旧事業費

０４

０５

０６

０７

 工水　基幹浄水場連絡管整備事業費

０２

０３

１４

１５

１６

１７

０１

配 １１  上水　基幹浄水場連絡管整備事業費

１２

１３

事 ０３

経 ０４

営 ０５

課所別略号 課　所　名 科目別番号 科　　目　　名

総 ０２

工

南工

浄

北浄

南浄

水
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３．工事等名称

１　工事等の発注に際しては、当該工事、委託に工事名、委託名を付す。

〔解説〕

１について：工事名については、工事名を見れば内容が分かるように設定する。

　また、上水道・簡易水道事業と工業用水道事業を区分するため、工業用水道事業の工事

名称には、頭に「(工水)」を付する。

⑴　配水管等の管路工事の場合は、次のとおりとする。

ア　工事の名称は、重要給水施設整備事業であるかどうか、地区名、管等の種類、

　管路番号、工事の種類の順で表記し、末尾に「工事」を付する。具体的には次の

　とおりとする。

　　なお、工事名では、配水本管・配水支管の区分はしない。

 （工水）  工業用水道事業に係るもの

 （重）  重要給水施設整備事業に係るもの

 地区名  平山崎字五反田地内　→　平山崎（大字まで）

 管等の種類  導水管　送水管　※配水管　給水管　消火栓　施設名称等

 工事で改良対象となる管路の配管図番号と路線番号を（）書きで表

 記する。なお、改良対象が複数となる場合は、(第〇-〇号外)と外

 を付す。また、()内の管番号表記の優先順位は、１ 口径

（大→小）、２　延 長（長→短)とする。

 工事の種類  新設　改良　増設　移設　整備(交付金事業のみ)　修繕

　（例）　平山崎配水管（第11－16号）改良工事

　　　　　市道関連平山﨑配水管(第11-16号)移設工事

　　　　　(重)平山﨑配水管(第11-16号外)整備工事

　　　　　(工水)好間工業団地配水管(第2-10号)改良工事

イ　新設の場合は、地区名又は管路名、管等の種類、工事の種類の順で表記し「工事」

　を付する。具体的には次のとおりとする。

　ただし、消火栓の場合は管路番号を表記する。

　（例）　平山崎配水管新設工事

　　　　　小名浜御代坂消火栓（第227－45号）新設工事

　　ただし、基幹浄水場連絡管整備事業については、水系幹線名を工事名に付すものと

　する。

　（例）　鹿島・常磐水系幹線新設工事

ウ　工区分けや複数箇所を一括発注する等により工事等の名称に算用数字（アラビア数

　字）が含まれる場合（管路番号を除く）は、全角を使用する。

　（例）　平山崎配水管新設工事（第２工区）

　（例）　平山崎消火栓（第11－16号）　外２箇所新設工事

エ　複数箇所の配水管新設を一括発注するなど同管路等の種類、同工事等の種類の複数

　工事をまとめる場合は、管路等の種類又は管路番号の後に「外○箇所」と表記する。

　　なお、異管路等の種類、異工事等の種類の複数の工事をまとめる場合は、「外○箇

　所」の表記はしない。　

オ　下水道、区画整理、国県市道等の関連する工事等は、地区名の前に関連事業名を「

　○○関連」と表記し、補償工事である場合は、工事等の種類の後に「補償」を付ける。

　　なお、補償工事となる場合は、管路等の種類の「配水管」を「水道管」と表記する。

　また、関連事業名と地区名の間にスペースは入れない。

 管の番号
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⒈　下水道

　（例）　下水道関連△△△水道管（第○－○号）移設補償工事

⒉　区画整理

　（例）　□□□□区画整理事業関連○○管新設工事

　　　　　水道管（第○号・□□□□区画整理事業補償）移設工事（例外）

⒊　国県市道関連

　（例）　□道関連△△△○○管（第○－○号）移設工事

※　△△△は「地名」、□□□□は「事業名または道路種別」、○○は「管種別」

⑵　施設等の工事の場合は、次のとおりとする。

ア　施設新設及び施設の全体的な改良の場合は、施設の名称、工事の対象である施設

　の具体的な名称、その工事が躯体なのか、設備なのか分かるように工事の末尾に

　（土木建築）、（機械設備）、（電気設備）、（機械電気設備）を付する。

　（例）　中央台ポンプ場新設工事（電気設備）

　　　　　中央台ポンプ場改良工事（機械電気設備）

　　　　　八幡小路配水池改良工事（土木建築）

　　　　　(工水)好間工業団地増圧ポンプ場改良工事（電気設備）

イ　施設の設備の一部を改良、修繕する工事の場合には、その設備が設置されている

　施設の名称、工事の対象である設備の具体的な名称（〇〇設備と表記する）、工事

　の種類（管路に準じる）の順で表記し、末尾に「工事」を付する。

　（例）　中央台ポンプ場電気計装設備改良工事

　　　　　四倉ポンプ場ポンプ設備改良工事

　　　　　鹿島町走熊管理メータ設備改良工事、勿来配水池テレメータ設備改良工事

四倉ポンプ場次亜注入設備修繕工事　　　等

⑶　設計等の委託の場合は、次のとおりとする。

委託等の名称についても上水道・簡易水道事業と工業用水道事業を区分するため、

工業用水道事業に係るものには、頭に「(工水)」を付する。

ア　委託等の名称は、重要給水施設整備事業であるかどうか、地区名、管等の種類、

　管路番号、工事の種類、委託の種類の順で表記し、末尾に「委託」を付する。具体的

　には次のとおりとする。

　　なお、委託名では、配水本管・配水支管の区分はしない。

 （工水）  工業用水道事業に係るもの

 （重）  重要給水施設整備事業に係るもの

 地区名  平山崎字五反田地内　→　平山崎（大字まで）

 管等の種類  導水管　送水管　配水管　給水管　消火栓　施設名称等

 管の番号  管路工事に準ずる

 工事の種類  新設　改良　移設　整備(交付金事業のみ)　修繕

 測量、調査、設計(基本、予備、詳細)　の順で表記する。

 測量(台帳での埋設物調査を含む)

 調査(地質調査を行う場合)

 設計(詳細設計以外の場合は、予備、基本を記載する。)

　（例）　平山﨑配水管(第11-16号)改良測量設計委託

　　　　　平山﨑配水管新設測量予備設計委託

　　　　　八幡小路配水池改良測量調査設計委託

　　　　　(重)平山﨑配水管(第11-16号外)整備測量設計委託

　　　　　(工水)好間工業団地配水管(第2-10号)改良測量設計委託

　　ただし、基幹浄水場連絡管整備事業については、水系幹線名を委託名に付すものと

　する。

　（例）　鹿島・常磐水系幹線新設測量調査設計委託

⑷　同年度に同一工事等名で発注する場合は、末尾に次の区分を付する。

　工事 　（第１工区）、（第２工区）、・・・

　委託 　（その１）、（その２）、・・・

　（例）　鹿島・常磐水系幹線新設工事（第３工区）

　　　　　鹿島・常磐水系幹線新設測量調査設計委託（その１）

 委託の種類
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４．施工場所

１　工事等の発注に際しては、当該工事の施工場所を併記する。

〔解説〕

１について：工事場所の表記は、工事場所が分かるようにつぎのように設定する。

⑴　施設等の築造で、施工場所が特定できる場合は地番まで表記する。

　（例）　内郷高坂町立野130

⑵　路面復旧や消火栓設置等で、施工場所が特定できる場合は代表地番を表記する。

　（例）　いわき市内郷高坂町立野130番地先

⑶　管路の布設工事等で、単一の「字」または「町名」の中で線的に連続して施工する

　場合は「○○　地内」とする。

　（例）　いわき市内郷高坂町立野　地内

　　　　　いわき市平字一町目　地内

⑷　⑶と同じ工事等で、線的に連続して字または町名が２以上になる場合は「○○～○

　○地内」とする。

　（例）　いわき市平赤井字諸荷～大根内　地内

⑸　一つの工事等で、施工場所が複数点在する場合は「外○箇所」と記入する。

　（例）　いわき市内郷高坂町立野　地内外３箇所

　（例）　いわき市内郷高坂町立野130番地先　外２箇所
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第２節　水道施設における耐震化の考え方

１．耐震設計の対象

１　耐震設計を行う施設は、厚生労働省が平成27年６月に策定した「水道の耐震化計

　画等策定指針」の中の第Ⅱ部「３．耐震化の目標設定」に位置付けられている水道施

　設とする。

〔解説〕

１について：水道の耐震化計画等策定指針では、水道施設の機能維持水準を施設（構造物）

と管路に分け、それぞれの目標を次のように定めている。

⑴　次の施設については、人命や環境に重大な影響を与えないこと、個々に軽微な被害

　が生じても、重大な機能低下をまねかず、施設として一定程度の機能を保持すること

　を目標とする。

ア　取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設

イ　配水本管に直接接続するポンプ場および配水池等、当該水道事業の配水池等のうち

　最大級のもの

ウ　損傷を受けた場合、重大な２次被害を起こす可能性の高い施設

エ　災害時の応急対応の拠点となる庁舎施設

オ　復旧困難な基幹施設

⑵　管路については、重要ルートとしての指定を行い、個々に軽微な被害が生じても、

　重大な機能低下をまねかず、管路として一定程度の通水ができることを目標とする。

ア　代替機能がなく、機能停止した場合、影響が広範囲に広がる管路（導水管、送水

　管、配水本管など）

イ　地域防災計画等に位置づけられた病院など、災害時の拠点医療施設への給水ルー

　ト

ウ　防災拠点、避難所、応急給水拠点など発災後の対応活動の拠点となる施設への給

　水ルート

エ　政治行政機能、経済機能など都市機能を支える重要施設への給水ルート

オ　緊急輸送道路等、損傷した場合、他の復旧活動に影響を与えるルート
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２．水道施設の耐震設計の適用

１　いわき市水道局の水道施設の設計においては、㈳日本水道協会発行の「水道施

　設耐震工法指針・解説２０２２」版に基づき、耐震設計を行う。

２　耐震設計は、水道施設毎に設定された重要度ランクに基づき行い重要度ランクに

　ついては、いわき市水道局水道施設総合整備計画水道施設耐震化計画に記載のとお

　りとする。

〔解説〕

１について：水道施設の耐震設計実施にあたっては、地震動レベルと施設の重要度を考

慮する。

　なお、耐震設計にあたっては、㈳日本水道協会発行の「水道施設耐震工法指針・解説

２０２２」版のほか、東京都水道局発行の「東京都水道局耐震設計ガイドライン」等の

技術資料も参照し業務を行うこと。

⑴　設計で考慮する地震動レベルは、次のとおりとする。

 レベル１地震動  当該施設の供用期間中に発生する可能性が高い地震動

 レベル２地震動  当該施設の供用期間中に発生する最大規模の強さを有する地震動

⑵　水道施設に求められる要求性能は、次のとおりとする。

 使用性  設定した地震作用等に対して、水道施設が継続的に使用できる性能。

 復旧性  地震の影響等により低下した水道施設の性能を早期に復旧できる性能。

 設定した地震作用等に対して、水道施設機能に重大な影響を及ぼすような

 損傷が発生しない性能。さらに、利用者や周辺の人の生命や財産を脅かさ

 ないための性能。

 安全性で定義した事象を超えて安全性が損なわれた場合に、水道施設が危

 機的な状況に至る可能性を小さくする性能とする。

⑶　水道施設の重要度につては、次のとおりとする。

ア　重要度は、「ランクＡ１」「ランクＡ２」「ランクＢ」に区分し、その定義は次

　のとおりとする。

 重要な水道施設のうち、ランクＡ２の水道施設以外の水道

 施設

 重要な水道施設のうち、次のどちらの要件にも該当する水

 道施設

 ⒈　代替施設がある水道施設（当該施設が被災しても他の

 　　水系または施設からバックアップが可能）

 ⒉　破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが低い

 　　水道施設

 ランクＢの水道施設  ランクＡ１およびランクＡ２以外の水道施設

イ　重要な水道施設とは、「第２節 1. 耐震設計の対象」で示されている施設をいう。

表-３.２.１ 地震動レベルの分類表

表-３.２.２ 要求性能の区分表

 ランクＡ１の水道施設

 ランクＡ２の水道施設

 安全性

 危機耐性
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第３節　業務委託

１．業務委託の範囲

１　測量業務の委託は、設計に必要な図面がない場合や、水道用地の取得が必要な場合

　に実施する。

２　地質調査業務の委託は、土木構造物または建築物等の設計に必要な、地盤等の土質

　特性を把握する場合に実施する。

３　設計業務の委託は、水道施設の建設・改良で、大規模な施設や高度な構造解析等が

　必要な場合に実施する。

〔解説〕

１について：設計に必要な図面については、次のとおりである。

ア　設計原図に転用できる道路等の各管理者、または道路等の埋設物の占用者等が所

　有する台帳図等の資料が入手できないとき。

イ　設計業務に必要な、詳細な図面が必要になるとき。

ウ　新たな用地の取得が必要なとき。この場合には、用地測量を含めるものとする。

３について：大規模な施設とは、取水施設、トンネル、浄水場、配水池、水管橋、推進

　工、ポンプ場等が対象となる。

　　また、計画延長が長距離で、布設位置及び構造物の形状の検討が必要となる管路、

　占用物件の申請に必要な業務についても業務委託の対象とする。

２．測量業務

１　測量業務は、本設計基準の「設計図面の作成」に必要な各図面を設計図書に基づき

　作成しなければならない。

２　設計に必要な現地の情報を具体的に図面に記載しなければならない。

〔解説〕

２について：設計に必要な情報とは、次のとおりである。

⑴　水道施設の埋設位置及びボックス等の構造物形状

⑵　給水装置および給水施設の地上設置物（乙止水栓、量水器等）

⑶　各管理者や他の事業者が管理する、地下埋設物や地上構造物

⑷　建物の所有者又は使用者等の管理者の氏名または名称等

⑸　その他、設計に必要な情報
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３．地質調査業務

１　地質調査業務は、構造物の設計に必要な地中内部の性質（物理的、化学的、力学的

　など）を把握するために実施する。

２　地質調査業務には、原位置試験および室内試験、解析・判定業務等があり、設計に

　必要な項目を関連法令と技術基準等の技術書に基づき選定し実施する。

〔解説〕

１について：地質調査業務は、構造物の設計に必要な地中内部の性質（物理的、化学的、

力学的など）を把握することで、安全で安心な構造物を造ることや、自然斜面の安定性

（地盤が強いのか弱いのか）を知ることができる。

　なお、地質調査に際しては、次の点に留意する。

①　支持層として必要な層厚を十分に確認しなければならない。

②　支持層が薄く、下位に軟弱層がある場合には、支持力及び沈下について詳細に

　検討しなければならない。 

③　支持層の判断はＮ値のみならず、周辺の堆積環境、地層の連続性等を考慮し決

　定しなければならない。 

２について：地質調査業務で行う、原位置試験および室内試験、解析・判定業務等の内

容は、次のとおりである。

⑴　原位置試験

　原位置試験は、原位置の地表またはボーリング孔などを利用して地盤の性質を直接

調べる試験の総称で、密度などの物理的性質，強度・変形特性，透水性などを求める。

　試験には、ボーリング孔を用いた標準貫入試験、孔内水平載荷試験、現場透水試験、

揚水試験、地表から行うスウェーデン式サウンディング試験、物理探査、地盤の平板

載荷試験など多くの試験があり、目的に合った試験を選択する。

ア　ボーリングを利用した試験

①　ボーリング

　　ボーリングは、掘進機を使用して地中に孔をあけて掘り進み、土や岩の試料を

　観察したり、地中で次の試験を行って土の強度などを調査するために行う。なお、

　ボーリング孔を利用した調査では、計測や試験の種類によって掘削孔径が異なる

　など、孔壁保護・直線性保持技術などが要求される。各試験項目毎の削孔径は、

　次表のとおりである。

８６～１１６　サンプリング

採取方法により決定される

６６～８６　試験方法により

決定される

現場透水試験 主に８６

表-３.３.１ 各試験項目毎の削孔径

試験項目 削孔径（ｍｍ）

ボーリング ６６～１１６が主流

標準貫入試験 標準として６６

サンプリング

孔内水平載荷試験
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②　標準貫入試験

　　この試験は、動的な貫入試験でＮ値の測定を行う原位置試験。なお、土の乱し

　た試料の採取が可能。なお、参考として支持層の確認長およびＮ値から求める支

　持層の目安、Ｎ値と他の試験値との相関関係等について、次表に示す。

 玉石、転石の影響による過大

 なＮ値に注意

（岩盤、砂

東北地方建設局・ 礫層も同様）

設計マニュアル

（堅固な層 （堅固な層

はN>30） はN>50）

良質な支持層と考え

られても、層厚が薄

日本道路協会・ い場合や、その下に

道路橋示方書・4） （qu≧0.4（砂礫層も 軟弱な層や圧密層が

N/mm2) 概ね同様） ある場合はその影響

の検討必要

良質な支持層と考え

られても、層厚が薄

道路土工－擁壁工 い場合や、その下に

指針 （qu≧100～ 軟弱な層や圧密層が

道路土工－カルバ 200kN/m2) ある場合はその影響

ート工指針 の検討必要

（Terzaghi and Peck,Meyerhof）

（emaX－emin）

３０～５０ 密な　　　 0.6～0.836～41 40～45

５０以上 非常に密な 0.8～1.041以上 45以上

　４～１０ 緩い　　　 0.2～0.428.5～3030～35

１０～３０ 中位の　　 0.4～0.630～36 35～40

Ｎ値 Ｄｒ＝（emaX－e）／
ペックによる

マイヤーホフ

による　　　

　０～　４ 非常に緩い 0.0～0.228.5以下 30以下

ケーソン等

日本道路協会・

N≧10～15
擁壁・カル

N≧20
バート等　

表-３.３.４ 砂の相対密度、内部摩擦角とＮ値との関係

相対密度 内部摩擦角φ°

N≧30
層厚は５ｍ以上にて下
位に軟弱層がない場合

橋梁・直接 N≧20

20≦N≦3030≦N≦50
層厚は５ｍ以上にて下
位に軟弱層がない場合

橋梁・杭

N≧20 N≧30
橋梁・直接

地表から５ｍ以深 　５ｍ 　３ｍ 　５ｍ

表-３.３.３ 各機関による支持層の目安

規定機関・出典等
上部構造物 良質な支持層の目安

備考
基礎形式等 粘性土 砂質土

表-３.３.２ 支持層確認長の目安

 支持層確認深度 軟　岩 硬　岩 土　砂 備　考

地表から５ｍ未満 １０ｍ 　５ｍ １０ｍ
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⒈　粘性土では小さめに、土質～礫質土では大きめに発現する傾向にある。

⒉　礫質土では礫に当たることがあり、過大に発現される。

⒊　粘性土でも含水比が高い土質ほど、小さめに発現する傾向にある。軟弱粘土

　では貫入エネルギーが大きすぎ、過小に発現される。

⒋　同じ土質でも深層地盤ほど大きめに発現する傾向にある。

　　また、支持層の目安として、一般に地盤の密実さに正比例するＮ値を利用する

　　が、Ｎ値には次のような特性、問題点などがある。

⒌　沖積層など新しい堆積物ほど小さめに発現する傾向にある。 

⒍　深層地盤では貫入エネルギーが低減され、過大に発現される。

⒎　ハンマーの落下方法や測定者の相違によって、若干ばらつく場合もある。

⒏　Ｎ値は本来は動的な貫入抵抗値であり、この数値から静的な支持力などの判

　定をする場合にはその点につき十分に留意する必要がある。したがって、Ｎ値

　の使用に関してはその限界や特性を十分に認識し、一部補正するなどして対応

　する必要がある。

③　現場透水試験

　この試験は、ボーリング孔を利用して、揚水または注水による地盤の透水係数

を求める原位置試験。

④　揚水試験

　この試験は、揚水井や観測井等を利用して、帯水層の透水量係数や貯留係数を

求める原位置試験。

イ　地表等から行う試験

①　スウェーデン式サウンディング試験

　この試験は、荷重による貫入と回転貫入を併用した原位置試験で、土の静的貫

入抵抗を測定し、その硬軟または締まり具合を判定する。

②　物理探査

　物理探査としては、主に弾性波探査と電気探査がある。弾性波探査は、人工的

に発生させた弾性波を用いて地下の構造を推定する方法の総称。電気探査は、地

層が異なった比抵抗を持つ性質を利用し地盤の比抵抗構造を知る方法。特に堆積

層と基盤岩の構造などの把握に有効。

⑵　室内試験

ア　サンプリング(乱れの少ない試料の採取)

　サンプリングは主に室内力学試験（一軸圧縮試験 ・三軸圧縮試験 ・圧密試験・

一面せん断試験・物理試験）用に供する、乱れの少ない試料の採取を目的とし、手

法は大きく４つに分類される。それぞれの特徴等については、次表を参照する。

Ｎ値 ２以下 ２～４ ４～８ ８～１５ １５～３０ ３０以上

一軸圧縮
２５以下 25～50150～100100～200200～400400以上

qu(kN/㎡)

表-３.３.５ コンシステンシー、Ｎ値および一軸圧縮強さの関係

コンシス 非常に軟
軟らかい 中位の 硬い

非常に硬
固結した

テンシー らかい　 い　　　
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　固定ピストン式 ・軟らかい粘性土 ・ピストンを固定し、サンプリン

　シンウォール （Ｎ値0～4程度） 　グチューブを連続的に押込み試

　サンプラー（単管） ・細粒分を多く含有 　料採取する。

　孔　径：８６ｍｍ 　する緩い砂質土 ・エキステンションロッド式サン

　資料径：７５ｍｍ （Ｎ値0～8程度） 　プラーと水圧式サンプラーの２

　種類がある。

・左記の地盤を対象としたサンプ

　リング方法として最も普及して

　いる。

・採取試料の品質に対する信頼度

　が高い。

　ロータリー式 ・中位～硬い粘性土 ・回転するアウターチューブ（外

　二重管サンプラー （Ｎ値4～15程度） 　管）で土を切削しながら、サン

　孔　径：８６ｍｍ 　プリングチューブ（内管）を地

　資料径：７５ｍｍ 　盤に押し込み試料を採取する。

・中～硬い粘性土を対象としたサ

　ンプリング方法として最も普及

　している。

　ロータリー式 ・硬さが中位以上の ・回転するアウターチューブで土

　三重管サンプラー 　粘性土 　を切削しながら、インナーチュ

　孔　径：１１６ｍｍ （Ｎ値4以上） 　ーブを地盤に押込み、インナー

　資料径：８３ｍｍ ・締まり具合が中位 　チューブ内に装着したライナー

　以上の砂質土 　内に試料を採取する。

（Ｎ値10以上） ・主として砂質土を対象としたサ

　ンプリング方法として最も普及

　している。

・細粒分含有量が少ない砂や礫を

　混入する場合には適用困難。

　ブロック ・粘性土 ・手掘りにより塊状の土を採取す

　サンプリング ・砂質土：自立する 　る。

　もの ・切出し式と押切り式の２種類が

　ある。

・地表面に近く、地下水位面より

　浅いところにあるものが適用対

　象となる。

イ　室内土質試験

　室内土質試験は、安全で経済的な設計や施工方法を選定するため、ボーリングま

たはサンプリングにより採取した、土の物理・化学的特性および力学的特性につい

て把握するために行う。なお、土質試験項目と得られる主な値、利用法については、

次表を参照する。

表-３.３.６ サンプリングの適用範囲と特徴

サンプリングの手法 適用範囲 特　徴 
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４．設計業務

１　水道施設の設計は、本設計基準に従い実施する。

　なお、本設計基準に記載がないものについては、関連法令および技術基準等に従い行

　う。

２　「いわき市設計ＶＥ実施要領」に基づく、バリューエンジニアリングによる検討手

　法（以下、「設計ＶＥ」という）を必要に応じて実施しなければならない。

〔解説〕

１について：関連法令および技術基準等とは、本設計基準「表-１.３.２ 主な設計基準

等」に記載したもの、および水道施設設計指針の各項目に記載されたものをいう。

　また、本設計基準適用日以降に、関連法令および技術基準等が改正された場合には、

その内容は本設計基準より優先し適用させる。

２について：設計ＶＥは、計画または設計において、工事目的物の機能、品質及びコス

トの最適化を図ることを目的として、いわき市設計ＶＥ実施要領に基づき行う。

　設計ＶＥを実施する計画または設計等については、民間の技術開発の著しい分野、大

規模な構造物、施工条件に制約が大きい等、代替案が見い出せる可能性の高いものにお

いて実施するものとし、設計担当課等の長が実施について判断する。
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第４章　管路施設の設計

第１節　設計の考え方

１．設計の基本

１　浄水、送水、配水施設の管路に使用する材料は、「水道施設の技術的基準を定める

　省令」に定められた浸出基準を満足するとともに、安全性、環境条件、施工条件に適

　したものとする。

２　管路の布設は、環境条件、施工条件を考慮し、工法を選定する。

３　管路の経年劣化による改良・更新を行う場合には、耐震性などの機能を付加する。

〔解説〕

１について：管には、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、ステンレス鋼鋼管、硬質ポリ塩化ビニ

ル管、水道配水用ポリエチレン管等の管種があるが、「水道施設の技術的基準を定める

省令」に定められた浸出基準を満足するとともに、水圧（最大静水圧と衝撃圧）、外力

（土圧、路面荷重および地震力）に対する安全性が確保できる管種・継手とする。また、

選定にあたっては、環境条件、施工条件および経済性（ライフサイクルコスト等）を考

慮する。なお、外力のうち地震力については、耐震工法指針に基づき設計を行う。

　また、取水、貯水、導水施設に使用する管路にも準用する。

２について：管路の布設方法の選定にあたっては、環境条件、施工条件に応じた適切な

ものを選択しなければならない。

ア　環境条件としては、埋設場所の地盤条件が設計の要件に大きな影響を与えること

　になる。条件によっては、特殊な継手や施工方法の採用あるいは異形管の防護、管

　の外面防食工の実施等について検討しなければならない。

イ　施工条件としては、周辺地下埋設物の状況、交通事情等があり、一般的には開削

　工法を選択するが、市街地等においては地下埋設物が輻輳するなどの物理的な制約

　や、交通渋滞の防止、騒音・振動等の公害防止等の条件により、推進工法やシール

　ド工法、既設管内布設工法等の非開削工法の採用について検討する。

　　また、次期または次年度の継続事業や将来の改良、更新および拡張事業等に配慮

　した設計を行わなければならない。

３について：管路の経年劣化による改良・更新を行なう場合には、将来にわたる管路の

安全性の確保と、耐震性などの機能を付加する。

　また、管路の改良、更新に際しては、目的やライフサイクルコスト等を考慮した将来

計画に適合させるとともに、現場の環境条件、施工条件等に適応した最適な工法を選択

しなければならない。

　なお、局の水道施設に使用する管材等については、原則として本設計基準・付則１

「いわき市水道局管路施設資材使用基準」による。
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２．管路設計の手順

１　管路の実施設計は、布設等の目的を把握し、最新の技術基準等に基づき設計する。

２　設計にあたっては、現地踏査、資料収集、埋設物調査等を必ず行い、安全で確実な

　工法を採用する。また、河川・道路等の管理者、場合によっては交通管理者（警察等

　）と協議および調整を行い、工事の実施に支障が出ないよう設計する。

〔解説〕

１について：設計担当者は、設計にあたり整備計画全体の中での設計路線の位置付けや

関連する事業計画を把握する。また、計画管路での必要流量・水圧を確保するため、水

理計算等に基づき口径を決定する。なお、口径決定に際しては、配水計画担当課と協議

を行わなければならない。

２について：事業計画に基づき設計を進める標準的な手順は、次のとおりとする。

①　現地踏査

②　工事調整

③　図面資料収集・測量・調査

④　埋設物調査

⑤　地上構造物調査

⑥　用地等の確認

⑦　設計図書作成

⑴　上記、各項目の基本的事項については、次のとおりとする。

ア　現地踏査

　対象路線は、設計に先立ち十分な現地踏査を行い、管路工事に際しての支障物

の有無や周辺環境を把握する。

イ　工事調整等

　他の工事については、移設工事の照会や道路管理者、交通管理者、道路占用者で

構成される道路占用工事連絡協議会等で情報を収集し、同時施工の有無や近接工事

などを調整し、合理的かつ円滑な施工に努める。

ウ　図面資料収集・測量・調査

　計画に必要な平面図を作成するため、道路や下水道等の台帳図（Ｓ＝１／５００）

等の資料を各管理者から収集する。平面図作成後に、必要に応じて路線測量、土質

調査、交通量調査、環境調査等を実施する。

エ　埋設物調査

　埋設物管理者の図面や現地踏査により、地下埋設物（水道、工業用水道、下水道、

水路等、電気、通信、ガス、共同溝、道路排水用横断暗渠等）の占用位置をはじめ、

形状、寸法、材質、土被り、埋設年次などを明らかにする。また、必要に応じて試

掘などを行い、埋設物の状況を確認する必要がある。

オ　地上構造物調査

　管路工事の床掘工に伴う影響が想定される場合には、地上構造物（建物、立ち木、

塀、電力・電話柱等）について、現地踏査等により事前に把握する。

カ　用地等の確認

　管路は、原則として道路等の公共用地に埋設する。やむを得ず私有地に埋設する

場合は、用地の買収または地上権の設定を行わなければならない。ただし、借地以

外の方法（計画ルートの変更等）が見つからない場合は、土地所有者と必ず借地

契約を取交わさなければならない。
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キ　設計図書作成

　実施設計においては、工事発注および実施に必要な設計図、特記仕様書、数量計

算書、工事費積算書等を作成する。作成にあたっては、管種、口径、工事の始点・

終点、占用位置（構造物からの離れ、土被り等）、使用する材料など必要な設計条

件を明確に記載する。

⑵　基本的な設計にかかる手順は、次のとおりとする。

ア　現地踏査

①　水道管の埋設状況確認

②　埋設物及び構造物の現地での状況確認

③　給水装置の確認（各戸の乙止水栓や量水器等）及び管理者の氏名、名称　等

イ　工事調整

①　移設工事等の照会

②　道路占用工事連絡協議会の資料確認

ウ　図面資料収集・測量・調査

①　測量（平面、縦断、横断及び詳細測量）及び図面データ等の収集

②　路線測量、土質調査、交通量調査、環境調査等

③　給水装置工事申請図等

エ　埋設物調査

①　各管理者が設置している地下構造物

⒈　道路の雨水排水用縦・横断暗渠管及び函渠

⒉　通信ケーブル　　　　　等

②　各占用者の地下埋設物

⒈　下水道（汚水・雨水・合流）管

⒉　ガス事業管理者

⒊　ＮＴＴ通信ケーブル

⒋　東北電力ケーブル

⒌　工業用水、温泉管（湯本温泉）　　等

オ　地上構造物調査

①　道路構造物（舗装構成、側溝、開水路、有蓋水路、標識、看板、街灯等）等

②　道路隣接地の構造物（建物、立ち木、塀等）

③　電力柱及び電力線

④　電話柱及び電話線

⑤　市イントラネット線

⑥　ゆうせん放送通信線

カ　用地等の確認

①　公図、登記簿等の収集・確認

②　いわき市地図情報システムによる確認

キ　設計図書作成

①　調査収集資料の整理

②　技術資料及び仕様書等の資料確認

③　断水計画の作成

④　設計図面の仮作成（平面、縦断、横断、掘削断面及び配管詳細図等）

⑤　道路・河川等の管理者との協議

⑥　局内の維持管理部門との協議
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⑦　設計図面の修正

⑧　数量の算出

⑨　計画書、占用、公有財産使用許可の申請

３．図面データ等の収集

１　工事に使用する図面データ等については、次の既存資料を道路管理者等から収集し

　使用することが出来る。

⑴　道路や河川管理者が所有する台帳図

⑵　区画整理計画図

⑶　道路や河川、下水道等の改良計画図　等

〔解説〕

１について：既存の資料等の図面等がない場合には、原則として測量業務を発注し、必要

　な設計図等を作成するものとする。

４．現場での調査等

１　図面を基に現場状況を確認するとともに、占用申請に必要な写真撮影も併せて行う。

２　設計書には、平面図・標準横断図の他に必要に応じ横断図・縦断図を添付する。

　（測点間隔は２０ｍを標準とする。）

　　なお、エアー障害を防止するため、管路全体の縦断計画を明確にしておく。

３　給水管の布設位置を確認するため、家屋等の周辺状況を住宅地図並びに給水装置工

　事竣工図により照合し、現地で調査を行い、住宅の形状・所有者名と給水管接続箇所

　を設計平面図に記入する。

４　大規模な仮設等を行う場合等については、工事車両の進入方法等についても調査す

　る。

５　舗装状態が特に劣悪である場合には、当該道路の管理者と復旧方法の協議を行うこ

　とが必要である。

６　地下構造物については、路面に設置されている構造物の位置および内部構造を確認

　する。

７　工事で支障となる地上構造物については、その範囲と代替機能を確認する。
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５．用地確認

１　原則として公図により所有者を確認するものとする。ただし、公道であることが明

　確である場合はこの限りでない。

２　道路に水道管を布設する場合には、道路管理者が発行している認定図等で確認しな

　ければならない。

〔解説〕

２について：市道等に認定されている路線であっても、所有権が個人に帰属している場

合があるので注意する必要がある。

６．用地の取得

１　水道施設の建設等に必要となる土地は、原則として買収または区分地上権等の権利

　設定を行う。なお、諸条件等により買収等が困難である場合には、借地権の設定や賃

　貸借契約を行うものとする。

２　農地や保安林などの法的規制により、土地の売買に規制があるものは、規制等の解

　除の手続きを行わなければならない。

〔解説〕

１について：土地の取得に当たっては、そこに建設する目的物を、隣接して同じ目的物

が建設できる用地面積を確保できるように、用地交渉等において努力しなければならな

い。

　永久的に構造物を設ける場合には、原則として必要な用地を取得するものとする。ま

た、買収までは必要としない隧道のような工作物を設置する場合には、区分地上権の設

定などによる土地の上部に制限を設ける手続きを行わなければならない。

　なお、用地の買収等が必要な場合には、原則として測量業務を発注し、必要な書類を

作成するものとする。

①　用地の買収：買収費用の支払い

②　区分地上権の設定：補償費の支払い

③　賃貸借契約：賃借料の支払い

２について：法的規制を解除する場合には、法令に基づき手続きを行わなければならな

い。農地および保安林の規制の解除手続きは、次のとおりである。

ア　農地の転用

　農地は、農地法のほか、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）、農業経営

基盤強化促進法等の法令により、土地の売買が規制されている。

　農振法に基づく農業振興地域農用地区域内の農地転用は、原則として転用は認め

られないが、水道事業は土地収用法の適用を受ける事業にあたることから、事業に

要する必要最小限度の土地であれば、農振除外や農地転用が可能である。

　手続きとしては、必要書類を整え市農林水産部に「農業振興地域の農用地区域除

外申出」を行い、「農振除外」の回答を受けなければならない。その際の回答に

は、農地法に基づく農地転用の届出および都市計画法に基づく開発行為の協議につ

いて、手続きが必要・不要の判断も付される。
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　必要と判断された場合には、農地法に基づく農地転用については市農業委員会に

届出を行ない、都市計画法に基づく開発行為は市都市計画課と協議することとなる。

　これらの手続きがすべて完了したあとで、用地の買収契約、所有権移転および地

目変更の嘱託登記事務、買収費用の支払等を行うこととなる。

イ　保安林の解除

　保安林は、森林法に基づき指定され、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の

防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、立木の伐採や土

地の形質の変更等について規制されている。

　保安林の指定は、その目的が達成または消滅するまで、原則として解除は認めら

れないが、農地と同じく水道事業は土地収用法の適用を受ける事業にあたるため、

事業に要する必要最小限度の解除が可能である。

　保安林には、国有林での保安林（以下、「国有保安林」という）と民有林での保

安林（以下、「民有保安林」という）があり、指定解除の手続きは、次のとおりと

なる。

①　国有保安林

　国有保安林の指定解除は、農林水産大臣が指定解除権限者となり、指定林の管

轄権を持つ森林管理署と協議し、必要書類を整理して申請する。

②　民有保安林

　民有保安林の指定解除は、重要流域内の３種（水源かん養保安林、土砂流出防

備保安林、土砂崩壊防備保安林）の保安林は農林水産大臣が、その他は福島県知

事が指定解除権限者となり、指定林の管轄権を持つ県農林事務所と協議し、必要

書類を整理して申請する。
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７．既設管確認

　試掘等により確認する。

①　配水管図

②　工事竣工図

③　給水装置工事竣工図

〔解説〕

１について：それぞれの図面内容は下記のとおりである。

⑴　配水管図

　管種、口径、布設年度などが記載されており、各課所に配付されている。

⑵　工事竣工図

　工事竣工時に作成する布設位置・深さ・管割・弁栓類のオフセット等を記載した

図面で、工事担当課所及び配水管図担当課で管理している。

⑶　給水装置工事竣工図

　給水装置工事の竣工図であり、給水装置工事受付担当課及び維持管理担当課所で

管理している。

８．地下埋設物調査

１　地下埋設物については、それぞれの管理者に確認するものとするが、不明の場合は

　現地踏査、試掘等により確認する。

２　確認のために試掘等を行なう場合には、それぞれの管理者に立会を受けなければな

　らない。

〔解説〕

１について：既埋設管の位置は最終的には試掘により確認することとなるため、設計段

階で試掘に必要な費用を計上し、特に大口径の管を布設する場合においては、事前にそ

の位置を調査しておくことが望ましい。

　また、それぞれの管理者については、次のとおりである。

⑴　下水道（汚水・雨水・合流）管

ア　市北部地区

生活環境部　生活排水対策室　北部下水道管理事務所

イ　市南部地区

生活環境部　生活排水対策室　南部下水道管理事務所

⑵　ガス管

ア　平、好間、郷ヶ丘、中央台、若葉台地区

東部ガス株式会社　福島支社・平事業所

イ　常磐、内郷、小名浜地区

常磐共同ガス株式会社

ウ　勿来、錦地区

常磐都市ガス株式会社勿来事業所

１ 既設水道管の位置は、次の図面等で確認するものとするが、不明の場合は現地踏査、
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⑶　ＮＴＴ通信ケーブル管

ア　市内地下埋設物照会、掘削工事立会

ＮＴＴ東日本　埋設物調査・工事立会受付システム

⑷　東北電力ケーブル管

東北電力㈱　いわき営業所

⑸　工業用水道管（好間工業用水道除く）

福島県企業局　いわき事業所

⑹　温泉管（湯本温泉）

総務部　常磐支所　経済土木課　温泉・財産区係

⑺　道路情報ケーブル管

国土交通省　磐城国道事務所　平維持出張所

⑻　信号機ケーブル管

ア　管轄区域内の警察署（第４章第２節の「3.道路の使用許可」を参照）

９．消火栓の対応

１　消火栓の設置にあたっては、当該区域の管轄する各消防署と協議し、決定しなけれ

　ばならない。

２　工事等に伴い消火栓が使用できなくなる場合や仮設が必要となる場合には、市火災

　予防規則第７条に基づき、事前に管轄区域の各消防署に届出しなければならない。

〔解説〕

１について：消火栓の費用は、市からの負担金での設置等することから、その設置地に

ついて事前に協議が必要となる。

　各消防署等の管轄区域は、次のとおりである。

⑴　消火栓の予算にかかる協議先

いわき市消防本部　警防課

⑵　平、四倉・久之浜、小川･川前地区

いわき市消防本部　平消防署

⑶　小名浜地区

いわき市消防本部　小名浜消防署

⑷　勿来、田人地区

いわき市消防本部　勿来消防署
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⑸　常磐、遠野地区

いわき市消防本部　常磐消防署

⑹　内郷、好間、三和地区

いわき市消防本部　内郷消防署

２について：いわき市火災予防規則第７条(４)に該当する場合は、同規則で定められた

様式（水道断水・減水届出書：第12号様式）を使用して行わなければならない。

　ただし、消火栓を使用して、水圧記録計等を設置する場合などは、これに該当しない

ので任意の通知とする。

10．地元住民への対応

１　工事の施工にあたっては、当該区域の住民に工事の概要等について、十分な周知を

　行い、理解と協力を得る努力をしたうえで実施しなければならい。

２　工事施工に伴い発生する交通規制や断水・減圧については、関係住民へ充分なＰＲ

　を行い、理解と協力を得る努力をしたうえで実施しなければならい。

〔解説〕

１及び２について：次の内容に注意し、対応すること。

⑴　設計および工事において、付近住民の意向に充分配慮した施工方法を選択すること。

⑵　隣接および近隣住民へは、次のような事例に基づき対応すること。

例１：区長等の代表者に工事の説明を行い「工事のお知らせ」の回覧を依頼するなど

して周知を行うこと。

例２：受注者が作成し配布する文書の確認を行ったうえで、工事場所の隣接住民へ配

布させること。

例３：交通規制については、「工事のお知らせ」にその方法について箇所図により記

載するなどして周知徹底を図ること。

例４：断水の実施にあたっては、事前に「断水のお知らせ」（資料－３）を各家庭に

配布するとともに、断水前には広報車等で断水広報を実施すること。

11．廃止する水道施設の対応

１　廃止する水道施設の対応については、各管理者等と協議しなければならない。

〔解説〕

１について：各管理者等との対応については、次のとおりとする。

⑴　局所有地の水道施設については、廃止後の施設の危険度、土地利用等を考慮したう

えで、施設の撤去について検討すること。

　なお、未利用の土地を有償または無償で払下げする場合には、行政財産から普通財産

への変更手続きが必要となり、その手続きについては、事業支援課と協議し進めること。

⑵　道路や河川等の水道施設（主に水道管路）を改良事業等により既設の施設を廃止す

る場合には、施設の残置（撤去せずに建設時の状態で残すこと）について、当該管

理者の指示に従わなければならない。
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⑶　私有地の水道施設については、廃止後直ぐに撤去し、土地の賃貸借契約等の解除を

行わなければならない。

　なお、所有者の同意により残置する場合においても、同様に契約解除の手続きを行

うとともに、その後の対応について覚書等により整理しておかなければならない。

12．関連工事の対応

１　共同施工により工事の費用負担等が発生する場合には、協定書等を締結し実施しな

　ければならない。

２　関連工事により移設が必要となった場合には、原因者と施工方法および費用負担等

　について、協議を行い移設契約等を締結したうえで実施しなければならない。

〔解説〕

　関連工事については、原因者に計画について確認し、次年度当初予算に計上すること。

１について：協定書作成における対応については、次のとおりとする。

⑴　道路管理者及び他事業体との施工において、共同施工となる場合には、委託者と受

託者を決め、その後共同工事の協定書を締結し実施すること。

⑵　協定における負担割合については、過去に締結した協定書の内容を考慮し、配管や

土工等の労務費用について負担比率を設定する。

２について：原因者等との対応については、次のとおりとする。

⑴　電線共同溝等の工事

ア　上記工事は、補償の対象となるので、原因者と費用負担や移設時期について十分

な協議を行うこと。

イ　補償の対象とならない場合で、他の占用者と同一断面内に管路等を布設する場合

には、本項１に準じ協定による施工等を考慮すること。

⑵　道路または普通河川管理者等以外の工事

ア　原因者が行う事業により、水道施設（主に管路等）の移設等が必要となった場合

には、補償の対象となるので、原因者と費用負担や移設時期について十分な協議

を行うこと。

13．残土等運搬

１　運搬距離は、搬出先を指定する場合は実距離、指定しない場合は実態を考慮し決め

　るものとする。

２　残土や産業廃棄物の運搬は、交通量区分により運搬費が異なるため、ＤＩＤ（人口

　集中地区）を経由するかどうかの確認が必要である。
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第２節　各種手続き

１．道路占用

１　道路に構造物（管路、コンクリートボックス等）を設置する場合には、管轄する道

　路管理者に占用申請を行わなければならない。

２　道路占用工事については、各道路管理者及び各占用者等で構成される、道路占用工

　事連絡協議会に資料を提出し、調整等を図らなければならない。

３　占用申請で記載する路線名等については、管轄する管理者が作成している管内図や

　道路台帳及び認定網図等で確認するものとする。

４　占用工事においては、道路管理者と事前に協議を行わなければならない。

〔解説〕

１について：国および県道については、道路法第３２条に基づく占用申請前に、同法第

３６条に基づく該当工事の計画書を提出しなければならない。なお、計画書の提出に

ついての各管理者の対応は次のとおりである。

⑴　国管轄の道路：計画性のある事業の占用工事

⑵　県管轄の道路：施工延長２０ｍを超える占用工事

⑶　市管轄の道路：事前協議により提出の有無について確認

２について：道路占用工事連絡協議会の目的は事前の調整により、「掘返し規制」に対

応するためであり、次の内容について各事業者と協議すること。なお、各道路管理者に

おいて、施工後の掘削規制も設定されている。

⑴　協議内容

ア　道路管理者が行う工事及び道路占用工事の調整や効率的な工事実施のための協議

イ　協議会の資料等を基に、他事業体等と連絡をとりながら、発注時期の調整や施工

方法等についての協議

⑵　掘削規制

ア　国道の場合、舗装完了後３年間は原則として掘削工事が認められない。

イ　県道の場合、舗装完了後５年間は原則として掘削工事が認められない。

ウ　市道の場合、舗装完了後５年間は原則として掘削工事が認められない。

３について：各管理者が管轄する道路は次のとおりである。

国道６号 ○ 国土交通省　東北地方整備局　磐城国道事務所

国道４９号 平維持出張所　管理係

自由ヶ丘６２－２６

国道２８９号 ○ 福島県　いわき建設事務所　行政課

国道３９９号 　※　勿来土木事務所管轄区域を除く

主要地方道 平字梅本１５

一般県道 ○ 福島県　勿来土木事務所　行政課

　※　勿来、遠野、田人地区

東田町１丁目２６－１

表-３.４.１ 各道路管理者一覧

路線名 所管先（連絡先）
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臨港道路 ○ 福島県　小名浜港湾建設事務所　管理課

小名浜字横町３５

広域農道（未供用区間） ○ 福島県　いわき農林事務所　農村整備課

平字梅本１５

１級市道 ○ 土木部　維持保全課　保全計画係

２級市道

その他の市道 ○ 総務部　小名浜支所　経済土木課　経済土木係

市街化区域内公衆用道路

○ 総務部　勿来支所　経済土木課　経済土木係

○ 総務部　常磐支所　経済土木課　経済土木係

○ 総務部　四倉支所　経済土木課　経済土木係

農道 ○ 農林水産部　農林土木課　管理係

市街化区域外公衆用道路

林道 及び上記各支所

道路予定区域 ○ 各道路管理者

注　道路の拡幅予定地、都市計画道路の予定地等

　に布設する場合には、道路管理者が用地取得前

　であっても道路法第９１条に基づき、当該道路

　管理者と協議を要する。

私道 ○ 土地所有者

注　公的機関以外の公衆用道路は、原則として避

　ける。やむを得ず構造物を私道に設置する場合

　は、用地買収を原則とする。

４について：協議の内容については、次のとおりである。

⑴　設計内容（復旧方法等）については、各道路管理者が作成している次の手引き等に

　基づき行なうこととなる。

ア　国道………道路占用のしおり

イ　県道………道路管理事務の手引き、道路占用許可基準

ウ　市道………道路管理の手引き、道路復旧標準構造図

※　市道内の道路復旧については、別紙１～２のフローチャート「市

道内に縦断占用する場合の協議手順」を参考とし、経済的な道路復

旧とすること。

エ　上記以外については、事前協議の時点で確認し、復旧方法を併せて協議する。

⑵　県管理の道路で、同一路線で縦断占用延長が５００ｍを越える場合の舗装本復旧は、

　負担金納入となる場合があるので、上記と併せて協議が必要である。
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２．道路の交通規制

１　道路上で行う工事で交通規制をともなう場合には、道路を所管する管理者に道路通

　行規制の申請を行わなければならない。

２　交通規制は、緊急時を除き、当該道路管理者が指定する通知にかかる日数を厳守

　し、必要な書類を添付して申請する。

〔解説〕

１について：交通規制の申請は、道路占用工事許可申請および道路掘削工事許可申請と

同じく、発注者が当該道路の管理者に行う。なお、占用申請前の協議において、規制方

法等についても確認を受けなければならない。

２について：道路の工事において、車輌通行止、片側交互通行、車線規制等の交通規制

を行う場合には、次のとおりとする。

ア　申請から規制実施までの期間は、緊急時を除き、次の日数が必要となる。これは、

　道路管理者が規制開始日を各関係機関等に通知するために必要な最低日数である。

①　国道および県道：１０日以上

②　市道　　　　　：　７日以上

イ　交通規制は、道路管理者が指定する所定の様式に必要な書類を添付し、必要部数

　を作成して申請（提出）する。必要となる主な書類は、次のとおりであるが、各道

　路管理者により追加資料の提出を求められることがあるので、申請前に必ず確認を

　行う。

①　通行規制詳細書

②　位置図

③　保安施設配置図

④　保安施設標準様式図

⑤　現況写真
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３．道路の使用許可

１　工事を道路上で実施する場合は、事前に管轄する警察署に関係書類を添付し、道路

　使用許可申請を行わなければならない。

２　申請は、管轄する区域の警察署に行う。

〔解説〕

１について：道路使用許可申請は、基本的に受注者が行うものであるが、大規模な交

通規制や夜間規制、信号制御の変更等の対応が必要となった場合には、発注者が設計時

に協議しなければならない。

　また、緊急に同申請が必要になった場合の連絡等については、発注者が行わなけれ

ばない。なお、占用工事の着手届の提出時には、道路使用許可書の写しを添付しなけれ

ばならない。

２について：管轄する区域の警察署は、次のとおりである。

①　いわき東・南警察署管轄地区外

福島県警察本部　いわき中央警察署　交通第１課

　　　　　　　内郷御厩町４丁目１４８

②　小名浜、湘南台、鹿島町、永崎、中之作、江名、泉地区

福島県警察本部　いわき東警察署　交通課

　　　　　　　小名浜岡小名字御代坂１９番地

③　勿来、植田、遠野、田人地区

福島県警察本部　いわき南警察署　交通課

　　　　　　　植田町南町一丁目６番地の６
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４．河川占用

１　河川に構造物（水管橋、添架管、排水設備等）を設置する場合には、管轄する河川

　管理者に占用申請を行わなければならない。

２　占用申請で記載する河川名等については、管轄する管理者が作成している管内図等

　で確認するものとする。

３　占用工事においては、河川管理者と設計内容について事前に協議を行わなければな

　らない。

〔解説〕

１について：河川に構造物を設置する場合には、河川法第２４条及び河川法第２６条に

基づき、占用申請を行わなければならない。

⑴　申請先については、次の各河川管理者に協議・提出するものとする。

一級河川 ○ いわき市管内には、一級に指定されている河川は

ない

二級河川 ○ 福島県　いわき建設事務所　行政課

　※　勿来土木事務所管轄区域を除く

平字梅本１５

○ 福島県　勿来土木事務所　行政課

　※　勿来、遠野、田人地区

東田町１丁目２６－１

準用河川 ○ 土木部　維持保全課　保全計画係

普通河川

○ 各支所　経済土木課　経済土木係

連絡先は、道路占用に準じる

⑵　用語

ア　河川法２４条　⇒　土地の占用の許可

イ　河川法２６条　⇒　工作物の新築等の許可

ウ　一級河川　　　⇒　河川法により国土保全上または国民経済上重要であるとの理

由から、国土交通大臣が指定・直接管理している水系に係わ

る河川

エ　二級河川　　　⇒　河川法により一級以外の水系の河川で、都道府県知事が指定

・直接管理している水系に係わる河川

オ　準用河川　　　⇒　一級河川、二級河川以外の河川で、市町村長が指定・直接管

理し、二級河川に関する河川法の規定が準用される河川

カ　普通河川　　　⇒　一級河川、二級河川および準用河川以外の河川で、市町村長

が必要と考え条例を策定し管理している法定外公共物で、河

川法の適用・準用を受けていない河川

３について：２級河川に係る県との協議おいて、当該河川の整備状況により、協議窓口

が次のとおりとなる。

表-３.４.２ 各河川管理者一覧

路線名 所管先（連絡先）

49



ア　計画河川断面が整備している河川　⇒　いわき建設事務所　管理課

イ　計画河川断面が未整備の河川　　　⇒　いわき建設事務所　河川砂防課

５．水路の占用または使用

１　水路は、河川指定以外の水路等をいう。

２　水路に構造物（水管橋、添架管、排水設備等）を設置する場合には、管轄する施設

　管理者に行政財産使用許可申請等を行わなければならない。

〔解説〕

２について：使用許可については、次の各施設管理者に協議・申請するものとする。

土地改良区所有水路  磐城小川江筋

 愛谷堰

 千軒平溜池

 好間堰（解散：管理者不明）

 鮫川堰

 四時川沿岸

農業用用排水路  農林水産部　農林土木課　管理係

 公有地（水）  市街化区域内：

 　土木部　維持保全課　保全計画係

 市街化区域外：

 　農林水産部　農林土木課　管理係

排水路  土木部　維持保全課　保全計画係

都市下水路

６．公園の占用または使用

１　公園内の工事については、公園管理者であるいわき市都市建設部公園緑地課と協議

　しなければならない。

２　構造物の設置には、公園占用（変更）許可申請等を行わなければならない。

〔解説〕

１について：連絡先は、次のとおりである。

市都市建設部　公園緑地課

表-３.４.３ 各施設管理者一覧

 生活環境部 生活排水対策室 北部下水道管理事務所 維持係

 生活環境部 生活排水対策室 南部下水道管理事務所 維持係
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７．鉄道

１　鉄道用地内の工事、近接して行う工事については、鉄道管理者と協議を行い必要な

　手続きを行わなければならない。

２　鉄道に関する協議窓口は、ＪＲ東日本の水戸支社または各保線技術センター等

　となる。

〔解説〕

１について：鉄道用地内の工事、近接して行う工事の対応は次のとおりである。

⑴　鉄道用地内の工事は、鉄道用地を占用し工事を行うこととなるため、測量調査設計

　業務や工事を行う場合には、ＪＲが指定している業者（特異業者）とする。

⑵　近接して行う工事は、ＪＲ営業線の法肩より５ｍ以内の工事をいう。また、５ｍ以

　上離れていても大型重機を使用する場合など、転倒などにより危険がＪＲに影響する

　と判断される場合には、工事着手前に協議し工事の承諾を受けなければならない。

２について：施工場所と関係する保線技術センター等は、次のとおりである。

⑴　管理区域と協議の連絡先は、次のとおりである。

常磐線 水戸・土浦・日立エリア 水戸支社

いわき・原ノ町　エリア

180Km669m (勿来の関)迄 水戸保線技術センター

180Km669m ～市内全域 いわき保線技術センター

磐越東線   1Km000m (平古鍛冶町) 郡山保線技術センター

　　　　　～市内全域

福島臨海 泉・小名浜間 5.4km 福島臨海鉄道㈱運輸技術課

鉄道線

⑵　管理区域の概略図

　1Km000m

水戸保線技術センター

いわき保線技術センター

郡山保線技術センター

古鍛
冶町

いわき駅
勿来
の関

180Km669m

表-３.４.４ 各管理区域および連絡先一覧

路線名および区域 協議のための連絡先
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８．路線バスに係る手続き

１　工事箇所がバス路線で、交通制限の方法や作業時間帯規制、運行路線の変更、バス

　停留所の移動等が必要となる場合は、事前に路線バス会社と協議を行わなければなら

　ない。

〔解説〕

１について：路線バスに係る協議の連絡先は、次のとおりである。

新常磐交通株式会社　乗合部
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第３節　設計図作成

１．設計図の記載

１　設計図面の作成にあたっては、福島県水道協会発行の「水道施設等設計積算マニュ

　アル」の設計書添付図面の作成要領、福島県土木部発行の「土木設計マニュアル」

　の設計図面記載要領、水道施設工事共通仕様書【土木工事編】付則10 水道管路図面

　作成の手引き等に基づき、作成しなければならない。

２　設計図書に添付する図面は、Ａ－１サイズを標準とする。（設計図面について、平

　面、縦断図以外はＡ－３版（Ａ－１縮小版）も可。図面縮小した場合には、縮小した

　旨を明記する。）

３　任意仮設については、参考資料として図面を添付できるものとする。

４　竣工図の作成については、水道施設工事共通仕様書【土木工事編】付則６

　「工事竣工図作成要領」に基づき、受注者に作成させなければならない。

〔解説〕

１について：水道施設のうち、管路工事に係る設計図面の作成には、次の項目に基づい

て作成すること。記載のない事項については、福島県水道協会発行の「水道施設等設計

積算マニュアル（案）昭和61年 4月」及び福島県土木部発行の「土木設計マニュアル」、

水道施設工事共通仕様書【土木工事編】付則10 水道管路図面作成の手引きを参照する

こと。

・平面図の右上部に貼り付ける。

・設計延長が長距離の場合には、別図で確認でき

「水道施設工事共通 　る縮尺を選択し作成する。

　仕様書【土木工事 ・大きさは横１０㎝×縦１５㎝以上とする。

　編】付則４配管工 ・位置図に使用する図面は配水管網図を原則と

　事標準図集設計図 　する。

　関係９－１ ・工事路線または地点の起終点より引き出し線を

　一般平面図」を参照 　出し、「工事施工箇所」と記入する。

「管種表示は、局工事 ・配管図の図面番号を記入する。

　仕様書付則５　管種 ・「第５節．２図面データ等の収集」を基に作成

　記号表」を参照 　する。

・縮尺（1/500 を標準とする）・方位は必ず記入

　する。ただし、図上が北の場合は省略すること

　ができる。

・町字名と家屋所有者名を記入する。

(入札時の設計図書には個人名を記載しない。)

・地形図が複数枚のときは、接続線を記入し、線

　前後の地形図を重複させないようにする。

・地上及び地下構造物を表記する。

・補償が必要となる物件の名称、番号等を表記す

　る。

・道路名および至る先を表記する。

・電力・電話柱の番号を表記する。

・既設管位置は、できる限り正確な位置に線で記

　入し、管所有者・管径・管種等を両端に記載す

　る。（例：φ250ＡＣＰ、ＮＴＴ ＳＡ⑵Ⅴ⑷）

・水道は破線、他の管は二点鎖線等で区分する。

地
形
図

◎

記　載　事　項

既
設
管

平　　面　　図

図　面　の　名　称

位
置
図
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・管路の埋設位置は、1/500 の精度（誤差10cm）

　の位置に実線で記入し、平面距離２０ｍ間隔

　の測点と必要に応じて設定するＩＰ点等を追

　加し記載する。

・管路線の両端から引出線で、施工年度、口径、

　管種、布設延長、掘削断面区分等を記入する。

・消火栓や空気弁・制水弁等の主要施設は、でき

　る限り正確な位置に局工事共通仕様書で示す弁

　栓・施設記号で記入する。　

・布設する給水管や切替箇所（第１止水栓）まで

　は実線で、止水栓位置に記号を記入する。

・切替箇所に番号を付番し、口径、管種を表示す

　る。　（例：② φ20 PEP）

・配管全体を表したい場合は、平面図もしくは別

　図に管割を作図する。

　作成にあたっては、 ・縮尺はフリーでよい。

　「水道施設工事共通 ・材料名称は略記号、曲管や異形管の表示は口径

　仕様書【土木工事編】 　角度・分岐口径等を引き出し線で明示する。

　付則１０」を参照 ・必要に応じ、管割の寸法を表示する。

・管割図が複数になる場合は、図面ごとに数量を

　集計する。

・弁室内配管、配管断面、添架工等の詳細作図。

・縮尺は1/100 より詳細なものを原則とする。

・現場配管が容易なように管割の寸法を表示し、

　周囲の支障物等との離れを記人する。

・地下埋設物、管の輻輳箇所、弁室、基礎工

　等の詳細を作図する。

・縮尺は1/100 より詳細なものを原則とする。

・導水管、送水管、配水本管の場合には、必ず作

　成する。

管路付属設備の記載に ・本来は縦断図を作成するのが原則であるが、配

　あたっては、 　水支管については、布設延長が長距離となるも

「水道施設工事共通 　の、地形の起伏が多い場所での施工となるもの

　仕様書【土木工事編】 　を除き、添付を省略するものとするが、エアー

　付則１０」を参照 　障害等を防止するための縦断計画は必ず行う。

・２０ｍ間隔を基本に、ＩＰ点等の追加点を加え

　て作図する。

◎

一 般 詳 細 図

給
水
管

布
設
管
路

配　　管　　図

管　　割　　図

配 管 詳 細 図

縦　　断　　図
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・縮尺は1/100 を原則とする。

・断面の記載は、基本的に県土木設計マニュアル

　〔設計積算編〕３－３－２　８．横断図の配置

　による。また、新設する水道管の表記は、原則

　として位置（構造物からの距離、路上面からの

　深さ）引出で管口径及び管種を、さらには掘削

　断面の表記では幅及び掘削深を記載する。

・２０ｍ間隔を基本に、ＩＰ点等の追加点を加え

　て作図する。

・φ２００ｍｍ以上は横断図を作成することとし、

φ１５０ｍｍ以下は標準横断図とすることが

できる。

・「水道施設工事共通仕様書【土木工事編】

   付則4 ６-１ 給水管標準図」参照

・土量計算ができるよう掘削区分ごとに断面図を

　作成する。

・標準断面毎に掘削・仮復旧までを作図する。

・舗装復旧断面図を兼用してもよい。

・土留工を施工する場合は、本断面図とは別に標

　準図を作図する。

・平面図作成で設定した測点を表記し、各点間長

　と各点毎に復旧幅を表記する。

・舗装構成が一定であれば、断面構成図を標準断

　面図に換えることができる。（復旧面積の数量

　計算書は別に作成）

・舗装本復旧展開図が単純となる路線については、

作成を省略することができる。

・管路延長が長く設計平面図のみでは管路全体の

　イメージがつかみにくい場合は、縮尺1/2,500 

　もしくは1/4,000 の配管図を元にして、口径、

　管種、延長、弁類、発注区分等を記入した管路

　概要図を作成すること。

 ◎については、必ず添付すること。

 ○については、管路設計を委託する場合に添付する。

 ⑴　任意仮設については、参考資料として図面を添付できるものとする。

 ⑵　竣工図の作成については、「水道施設工事共通仕様書【土木工事編】　

 　付則６　工事竣工図作成要領および付則７　配水管・仕切弁等オフセット

　 測量基準」によること。

 ⑶　設計図の作成詳細については、「水道施設工事共通仕様書【土木工事編】　

　 付則１０　水道管路図面作成の手引き」　によること。

◎ 横　　断　　図

管 路 概 要 図

舗装本復旧展開図

給水管切替標準図

○

◎ 標準土工図
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第４節　管路

１．管種

１　水道施設において埋設部の管路に使用する管種は、原則として次のとおりとする。

①　φ５０～１５０ｍｍは、水道配水用ポリエチレン管（以下、「ＨＰＰＥ」とい

　という）とする。ただし、重要給水指定路線、仮設管（既設管との接続）等に

　ついてはこの限りではない。なお、最大静水圧が０．７４�を超える場合は、

  使用することはできない。　

②　φ２００ｍｍ以上は、水道用ダクタイル鋳鉄管（以下、「ＤＩＰ」という）と

　する。なお、最大静水圧が０．７４�を越える場合は、φ１５０ｍｍ以下であっ

　てもＤＩＰを使用する。

　　また、共通事項として、ダクタイル鋳鉄製品の内面は原則としてエポキシ樹脂粉体

　塗装とし､ＧＸ形及びＳ５０形外面耐食塗装が施されたもの以外の全てのダクタイル鋳

　鉄製品は､水道施設工事共通仕様書【土木工事編】・付則３「ダクタイル鋳鉄製品の防

　食基準」等によるものとする。

２　ＤＩＰで使用する継手は、原則として耐震型継手を使用するものとし、φ５０ｍｍ

　はＳ５０形継手を、φ７５ｍｍからφ４５０ｍｍまではＧＸ形継手、φ５００ｍｍ以

　上はＮＳ形継手とする。

　　なお、既設管との接続箇所等で、耐震型継手での施工が困難な場合は、Ｋ形継手と

　耐震型（離脱防止性能３ＤkN以上）特殊押輪を組合わせて使用する。

３　ＤＩＰで使用する管の種別（管厚）は、基本的にＧＸ形継手管はＳ種管(ただし

　φ３５０～４５０の切管部については１種管とする)、またＮＳ形継手管はφ５００

　ｍｍ以上はＳ種管、Ｋ形継手管は１種管とする。

４　フランジ継手によるフランジ接合は、原則としてＲＦ形とＧＦ形の組合せ（以下、

　「ＲＦ形－ＧＦ形接合」という）でメタルタッチとする。フランジの規格について

　は、使用する管路の最大静水圧に基づき選択する。

５　ＨＰＰＥ管路は、原則として直管部にはＥＦ受口付直管を使用するものとし、その

　他の継手類はＥＦ融着継手を原則とする。

　　なお、他管種との接続に使用する継手及び空気弁、排水弁等を接続するＴ字管は、

　水道配水用ポリエチレン管用ダクタイル鋳鉄製継手を使用する｡

　　ただし、φ５０のＨＰＰＥ管路の空気弁接続の分岐立上り部及び中間排水弁の分岐

　部には、ＥＦサドル付分水栓を使用する。

６　配水池等の施設場内の埋設配管については、排水管を含めＧＸ形等の離脱防止機構

　付き継手のダクタイル鋳鉄管を使用する。
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〔解説〕

　水道施設の埋設部に使用する管路の管種選定にあたっては、原則として次表のとおりと

する。

※1 水道用ポリエチレン１種二層管は、以下「ＰＥＰ」という。

※2 ＨＰＰＥ管路において、他の管種の接続継手(排水管を含む)及び空気弁等を

　接続するＴ字管は、ダクタイル鋳鉄製継手を使用する｡

※3 ＨＩＶＰ管路と他の管種及びＴ字管分岐等の接続は、ダクタイル鋳鉄製継手

　を使用する。なお、仮設管の施工については、レンタルパイプの使用を原則と

するが、経済性および施工性等の比較を行い、管種の選定をするものとする。

※4 ＤＩＰ管路における補助管種とは、既設管接続箇所等の施工で耐震管施工が

　困難な場合の材料であり、財団法人国土開発技術センター「地下埋設管路耐震

　継手の技術基準(案)」の定める離脱防止性能Ａ級(３ＤkＮ以上) に適合してい

　るＫ形特殊押輪(以下、「耐震型特殊押輪」という)とＫ形継手を組合わせて使

　用する。

※5　排水設備の排水弁（仕切弁）２次側の管口径が、φ１５０以下の場合はＨＰ

　ＰＥのＥＦ融着継手を、φ２００以上の場合は、ＤＩＰのＧＸ形継手等の離脱

　防止機構付き継手もしくはＫ形継手と通常型特殊押輪の組合わせとする。

砲金製継手

0.74超

Ｓ種管
(～φ450、Ｋ形管
は１種管)

φ75～300

１種管(切管用)

－ Ｓ種管

φ350～450

ＤＩＰ－ＧＸ

Ｋ形継手
耐震型特殊押輪

φ50
ＤＩＰ－Ｓ５０

(抜け止め押輪)

－

１種管(切管用)

Ｓ種管

Ｓ種管
(Ｋ形管は１種管)

φ350～450
Ｓ種管

※4

Ｋ形継手
耐震型特殊押輪

ＤＩＰ－ＮＳ

(挿口リング)

Ｓ種管

ＤＩＰ－ＧＸ

※4

ＤＩＰ－ＮＳ

φ500～
1000

φ500～
1000

ＤＩＰ－ＧＸ

(挿口リング)

(P-Link,G-Link)

表-４.４.１ 水道施設の埋設部に使用する管種選定

φ200～300 － Ｓ種管　※5

備考

φ50～150
ＨＰＰＥ

（RRHIVP,PEP）

最大使用
圧力(Mpa)

口径(mm) 管種 補助管種

ダクタイル
鋳鉄製継手

（砲金製継手）

※2
※3
※5

0.74以下

φ40以下 ＰＥＰ　※1

ＤＩＰ－ＧＸ

(P-Link,G-Link)

57



　

１について：使用材料の基準については、「いわき市水道局管路施設資材使用基準」に

より、使用方法は「いわき市水道局管路施設資材使用基準」および「いわき市水道局水

道施設工事共通仕様書【土木工事編】」によるものとする。

　また、鋳鉄管の内面は、原則としてエポキシ樹脂粉体塗装によるものとするが、補助

管種においてエンジンカッター等の熱を発生する切断機以外、使用できない管について

はモルタルライニングを使用するものとする。

２について：ＤＩＰの継手は、耐震性能を有するものとし、φ４５０までは建設コスト

が安価で、耐食塗装が施されているＧＸ形継手及びＳ５０形継手を使用する。Φ５００

以上については、ＮＳ形継手を使用するものとし、既設管接続箇所等の施工で耐震管施

工が困難な場合については、補助管種としてＫ形用耐震型特殊押輪とＫ形継手を対とし

て使用する。

３について：ＤＩＰの種別（管厚）については、腐食性土壌が点在する中で、耐用年数

に満たない管路での漏水が発生していることから、種別（管厚）は基本的に１種管を使

用する。ただし、ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管については、耐食塗装が施されていることか

ら、挿し口リングを取付ける切管加工を行う管以外についてはＳ種管を使用する。

４について：フランジの耐圧規格については、使用する管路の計画最大使用圧力（静水

圧）に基づき、 7.5Ｋ、10Ｋ、16Ｋおよび20Ｋから選択する。

　また、フランジの接合方法は、原則としてＲＦ形－ＧＦ形接合によるメタルタッチと

する。異種金属でのフランジ接合では、ステンレス製等のフランジ側を絶縁仕様（ＷＳ

Ｐ０６７－２０１８：ナイロンコート１１又は１２）にしなければならない。

　接合に使用する接合材のＢ・Ｎは、ステンレス製（ＳＵＳ３０４以上）とし、ナット

については、原則として焼付防止仕様とする。異種金属の接合には、原則として絶縁用

Ｂ・Ｎを使用しなければならない。

５について：ＨＰＰＥ管路の継手接合は、ＥＦ融着接合を標準とするが、他管種との接

続及び雨天時や水場施工となる場合の継手、排水弁、空気弁等を接続するＴ字管は、ダ

クタイル鋳鉄製継手（ＨＰＰＥ側は必ずＳＵＳ製インコアを挿入）を使用する。

　また、有機溶剤（ガソリン、灯油、トルエンなど）の浸透の恐れがある場所では、Ｈ

ＰＰＥをやむを得ず布設する場合には、溶剤浸透防護スリーブを被覆する対策を行う。

　なお、採用理由は次による。

①　腐食性土壌における耐食性を考慮

②　水道事業ガイドライン（JWWA Q 100:2016)の管路の耐震管率 B605(2210)により

　耐震管と定義されていること。

③　日水協「水道施設耐震化の課題と方策（平成２０年１２月）」において、基幹管

　路が備えるべき耐震性能（レベル１地震動に対して、健全な機能を損なわないこと

　）を有していると評価されていること。（※レベル２地震動に対して、十分に耐震

　性能が検証されるのは、なお時間を要すると記載されている。）
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　【本市のＨＰＰＥ採用】

平成２９年度 試験施工を２件の工事で実施

平成３０年度 φ150以下の小口径管路工事の半数で採用

平成３１年度以降 φ150以下の小口径管路の全数

６について：配水池等の施設場内配管に地震被害を受けた場合、漏水による土砂崩れ等

の二次災害が発生する恐れがあるため、施設場内の埋設配管については、排水管も含め

ＧＸ形継手等の離脱防止機構付き継手を使用する。

２．水圧

１　配水管から給水管に分岐する箇所での配水管内の最小動水圧は、0.25ＭPaを確保で

　きるように設計する。ただし、地形条件等のやむを得ない場合であっても、原則とし

　て0.15ＭPa以上を確保する。

２　配水管から給水管に分岐する箇所での配水管内の最大静水圧は、原則として0.74

　Ｍpa以下とするが、配水支管については給水管が分岐されることから、可能な限り

　0.49ＭPa以下とする。また、配水本管は地形条件等のやむを得ない場合であっても、

　0.98ＭPa以内とすることが望ましい。

３　火災時における配水管内の動水圧は、0.10ＭPa以上を確保する。

４　設計時の管路の不平均力による防護に適用する水圧は、次の水撃圧を考慮する。

①　ダクタイル鋳鉄管、鋼管およびステンレス鋼管等の金属製の管では、0.55ＭPa

②　硬質塩化ビニル管および水道配水用ポリエチレン管等の樹脂製の管では、0.25

　ＭPa

〔解説〕

１について：配水管から給水管に分岐する箇所での配水管内の最小動水圧は、「水道施

設の技術的基準を定める省令」第七条８号で0.15ＭPa以上を確保することが定められて

いることから、原則としてこれを確保する。また、本市においては４階建て建築物への

直結給水を認めていることから、施設計画および設計において可能な限り、0.25ＭPaを

確保するように努める。

２について：配水管から給水管に分岐する箇所での配水管内の最大静水圧は、「水道施

設の技術的基準を定める省令」第七条10号で0.74ＭPaを超えないことが定められており、

本市においては、漏水防止や給水装置の使用性を考慮し、配水支管については、可能な

限り0.49ＭPa以下となるよう施設計画および設計において配慮する。また、配水本管に

おいても、原則としては0.74ＭPaを超えないものとするが、やむを得ない場合であって

も、常時0.98ＭPaを超えることがないように考慮する。

　なお、水圧設定時の基本的な考え方は、次のとおりとする。

①　静水圧は、配水池のＨ.Ｗ.Ｌと該当地点の管芯高の差から求める。

②　動水圧は、配水池のＬ.Ｗ.Ｌを使用し水理計算を行い必要な圧力を求める。
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３について：火災時の動水圧については、直結給水範囲の拡大や逆流防止を考慮し、

0.10ＭPa以上を確保する。ただし、やむを得ない場合であっても、配水管内で負圧にな

らないように施設計画および設計を行う。

４について：管路の不平均力による防護に適用する水撃圧は、設計指針7.5.3 管種の解

説２（Ｐ４６１）に基づき、ダクタイル鋳鉄管、鋼管およびステンレス鋼管は、設定さ

れている水圧の最大値0.55ＭPaとし、硬質塩化ビニル管および水道配水用ポリエチレン

管は0.25ＭPaとする。

３．管径

１　管径は、平常時において最小動水圧が0.25ＭPa以上を確保するとともに、水圧の分

　布ができるだけ均等となるように決定する。また、消火栓を設置する管路において

　は、原則として火災時の動水圧が0.10ＭPa以上確保できる口径とする。

２　配水管として新たに布設する管の口径は、基本的にφ７５ｍｍ以上とする。

３　給水管を分岐させることができる管径は、原則としてφ３００ｍｍ以下とする。

４　使用する管径の決定にあたっては、布設後の維持管理を考慮する。

〔解説〕

１について：管路の水理計算には、へーゼン・ウイリアムズ公式を用いることとし、

流速係数（Ｃ値）は、本市実績に基づき次表の値を用いる。

へーゼン・ウイリアムズの公式

損失水頭　Ｈ＝10.666・Ｃ-1.85・ｄ-4.87・Ｑ1.85・Ｌ

流速 　　 Ⅴ＝0.35464・Ｃ・ｄ0.63・Ｉ0.54

流量 　　 Ｑ＝0.27853・Ｃ・ｄ2.63・Ｉ0.54

Ｈ：損失水頭（ｍ）

Ｃ：流速係数

Ｄ：配管口径（ｍ）　Ｄ２π／４

Ｑ：流量　　（㎥／ｓ）

Ｖ：流速　　（ｍ／ｓ）

Ｌ：配管延長（ｍ）

Ｉ：動水勾配（‰）　Ｉ＝Ｈ／Ｌ　

130

口径(ｍｍ) Ｃ値

φ75～φ200 110

φ250～φ450 120

φ500以上
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　また、配水管の管径の決定においては、配水流量による水圧変動を考慮し、流速およ

び動水勾配は、次表の値を満足させることが望ましい。

２について：配水管の口径は、将来の水需要や配水運用及び適正水圧が確保できること

等について検討し、布設後に水質管理のため常時排水を行う等の維持管理に支障がない

ように管網の適正化（ダウンサイジングを推進）に取り組むものとする。

　また、口径は基本的にφ75ｍｍ以上とするが、次の条件について検討し、維持管理に

支障がないと判断される管路の場合には、管口径をφ50ｍｍにできる。

①　将来にわたり、その管路から延伸または拡張されることがない管路

②　布設時および将来にわたり、水圧・水質管理においてに支障がでない管路

③　布設時の水理計算をこえる給水管の分岐が、布設後に発生することが想定でき

　ない管路

④　布設後の残留塩素濃度管理や色度・濁度管理が、φ75ｍｍでは厳しいと想定さ

　れる管路

なお、現口径がφ５０ｍｍで維持管理に支障がない場合は、特別な理由が無い限り同口

径での布設替えを行うものとする。

【参考】ダウンサイジングを実施するにあたり、検討する項目は次のとおりとする。

①　現在の給水量及び都市計画等を踏まえた将来の給水量

②　消火水量

③　給水量に対する管内水量

④　上下流の管網状態を加味したバックアップ性

⑤　標高及び給水栓の高さ（０．２５ＭＰａを確保）

３について：φ３５０ｍｍ以上の配水管からの給水管の分岐は認めていないことから、

配水支管を別に布設し対応することが望ましい。

４について：布設後は、必ず管路は経年劣化による対応が必要となり、漏水等の緊急時

に備え資材等の備蓄が必要となる。しかしながら、使用する管種や管径が多くなると、

資材の購入や管理にかかる費用もこれに比例し増える。特に大口径の資材は、購入費用

や管理スペースの確保に苦慮していることから、使用する管径を次のとおりとする。

①　φ150ｍｍ 以下は、呼び径13、20、25、30、40、50、75、100、150

②　φ200ｍｍ から 250ｍｍは、呼び径200、250

③　φ300ｍｍ 以上は、呼び径300、350、400、450、500、600、700、800、

　、900、1000

φ75～φ150 0.7～1.0
５以下

φ200～φ400 0.9～1.6

φ450～φ800 1.2～1.8 ４以下

φ900～φ1500 1.3～2.0

表-４.４.２ 口径別の流速および動水勾配の満足値

２以下

管径(ｍｍ) 流速(ｍ/sec) 動水勾配(‰)
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４．埋設位置及び深さ（配水管の布設）

１　管路の設置場所は、原則として公道および水道用地内とする。

２　公道に管を布設する場合は、道路法及び関係法令によるとともに、道路管理者との

　協議による。

３　管路を他の地下埋設物と交差または縦断的に接近して布設するときは、原則とし

　て0.3ｍ以上の間隔を保つこと。また、地下埋設物に交差または接近し布設する場合

　は、埋設物の管理者と協議を行う。

４　２車線以上の道路内に管路を布設する場合は、原則としてわだち部を避ける。

５　地下水位が高いまたは高くなることが予想される場所では、管の浮上防止を

　考慮する。

６　寒冷地における管路の埋設深さは、凍結深度よりも深くする。

７　管の末端部には必ず栓又は帽を設置し、適切な栓防護を行う。

〔解説〕

１について：布設した土地の契約条件等により、管路の大規模な布設替が発生しないよ

うにするため、原則として管路は公道および公有地に布設しなければならない。やむを

得ず私有地に布設する場合は、必要な土地を買収等により局の所有とし、水道用地に地

目変更を行ったうえで布設する。

２について：管路を埋設する位置は、原則として歩道が設置されている道路で、既存の

地下埋設物と干渉しないと判断できる場合には歩道内に布設する。また、車線区分のな

い１車線道路に布設する場合は、官民境界から概ね 1.5ｍの位置とする。

　管路の埋設深さについては、基本的には次表のとおりとするが、道路構成によっては、

平成１１年３月３１日付け　建設省道政発第３２号・道国発第５号「電線、水管、ガス

管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等について（資料－４）」

の適用を受け、次表よりも深くする必要があるので、道路法第３６条の工事計画協議ま

たは同法第３２条の道路占用申請の前に、各道路管理者と協議し設定しなければならな

い。

表-４.４.３ 口径別の標準土被り

標準土被り(ｍ)

管径(ｍｍ) φ40以下 φ50～φ300 φ350以上

0.6 0.9 1.2
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３について：道路には水道管以外にも地下に多数の構造物が埋設されている。こうした

地下埋設物に隣接し、管路を布設する場合には、維持補修や相互の管路における事故の

防止、漏水によるサンドエロージョン（漏水による流出水が土砂と混合し隣接する埋設

管等に継続して衝突し、管体を減耗させ、孔を開ける現象：サンドブラスト）の発生防

止等に必要な最低限の離隔として 0.3ｍを確保しなければならない。この離隔の詳細に

ついては、次のとおりとする。

①　縦断的に布設する場合は、布設する管路外面の突起物から対象となる地下埋設

　物の外面までの最小離隔は 0.3ｍ以上

②　横断的に交差し布設する場合は、布設する管路外面から対象となる地下埋設物

　の外面までの最小離隔は 0.3ｍ以上とするが、やむを得ない場合は 0.1ｍ以上

　（ただし、受口からの離隔は補修等を考慮し 0.5ｍ以上を確保）

　この距離は、最小の離隔距離であり、道路断面内に余裕がある範囲で、地下埋設物間

の離隔を最大限確保するように設計する。

４について：わだち部分は、輪荷重が集中するため布設位置として適さない。また、車

輌通行による弁筐や空気弁・消火栓ボックス等の破損や振動・騒音の発生源となる。さ

らには、滑りによる交通事故の誘発要因にもなりかねないので避ける必要がある。

５について：地下水位が高いまたは高くなることが想定される場合には、管内空虚時に

管が浮上しないよう、管種、口径に応じた土被りを確保するなどの防止策を講じる。

６について：寒冷地の凍結深度については、福島県発行の土木設計マニュアル（道路編）

２－１－９　凍結深さ（福島県の凍結深調査報告書より）に基づき凍結深度を確認し、

土被りが浅くなる場合には対応策を講じるものとする。特に小口径の管路においては、

管内に滞留する時間帯が発生するので注意が必要となる。

図-４.４.４ 建設省道政発第３２号・道国発第５号に基づく参考図

【参考図】

備考　上記の舗装厚さは、路面から路盤の載荷面までの距離をいう。

本市では、0.9ｍを標準とする。

φ350ｍｍ以上 φ300ｍｍ以下

（舗装） （舗装）

0.3ｍ
以上

0.6ｍ
以上

1.2ｍ
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７について：バルブ止めを含む管の末端部（排水弁２次側を除く）には必ず栓又は帽を

設置する。また、管路に加わる水圧によって継手の抜け出しが生じないよう適切な防護

を施工する。

　栓・帽止まりの管路にも内圧がかかり、管内には圧縮された空気が残存している場合

があるので特に注意する。連絡工事などの際は、栓又は帽に設けられた空気抜きプラグ

を徐々に緩め、管内に残存空気がないことを確認した上で栓又は帽を取り外す必要があ

る。

５．伸縮継手

１　軟弱地盤や構造物との取り合い部など、不同沈下の恐れのある箇所には、可撓性の

　ある伸縮継手を設ける。

２　構造物等で固定される管路では、固定部を挟み埋設部には伸縮可撓管、露出部には

　伸縮管等を設置する。

３　伸縮自在でない継手（溶接等）を用いた管路の露出配管部には、20～30ｍの間隔で

　伸縮管を設置する。

〔解説〕

１について：伸縮継手は、温度変化による伸縮、地盤の不同沈下、地震による地盤変位

等を吸収し、管路に無理な力が作用するのを避けるために使用する。伸縮継手は、伸縮

可撓管と伸縮可撓継手に分類される。

　伸縮継手の使用にあたっては、軟弱地盤や不同沈下が広範囲に生じると予測される場

所には、管路全体でその作用を軽減させるため、耐震性能のある伸縮可撓継手を使用す

るものとし、水管橋や伏越し部などの構造物との取り合い部において局所的で大きな不

同沈下などが生じる場所には、伸縮可撓管を使用するものとする。

　なお、伸縮継手の選定にあたっては、推定沈下量を吸収する伸縮可撓性能だけでなく、

内外圧、耐久性、継手形式（可能な限り３ＤkN対応型)及び水密性に対する安全性を検

討し、最適なものを選定しなければならない。

ア　伸縮可撓管

　伸縮可撓管は、角度変位と伸縮、ひねり等の力学的作用（推定沈下量）を伸縮可

撓性能で吸収するために用いる。

イ　伸縮可撓継手

　伸縮可撓継手は、地盤沈下や地震による地盤変動などに伴う管路の変位応力を軽

減し、管路の安全性を高めるために用いる。さらに、離脱防止性を付加することで、

耐震性が確保される。

２について：伸縮可撓管を設置する場合の種類は、原則として次の表による。

ベローズ型(ＳＵＳ)
埋設配管部

ボール型　(ＦＣＤ)

表-４.４.５ 伸縮可撓管の設置と種類

露出配管部 ベローズ型(ＳＵＳ)
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　伸縮可撓管には、ベローズ型とボール型があり、それぞれの型式の特性は次のとおり

である。

ア　ベローズ型（波型）

　ステンレス製で、素管を凹凸に成形して伸縮・屈曲・偏芯等の諸応力を吸収し、

管路の安全・安定を確保する。主に露出配管部の伸縮管として用いることが多い。

イ　ボール型（摺動型）

　ダクタイル鋳鉄製で、ケース、ボール、スライドパイプ等から構成され、伸縮・

屈曲・偏芯・ねじれ等の諸応力を吸収し、管路の安全・安定を確保するために使用

する。なお、異形管に近接し設置する場合は、不平均力によって伸縮可撓管が伸び

きってしまうことを防ぐため、タイロッド付の伸縮可撓管を使用する。　

　また、橋梁添架部の橋台背面に使用する伸縮可撓管は、偏心量が最大のものを使

用することが望ましい。

３について：水管橋等の露出部は、温度変化による管の伸縮が大きくなることから、

水平方向の推定伸縮量を吸収するために伸縮管を設置する。

　水管橋等の推定伸縮量の算出は、日本鋼管協会発行の「WSP 007-2023 水管橋設計

基準」等を参照する。

※　水管橋等に関する、その他のＷＳＰ規格

WSP 007追補-2023　水管橋設計基準(計算例) 

WSP 064-2023　水管橋設計基準(耐震設計編)

WSP 027-98　水管橋工場仮組立及び現場架設基準　等

WSP 068-2022　水道用ステンレス鋼管設計・施工指針　等

６．管の基礎および埋戻

１　埋設管の基礎は、地盤の状態、荷重条件、使用管種の特性を考慮して設計する。

２　管を埋設する際の埋戻し土は、締固めが適切に行えるものを選定する。

３　軟弱地盤などに管路を布設する場合は、地盤状態や管路沈下量を検討し、それに適

　した施工法、管種、継手を用いる。

〔解説〕

１について：ポリエチレンスリーブを使用する管およびＨＩＶＰ、ＨＰＰＥ、ＰＥＰで

は、原則として掘削溝底に0.1ｍ以上の砂または良質土を使用したサンドベッドを設け

る。また、その他の管であっても、管断面方向の応力や変形を受けるおそれがある場

合には、同じく掘削溝底に 0.1ｍ以上の砂または良質土を使用したサンドベッドを設け

なければならない。

２について：埋戻し土の性質の良否は、締固めの施工性や管路の安全性に大きく影響を

与える。特に、管体の損傷を引き起こすような玉石や岩片等を含んでいてはならない。

　また、管体近傍の土壌のpH値は、金属製の水道管の腐食に大きな影響を及ぼすため、

基本的に埋戻しで使用する購入土（良質土）または現地土のpHの値は 6.5～ 8.5とす

る。

　なお、現地土を使用する場合においては、管体を保護するため、管上 0.2ｍまでは砂

または良質土を使用する。
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３について：軟弱層での管の基礎は、層が浅い場合は管径の 1/5～1/2 程度かつ最低

0.15ｍ、層が深い場合は管径の 1/3～1/1 程度かつ最低0.50ｍを砂または良質土に置換

え、管周囲も基礎と同じもので埋戻すことが望ましい。

　また、軟弱層が深く予想沈下量が大きい場合は、伸縮可撓性が大きく、かつ、離脱防

止性能を持つ伸縮継手（ＤＩＰでは、ＮＳ形、ＧＸ形継手等）を使用する。

７．異形管防護

１　異形管防護の計算に使用する管内水圧は、最大静水圧に水撃圧を加えた値とする。

２　ＤＩＰ及びＨＩＶＰの異形管防護は、離脱防止継手または防護コンクリートを用い

　る。ただし、管外周面での拘束力が十分期待できる場合は、ＤＩＰのＫ形継手では耐

　震型特殊押輪、ＨＩＶＰでは離脱防止金具を使用することができる。

　

３　溶接継手の鋼管・ステンレス鋼鋼管は、異形管防護などを軽減または省略できる。

　ただし、伸縮継手が不平均力を抑えるための有効長の範囲内に設置する場合は、防護

　コンクリートを用いることで対応しなければならない。

〔解説〕

１について：管内水圧には、最大静水圧に水撃圧を加えた値を使用する。この管内水圧

を基に、異形管（曲管、Ｔ字管、栓等）ごとに不平均力を求め、抜出し防止のための防

護の大きさを決定する。異形管および口径別に発生する不平均力は、次の表のとおりで

ある。

　※　他の口径については、設計指針Ｐ５１５を参照
２について：異形管防護は、コンクリート、離脱防止継手、離脱防止金具によるものと

するが、コンクリートによる防護については、ダクタイル鋳鉄管協会発行の「ＮＳ形・

Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計」４．３鎖構造管路における防護コンクリートの適用に

基づき、一体化長さが合計５０ｍを超える場合や、場内配管で異形管部が多い複雑な管

路の場合に限るものとする。なお、各々の防護については、次のとおりとする。

0.070.13

221/2°45°

呼び径

0.96

Ｄ

水圧 0.1ＭPaあたりの不平均力　(kＮ)

0.68

55/8° 栓・仕切弁

Ｔ字管

111/4°

曲　　　　　　管

90°(ｍｍ)

0.21 0.11 1.09100

0.52 0.27

1.55

75

0.84 0.43

0.44 0.22 2.24150 3.17 1.72 0.88
0.75 0.37 3.80200 5.38 2.91 1.48
1.14 0.57 5.79250 8.19 4.43 2.26
1.60 0.80 8.18300 11.57 6.26 3.19
2.15 1.08 10.99350 15.54 8.41 4.29
2.79 1.40 14.23400 20.12 10.89 5.55

6.13 3.07 31.25600 44.20 23.92 12.19

3.50 1.75 17.86450 25.25 13.67 6.97
4.29 2.15 21.90500 30.97 16.76 8.54

54.89800 77.63 42.01 21.42
8.27 4.14 42.20700 59.68 32.30 16.47

1000 120.37 65.14 33.21 16.68 8.35 85.11
13.58

表-４.４.６ 異形管および口径別に発生する不平均力

6.80 69.25900 97.93 53.00 27.02
10.76 5.39
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⑴　コンクリートによる防護

　コンクリートを使用した防護については、土被りによる荷重、管の重量、管内水お

よび防護コンクリートの重量による土との摩擦抵抗と、防護コンクリート背面（側面）

の受（主）動土圧抵抗の和が、不平均力に抵抗できることを基本として、防護コンク

リートの重量と形状を決定する。

　なお、防護コンクリートについては、設計指針Ｐ５１３〔参考７．6〕を参照する。

⑵　離脱防止継手による防護

　ＤＩＰの離脱防止継手は、原則としてφ５０ｍｍはＳ５０形継手を、φ７５ｍｍ～

φ４５０ｍｍ以下はＧＸ形継手を、φ５００ｍｍ以上はＮＳ形継手を使用する。なお、

一体化長の範囲内に直管の継手が入る場合には、受口内に伸縮防止のため、専用のラ

イナを設置しなければならない。

⑶　離脱防止金具による防護

　離脱防止金具の使用にあたっては、管外周の土の拘束力を十分に期待できる場合に

使用する。その際には、ポリエチレンスリーブ等を使用し、離脱防止金具の腐食を防

がなければならない。

　耐震用継手であるＮＳ形継手等の補助管用継手として使用するＤＩＰのＫ形継手に

は、主管継手に合わせ、耐震型の特殊押輪を使用する。

　ＨＩＶＰのＲＲ形継手には、筒型の離脱防止金具を使用する。

３について：溶接継手の鋼管・ステンレス鋼鋼管は、管路が一体化されており、不平均

力を管自体の強度により吸収するので、異形管防護などを軽減または省略できる。

　ただし、伸縮継手を設置した箇所で、不平均力を抑えるための有効長が確保できない

場合には、コンクリートなどで異形管防護を行う。

８．管の明示

１　ＨＩＶＰ及びＨＰＰＥ、ＰＥＰには、他の埋設管との誤認を避けるため、明示テー

　プを貼り付ける。ＤＩＰについては、ポリエチレンスリーブによる明示とする。

２　補修時や他事業者による掘削時に、水道管の損傷を防止するため、管上に埋設シー

　トを布設する。

３　維持管理において、埋設管の位置を容易に探知できるようにするため、管路には誘

　導ワイヤーを設置する。

〔解説〕

１について：管明示テープは、他の埋設管との誤認を避けるため、管径φ５０ｍｍ以上

のＨＩＶＰ及びＨＰＰＥ、ＰＥＰに貼り付ける。明示テープは、塩化ビニル製で青色に

白で「いわき市水道局」と印刷されたものを使用する。　

　明示の方法については、局工事共通仕様書【土木工事編】　付則４　配管工事標準図

集　管明示テープ、ロケーティングワイヤー施工要領による。

２について：漏水修理、道路管理者や他の占用者の事業による掘削時において、水道管

が損傷することを事前に防止するため、管上に埋設シートを布設する。布設位置は、原

則として国・県道では上層路盤と下層路盤の間、市道またはその他の道路では路盤と路

床の間に布設するものとする。
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３について：ロケーティングワイヤーは、鉄管探知器の電気誘導法により、非開削で管

路の位置および深さを確認できるようにするため、導電性ゴム被覆の材料を管の天端に

テープ等で固定する。

　ロケーティングワイヤーの設置は、非鉄製のＨＩＶＰ、ＨＰＰＥは勿論のこと、ＤＩ

Ｐであっても管と管が接触していない耐震型継手管路では、鉄管探知器の感度が低下

し、正確な値を表示しないことから、排水管を除く全ての管路で設置する。

９．管の外面腐食防止

１　鉄道等の軌道や他の腐食土壌の近くに、横断または隣接して縦断的に金属管を布設

　する場合は、現地状況を調査し、必要な場合には予め適切な腐食防止対策を講じる。

２　本市の管路は、腐食性の土壌や塩水等による浸食を受けるおそれがあるので、次の

　適切な防食被覆等の措置をする。

①　ダクタイル鋳鉄製品は、原則として外面に特殊塗装（合成樹脂塗料）を施した

　物を使用する。ただし、ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管、異形管およびＳ５０形ダクタ

　イル鋳鉄管、異形管は、標準で耐食塗装が施されていることから除外する。

②　埋設する金属管類には、原則としてポリエチレンスリーブ被覆を行う。

③　継手部に使用するボルトナットは、ステンレス（ＳＵＳ３０４以上）製とす

　る。

④　露出する管には、原則としてステンレス鋼鋼管を使用する。

⑤　ＨＰＰＥ等の樹脂管を使用する場合は、性質が変化しないように取扱いに注意

　する。

３　管のコンクリート貫通部、異種土壌間の布設部および異種金属間の接続部には、マ

　クロセル腐食が発生しないよう適切な措置をする。

〔解説〕

　金属管の外面腐食は、電食と自然腐食とに大別される。

　電食は、直流電気鉄道の漏れ電流（迷走電流）および電気防食設備の防食電流によっ

て生じる腐食をいう。

　自然腐食は、腐食電池の形成状況により、ミクロセル腐食とマクロセル腐食に区分さ

れる。ミクロセル腐食は、金属管の表面上の微視（ミクロ）的な局部電池作用によって

生じる。マクロセル腐食は、構造物において部分的な環境の差や金属管表面の一部が陽

極部となり、他の部分が陰極部となって、両者が巨大（マクロ）な腐食電池を構成する

ことによって生じる。

　金属管の腐食の分類を次に示す。

68



電鉄の迷走電流  直流電気鉄道と平行・交差している場所で起こる腐食

 直流電気鉄道の近傍で、他の地下埋設物が排流設備を設置して

 いる場所で起こる腐食

 海浜地帯・埋立地域など多量の塩分を含む場所や腐植土、粘土

 質の土壌地帯等、比較的腐食性の高い場所で起こる腐食

 海成粘土で硫酸塩還元バクテリアの活動で腐食性が非常に高い

 場所で起こる腐食

 コンクリートと土壌のｐＨの差による金属間の電位差によって

コンクリート／土壌  生じる腐食　特に、管が鉄筋コンクリート部を貫通して布設さ

 れ鉄筋と接触する場合は、より腐食速度が速くなる

 通気の良い（若しくは湿度が低い）土壌と通気の悪い（若しく

 は湿度が高い）土壌に接して管が埋設された場合に起こる腐食

 電位差がある金属（ステンレスと鋼など）が接続された場合に

 起こる腐食

特殊土壌腐食

酸素濃淡（通気差）

異種金属

自然腐食

電　　食

腐　食

コンクリート／土壌

干渉

一般土壌腐食

酸素濃淡（通気差）

ミクロセル腐食

マクロセル腐食

一般土壌腐食

特殊土壌腐食

異種金属

表-４.４.７ 金属管の腐食の分類

電鉄の迷走電流

干渉
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１について：直流電気鉄道では、軌道が電車電流の変電所までの帰路として利用されて

おり、この軌道から一部の電流が漏れ地中を通って変電所に帰っており、これを迷走電

流という。

　電食は、この迷走電流が地中に埋設されている土壌よりも電気抵抗が低い金属管を伝

って変電所に帰路する過程で、金属管から迷走電気が流出することで発生する。

　なお、近年では交流電流鉄道においても、電食の発生が問題とされている。

　この電食を防止するため、設計指針Ｐ４８０では迷走電流の除去、絶縁化、遮断等の

方法が示されている。

　水道管における一般的な対応としては、ダクタイル鋳鉄管のゴム輪を用いた継手によ

り、電気抵抗を持たせ迷走電流の帰路となりにくい構造とする方法、管周囲をポリエチ

レンスリーブで覆う方法、ポリウレタンまたはポリエチレンで管を直接被覆する方法等、

迷走電流を遮蔽するための幾つかの方法があるので、現地に合った電食防止方法を採用

する。

２について：本市は、腐食性土壌が多数散在（資料－５）し、一部管路においては耐用

年数に到達せずに、腐食による漏水が発生している。また、沿岸部での塩害、交通量の

多い道路での排気ガスや工場からの排煙等による腐食等に対応するため、金属管等を埋

設または露出配管をする場合は、次の防食被覆等の適切な措置を行う。

ア　ダクタイル鋳鉄製品

　ダクタイル鋳鉄製品の防食は、局水道施設工事共通仕様書【土木工事編】・付則３

「ダクタイル鋳鉄製品の防食基準」に基づくものとする。特に、外面塗装は規定され

た特殊塗装を施す。ただし、ＧＸダクタイル鋳鉄管及びＳ５０形ダクタイル鋳鉄管は

耐食塗装が施されているので標準品とする。

イ　ポリエチレンスリーブ被覆

　金属管の埋設には、地中から管への直接的な影響を防ぐためポリエチレンスリー

ブ被覆を行う。

　ポリエチレンスリーブ（以下、「ポリスリーブ」という）被覆の材料および施工

方法は、ダクタイル鉄管用ポリエチレンスリーブ（ＪＤＰＡ Ｗ ０８）に基づき、

直管ではＡ法、異形管では二重巻とＡ法を併用し施工する。なお、ポリスリーブの

固定は、原則として固定バンドを使用し、直管では１ｍ毎に固定する。異形管は一

巻毎に受口部の前後を固定するものとする。

　また、ポリスリーブを裂いて使用する場合や傷をつけた場合は、必ず防食用ポリ

塩化粘着テープ（ＪＩＳ Ｚ １９０１）を使用して、地下水等が浸入しないように

補修しなければならない。

ウ　その他の被覆

　その他の被覆方法としては、ナイロンコート、亜鉛合金等の金属溶射、ポリウレ

タン被覆、ポリエチレン被覆、ジョイントコート（熱収縮チューブ、熱収縮シート

およびゴム系ジョイントコート）等の耐食皮膜等があるので、布設環境に応じて単

独での施工、またはポリスリーブ被覆や他の被覆と組合せについて検討する。

エ　接合用のボルトおよびナット

　接合用に使用するボルトおよびナットは、腐食に伴う侵食で締込機能が低下し、

漏水の発生原因とならないようにするため、材質をステンレス製（ＳＵＳ３０４以

上）とする。
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オ　露出部の配管材

　本市では、露出部の配管は主に鋼管にジュート巻き、普通塗装、ナイロンコート

およびアルミ溶射等の外面被覆をその年代ごとに採用してきたが、紫外線、工場や

自動車等からの排煙、塩害等が原因となり、被覆部の劣化が進行し「割れ等」が発

生することで、水分が素地の鋼管まで浸入し腐食を防止することができなかったこ

とから、錆びにくい金属であるステンレス鋼鋼管の使用を標準とした。

　なお、日本水道鋼管協会発行の「水道用ステンレス鋼管設計・施工指針（WSP 

068-2022）」からステンレス鋼鋼管の鋼種については、標準としてＳＵＳ３０４を

使用するものとし、塩害や排煙による影響が想定される海岸地帯および工業地帯、

自動車からの排気ガスによる影響が想定される交通量が著しい道路（国道等）等の

環境条件が著しく粗悪な場所においては、ＳＵＳ３１６を使用するものとする。

　ステンレス鋼および水道用資材として一般的に使用されているＳＵＳ３０４、Ｓ

ＵＳ３１６の性質については、以下のとおりである。

①　ステンレスは、鉄がベースの合金になるので、錆びない金属ではなく「錆び

　にくい」金属である。

　　ステンレス鋼は、鉄にクロムやニッケルなどを混ぜた、鉄成分が６割～８割

　を占める合金で、添加した金属の種類や割合によって、様々なステンレスの鋼

　種が造られている。

　　鉄にクロムを混ぜていくと、クロムの割合が11％位のところで、急に耐食性

　（不動態皮膜の生成）が高まる。この皮膜は傷などで破壊されても直ぐ自己修

　復する性質を持つが、皮膜を劣化破壊させる環境では腐食が発生する。

②　ＳＵＳ３０４（オーステナイト系ステンレス：Ｃｒ１８％、Ｎｉ８％を含有）

　は、耐食性・耐熱性が良好で、最も一般的に使用されている。通常、ステンレ

　スというとこの鋼種を示す。板、パイプ、アングル、丸棒など様々な形状の材

　料が造られていて入手しやすい。塩素や酸の強い環境では腐食がおきる。また、

　溶接の熱影響を受けたところで、腐食割れをおこすことがある。

③　ＳＵＳ３１６（オーステナイト系ステンレス：Ｃｒ１８％、Ｎｉ１２％、モ

　リブデン２～３％を含有）は、ＳＵＳ３０４を基に、Ｎｉ量を増やし、モリブ

　デン（Ｍｏ）を２～３％添加した鋼種である。Ｍｏの添加により耐酸性、耐熱

　性が向上する。化学薬品・海水などを扱う環境などで、ＳＵＳ３０４では耐久

　性・耐食性に劣る場合に使用する。入手できる材料の形状は、ＳＵＳ３０４に

　比べて多少制約がある。

カ　ＨＰＰＥ等の樹脂管

　ＨＰＰＥ等の樹脂管の布設では、ガソリンなどの有機溶剤が漏洩するような場所、

紫外線の影響を受けるおそれがある部分、高い温度を受ける部分、あるいは温度低

下の著しい所は避けなければならない。なお、布設前の保管においても同じく変質

や変形するおそれがある場所や保管方法は避ける。

３について：マクロセル腐食は、周囲環境の異差による電位差や金属自体の電位差によ

り、巨大（マクロ）な腐食電池が形成され発生するもので、次のような場合に発生する。

①　管が鉄筋コンクリート（アンカブロック、水管橋強台等）部を貫通して布設さ

　れ、鉄筋と電気的に接触する場合

②　異なった土壌（砂質と粘土質等：管路方向）が混在する場所および乾湿状態

　（乾いた土と湿った土：管の上下方向）の場所に布設する場合

③　異種金属の管（鋼管と黄銅バルブ、鋼管とステンレス鋼鋼管等）を接続する場

　合この腐食を防止するため、次の対策を行う。
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ア　①への対応

　コンクリートの貫通部、配管支持金具および各種設備機器の基礎アンカ等が、コ

ンクリート中の鉄筋と接触（導通）しないように設計において考慮するか、あるい

はその部分を絶縁処理する。また、コンクリート構造物付近の埋設部で防食被覆部

に欠陥が生じるとマクロセル腐食が発生するので、埋め戻しにあたっては防食被覆

に損傷を与えないようにする。

　コンクリート貫通部の防食方法は、ダクタイル鋳鉄管においては、貫通部および

両外側３００ｍｍを防食テープが２重になるように、テープ幅１／２を重ね全周を

しっかりと巻きつけ、その上部にポリスリーブで被覆する。（局工事共通仕様書【

土木工事編】付則４　図番７－８を参照）ステンレス鋼鋼管においては、ポリウレ

タンまたはポリエチレン被覆管を用いるものとする。（局工事共通仕様書【土木工

事編】付則３を参照）　　

イ　②への対応

　管周辺に保護砂を使用することで電位差の発生を防止するとともに、外面防食、

ポリスリーブ被覆等の措置を行うことで、マクロセル腐食の発生を抑える。

ウ　③への対応

　異種金属管（ステンレス管と鋳鉄製品）の接合は、必ずフランジ継手とし絶縁処

理を施し、鋳鉄製品の電位差腐食を防止する。絶縁フランジは、焼付防止をした絶

縁ボルト、ナットを用いてセットし、フランジ外面は結露や錆等によって導通しな

いようにナイロンコーティング等で絶縁する。

※　局工事共通仕様書付則３防食基準参照

10．溶剤等の浸透防止

１　大量にガソリンなどを扱うガソリンスタンドや車両工場、化学工場などで有機溶剤

　の浸透が懸念される箇所への硬質ポリ塩化ビニル管及び水道配水用ポリエチレン管の

　使用は避けなければならないが、やむを得ず布設しなければならない場合は、溶剤浸

　透防護スリーブを施し、溶剤の浸透を防ぐ対策を行うものとする。

〔解説〕

１について：一般にポリエチレン管は、硬質ポリ塩化ビニル管と異なり、有機溶剤が樹

脂を膨張や劣化させたりすることはないが、ポリエチレン樹脂と親和性のある一部の

溶剤（ガソリン、灯油、トルエン、トリクロロエチレンなど）が浸透する。そのため、

有機溶剤によって汚染された土壌にポリエチレン管を布設する場合、溶剤が管に浸透

し、管の物性及び管内水道水に影響を及ぼすことが懸念されるため、次の対策を行う。

ア　溶剤浸透防護スリーブ

　　ガソリンスタンドや車両工場、クリーニング工場等に面する道路に水道配水用ポリ

　エチレン管をやむを得ず布設しなければならない場合は、溶剤浸透防護スリーブ（配

　水用ポリエチレンパイプシステム協会規格ＰＴＣ Ｋ２０）を被覆（ＥＦ継手を含む

　直管部は一回巻き、鋳鉄異形管部は２重巻きとする。）する。

　　なお、溶剤浸透防護スリーブには口径等の表示がしてあるため、溶剤浸透防護ス

　リーブ被覆区間については、管明示テープは貼り付けしない。

　　また、工業団地地帯については、その全域が有機溶剤の浸透の恐れがあるため、口

　径に関わらずダクタイル鋳鉄管の使用を原則とする。
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イ　施工方法

　　施工方法は、本設 ９．管の外面腐食防止　イ　ポリエチレンスリーブ被覆　を準用

　する。

11．水圧試験

１　管路の布設後は、原則として水圧試験によって管路の水密性、安全性を確認する。

　　管種別の試験水圧および保持時間は、次のとおりとする。

(試験前に0.5MPa以上の水圧を4時間以上

かけておくのが望ましい。)

① ０．７５MPaに加圧し５分間放置

② ５分間放置後、０．７５MPaに再加圧

③ 再加圧後、０．５０MPaに減圧

④ １時間後、０．４０MPa以上であるか

を確認➡0.40MPa以上であれば合格

 0.40MPa未満、もしくは監督員の指示

ある場合⑤へ

⑤ ２４時間後、０．３０Mpa以上

➡０．３０MPa以上であれば合格

〔解説〕

１について：水圧試験は、管の接合、付属設備の取付け、コンクリート防護等の施工が

終了した後、布設された管路全体の水密性、安全性を確認するために行なう。しかし、

設計や施工条件などのやむを得ない制約がある場合にはこの限りではない。また、膨張

率の大きい空気（エアー）を用いての試験は、設備の破損や飛散が想定され、作業上危

険であることから絶対に行わない。

　水圧試験にあたっては、急激な加圧により管路が破壊しないよう、空気弁、消火栓、

排水設備等を使用し、管路内の空気を十分排気しながら充水は時間をかけて行う。また、

管端部は管路の抜け出しが起こらないように、適切な防護措置を講じなければならない。

　水圧試験は、管路に充水後に接続予定の既設管路の水圧を掛け、一昼夜程度経過させ

てから行う。これは、試験時の水圧降下の一つの要因である継手部のゴムパッキンの収

縮、プラスチック材料（ＨＰＰＥ）の初期膨張を事前に促すためである。

　水圧試験の方法は、管種により定められた試験水圧まで加圧した後、保持時間の間の

管路の異常の有無と圧力計による圧力の変化を目視で確認する。なお、試験中の圧力変

化については、アナログ式もしくはデジタル式の圧力自記録計で記録を取り、試験終了

時に工事監督員は確認しなければならない。

　なお、水圧試験に使用するテスト用水は、既設管との接続後には水道施設として使用

することになるので浄水を使用する。なお、流入方法としては仮設の連絡管または局所

有の給水車等による直接流入させるものとする。

（フランジの呼び圧力）

０．７５MPa

保持時間試験水圧(ＭPa)

３０分間

１５分間

仕切弁全閉時の最大差圧
ＤＩＰ・鋼管類

ＨＩＶＰ・ＰＥＰ

１０分間

１時間

管種

不断水穿孔箇所

ＨＰＰＥ

２４時間
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12．水管橋および橋梁添架

１　水管橋及び橋梁添架管（以下、「水管橋等」という。）は、管径、支間長、架設地

　点の地理的条件および景観との調和を考慮して、最も適切な構造形式を選定する。

２　水管橋等は、自重、水圧、地震力、風圧および積雪等の荷重に対して、安全なもの

　とする。

３　水管橋等の材質は、原則として防食効果の高いステンレス鋼を使用する。また、水

　管橋および橋梁の外側に添架する管については、周囲の景観および橋梁と調和を図る

　ものとする。なお、ステンレス鋼の種別は、次のとおりとする。

ＳＵＳ３１６の使用箇所以外

海岸地帯、工業地帯、交通量が著しい道路（国道等）等

４　水管橋および橋梁添架管に使用するステンレス鋼鋼管の管厚は、基本的にＪＩＳ規

　格のスケジュール２０Ｓを使用する。

５　水管橋等の支持部は、管の水圧、地震力、温度変化に対して安全な構造とし、次の

　方法を取らなければならない

①　水管橋は、リングサポートと支承を使用し支持する。

②　橋梁添架管は、支持架台にパイプサポートと絶縁型のＵボルトを使用し支持す

　る。

６　水管橋等の可動支持部には、原則として伸縮継手を設ける。また、固定支持部と橋

　台の間にも伸縮継手を設けなければならない。

７　水管橋等の橋台背面の埋設管には、可撓性のある伸縮可撓管を設置し、屈曲部には

　必要とする防護工を施す。

８　水管橋等の最も高い位置に空気弁を設ける。寒冷地にあっては必要な防寒対策を講

　じる。また、水管橋には必要に応じて管理用の歩廊を設ける。

９　水管橋には、地震動レベルに応じた適切な落橋を防止するための構造を付加する。

〔解説〕

　河川、道路および鉄道等を架空横断する方法として、水管橋と橋梁添架がある。その

計画・設計にあたっては、地形、地質、障害物、環境および将来計画について調査・検

討するとともに、施設管理者と協議を行い、遅くとも設計完了時までには承認を得る必

要がある。なお、沿岸部で津波被害が想定される地域の重要な管路については、可能な

限り伏越し工法を採用することが望ましい。

使用場所の基準

ＳＵＳ３１６

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ鋼種
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１について：水管橋の形式は、パイプビーム形式と補剛形式の二つに大別される。また、

橋梁添架管の形式は、パイプビーム式が標準となる。

　水管橋を計画するときは、機能的安定性や経済性に優れているにとどまらず、周囲の

景観に調和した安定感のある機能と構造美を持った形式を選択することが望ましい。

２について：水管橋等の設計において、次の荷重について考慮する。

①　水圧

②　管の自重

③　管内水重

④　地震力

⑤　風圧

⑥　温度変化

⑦　その他として、積雪地域では積雪荷重、管理歩廊を設ける場合は歩廊自重と通

　行荷重

　水管橋等の設計については、日本水道協会の「設計指針」「耐震工法指針」、日本道

路協会の「道路橋示方書・同解説」の鋼橋編及び耐震設計編、日本水道鋼管協会の「水

管橋設計基準 （WSP 007）」等に基づき実施する。

３について：水管橋等に使用する鋼材の材質は、本設計基準「９．管の外面腐食防止の

２」に基づき、原則として防食効果の高いステンレス鋼を使用する。鋼種についても同

項解説の露出管に準拠する。

　また、水管橋や橋梁の外側に添架する管にステンレス鋼鋼管を使用した場合、基本的

には反射を抑えた無塗装を標準とするが、周辺環境との調和を図らなければならない場

合や、道路または河川管理者等からの指示が出た場合には外面塗装等を行うものとする。

無塗装ステンレス鋼の表面仕上げについては、次の表を参照する。

※　この他、名称No.8までの仕上げ方法がある。

冷間圧延後、光輝熱処理を行い、
さらに光沢をあげるため、軽い冷
間圧延を施したもの

自動車部品、家電

主な用途 

２Ｄ仕上げよりなめ
らかで、やや光沢が
ある仕上げ

２Ｄ仕上げ材に適当な光沢をあた
える程度の軽い冷間圧延を施した
もの

一般用材、建材

表-４.４.８ ステンレス鋼の表面仕上げ

名称 表面の仕上げの状態 表面仕上げの方法

No.3

ＢＡ 製品、厨房用品、

装飾用

鏡面に近い光沢をも
った仕上げ

建材、厨房用品
光沢のある、荒い目
の仕上げ

２Ｄまたは２Ｂ仕上げ材を100～
120番の砥粒の研磨ベルトで研磨し
たもの

２Ｂ ※市販品の大部分

　はこの仕上げ品

No.1 銀白色で光沢がない
熱間圧延後、熱処理、酸洗また
は、これに準ずる処置を施したも
の

一般用材、建材

しない用途に使用

する

表面光沢を必要と

２Ｄ
にぶい灰色のつや消
し仕上げ（ダル仕上
げ）

冷間圧延後、熱処理、酸洗したも
の。またこれをつや消しロールで
軽く冷間圧延を施したもの
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４　水管橋および橋梁添架管に使用するステンレス鋼鋼管の管厚は、基本的にＪＩＳ規

　格のスケジュール（Ｓｃｈ）２０Ｓとするが、構造上主部材とならない８０Ａ以上の

　配水管（四弦トラス橋や箱型橋等に設置する管、橋梁添架管等）については、設置

　場所における環境条件や経済性等を検討し、支障がない場合にはスケジュール１０Ｓ

　を採用することができる。

ｍｍ（JIS G 3459  JIS G 3468）

５について：水管橋等の支持部は、管の水圧、地震力、温度変化に対して安全な構造と

する。水管橋および橋梁添架管の支持構造は、次のとおりとする。

⑴　水管橋

　水管橋の支持は、上部構造（水管橋本体）に溶接等により設置するリングサポート

と、下部構造（橋台・橋脚）にアンカー等で設置する支承を、ボルト等により固定す

る構造（以下、「支承部」という）とする。

　支承部については、上・下部構造間に作用する力が、十分に伝達される構造にしな

ければならない。

　支承には、計算により求めた移動量を吸収する可動（Ｍ）支承と移動量を見込まな

い固定（Ｆ）支承で構成し、各径間ごとにこれを組み合わせて使用する。

⑵　橋梁添架管

　橋梁添架管は、橋梁の構造に合わせた専用の支持架台を取付け、そこに水道管を設

置する方法である。

ア　橋梁添架管の支持

　添架管の支持は、可動部（Ｍ）には耐候性等に優れ絶縁性能と低摩擦係数を持つ

パットが付いたＵボルトを、固定部にはパイプサポートを使用し、ボルト・ナット

等により支持架台に固定する。

　支持架台、固定用のボルト・ナット等の材質は、電位差による腐食を防止するた

め、添架管の材質と同じステンレス鋼（ＳＵＳ３０４同等品以上のもの）を使用す

る。

イ　支持架台の支持

　支持架台は、橋梁の添架条件に合わせ製作し、絶縁ボルト・ナットや接着剤、ア

ンカーボルト等により、添架用のスティフナー（補剛材）やコンクリート側面に密

着固定させる。

　また、支持架台の設置では、保守点検時に吊り足場が必要となる場合に備えて、

足場の荷重を考慮するとともに、設置間隔も２ｍ以下とすることが望ましい。

676.2

8.0 796.8 12.7 787.4 17.5 777.8

695.2 12.7 685.8 17.5

477.8

6.5 596.6 9.5 590.6 17.5 574.6

497.0 9.5 489.0 15.1

6.5 305.5

208.3 8.2

297.9

396.4 8.0 390.4 12.7 381.0

309.5 10.3

248.8259.4 6.5 254.4

７００Ａ

８００Ａ 812.8

3.0

4.0

4.5

5.5

３００Ａ

４００Ａ

508.0

8.0711.2

4.0

3.4

5.0

１５０Ａ

２００Ａ

２５０Ａ

609.6

５００Ａ

６００Ａ

318.5

406.4

216.3

108.3 6.0

78.189.1 3.0 83.1 4.0 5.5

内径

表-４.４.９　配管用ステンレス鋼鋼管の寸法

スケジュール４０

内径 厚さ

スケジュール２０Ｓスケジュール１０Ｓ
外径

厚さ 厚さ内径
呼びＡ

８０Ａ

１００Ａ 102.3114.3

267.4

165.2

81.1

158.4 5.0 155.2 7.1 151.0

106.3

6.5 203.3 199.9

4.0

9.3
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６について：水管橋等では、地震動レベルに応じた温度変化、橋脚橋台変位、地盤歪み、

設置誤差、撓みによる桁移動量、余裕量を考慮した移動量を吸収させるため、原則とし

て伸縮管を可動支持部（Ｍ）に設置する。また、橋台と固定支持部（Ｆ）の間にも撓み

や移動量が発生することから、ここにも伸縮管等を設けるものとする。

　複数径間の場合、水管橋では可動支持部と固定支持部の間に、橋梁添架管では橋梁上

部構造の動きに添架管の動きを合わせる必要があることから、径間毎に固定部を設け隣

接する可動部の間に、伸縮管を設置することが望ましい。

７について：水管橋等の橋台部は、一般に堅固な基礎工により支持されているので、橋

台背面側の埋設管との間には不同沈下が生じやすい。また、地震時においても橋台と埋

設管では、生じる振動に相違があることから伸縮可撓管を設置し、これらの要件による

管路の破断を未然に防止しなければならない。

　水管橋等において屈曲部を設ける場合には、水圧による不平均力が働くので、屈曲部

をコンクリート等で防護する。この防護コンクリートは、橋台部と定着させ一体化を図

るか、橋台と同様の基礎を設けるものとする。なお、コンクリート防護とする場合には、

マクロセル腐食の発生を防止する措置を必ず行うものとする。

８について：水管橋等は、管路の縦断から見た場合に、凸部に位置するため空気を排除

する空気弁を設ける。なお、大口径管路の場合には断水時の排気を考慮し、補修弁と空

気弁の間に排水設備を設けることが望ましい。

　空気弁は、凍結による内部からの圧力で破損する場合があるので、寒冷地においては

防寒対策を講じるものとする。

　橋長が長い水管橋では、点検や空気弁保守のため管理用の歩廊（H=1,100） を設ける

ものとし、両端には立入防止柵等（日本道路協会の「防護柵設置要綱」を参照）を設け

る。防護柵をステンレス製にする場合は、反射防止を考慮する。

９について：水管橋には、地震動レベルに応じた次の落橋防止構造を付加する。

ア　可動支承部には、支承の上沓が下沓から逸脱しないように移動制限装置を設ける。

イ　桁端部には、上部構造と下部構造、２連の上部構造を連結させる落橋防止構造を

　設ける。

ウ　落橋防止構造の可動可能量は、伸縮管の許容伸縮量を超えてはならない。
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13．伏越し

１　伏越しは、河川、鉄道、道路および埋設障害物等を避けるための工法なので、設計

　・施工においては関係法令を遵守するとともに、各管理者と協議を行い許可を受けな

　ければならない。

２　伏越し部の管路の前後は、必要に応じて撓み性能の大きい伸縮可撓継手を設ける。

３　伏越し部における基礎工は、基礎地盤の性状や荷重の状態等を勘案し決定する。

４　伏せ越し管には、護岸その他の箇所に埋設位置を示す標識を設ける。

〔解説〕

１について：伏越しとは、河川、水路、鉄道、道路および埋設障害物等の横断箇所で管

を一旦下げて、それらの下に開削や推進工法により管を布設することをいう。伏越しを

する場合は、当該施設の管理者から防災面、保守面から関係法令に基づく制約を受ける

こととなるので、計画・設計段階から当該管理者と協議を行い、施行前には許可を受け

なければならない。

２について：伏越し管の土被りが深い場所では、不同沈下や芯ずれ等の発生に備え、前

後の取付け管の継手は、伸縮可撓継手とする。

３について：やむを得ず軟弱地盤で伏せ越しする場合には、支持力の増強と不同沈下や

応力集中が発生しないように、地盤改良や杭基礎等の適切な基礎工を施す。

４について：伏越し管は、埋設横断位置を明確にするため標識や杭等を近傍または管上

の護岸や路面に設置する。水管橋等においても同様とする。

14．推進工法

１　推進工の採用にあたっては、当該施設の管理者と協議し、占用等の許可を得なけれ

　ばならない。

２　推進工は、原則として鞘管推進工法とする。

３　推進工法の設計では、土質、障害物、環境等の事前調査に基づき、工事の安全性や

　確実性を含め総合的に検討し、適切な工法を選定する。

４　推進管の管種は、強度、耐久性及び施工性を考慮し、所要管径、延長、埋設深さ及

　び工法に適合したものを選定する。

５　先導管は、推進管の管径、土質、工法に適した構造とする。

６　地下水位が高く坑口での止水が必要な場合には、必要な止水工法を実施する。

７　推進箇所の立上げた管路の前後には、仕切弁を設置する。また、推進立坑内の最深

　部には、排水設備を設けなければならない。

８　推進箇所の埋設位置を示す標識については、本節12．伏越しに準じる。
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〔解説〕

　推進工法は、軌道、河川、幹線道路等の横断に際し適用されることが多い工法で、非

開削工法の一つである。このほか、非開削工法にはシールド工法があり、この違いは推

進装置の位置と推進管の違いにある。

ア　推進工法

　推進管に掘進機等を装着した先導体を取付け、発進立坑内に設置した推進装置で

１スパンの推進管を掘進し布設する工法である。

イ　シールド工法

　先導管に掘進機を取付け、先導管内の推進装置（油圧ジャッキ等）で設定した距

離（数メートル）を掘進（押しながら掘削・排土）したあと、同じ先導管内で外殻

（セグメント）を組立てトンネルを構築する工法である。

　なお、推進布設した管の使用方法により、推進した管を鞘管として内部に水道管を引

き込む鞘管推進工法と、外装を施したダクタイル鋳鉄管または鋼管を推進し直接水道管

として使用する本管推進工法に大別される。

　また、推進工法は掘進方法と掘削機構により、次のように分類される。
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推進工法の種類

 ボーリング法式

 その他の法式

 中大口径推進工法

 開放型

 刃口式推進工法

 セミシールド工法

 半機械堀式

 密閉型

 小口径推進工法 （推進管口径φ８００mm未満）

 泥土圧法式

 泥水法式

 オーガ法式

 セミシールド工法

 圧入法式

 泥濃式

 機械堀式

（推進管口径φ８００mm以上）

推
進
工
法

 土圧式

 泥水式

 手堀式
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①　刃口推進工法とは、管先端の刃口を先導体として使用し、発進立坑内の管体後

　部（元押し）又は推進管の途中（中押し）に設置したジャッキの推進力により管

　を地山に推進し、刃口部の土砂を掘削しながら管を布設する工法である。

②　セミシールド工法とは、管先端の掘進機を先導体とし、発進立坑内の管体後部

　に設置したジャッキにより管を推進しながら布設する工法である。

③　小口径推進工法とは、先導体として小口径推進管又は誘導管を接続し、発進基

　地からの機械操作により、圧密、掘削又はずり出しを行ないながら管を布設する

　工法である。

１について：伏越し方法の一つである推進工を選択した場合には、「本節12．伏越し」

に準じ、当該施設の管理者と設計業務実施時から協議し、設計業務完了までに占用等の

許可の内諾を受けなければならない。

２について：本市においては腐食による漏水が発生した場合の影響と、過去の推進工事

における当該管理者との協議内容等を考慮し、推進管の使用の分類に基づく推進工法は、

原則として鞘管推進工法を採用する。

　内管の施工にあたっては、推進管との接触を防止するための対策と、内管布設後には

推進管（鞘管）との間を、流動性の高い材料を用いて充填しなければならい。

３について：管路の設計で推進工を採用する際は、事前調査を行い、施工性、安全性等

の点から各工法を比較検討し選定する。

　特に土質は、推進工法の施工方法や工事の難易を左右するため、Ｎ値、地下水位、地

層構成等を調べ、砂層では粒度、間隙比、透水係数を、シルト及び粘土層では含水比、

液性限界、塑性限界、一軸圧縮試験等の調査を行う。

　また、埋設物件や推進箇所の至近、直上にある施設物の確認と、現地の交通や建築物

の状況及び工事箇所の広さ等の調査も併せて行い、事前の措置を講じなければならない。

４について：推進工法で用いる管は、所要管径、延長、埋設深さ及び工法に適合し、推

進力に対して十分な強度と荷重による曲げモーメントに耐え、水密性、施工性に優れた

物でなければならない。

５について：掘進時の掘削や排土を安全に確実に行うために、先導管の選定は、推進管

の管径、土質、工法に適した構造のものとする。

６について：止水工法の選定においては、施工条件、周辺環境条件、信頼性、経済性等

を総合的に検討しなければならない。止水工法のうち薬液注入工法については、次のと

おりである。

ア　薬液注入工法は、凝固する性質を有する化学材料（薬液）を地盤中の所定の箇所

　に注入管を通じて注入し、地盤の止水性増大・地盤強化・空洞充填等を目的とする

　工法で、盤条件に基づき注入材と注入方式を選定する。

　　また、推進工事においては、坑口に掘進時に地下水、泥水及び滑材等が漏出しな

　いよう止水器を併用する。

７について：推進箇所で漏水が発生した場合に、漏水による二次被害の防止と修理時の

断水範囲の限定のため、原則として推進箇所の立上げ管路の前後に仕切弁を設置する。

　また、推進箇所は凹形状となり夾雑物が沈殿しやすいことから、原則として最深部に

は排水設備を設置する。
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15．不断水工法

１　不断水工法には、不断水分岐工法と不断水バルブ設置工法があり、採用にあたって

　は効果と経済性を考慮する。

２　不断水工法は、十分な強度、耐久性、水密性を有する構造、材質を選定する。

３　不断水工法の採用にあたっては、試掘等により既設管の管種、外径、真円度、

　穿孔機の設置空間、使用水圧等を確認する。

４　不断水工法では、既設管に割Ｔ字管を取り付けたのち、所定の水圧試験を行って漏

　水のないことを確認してから、穿孔作業を行う。

５　軟弱地盤や大口径管における不断水工法では、十分な基礎等を設けるとともに、地

　盤の不同沈下などに対応できる伸縮可撓継手を使用する。

６　不断水工法で、既設管の浄水と資機材が直接接触する場合には、塩素消毒等を行う

　など、浄水が汚染されることがないようにしなければならない。

〔解説〕

１について：断水工法は、既設管を断水しないで分岐管を取出したり、既設管にバルブ

を設置する工法であるが、採用にあたっては断水の影響（範囲、時間、作業職員数、排

水量）についての効果や経済性等を検討し、採用の可否を判断する。各工法の概要は、

次のとおりである。

ア　不断水分岐工法は、既設管に連絡用割Ｔ字管を取付けて管を分岐する工法である。

　割Ｔ字管の分岐口は、原則として水平に取付けなけなければならない。

　　なお、小口径の不断水分岐工法に用いる割Ｔ字管は、継手箇所を少なくするため

　ソフトシール弁付を原則とするが、後年度にソフトシール弁のフランジ継手を用い

　配管改良を行う想定ができる場合は、この限りでない。

イ　不断水バルブ設置工法は、既設管の任意の場所に既設管と同口径の仕切弁を取付

　ける工法である。特殊な割Ｔ字管を上向きに取付けて、主管内径相当の切込みをし

　たのち、この部分へはめ込むための弁体と弁蓋を取付ける構造である。

ウ　この他にも、バイパス管用の切替弁設置工法、液体窒素や炭酸ガスを使用した凍

　結工法、空気弁や消火栓等の補修弁交換等の不断水工法が開発されており、施工条

　件や施工の確実性、安全性、経済性等を考慮して採用について判断する。

２について：不断水工法に用いる不断水割Ｔ字管および不断水バルブは、十分な強度、
耐久性、水密性を有する構造、材質のものを選定する。なお、材質については土壌の腐
食性を考慮し、原則として「いわき市水道局防食基準」に基づく特殊塗装を施したダク
タイル鋳鉄製品を選択することとするが、やむを得ず鋼板製品を使用する場合には、ダ
クタイル鋳鉄製品と同等品以上の防食を施さなければならない。

３について：不断水工法は、期日指定で施工するため、事前に既設管の形状、寸法、管
種や掘削箇所周辺部の埋設物の状況や交通状況等を調査し、施工が確実に行えるよう
計画しなければならない。
　なお、バルブ設置においては、大口径になるほど製品重量が増すので、必要な作業場
や資材置場の確保についても検討する。また、既設管が大口径であるときは、土圧や路
面荷重等により変形している場合があるので、事前に真円度を調査する必要がある。

４について：不断水工法における割Ｔ字管の取付位置は、既設管路の継手位置や管の強
度等を考慮し決定する。既設管への固定が終了したら水圧試験を行い、取付部に水漏れ
のないことを確認してから穿孔する。
　なお、試験水圧については、「本節11．水圧試験」に準じる。
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５について：既設管には、取付けた不断水用の割Ｔ字管およびバルブによって、新たに
水圧による不平均力や荷重等が加わることになるので、適切な防護工を施す。また、軟
弱地盤や大口径管では、製品重量による不同沈下が起きないように、杭やコンクリート
によって基礎工を施すとともに、割Ｔ字管には分岐方向の管路に可撓性のある伸縮継手
などを設ける。
　なお、全ての不断水工法においては、設置する不断水用の割Ｔ字管およびバルブの継
手に、離脱防止機能を付加しなければならない。

６について：不断水工法は、既設管を断水することなく分岐、バルブ設置等を行う工
法であることから、直接浄水と資機材類が接触することになるので、資機材の設置前に
は、消毒剤である次亜塩素酸ナトリウム等により接触が想定される箇所を消毒し、浄水
が汚染することがないようにしなければならない。
　また、穿孔前に資機材内を充水する必要がある場合には、水圧試験の充水方法に準じ
て行わなければならない。

16．既設管路の更生

１　既設管路の更生には、既設管の布設替、既設管内布設工法および既設管路更生工法
　があるが、基本的には管路の布設替による更新とするが、現場条件、更新管路の状態

　、給水取出の数、経済性および将来計画等を十分に調査し、布設替以外の方法が必要

　な場合には選択できるものとする。

２　既設管内布設工法を選択する場合は、現場条件、既設管路状況について十分調査す

　るとともに、布設する管種は水密性、耐久性、施工性を有したもので、所要の管径が

　確保できるものを選択する。

３　既設管路更生工法は、既設管の強度が期待できる場合に採用するものとし、クリー

　ニングやライニング等の選択に際しては、既設管路状況などについて十分調査すると

　ともに、次の要件について十分検討しなければならない。

①　管内のクリーニングは、管径、施工延長及び工法等の条件によって、適切な方

　法を用いて行う。

②　管内のライニングなどは、水質に悪影響を及ぼさず、かつ、十分な耐久性を有

　するものを用いる。
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〔解説〕

１について：配水管は、経年劣化（土質、管内水圧や水質等）や外的要因（路面荷重や

地震力等の外力条件、地盤沈下や他工事の影響等）等により機能が低下し、漏水や出水

不良、赤水等が発生する。

　このため、安定給水、安全な水を確保するために、配水管の計画的な改良または更新

が必要となる。しかしながら、幹線道路などの掘削規制、埋設管の輻輳等の施工上の制

約、添架管や水管橋等の法的規制や布設替空間の制約により、布設替工法の採用が困難

である場合や年度間の更新工事の平準化が必要となる場合には、管内布設工法または管

路更生工法について採用を検討する。

２について：既設管内布設工法には、既設管を鞘管として使用し、管内をクリーニング

した後に減径した新管（鋳鉄管、鋼管及びステンレス・フレキ管等）を布設する既設管

内挿入工法と、同じく管内をクリーニングした後、縮径した巻込鋼管を引込み、管内で

拡管・溶接し、管路を形成する既設管内巻込工法等がある。どちらの工法においても、

既設管内面と新管外面との間にモルタルなどを注入し、重層構造としなければならない。

　なお、各工法の詳細については、設計指針Ｐ５０１および各工法協会等の技術資料等

を参照し選択する。

３について：既設管路更生工法は、管内に沈積又は結節して大きくなった錆こぶによっ

て機能低下した管路を、種々の機材を使用して通水能力の回復及び赤水発生防止を図る

ものであるが、現在では自立型の管内被覆管も開発されているので、既設管の強度が一

部劣化したものであっても適用することが可能となったが、既設管の管種については、

鋳鉄管又は鋼管等の鋼製管に限られる。ただし、この工法は、布設替工法や既設管内布

設工法とは異なり、すべてが新しい機能に回復するわけではなく、緊急的または暫定的

な方法であり、長期的には管路の布設替が必要となる。

　なお、この工法には、多様な施工方法があるので、設計指針Ｐ５０４および各工法協

会等の技術資料等を参照し選択する。
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第５節　管路の付属施設

１．遮断用バルブ

１　遮断用バルブ（以下、「仕切弁等」という）の設置は、日常の維持管理や災害時に

　おける給水の早期回復を考慮して設置する。

２　仕切弁等には、原則として水道用ソフトシール仕切弁（ＪＷＷＡ Ｂ １２０）また

　は水道用バタフライ弁（ＪＷＷＡ Ｂ １３８）を使用する。なお、仕切弁等の適用口

　径は、原則として次のとおりとする。

①　φ５０ｍｍからφ３００ｍｍまでは、水道用ソフトシール仕切弁（以下、「ソ

　フトシール弁」という）を使用する。構造は、埋設部は立型内ネジ式、ポンプ室

　等での露出部では立型外ネジ式とする。

②　φ３５０ｍｍ以上は、水道用バタフライ弁（以下、「バタフライ弁」という）

　を使用する。構造は、センターキャップ式開度計付とし、埋設部はロングスタン

　ド型とする。

３　排水設備に使用する仕切弁で、最大静水圧が0.75ＭPaを超える場合は、水道用ダク

　タイル鋳鉄仕切弁（ＪＷＷＡ Ｂ １２２）を使用する。

４　仕切弁等の開閉方向は、右回り開き、左回り閉じとする。

５　φ４００ｍｍ以上の仕切弁等においては、必要に応じてバイパス仕切弁（以下、

　「副仕切弁」という）を設けるか、初期流量の調整機能（くし歯形の弁体等）を有す

　る弁を使用する。

６　仕切弁等の弁室は、基本的にソフトシール弁には弁筺、バタフライ弁には指定され

　たレジンコンクリート製ボックスを使用する。

〔解説〕

　遮断用バルブは、弁体の全開・全閉により管路内流水の通水および遮断を行うもので

ある。配水区域、配水ブロックの設定あるいはその変更、配水管の工事、事故等の非常

時において、遮断など操作の必要が生じた際に、確実に動作するものを用いなければな

らない。

１について：仕切弁等は、原則として次に基づき設置する。

ア　配水本管および大・中ブロック内の仕切弁等の設置位置

①　管路の始点

②　管路分岐箇所の本管下流側および分岐管

③　通水方向が変更される場合は、本管上流部にも設置

④　水管橋、伏越部、鉄道、幹線道路横断等の両端

⑤　排水設備の上下流および管止まり

⑥　上記以外の箇所でも、５００ｍ以内毎に設置

⑦　接合形式や管種等を変更（ＮＳ形等から他の接合形式、ＤＩＰからＨＰＰＥ

　等）する場合

イ　配水支管および小ブロック内の仕切弁設置位置

①　管路分岐箇所の上下流側及び分岐管

②　水管橋、伏越部、鉄道、幹線道路横断等の両端

③　排水設備の上下流および管止まり

④　配水ブロックの境界

⑤　単管路の場合は、２００ｍ以内毎に設置

⑥　接合形式や管種等を変更（ＮＳ形等から他の接合形式、ＤＩＰからＨＰＰＥ

　等）する場合
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　なお、仕切弁等の設置例を次の図で示す。
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２について：維持管理に使用する仕切弁等は、回転運動を上下運動に変え、弁体を動か

すことで管路の断水や通水を行う。同じ口径のソフトシール弁とバタフライ弁では、

ソフトシール弁の方が安価ではあるが、口径が大きくなると回転数も増えるため、維持

管理における操作作業に要する時間および作業員への負担を考慮し、本市においては口

径φ３５０ｍｍ以上についてはバタフライ弁を使用する。

　仕切弁等の内面塗装等の仕様は、エポキシ樹脂粉体塗装とし、弁体はゴムライニング

とする。バタフライ弁については、この他に内面をゴムライニング、弁体にステンレス

鋼鋳鋼品（ＳＣＳ１３）を使用できるものとする。

ア　ソフトシール弁は、弁上部のスピンドルを開栓器またはハンドルで回転させるこ

　とで、弁棒に接続された弁体を上下に移動させ、全開・全閉することで断水や通水

　を行うものである。構造は設置場所により、埋設部には内ネジ式、露出部には外ネ

　ジ式を使用する。なお、種類および回転数・寸法等は、（局工事共通仕様書　付則

　４　配管工事標準図集 　弁栓関係）を参照する。

イ　バタフライ弁は、ソフトシール弁と同じくスピンドルを回転させ操作するが、ス

　ピンドルと弁棒は可変ギアで接続され、さらに弁棒の回転がそのまま弁体を回転さ

　せることで全開・全閉を行う構造である。弁棒の取付け位置により立型と横型があ

　り、設置する場所により選択する。

　　本市では、埋設部に使用するバタフライ弁の構造は、原則としてセンターキャッ

　プ式ロングスタンド開度計付としている。ロングスタンドの高さを指定するため、

　設計図書には、設置箇所の土被りを表示しなければならない。

　また、遮断用バルブの継手には、フランジ継手および耐震継手がある。使用方法につ

いては次のとおりとする。

①　ＶＰ及びＰＥＰにおいてはフランジ継手とし、鋳鉄ＦＶ継手を使用し管と接続

　またはＴ字管のフランジと接続。

②　ＤＩＰ埋設管路の遮断用の本線仕切弁、バタフライ弁においては耐震継手（Ｎ

　Ｓ，ＧＸ形継手）を用い管と接続。

③　ＨＰＰＥ埋設管路で遮断用の本線仕切バルブにおいてはＥＦ挿口付ソフトシー

　ル弁を標準とするが、水場施工等で融着接合が困難な場合には、両メカ受口付ソ

　フトシール弁を使用することができる。

10Ｋ

３種

２種

1.0 1.4 1.0

2.2 1.6

4 4

1.6

50

弁棒回転数(回)

13

(mm)

フランジボルト穴数高さＨ

２種許容差

表-４.５.１ フランジ形内ネジ式ソフトシール弁の種類および寸法等

使用圧力(ＭPa)
最大差圧(ＭPa)許容圧力(ＭPa)

最高 全閉時の
種類

0.75 1.3 0.75

呼び圧力

7.5Ｋ

8

12

10 16 16

640

３種

４種

口径
全開～全閉

16Ｋ

8 12

813

12

450

12

4

12

8

8

4

380

86

300

４種

8

面間寸法Ｌ(mm)

４種

250

280

8

２・３種

180 300

250

330

19 ＋3 350280

400

400

75

100

150

17

240

365

455

74030

300

250

300

25

500

200 25 540

87



④　排水用の遮断用バルブはフランジ継手とし、短管１号、短管２号を組合わせて

　管と接続または排水Ｔ字管（もしくは二受Ｔ字管、フランジ付Ｔ字管）と接続。

⑤　管種変更等でフランジ継手を使用した方が、継手箇所を減らすことができ、ま

　た耐震性能に影響を与えず、経済的な配管が可能な場合は、フランジ形仕切弁を

　使用することができる。

⑥　流量測定等に使用する多目的仕切弁は、フランジ接合とする。

３について：排水設備に使用する仕切弁は、排水作業時以外は全閉での使用となるので、

常時片圧状態となっている。水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁はソフトシール弁と違い、弁

体を案内するガイド機能が付加され、高水圧下の片圧状態であっても弁体の位置にずれ

が生じないことから、最大静水圧が0.75ＭPaを超える排水設備の仕切弁には、原則とし

て水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁を使用する。

４について：仕切弁等の開閉方向については、安全性を考慮し、給水装置に取付けられ

ている各種栓類と逆の右回り開き、左回り閉じとする。これは、各種栓類が出水を止め

る場合に右回しとなっていることから、作業員が誤って右に回しても、断水が発生しな

いよう設定している。

５について：一般に遮断用バルブは、全閉状態からの開弁操作開始時や閉弁操作終了直

前が、バルブ操作に要するトルクが最大となる。このトルクは、弁体に働く圧力が高い

ほど、また、管径が大きくなるほど大きくなる。

　したがって、この発生するトルクの軽減を図るため、φ４００ｍｍ以上のバルブで、

使用水圧が0.40ＭPa以上となる、断水や水系切替等の作業において複数の弁の中で主と

なる操作を行うなどの要件に当たる場合には、副仕切弁を設けるか、初期流量の調整機

能（くし歯形の弁体等）を有するバタフライ弁を使用するものとする。

　なお、副仕切弁の口径は、次の表のとおりとする。また、副仕切弁用の管路には排水

弁設備を設けなければならない。

６について：埋設部の仕切弁等の弁室は、基本的にソフトシール弁、ダクタイル鋳鉄仕

切弁には弁筺、公道上に設置する排水用途の止水栓には小型弁筺、バタフライ弁、流量

測定室には組立型のレジンコンクリート製ボックスを使用するものとする。

　弁筺は、埋戻土を十分転圧したあと、適切な位置にプラスチック製座台を設置し、そ

の上に筺本体を置き、路面との高さと傾きを調整しながら周囲を締め固める。また、ス

ピンドルの位置が座台上面よりも下になる場合には、φ３００ｍｍＶＰ等を使用した継

足し管を設置する。また、弁本体のスピンドルが地盤面から１００ｃｍ以上深くなる場

合には、継ぎ足し棒（四方固定型振れ止め付）を取付け、地盤面から５０ｃｍ程度に調

整（局工事共通仕様書【土木工事編】付則４　配管工事標準図集 1-11 仕切弁継足棒構

造図参照）しなければならない。

　レジンコンクリート製ボックスは、バタフライ弁については内径５００×６００、流

量測定室等については内径７００×１０００のものを使用する。

本管弁の口径

φ４００～６００

φ７００～８００

φ９００～１０００ φ２００

φ１５０

φ１００

副仕切弁の口径

表-４.５.２ 本管弁と副仕切弁の口径
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弁筺と同じく埋戻土を十分転圧したあとに、ボックスの設定高と傾きを固定し周囲を締

め固める。

　弁筺およびレジンコンクリートボックスの設置方法については、局水道施設工事共通

仕様書【土木工事編】付則4に配管工事標準図集が掲載されているので、これを参照する。

２．制御用バルブ

１　制御用バルブの設置は、維持管理において水道水の制御が必要な場所に設置する。

２　制御用バルブには、バタフライ弁、コーン弁、フロート弁等があり、使用目的にあ

　った適切な弁を選択する。

３　制御弁等を露出させる場合には、弁室を設ける。その構造は堅牢で、バルブの操作、

　点検、修繕および交換等に支障がない空間を確保する。

〔解説〕

１について：制御用バルブは、配水区域内の動水圧をできるだけ一定に保ち、水需要に

応じた必要水量を給水するために設置する。設置においては、流量や水圧、水位等の制

御方法および設置場所の条件等について検討する必要がある。ポンプ井や配水池等の流

入で一次側の管路へ影響を防ぐための制御、水系間の連絡管路での制御、常時または非

常時に他水系からの流入制御等が想定される。

２について：制御用バルブは、区域内の土地の高低、建築物の規模等の地域特性、配水

本管・支管等の配置状況等の条件に応じた、バルブの開度調整による適切な水量・水圧

が制御できなければならない。

　制御用バルブには、バタフライ弁、くし歯付バタフライ弁、コーン弁、ボール弁、オ

ート弁、ニードル弁、スリーブ弁、多孔可変オリフイス弁、フロート弁、偏心弁等があ

り、この中から流量制御、圧力制御、水位制御等の使用目的にあった、管路の運用に影

響が出ない適切な制御バルブを選択する。

　水量制御においては、基本的に構造が簡単、軽量で開閉トルクが小さく、流量特性も

比較的良好なバタフライ弁を使用することが望ましい。また、小開度での制御を行う場

合のバルブの選定にあたっては、キャビテーション特性に優れたバルブを選択すること

が望ましい。

　ポンプ井等への流入を水位制御で行う場合は、ＦＭバルブが選択されるが、流入管の

口径が２００ｍｍ以上となる場合には、バルブ一次側への水撃圧等の影響を考慮し、

流量制御機能が付加された定流量定水位弁を使用することが望ましい。

　なお、設置した制御バルブの点検、補修、取替等において、バルブ二次側に断水等に

よる影響が出る場合には、バイパス管を設置し排水設備を設けなければならない。

３について：弁室を設ける場合には、設置場所の荷重条件に耐える堅牢な構造としなけ

ればならない。車道部等において規制期間の短縮が必要な場所においては、基本的に大

型レジンコンクリートボックスを使用する。

　弁室内部は、設置した制御用バルブ（遮断用バルブも含む）の取替えができる構造お

よび空間を確保するとともに、点検・整備が安全に行えるよう耐食性の強い足掛金物を

設置する。

　弁室内に、計測用、バルブ駆動用の電気・機械設備を設置する場合には、水密性を高

めるとともに、室内の湿度が高くならないよう対策を講じる。また、バルブ交換時の管

内からの流出水や水密性を確保する構造としているが不明流入水等を考慮し、弁室内に

は臨時の排水に対応した排水ピットや排水ポンプ等を設けることが望ましい。
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　地下に設置される弁室には、上部に出入するためのマンホール等を設置する。マンホ

ール等は防水型のものを選定する。大きさは、管理用であればφ６００ｍｍとし、維持

管理を考慮して容易に開閉ができる構造とする。材料の搬入口は、基本的に別に設ける

ものとするが、条件により管理用の出入口と兼用しなければならない場合で、φ６００

ｍｍを超える大きさとなるときには、開閉時の蓋の重量を考慮し、親子蓋等の方式が組

み込まれたものを選択する。

　また、道路上に弁室を設置する場合は、維持管理における室内への職員および業者等

の出入りや搬出・搬入時の安全を考慮し、できる限り本体の位置またはマンホールおよ

び材料搬入口の位置は車道本線部を避け、歩道部もしくは路側線の民地側や路肩部また

は法面等とする。

３．空気弁

１　空気弁は、管路の凸部、その他適所に設ける。

２　空気弁は、特別な場所を除き、水道用急速空気弁または水道用空気弁を使用する。

　なお、空気弁の口径は、次のとおりとする。

①　管路口径が５０ｍｍ以下の場合は、φ２５ｍｍ空気弁

②　管路口径が６００ｍｍ以下の場合は、φ７５ｍｍ空気弁

③　管路口径が７００ｍｍ以上の場合は、φ１００ｍｍ空気弁

３　空気弁には、原則として補修弁を設ける。

４　空気弁の塗装仕様は、内外面エポキシ樹脂粉体塗装とする。

５　空気弁室の構造は、組立レジンコンクリート製ボックスとする。

６　露出させる空気弁には、Ｔ字管の分岐部から凍結防止対策を講じる。

〔解説〕

１について：空気弁は、管路の凸部や管路延長が長く管路の凸部がない配水本管におい

ては、５００～１，０００ｍを基準に設置する。片勾配の管路の場合は、バルブの至近

距離で最も高い位置に設ける。なお、空気弁は次の理由により設置する。

①　管路の凸部には、水中に溶存する空気が分離し溜まるため、円滑な通水を妨た

　げたり、水撃圧を発生させ管路の事故を誘発するため。

②　管内水の排水を行うときに、吸気が必要となるため。

③　管路に充水するときに、管内の空気を適切に排除するため。

２について：空気弁は、カムレバーロック式急速空気弁、急速空気弁、

空気弁等の中から、管口径、設置場所の作業条件、災害時の活用等を考慮して適切なも

のを選択する。

　しかしながら、橋梁添架管や地下埋設物の横断等において、本文前段の空気弁の設置

空間が確保できない場合には、Ｔ字管設置型空気弁や小型空気弁等（以下、「特殊空気

弁」という）を使用することができる。なお、特殊空気弁を使用する場合には、急速空

気弁または空気弁と同等に管内排気できるものを選択する。なお、その際には、水管橋

設計基準(ＷＳＰ ００７) の空気弁選定表等を参照する。

　また、空気弁と排水設備の両方が必要な箇所では個別設置を原則とするが、専用の排

水設備の設置が困難で、かつ消火栓の排水能力でも問題が無い場合には、排水設備に替

えて、カムレバーロック式急速空気弁を使用することができる。
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３について：空気弁の取替えや修理時等に、管路の断水を避けるため、Ｔ字管と空気弁

の間には、必ず補修弁を設けなければならない。

　補修弁の形式は、レバー式ボール弁またはギア式ボール弁とし、最大静水圧0.74ＭPa

を超える場合にはギアキャップ式ボール弁を使用する。なお、補修弁操作用のレバーま

たはスピンドルは、操作時の安全を考慮し、路肩側に設置しなければならない。

　また、管路口径がφ３５０㎜以上の場合は、原則土被り１２００㎜以上となるため、

第１、２補修弁を設けること。（局工事共通仕様書【土木工事編】付則4　配管工事標準

図集を参照する。）

４について：空気弁内部は、管内水や溶出した酸素、作業等にともなう空気が出入りす

ることで、金属部に錆や腐食が発生する。錆は排出断面の阻害やフロートの固着等を発

生させ排出機能を低下させ、腐食は漏水発生の原因となる。これを防ぐため、空気弁内

面にはエポキシ樹脂粉体塗装を施したものを使用する。

　また、外面においても外部環境による腐食の発生を防止するため、内面と同じくエポ

キシ樹脂粉体塗装を施したものを使用しなければならない。

５について：空気弁室に使用する組立型レジンコンクリート製ボックスは、基本的に

６００×５００を使用するが、室内空間が規制される場合には１０００×７００を使用

する。なお、設置方法等については、局水道施設工事共通仕様書【土木工事編】付則4　

配管工事標準図集を参照する。

６について：空気弁は、管路の通水部と異なり水が常時滞留状態にあることから、寒冷

地や河川部の横断部等の風の通り道となるような場所では、凍結による破損が想定され

る。これを未然に防止するため、水管橋や橋梁添架管のＴ字管の分岐部から空気弁につ

いては弁箱と発砲スチロール等を使用するなどの凍結防止対策を講じなければならない。

４．消火栓

１　消火栓及び路面標示の施工費用については水道法により市町村が負担することに

　なるので、消火栓の管理を所管する本市消防本部からの依頼を受け、設置および位置

　について協議し、決定する。

２　消火栓は、原則として管径１００ｍｍ以上の配水管に設ける。

３　設置する消火栓の形式は、原則として地下式単口とし、口径は６５ｍｍ（分岐口径

　７５ｍｍ）とする。

４　消火栓は、原則として排気弁付消火栓を使用する。

５　消火栓に設置する補修弁については、本節３．空気弁に準じる。

６　消火栓の塗装仕様は、本節３．空気弁に準じる。

７　消火栓室の構造は、本節３．空気弁に準じる。

〔解説〕

１について：消火栓は、火災発生時の消防利水としての機能を果たすことを目的として

いる。消火栓は、消防本部の依頼により、局が設置し、所有しているが、設置および維

持管理にかかる費用は、水道法第２４条第２項に基づく市との協定により、市が負担し

ている。
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２について：消火栓を設ける管径の設定は、消火栓使用時の最小動水圧0.10ＭPa以上が

確保できるものとして、原則として１００ｍｍ以上の配水管としているが、管網が形成

された管路において、この条件を満足すれば管径７５ｍｍであっても設置を認める。

 解析及び実測により、取水可能水量が毎分１㎥/分以上であると認められるときは、

管の直径を７５ｍｍ以上とすることができる。この場合において、消火栓の位置その他

の消防水利の状況を勘案し、地域の実情に応じた消火活動に必要な水量の供給に

支障のないように留意しなければならない。（令和５年１２月２５日付　厚生労働省

健康・生活衛生局水道課　事務連絡　〔消防水利の基準の一部改正について〕

施行期日　令和６年４月１日）

３について：通常使用されている消防ポンプは、口径６５ｍｍの町野式連結金具を使用

し消火栓と接続するので、消火栓の口径は、原則として６５ｍｍに統一して設置する。

　また、地下式を採用しているのは、本市の気候が温暖で積雪による影響が少ないこと

や道路への設置が多い中で建築限界を侵さないようにするためである。なお、緊急時に

消防団員でもすぐに設置位置が分かるように、必ず消火栓周りには路面標示を施工しな

ければならないが、設計時に設置場所の確保が難しい場合には、管轄区域の消防署水利

担当と協議する。

４について：消火栓本体は、管内水から溶出した酸素等が溜まり錆や腐食を発生させる

ので、原則としてこれを排気させる機能を付加した排気弁付単口消火栓を使用する。な

お、設置する管路において、急速空気弁と同様の機能を負荷させる必要がある場合に

は、空気弁と消火栓をそれぞれ設置する。  

５．減圧弁

１　減圧弁は、地形、地勢等により配水区域内の適正動水圧を確保できない場合等に設

　置する。なお、設置環境の条件が整えば、減圧井に変えることができる。

２　減圧弁の機種は、減圧区域の状況、管路の常用流量、最大流量、最小流量、常用圧

　力及び維持管理を考慮し選定する。

３　減圧弁の口径は、管路の最大流量、最小流量及び減圧量を考慮し決定する。

４　減圧弁には、必ず弁の上下流に仕切弁とバイパス管路を設ける。また、バイパス管

　には排水設備等を設けなければならない。

５　減圧弁室の構造は、本節２．制御用バルブに準じる。

〔解説〕

１について：配水管の整備においては、時間最大配水量に対し、配水区域内の動水圧が

できるだけ均等になるように管径を決定するが、地形や地勢、時間帯流量の変化等の条

件により動水圧が過大となるような箇所、非常時において他の配水区域へ水圧を低減し

補給する連絡管路等には、適正な動水圧を確保するため減圧弁を設置する必要があり、

計画にあたっては、必ず配水調整担当課と協議しなければならない。

　なお、減圧弁を設ける箇所の事例を次に示す。

①　地盤の高低差が大きく、動水圧が過大となる配水区域の直上流の箇所

②　水需要の少ない夜間などの時間帯に動水圧が過大となる箇所

③　他系統との連絡箇所

④　配水本管からの分岐箇所

⑤　配水ブロック入口箇所

　また、減圧井が設置できる環境条件としては、減圧対象区域で最小動水圧が確保でき

る位置で、必要な容量の水槽が設置できる用地が確保できる場合である。
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２について：減圧弁は、管路の水圧を減じて所要の水圧を得るために設置するものであ

り、流量(流速)、水圧(１次側、２次側)、キャビテーション等を考慮する。

　減圧弁には、次の圧力制御が可能であり、その特性、減圧幅、維持管理の容易性、経

済性等を検討し、適切な機種を選定する。

①　少量使用時減圧、多量使用時全開

②　夜間減圧、昼間全開

③　夜間、昼間の二段減圧

３について：減圧弁の口径決定においては、管路の最大流量、最小流量及び減圧量が、

減圧弁が持つ適正作動範囲に適合しているかを確認する。

　なお、最大流量を基に口径を決定した場合、最小流量時にハンチング等の問題が起こ

りやすいが、最近は小流量にも対応できる機種があるので状況を考慮し選択する。

４について：減圧弁には、故障や点検、修繕等の際に必要となる仕切弁を上下流に設け

る。また、減圧弁では断水が発生した場合、その影響は相当大きいものと想定できるの

で、必ずバイパス管路を設けなければならない。

　バイパス管路の口径は、本管管路と同口径または１管径下げた管径とする。また、バ

イパス管路には、水質管理や水圧測定、流量調整のために、排水設備、消火栓、仕切弁

を使用目的に応じて設置する。
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６．流量計

１　流量計は、取水、導水、浄水施設においては、各設備で水量管理が必要な設備の上

　流部に、送水、配水施設においては、ポンプ場や配水池、本管始点、主要分岐箇所、

　配水ブロック入口箇所、配水本管及びそれに準ずる管から分岐した減圧弁、管理区域

　界など、維持管理において流量管理が必要な箇所に設置する。

２　流量計の機種は、管口径、精度および監視の方法等を考慮し選択する。なお、基本

　的な選定方法は、次のとおりとする。

①　φ３５０ｍｍ以上の流量計には、超音波流量計

②　φ３００ｍｍ以下の流量計には、電磁流量計

③　遠方監視を伴わないφ１００ｍｍ以下の流量計には、電子式たて型ウォルトマ

　ン等

３　流量計の口径は、適正な流速（又は流量）の範囲内となるものを選択する。なお、

　電磁流量計および超音波流量計は、原則として時間最大で３ｍ/sec以内、時間最小で

　０．３ｍ/sec以上となる口径を選択する。また、たて型ウォルトマンの場合は給水装

　置工事取扱要綱第11条による。

４　流量計の上下流には、偏流による誤差を防ぐため、必ず各機種ごとに定められた直

　線区間を設ける。

５　監視および記録が必要な流量計の情報は、原則として遠方監視装置を設置し浄水場

　等の常時監視ができる施設に送信しなければならない。

６　量水器を交換する場合は、原則として局が購入し、直営または請負により設置する。

７　流量計には、必ず弁の上下流に仕切弁とバイパス管路を設ける。なお、構造等につ

　いては、本節５．減圧弁に準じる。

８　流量計室の構造は、本節２．制御用バルブに準じる。なお、小口径の流量計で、必

　要な作業空間が確保できる場合には、本節３．空気弁に準じる。

〔解説〕

１について：流量計の情報は、時間的、季節的、経年的変化の状況に基づく、河川等か

らの取水管理、製造する水道水の品質管理、送水・配水の需要量等の予測および把握に

必要不可欠である。このことから、必要な情報を取得するため、必ず水道施設の各設備

および管路等の適切な位置には、流量計を設けなければならない。

　なお、設置場所、口径、機種、監視方法等については、計画時において配水調整およ

び監視先となる担当課所と協議し決定する。

２について：流量計の機種は、管口径、精度および監視の方法、設置場所、管理の容易

さ、その流量計が持つ流量特性等を考慮し選定する。

　機種の選定では、基本的には本文のとおりとするが、新たに設置する流量計は、水道

水の品質や収益（浄水量や送水量、大規模配水池からの配水量等有収率の基礎となるも

の）に直接関連し、測定に高い精度が必要な場合は、電磁流量計を使用する。

　また、配水管路においては、交換時の経済性を考慮し配水ブロック等の流入部で使用

するφ３００ｍｍ以下の流量計には電磁流量計を、φ３５０ｍｍ以上には超音波流量計

を使用する。ただし、強磁性体の箇所で電磁界に影響を与える場合や、既設管で断水で

きない管路では、超音波流量計に変えることができる。

　なお、上記のうち経済性を考慮し常時監視・記録の必要がなく、定期的な検針だけの
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流量計には、電子式たて型ウォルトマンメータまたは電子式電磁メータを使用すること

とし、標準として隔測式を採用する。

　更新にあたっては、配管改良が高額となり、経済性から上記の考え方によりがたい場

合には、既設流量計の機種に合わせることとするが、大幅に過大口径となる場合など、

測定精度が落ちることになるので、改善しなければならない。

　電子式たて型ウォルトマンメータ等の羽根車メータの構造および仕様に関しては、局

給水装置工事設計施行指針による。

３について：流量計の測定流速範囲は、電磁および超音波流量計とも０～１０ｍ/secと

広範囲だが、１ｍ/sec未満の流速では精度上の問題が発生しやすく、６ｍ/sec以上では

管内のライニングの磨耗が生じる恐れがあることから、設計では、基本的に最大流量時

の流速が１～２ｍ/secとなるように口径を決定する。

　なお、流速をあまり速くすると口径差が大きくなるので、最大流速は３ｍ/secとし、

最小流速は精度の条件が悪いとされている１ｍ/secを下回らないことが望ましいが、少

なくとも０．３ｍ/sec以上は確保できる口径とする。

　さらには、流量積算値の精度に影響を与えない場合には、瞬間的に０．１ｍ/secまで

流速が下ることもやむを得ないものとする。

４について：配管の異形管類やバルブ等による偏流は、計測に誤差を生じさせるので、

流れを均一にするため、必ず各機種ごとに定められた直管部を設ける。制御用バルブを

設ける場合には、原則として下流側に配置するよう設計する。なお、各種流量計の確保

しなければならない直線距離について次の表に示す。
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５について：取水管理、品質管理、水量管理において、監視および記録が必要な流量計

の情報については、原則として遠方監視により、常時監視ができる浄水場等の施設に送

信するものとする。なお、送信する場合には、数量監視や帳票作成、警報発報等の方法

について監視先の負担を考慮した設計を行う。
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６について：流量計を交換する場合は、経済性を考慮し原則として局が購入し、直営ま

たは請負により設置する。局で購入するには、前年度に購入費と工事費の予算の計上が

必要となるので、実施計画の作成時から関係する各課所と協議を行う。

７．流量測定設備

１　流量測定設備は、配水ブロックまたは小ブロックにおいて、漏水防止担当課が作成

　する実施計画に基づき設置する。

２　流量測定設備は、原則として車載型電磁流量計により測定できる構造とする。なお、

　断水等ができない管路および臨時的に流量を測定する箇所においては、ポータブル型

　超音波流量計が設置できる構造とすることができる。

３　流量測定設備室の構造は、本節３．空気弁に準じる。

〔解説〕

１について：流量測定設備は、目的の配水ブロックの最小流量を測定するために設ける

設備である。最小流量を測定することで、測定したブロック内の漏水量を把握し修繕す

ることで、有効率の向上を図ることができる。

　そのため、設備の設置箇所は、中小の配水ブロック等の流入部や幹線管路の中間部で

必要な位置を選定し設置することとなる。なお、計画については、漏水防止担当課が作

成する実施計画に基づき施工する。

２について：流量の測定は、原則として測定精度の高い電磁流量計を使用し行うことと

なる。

　測定方法は、流量計に管路に設置した２箇所の消火栓用金口（町野式）から消火用ホ

ースで接続し、消火栓用金口の間の仕切弁を全閉することで測定を行うことになる。

　そのため、流量測定設備は、口径６５ｍｍの消火栓またはアングル弁（以下、「消火

栓等」という）を設置するとともに、その間に仕切弁を設けなければならない。流量測

定設備を設ける場合には、現地の状況を確認し設置することとなるが、測定時の操作で

水質等に問題が生じないと想定できるときには、既設の消火栓等および仕切弁を利用す

ることができる。

　断水等ができない管路および臨時的に流量を測定する箇所で、ポータブル型超音波流

量計による流量測定設備を設ける場合には、超音波流量計に必要な直線区間を有する管

路に、管を覆う形で測定室を設置する。

　なお、電磁流量計を使用するための流量測定設備について、設置例を次に示す。
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1000×700

1000×700

町野式消火栓
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８．排水設備

１　排水設備は、管路の底部、管路の末端、配水ブロック（管網管路）内の適所等で、

　適切な排水場所（河川・用排水路・下水道・側溝等）のあるところに設け、採水等が

　容易にできる構造とする。なお、具体的な設置箇所として、次に示す管路の箇所で検

　討する。

①　管路の凹部

②　管路の中間部に設置するときは仕切弁の直近一次側

③　管路の管末端

④　系統の異なる管路の連絡部

⑤　相互融通等で流向が逆になる管路

⑥　管網管路は交差部の適切な箇所

２　排水設備には、設置する管路の管種および水圧等に基づき、適切な配管材料を選択

　し使用する。また、排出先の構造を水圧および水量から保護しなければならない。

３　排水設備の管口径は、原則として、その管路の計画最大配水量が流れる際の流速と

　１．０ｍ/secを比較し、大きい流速が排水できる口径を選択する。なお、標準的な管

　路と設置する排水設備の管口径について、次に表に示す。

中間排水弁の口径を指す。

〔解説〕

　排水設備は、管の布設時における夾雑物の排出、管内に発生した濁水などの排水およ

び事故等非常時の管内水排水のために設置する。

１について：排水設備の排出先を河川、用排水路、下水道、側溝等（以下、「構造物等」

という）へ設ける場合は、各管理者の許可を得なければならない。

　設置場所については、管路の条件は本文に記載した箇所とし、排出先の選定条件とし

ては、下流側末端を含め排水量を処理できる、流下能力を有する構造物等とする。

２について：設置する排水設備と排出先の構造等は、次のとおりとする。

⑴　排水設備の構造

　排水設備は、基本的にＴ字管、管路、排水弁（仕切弁）等の配管材料を使用した構

造とし、本線に設置する仕切弁と組合わせて使用できるものとする。

　Ｔ字管には、ＤＩＰでは原則として排水Ｔ字管を用いるものとし、この材料がない

場合にはＴ字管を、ＨＰＰＥではＥＦチーズを使用する。なお、現場条件により排水弁を

直接接続できない場合は、配水用ポリエチレン管用鋳鉄Ｆ付Ｔ字管を使用することが

できる。排水設備に使用する管種および継手については、本章４節１．管種に準じ、

排水弁については、本節１．遮断用バルブに準じる。

　なお、仕切弁との組合せは、設計時に次の方法を考慮する。

 φ50  φ25

管径（ｍｍ） 排水管径（ｍｍ）

φ1,000以上 φ400

φ350～φ400

φ200～φ300

 φ75～φ150  φ75

φ700～φ900 φ300

φ100

φ150

φ450～φ600 φ200

（φ25）は、ＨＰＰＥ管路における
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①　流向が１方向の管路では、排水設備は仕切弁の一次側直近

②　管路の凹部や伏越し部の最深部に排水設備を設置

③　管路の管末端では、仕切弁と排水弁は兼用

④　系統の異なる管路の連絡部、相互融通等で流向が逆になる管路では、本線に仕

　切弁を２基設け、その間に排水設備を設置

⑤　管網管路は交差部では、通常２方向以上から排水することになるので、必ず１

　方向毎に排水できるよう、排水設備の上下流に仕切弁を配置

⑵　排出先の構造等

　構造物等へ排水設備の排出口を設ける場合には、排出される水道水の管内圧が高け

れば破壊力も大きくなるので、排出先の構造物等を保護する必要がある。特にコンク

リート構造以外の構造物等へ設置する場合には、水圧や水量を減衰・分散させ構造物

等を侵食や破壊から未然に防ぐ措置を講じなければならない。なお、排出先の構造等

の保護については、設計時に次の方法を考慮する。

①　構造物等にＨ.Ｗ.Ｌが設定されている場合には、排水口の位置は設定値の上部

　とする。

②　コンクリート構造の構造物等では、排出口を下流方向へ斜めに設置し、流下断

　面を阻害しないよう断面内の管口を切り落とす。

③　コンクリート蓋等で覆われている水路では、水質が確認できるように管理者の

　許可を得て、グレーチング蓋等へ変更することが望ましい。

④　コンクリート構造以外の構造物等では、水叩きや誘導水路、蛇籠等の設置を考

　慮する。

３について：排水設備は、原則として設置する管路の流速が１．０ｍ/sec以上となるよ

うに口径を決定する。特に、管網の場合は、通常の流量計算上での配水量では、流速が

１０cm/secに満たない管路が多いが、他管路の断水や瞬間的な需要量変動等により、流

速が大きく変動する可能性があるので、設計時にこの基準に拠らない流速を用いる場合

には、必要な想定に基づき使用する流速を決定しなければならない。
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９．緊急遮断弁

１　緊急遮断弁は新たに整備しないこととする。

２　既設の緊急遮断弁は、維持管理を適切に行う。

〔解説〕

１について：緊急遮断弁は、浄水場水系間での水の相互融通を基本とする本市での運用

面の現実性が低いことから、新たに整備しないこととする。なお、震災対策用貯水施設

に整備する緊急遮断弁については、第５章　第8節　第２款　６．貯水槽回り配管を参

照すること。

２について：緊急遮断弁付配水池は、局地震災害対応マニュアルにおいて給水基地とし

て位置づけられているため、当面の間、その機能を維持し災害時の応急給水拠点として

活用していくこととする。
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第５章　土木・建築構造物の設計

第１節　設計の考え方

１．設計の基本

１　構造物等の設計は、業務が複雑化、専門化しており、高度な技術力が要求されるこ

　とから、外部の設計業者へ委託しているが、管理監督する発注者にも、良質なものを

　低廉なコストでタイムリーに調達するための、高度な技術力が求められる。

２　発注者と受注者は、構造物等の設計において、技術の進歩、社会的な動向などを踏

　まえ、設計の自由度を尊重しながら、品質、性能とも優れた施設設計を行わなければ

　ならない。

２．適用および手続き

１　施設の設計にあたっては、「本設計基準」「設計指針」「配水池等建設に関する指

　針（付則－２）」「維持管理指針」「耐震工法指針」および、施設の建設に関連する

　基準等に基づき設計する。

２　施設の配置や構造は、維持管理に最も容易で経済的なものとする。また、計画担当

　課は維持管理担当課等と協議し、施設計画及び設計、施工を行わなければならない。

３　水道施設のうち、特に取水、貯水、導水及び浄水施設の建設等の事業については、

　水道事業の変更認可等の要件を確認し、必要に応じて事務手続を行わなければならな

　い。

４　民間の新技術の開発は著しいものがあり、その採用にあたっては、水質汚染がない

　ことを原則とする。また、経済性や維持管理のしやすさ等を考慮しなければならない。

５　管路については、特別な場合を除き、本設計基準の「第４章　管路施設の設計」お

　よび「局管路施設資材使用基準」、局水道施設工事共通仕様書【土木工事編】に基づ

　くものとする。

〔解説〕

１について：関連する基準等は、「第１章　第３節　関連法令と技術基準等」記載の法

令および基準等（以下、「技術基準等」という。）を言う。

２について：施設の建設後は、その施設を必ず維持していかなければならないので、

計画及び設計時から計画及び設計担当課は、維持管理を担う課等と施設配置や施設構造、

処理方法等の段階ごとに、浄水水質の品質確保、業務時の作業員の安全確保や作業の高

効率等について、打合せを持ちながら進めること。

　また、経済性については、維持経費や運転経費、建設費等について考慮する必要があ

る。

３について：施設の新設、拡張及び改良等の実施においては、水道法に基づき「変更認

可」及び「変更認可を要しない軽微な変更の届出」の手続きが必要となる場合もあるの

で、その場合は事業の実施前に国土交通大臣（水管理・国土保全局水道事業課）から認

可等を受けなければならない。

⑴　認可変更が必要な施設

ア　給水区域の拡張
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イ　給水対象の増加（水道用水供給事業が対象）

ウ　給水人口の増加

エ　給水量の増加

オ　水源の種別の変更

カ　取水地点の変更

キ　浄水方法の変更

⑵　変更認可を要しない軽微な変更の届出

ア　給水区域の拡張又は給水人口（水道用水供給事業にあっては給水対象）若しくは

　給水量の増加に係る変更

イ　浄水方法の変更

ウ　取水地点の変更

※　詳細については、水道事業等の認可の手引き（令和元年9月版）を参照

　また、施設の使用開始前には、開始届を厚生労働大臣（医薬・生活衛生局水道課）に

提出しなければならない。

４について：採用にあたっては、次のとおりとする。

⑴　新設の施設に採用する場合

　施工実績、建設および維持管理等のコスト比較、管理のしやすさ等を考慮するとと

もに、施工実績のある水道事業者に直接確認するなどした上で、採用の判断を行う。

⑵　既設構造物へ採用する場合

　施工実績、建設および維持管理等のコスト比較、管理のしやすさ等を考慮するとと

もに、局の小規模施設での試験採用等を行い、評価をした上で採用の判断を行う。
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第２節　施設構造の基本事項

１．設計条件等

１　水道施設の一般構造は、計画で設定した全体のシステムの使用年数や個々の施設の

　耐用年数に基づき、設計条件を設定する。

〔解説〕

１について：施設の設計では、次の各項について検討する。

⑴　想定すべき荷重等

　水道施設の設計では、想定される荷重（自重、積載荷重、水圧、風圧、地震力、積

雪荷重、氷圧、温度応力、浮力および揚圧力等）に対して、構造上安全で、かつ経済

的、耐久性を有する設計とする。

　特に、地震時においては、水道施設の重要度に応じ、必要な耐震性能を有するとと

もに、液状化、側方流動等によって生じる影響についても考慮しなければならない。

⑵　関係施設・設備間の調整

　水道施設は、土木、建築、機械・電気等の設備が一体となって構成されており、設

計にあたっては、関係する施設・設備間の調整を行い、それぞれの機能や維持管理に

支障のない構造とする。また将来の施設の改良・更新にも対応できる空間や強度につ

いても考慮しなければならない。

⑶　水質汚染・衛生面への配慮

　施設は、内部からの漏水がなく、かつ外部からも汚染のおそれがない構造とする必

要から、材料の選択、施工方法において、衛生的で水密性の高いものを選択する。

　また、資機材等についても、水質への汚染がないものを選択しなければならない。

⑷　薬品による腐食、水流等による磨耗対策

　施設には、塩素や凝集剤等の薬品によって腐食を受けるもの、または水流や稼働状

態により磨耗するものがあるので、材料、資機材および施工方法の選択においては、

十分な検討が必要となる。なお必要に応じて耐食性、耐磨耗性を有するものを選択で

きる。

⑸　海岸周辺施設の塩害対策

　海岸周辺にある施設は、塩害によりコンクリートの劣化や機器や材料等の腐食を促

進するので、これを防止または軽減するため、環境条件に対応した設計、材料および

防食方法等の適切な対策を選択し、施設の耐久性を確保する。

⑹　自然災害対策

　自然災害の対策は、洪水、津波など、過去の災害事例等の情報を収集し、減災等の

視点で検討を行う。
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２．設計荷重および外力等

１　設計は、施工中および完成後に作用する荷重および外力を適切に組合わせ行う。

２　建築物および建築基準法の対象となる工作物に用いる荷重および外力は、「建築基

　準法施行令」および「建築物荷重指針・同解説（日本建築学会）」による。

〔解説〕

１について：設計に用いる自重などの死荷重や水圧などの主な荷重および外力は、次の

各項のとおりとする。

⑴　設計に用いる材料の単位体積重量は、特別なものを除いては次の表の値を標準とす

る。

水  9.8kN／㎥（1,000kg／㎥）

土砂 17.7kN／㎥（1,800kg／㎥）

土砂（埋戻用良質土） 15.7kN／㎥（1,600kg／㎥）

軟岩 21.6kN／㎥（2,200kg／㎥）

中硬岩・硬岩 24.5kN／㎥（2,500kg／㎥）

鉄（鋼、鋳鋼、鍛鋼） 77.0kN／㎥（7,850kg／㎥）

銅 87.3kN／㎥（8,900kg／㎥）

ダクタイル鋳鉄 70.1kN／㎥（7,150kg／㎥）

鉄筋コンクリート 24.5kN／㎥（2,500kg／㎥）

無筋コンクリート 23.1kN／㎥（2,350kg／㎥）

セメントモルタル 21.1kN／㎥（2,150kg／㎥）

アスファルト合材 22.6kN／㎥（2,300kg／㎥）

瀝青材（止水用） 10.8kN／㎥（1,100kg／㎥）

木材  7.9kN／㎥  （800kg／㎥）

⑵　積載荷重は、当該構造物の用途に応じて想定される重量を算出する。特に設備機器

等の重量物については基礎重量、運転荷重を含め適正な値を基に、荷重を算出しなけ

ればならない。

　なお、建築基準法施行令第85条に掲げる事務室や会議室等については、それぞれ定

められた数値により算出することができる。

⑶　水圧は、当該構造物の種類に応じて、静水圧、動水圧、水位の変動、流速および構

造物の形状・寸法等を考慮し、適切に算出する。

⑷　土圧は、一般に認められている適切な公式を使用して算定する。構造物によっては、

関連する指針等で使用する公式が定められている場合があるので注意を要する。　

　なお、地表面に積載荷重がある場合には、土圧に含めてその影響を考慮しなければ

ならない。

⑸　風圧は、速度圧に風力係数を乗じて算定する。

⑹　地震力は、施設の重要度および地震動レベルにより耐震水準性能を定め、耐震設計

法に基づき算定する。各施設の地震動レベル等は、本設計基準「第３章　第２節　水

道施設における耐震の考え方」に基づくものとする。　

　なお、耐震設計を行なう場合には、構造物の特性によるほか、建設地点周辺の地盤

表-５.２.１ 材料の単位体積重量に関する一覧

単位体積重量種　　　　類
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条件に大きく支配されるので、構造物の挙動について次の事項を検討しなければなら

ない。

①　地震時の地盤の変位もしくは変形

②　構造物の自重・積載荷重に起因する慣性力

③　地震時土圧

④　地震時動水圧

⑤　水面揺動（スロッシング）

⑥　液状化による地盤の側方流動

⑦　傾斜した人工改変地盤における地盤すべり

⑺　積雪荷重は、雪の単位体積質量に、その地方における垂直最深積雪量を乗じて算定

する。

　参考としては、建築基準法施行令第86条に「積雪量１㎝ごとに１㎡につき20Ｎ以上

としなければならない」と規定されている。

⑻　氷の厚さに比して結氷面の小さな構造物の設計では、氷圧を考慮する。算定に使用

する氷圧は、特別の場合を除き1.5ＭPa程度を標準とすればよい。

⑼　構造物の設計における温度変化の影響は、構造物の種類、環境条件、部材寸法およ

び施工時期などによって発生する温度応力が異なる。

　設計に用いる温度変化の範囲は次の値を標準とするが、関連する諸基準などで別に

定める場合はこの限りではない。

ア　鋼構造物では、気候が普通の地方で－１０℃から＋５０℃までとし、特に寒冷な

地方では－３０℃から＋５０℃までとする。

イ　コンクリート構造物では、地域別の年平均気温と月平均気温の差を温度変化の範

囲とし、一般には±１５℃とする。

⑽　地下水位の高い場所に設置する池状構造物や管渠では、空になった時の浮力に対す

る安全を考慮する。対応としては、次のような対策が想定される。

①　必要に応じて構造物の自重を重くする。

②　構造物を基礎に定着させて、浮上抵抗を増加させる。

③　あらかじめ地下水位を下げる。

　なお、施工中においては、雨水等の施工箇所への流入などによる水位上昇の対策も

必要となる。

⑾　ダムや取水堰、沈砂地等の構造物では、底面の位置の相違により異なる上向きの力

（揺圧力）が作用するので、構造物の安定計算においては必要に応じて安全を確認し

なければならない。
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３．地盤および基礎

１　設計にあたっては、目的の水道施設の安全性を確保するため、その基礎となる地盤

　の性質、構成状態、支持力および地下水の状況などを十分調査し、その結果に基づき

　必要な対策を講じる。

〔解説〕

１について：地盤および基礎の調査、設計にあたっては、次の各項を遵守する。

(1)　地盤調査は、ＪＩＳおよび地盤工学会が定める方法で行う。

(2)　地盤の許容支持力度は、地盤の性状、基礎の大きさ、形状および根入れ深さなど

により決定する。

　また、液状化の可能性および対策についても検討を要する。

ア　地盤の許容支持力度は、支持力公式あるいは平板載荷試験に基づき決定する。

イ　液状化は、砂質地盤において地震時に地盤中の間隙水圧が上昇することで、せん

断抵抗を失うことで発生する。さらには、埋立地の護岸近傍地盤や傾斜地盤では側

方流動現象が発生することもある。

　対策としては、①非液状化層まで基礎位置を下げる、②基礎杭を用いる、③地盤

改良や排水工法などの対策を施す、④これらを併用した対策等を講じる必要がある。

(3)　基礎は、構造物に作用する荷重および外力を安全に地盤に伝え、かつ地盤の沈下

または変形に対して構造耐力上安全なものとする。

ア　構造物の基礎に作用する荷重等は、鉛直方向だけではなく水平方向や斜め方向に

加わる場合がある。また長期的、短期的に作用するものもある。

イ　基礎は、荷重等を十分安全に地盤に伝える構造、かつ地盤の沈下および変形にも

十分な安全性を有する構造とする。

　特に、有害な沈下を生じる可能性のある地盤では、地盤改良工法、杭またはケー

ソン基礎等での対策を検討する。

ウ　構造物と連結している管類等の間では、不同沈下が生じやすいので、構造物に近

接して可とう性のある伸縮継手を設ける。

　可とう性の伸縮継手としては、伸縮可とう管やフレキシブルステンレス管等があ

るので、施工性や使用条件、維持管理等を考慮し採用する継手を選択する。

(4)　同一構造物の基礎には、異種基礎の併用は次の理由から原則として避ける。

①　それぞれの基礎沈下性状が異なり不同沈下が生じやすい。

②　地震時などにも異種基礎境界付近で、大きな応力の発生による構造物の破壊傾

向が見られる。

　ただし、構造計算または実験により、構造耐力上安全であることが証明された場合

においてはこの限りではない。

(5)　基礎杭を設計する場合は、荷重、地盤および施工の条件について十分調査を行うと

ともに、施工場所の環境条件にも考慮して、杭の種類、寸法や施工方法等を選定する。

　地盤沈下のおそれがある軟弱層を貫き、下部の堅固な地層に支持された杭では、負

の摩擦力について検討する。

(6)　寒冷地で地中構造部を設計する場合は、地下凍結および凍上について考慮する。

ア　地下凍結は、寒冷地において０℃以下の気温が持続すると、土中の水分が凍結し

起こるので、構造物はもちろん布設後の管渠においても影響を考慮し、その土地の

凍結深以下にする必要がある。
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　凍結深については、「福島県土木設計マニュアル〔道路編〕第２編　第６章　舗

装工」を参照する。

イ　凍上は、地下凍結部分の水分のみでなく、凍結面以下の水分も毛細管作用によっ

て吸い上げられ凍結し、地表面下にレンズ状の氷晶が作られ、不均等に構造物を持

ち上げ、また融解期には不同沈下を起こし構造物に障害を与えるので、基礎を凍結

深度以下に入れるか、砂利等の不凍上性土壌に置換える方法を採用する必要がある。

４．コンクリート構造物

１　コンクリートおよび鉄筋コンクリートは、使用材料、施工条件、環境等を考慮し、

　鉄筋の腐食やひび割れなどによる早期劣化を防止するための対策を講じる。

２　水密性を要するコンクリートおよび鉄筋コンクリートは、有害なひび割れの発生を

　防止するため、配筋、コンクリートの配合、打継目、伸縮目地の構造・配置を適切に

　定める。

３　コンクリート表面で磨耗、劣化、腐食等の激しい作用を受ける部分は、適切な対策

　でコンクリート表面を保護する。

４　池状コンクリート構造物の内面に防食、防水塗装を行なう場合は、水質汚染および

　確実な保護機能を有するものを使用する。

５　寒冷地においては、コンクリート表面の凍結・融解の繰返しによる劣化を防止する

　対策を講じる。

〔解説〕

１について：コンクリートおよび鉄筋コンクリートの劣化の原因と対策としては、次の

とおりである。

ア　劣化の原因

①　塩化物による鉄筋の腐食

②　アルカリ骨材反応によるコンクリートのひび割れ

③　コンクリートの中性化と被り不足による鉄筋防錆力の低下

④　凍結融解等気象作用によるコンクリート自体の劣化

イ　対策

①　塩化物総量の規制

②　アルカリ骨材反応の確認と抑制対策の実施

　特に水密性、防水性を必要とするコンクリートの施工においては、早期劣化に対する

注意が必要となる。

２について：水密コンクリート等と伸縮目地の留意事項としては、次のとおりである。

⑴　水密性を要するコンクリートおよび鉄筋コンクリート構造物

ア　設計での留意事項

①　温度変化、乾燥収縮、基礎の不同沈下に対して、十分な鉄筋の配置

②　有害なひび割れ発生の防止には、応力計算で求められた鉄筋間隔より密に配置

イ　施工での留意事項

①　セメント使用量、水セメント比などの配合、ワーカビリティ、粗骨材の最大寸

法、混和材料、コンクリートの打設期間や養生、コールドジョイントの防止等に

留意

②　水密性を高めるには、塗装やライニングの実施等（水質汚染の防止が前提）
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⑵　伸縮目地設置の留意点

①　伸縮目地の設置間隔は、温度変化、乾燥収縮の大きさ、伸縮を拘束する度合、

構造物の形式、厚さ、伸縮目地の構造等を考慮し設定

②　水道施設では、一般にコンクリート構造物で１０ｍ～１５ｍ、鉄筋コンクリー

ト構造物で２０ｍ～３０ｍ程度の間隔で設置

③　一体構造とする場合は、「耐震工法指針」に基づき、マスコンクリートとして

のひび割れ対策を検討

④　伸縮目地は、構造上では弱点となるので、耐震計算に基づく変位量を吸収する

十分な伸縮量と水密性を有す構造を確保

⑤　伸縮目地の位置および構造は、設計図書に必ず明示

３について：コンクリートの表面で、次のような事象が想定される場合は、表面を木材、

良質な石材、鋼板、高分子材料等で被覆するか、鉄筋の被りを１０mm以上増厚し保護す

る。

①　落下跳水する水路や高圧水による洗浄など、激しい磨耗が予測される場所

②　コンクリートの中性化による鉄筋の腐食が予測される場所

③　塩素を使用する施設やオゾン処理施設、生物活性炭処理施設等の劣化が促進さ

れる場所

⑴　劣化の原因

ア　摩耗（すり減り）

①　水流や含有土砂によって、コンクリート表面が削られ、骨材やモルタルが剥げ

落ちる現象

イ　中性化

①　コンクリート内に侵入した大気中の炭酸ガスが、細孔に含まれる水分に炭酸化

反応を起こしてｐＨを下げる（健全なコンクリートはｐＨ（水素イオン濃度）

は12～13、中性化したコンクリートはpH９以下）ことで、鉄筋が腐食（約2.5倍

に膨張）し、内部からコンクリートを破壊

②　中性化による強度低下はないので、無筋コンクリートは問題はない

ウ　化学的腐食

①　酸類（塩酸、硫酸、硝酸、酢酸）、アルカリ類（水酸化ナトリウム）、塩類

（硫酸塩）、油類、腐食性ガス（硫化水素、塩素ガス）がコンクリート内に侵入

し、セメント分が化学反応を起こして劣化

４について：池状構造物の内面のコンクリート表面は、水位の変動による乾湿の繰返し、

塩素ガスの発生等の条件により強度や耐久性が低下し易いことから、コンクリートの水

セメント比や鉄筋の被りについて特別に考慮する。

　また、必要に応じて水質に影響を及ぼさない、耐久性に優れた防食、防水塗装等を施

すこととする。

５について：寒冷地においては、構造物の水線付近でコンクリート表面に水が浸透し、

凍結融解を繰返すことでコンクリートが急速に劣化することから、コンクリートを富配

合としたり、鉄筋の被りを通常より厚くするなどの対策を講じる。
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５．鋼構造物

１　鋼構造物で使用する鋼材は、構造物の種類、規模、重要度、使用条件（気象・応力）

　などの諸条件を総合的に勘案し、耐久性、経済性において最も適合したものを選定す

　る。

２　鋼構造物の部材は、簡単な構成で、構造も単純なものとする。

３　鋼構造物の特性を十分発揮させるため、錆の発生を防ぐ防食措置を施す。また、防食

　措置は維持管理が容易である材料や工法を選択する。

〔解説〕

１について：鋼構造物の設計で選定する鋼材は、特別なものを除き「鋼構造物設計指針

（土木学会）」または「鋼構造許容応力度設計規準（日本建築学会）」に示す規格に適

合するものを標準とする。

２について：鋼構造物の部材は、構造を複雑にすると設計計算が複雑となり、予期しな

い二次応力が生じることとなる。

　また、製作、運搬、架設（現場での組立）、現場溶接、検査、塗装、排水、維持管理

などにおいても支障が生じる場合が多々あることから、構造の選定にあたっては注意す

る必要がある。

３について：防食措置は、完成後に着手するのではなく、設計段階から鋼構造物に次の

弱点が出ないよう留意しなければならない。

①　必要に応じて、適切な腐食代を見込む。

②　部材の排水性・通気性を良くする。

③　部材を塗装しやすい構造とする。

④　維持作業のための足場掛けを考慮する。

⑤　凸凹部分を最小にする。

⑥　将来において、電食防止が必要な場合は、その設備を考慮する。

　また、防食措置の選定にあたっては、設置環境、構造形式、耐用年数、製作、据付工

程、維持管理計画、工事費などの諸条件を考慮する必要がある。
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第３節　取水施設

１　取水施設の基本的事項は、設計指針による。なお、本設計基準に記載された項目に

　ついては、これを準用する。

２　取水施設は、水源の種類にかかわらず、年間を通して計画取水量を確実に取水でき

　る施設でなければならない。

３　取水施設の設置位置は、汚濁源となる施設や海水、環境の変化等の条件の影響を受

　けない場所を選定しなければならない。

４　取水施設は、洪水等の悪条件下であっても、維持管理が安全かつ容易に出来る施設

　とすること。

５　取水施設を設置するには、水道法に基づく水道施設の技術的基準の適合および設置

　場所が河川であれば、河川法に基づく水利権の取得や占用等の手続きが必要となる。

〔解説〕

２について：計画取水量（以下、「日最大取水量」という。）は、取水から浄水処理ま

での損失水量を考慮し、計画一日最大給水量に１０％程度の安全を見込み決定すること。
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第４節　貯水施設

１　貯水施設の基本的事項は、設計指針による。なお、本設計基準に記載された項目に

　ついては、これを準用する。

２　貯水施設は、豊水時の原水を貯留して降雨量の変動を吸収し、取水の安定を図るた

　めの施設である。

３　貯水施設の原水水質については、滞留や水温の上昇等に伴う富栄養化等に対する対

　応についての検討が必要となることがある。

〔解説〕

１について：市内の貯水施設としては、県が管理し局が水利権を持つ多目的ダム（四時

ダム、小玉ダム等）等がこれにあたる。

２について：原水水質の異常により、通常の浄水処理では処理できず、異臭味等が発生

する場合がある。
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第５節　導水施設

１　導水施設の基本的事項は、設計指針による。なお、本設計基準に記載された項目に

　ついては、これを準用する。

２　導水施設は、取水施設で取水された原水を管渠等で浄水施設まで導く施設である。

３　渇水時の取水制限や水質事故時の取水停止等の非常時に、一定の水量を確保するた

　め、原水調整池の設置を考慮する。

４　維持管理を合理的に行なうために、点検が容易な構造を検討する。また、水質や水

　量を監視するための設備の設置も検討する。

〔解説〕

２について：導水施設は、日最大取水量を導水できる施設でなければならない。

３について：市内の浄水場では導水路の延長が長い上野原浄水場に、原水調整池として

約１２時間分（5,000m3×２池） の貯水池を設けている。

４について：監視設備としては、次のものがあげられる。

①　水質管理：濁度計、電気伝導率計、油膜検知器、水温計、ｐＨ計　　等

②　水量監視：水位計、水圧計、流量計　　等
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第６節　浄水施設

１　浄水施設の基本的事項は、設計指針による。なお、本設計基準に記載された項目に

　ついては、これを準用する。

２　浄水施設は、給水区域内の需要者に年間を通して確実に必要量の浄水を供給するた

　め、計画浄水量を製造できる施設でなければならない。

３　浄水施設は、水道施設においては最も重要な基幹施設であるので、維持管理の容易

　さに加え、事故や災害に対する安全性、安定性が確保された施設でなければならない。

４　浄水施設では、修繕や更新等の工事に際し、施設の一部を停止する必要が生じるた

　め、処理工程の複数系列化等の対応をしなければならない。

５　浄水処理方法は、原水水質の適切な把握と将来の水質予測に基づき、諸条件を含め

　適切な方法を選択しなければならない。

６　施設の予備能力は、複数系列に分割した場合は一系列分相当程度とし、計画浄水量

　の２５％程度を標準とする。

〔解説〕

２について：浄水施設における計画浄水量は、その施設で給水する区域（水系）の計画

一日最大給水量を基準として、これに場内での作業用水、雑用水、その他の損失水量を

考慮し決定するものである。

３について：基幹施設である浄水施設に求められる機能は、次のとおりである。

⑴　水質の確保

　水道水の製造工場であることから、最低でも「水質基準に関する省令」で示された

水質基準の各項目の基準値を満足し、さらには水質管理目標設定項目の目標値を満足

する施設でなければならない。

⑵　維持管理と経済性

　計画・設計では、施設の配置や構造は維持管理を容易に行なうことができ、かつ経

済的な施設としなければならない。

⑶　安全性、安定性の確保

　事故や災害に対応するため、水源の多系統化、施設の耐震化、電力確保のための２

回線化または自家発電設備の導入、予備設備の設置等の対策について検討すること。

４について：処理工程の複数系列化に加え、各設備間の切替等が可能な連絡管路の整備

や、予備能力の付加等を考慮する必要がある。

５について：選択にあたっての諸条件とは、維持管理の確実性・容易性、建設費、運転

費、環境負荷等、用地の確保や設備スペース等が含まれる。

６について：予備能力の決定においては、過大な余裕は維持経費に負担を強いることと

なるので、次の事項について検討する必要がある。

①　他の浄水施設と相互に連絡されている場合には、融通できる浄水場の計画浄

　水量

②　年間の変動を予測し、需要の少ない時期の概ね３０日間に１系列分を休止さ

　せた時の計画浄水量
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第７節　送水施設

１　送水施設の基本的事項は、設計指針による。なお、本設計基準に記載された項目に

　ついては、これを準用する。

２　送水施設は、必要な計画送水量を安定して配水施設に送水できなければならない。

３　送水施設は、運転管理及び維持管理に配慮した設計を行わなければならない。

４　送水方式は、浄水施設と配水施設の位置関係や中間地形や地勢により、自然流下式

　、ポンプ加圧式および併用式がある。

〔解説〕

２について：計画配水量は、原則として送水先の配水池等が受持つ給水区域（水系）の

計画一日最大給水量を基準とする。複数の施設に送水する場合は、その合計した計画一

日最大給水量とする。

３について：設計においては、補修・更新に備えた複線化や補修・取替に備えた予備ポ

ンプの設置、日常点検に必要なスペースの確保等を考慮する必要がある。
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第８節　配水施設

第１款．配水池

１．配水池の役割

１　配水池は、浄水場や基幹配水池から送水を受け、当該配水区域の水需要に応じた配

　水を行うための浄水の貯留施設である。

〔解説〕

１について：配水池に求められる機能は、次のとおりである。

①　送水量に対して需要水量の時間変動を調整する機能

②　非常時において、一定の時間、所定の水量・水圧が維持できる機能

２．位置の決定

１　配水池の位置の決定については、その配水池が受け持つ配水区域の近傍または配水

　区域内の中央にできるだけ近く、配水施設の配置計画に必要な高さを確保できる高所

　を選定する。なお、位置の選定にあたっては「配水池等建設に関する指針」に基づく

　ものとする。

〔解説〕

１について：選定にあたっては次の選定要件も考慮する。

⑴　配水池本体は、地盤の良好な場所を選ぶことが基本となるが、必要な水圧を確保す

　るため、やむを得ず軟弱な地盤などに設ける場合には、基礎杭などの適切な対策を講

　じるものとする。

⑵　周辺開発により影響を受けない場所、災害により周囲に影響を及ぼすことがない場

　所に確保することが望ましい。

⑶　確保する用地は、本体および設備の設置に必要な面積、維持管理に必要な面積とし

　て、配水池の外周を工事車輌等が通過できる通路幅および駐車スペースとする。

　　ただし、小規模施設においては、施設外周幅は点検に必要な通路幅とする。

⑷　施設の老朽化に伴う新たな施設建設に必要な用地面積を合わせて確保すること

　が望ましい。
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３．水位の設定

１　自然流下方式の配水池の水位については、その配水池が受け持つ配水区域の給水管

　を分岐する箇所で、適切な水圧を確保できる水位に設定する。

２　配水池の有効水深は、３～６ｍを標準として設定する。

〔解説〕

１について：適切な水位の設定は、原則として配水区域内の給水管が分岐できる全配水

支管において、最小動水圧 0.25MPa以上、最大静水圧 0.74MPa以内の水圧となるように

する。

２について：有効水深は、高水位（Ｈ．Ｗ．Ｌ）と低水位（Ｌ．Ｗ．Ｌ）の間の深さを

いう。

　有効水深が、浅ければ広い設置面積が必要となり、深ければ構造や施工性、耐震性、

水密性の問題が生じることになるので、新設あるいは増設に際しては、必要な用地を確

保することが望ましい。

４．本体構造

１　配水池は、衛生面で安全であり、構造的にも十分な耐震性、耐久性、水密性を有す

　るとともに、貯留水を滞留させない構造とする。

２　配水池の構造は、鉄筋コンクリート（ＲＣ）、プレストレストコンクリート

　（ＰＣ）鋼板製（鋼製、ステンレス製等）とする。

３　配水池は原則として２池以上とする。

４　高水位（Ｈ.Ｗ.Ｌ）から、配水池頂版下面までの余裕高は３０cm以上確保する。

５　底版は低水位（Ｌ.Ｗ.Ｌ）より１５cm以上低くする。また、その高さより排水ピッ

　トまで適当な勾配をつけること。

６　配水池の勾配をつけた最低底版高は、原則として計画地盤高以上とする。

〔解説〕

１について：貯留水を滞留させない構造として、導流壁の設置や流入管と流出管の設置

位置の組合せ等により、池内で滞留水が発生しないようにすること。

２について：配水池は、水密性、耐震性、経済性、維持管理性、景観性などを比較検討

し規模、設置環境にあった構造を選択する。

　配水池形式別比較を表－５.８.１に、配水池の規模別の経済比較をグラフに示す。

なお、ステンレス鋼板を使用する場合は、反射防止策を考慮する必要がある。
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・建設費用は配水池本体の直接工事費のみである。

・維持費用は、ＲＣ、ＰＣについては１５年ごとの内面塗装の塗り替え費用（直接工事費）、

　ＳＵＳについては５年毎の清掃費用（直接工事費）である。

・本資料はあくまでも参考であり、設計時には再度比較検討を詳細に行う必要がある。

３について：配水池は、点検、清掃、修理等のため空にすることがあるので、維持管理

上、原則として２池以上設ける。また、各池の水位均衡がとれるよう構造や連絡管等に

ついて検討する必要がある。

４について：余裕高の設定は、弁の誤作動や送配水系統の不測の事故などにより、配水

池の水位が上昇し頂版下面に上向きの圧力がかかることを防止するために設ける。

　なお、自由液面のある池では、上床（屋根等）や池内設備への地震動の周期特性によ

る波圧の影響を考慮する必要があることから、水道施設耐震工法指針に基づきその値を

求め、３０ｃｍを超える場合には余裕高に必要な値を加えなければならない。

５について：低水位（Ｌ.Ｗ.Ｌ）は、水垢や沈殿物が流出管に流れ込むことを防ぐため、

配水池底版から１５ｃｍ以上の位置に設定する。

　また、清掃等の排水時に底版に残留水の発生を防止するため、排水口に対して次の勾

配を設けなければならない。

⑴　池が大きい場合の勾配：長辺方向に1/500、短辺方向に1/100～1/200程度

⑵　⑴以外の池の勾配　　：方向に区別なく1/100～1/500程度

６について：計画地盤高と同じまたはそれ以上であれば、外部からの雨水等の流入防止

や内部からの漏洩の確認が容易にできる等、維持管理を考慮し設定している。

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

RC PC SUS RC PC SUS RC PC SUS

1,000m3 2,500m3 5,000m3

（千円） 配水池(1,000～5,000m3) 60年間の費用比較

維持費

建設費

（平成28年試算）
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５．形状

１　配水池の形状は、力学的特性、容量、経済性、施工性等を考慮し、矩形（角型）

　または円筒形を標準とする。

〔解説〕

１について：経済性においては、有効水深が大きい場合は円筒形が有利であり、小さい

場合は矩形（角型）が有利である。

６．容量の設定

１　配水池の有効容量は、その配水池が受け持つ配水区域で直接給水する区域（以下「

　直送区域」という）の計画一日最大給水量の１２時間分とする。

２　上記１の配水池の下流側に配水池が付属し送水する場合は、その付属する配水池が

　受持つ配水区域の計画一日最大給水量の４時間分を加えるものとする。

３　配水地の容量には、消火水量を加算する。

４　配水池の容量は、将来の水需要減少を見据え、配水池の更新、新設時にその都度、

　維持管理に最適な容量を見直す。

〔解説〕

１について：配水池が持つべき機能と本市の配水池容量の設定値は、次のとおりとする。

⑴　機能

ア　送水量に対して需要水量の時間変動を調整する機能　　　（時間変動調整容量）

イ　非常時において、一定の時間、所定の水量・水圧が維持できる機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（非常時対応容量）

⑵　本市の配水池容量の設定値　：１２時間分

ア　時間変動調整容量　　　　：　６時間分

イ　上流側非常時対応貯留容量：　６時間分

２について：下流側に付属する配水池へ送水する場合の１次側配水池には、上流側非常

時に下流側配水池への送水を停止するまでの時間を４時間として加えるものとする。
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３について：加算する水量は、次のとおりとする。

　なお、消火水量については、次の各項について注意を要する。

ア　人口については、当該人口の万未満の端数を四捨五入して得た数とする。

イ　人口が 5,000人未満の小規模水道等では、消火栓１栓の放水量 １㎥/分、同時に

　開放する消火栓は１栓を標準として、４０分以上の消火水量を加算するものとする。

ウ　最小消火水量４０㎥を加えると、計画一日最大給水量の２４時間を越える場合は、

　通常時の水質管理が困難になるため、消防水利は別に確保するものとする。

※　最小の消火用水量を４０㎥としたのは、消防法に基づく「消防水利の基準」が

　毎分１㎥以上で連続して、４０分以上の給水能力を必要条件としているため。

４について：将来の人口予測から導かれる配水量では、既存の配水池容量では過大とな

　り、配水池内の水の滞留が起こり、水質確保が困難になると推測される。

　　現行の設備では、ポンプ等の送水能力が十分に確保でき、時間変動調整容量を包含で

　きる場合もあるため、ポンプ設備の更新計画との調整を行うなど、配水池の更新、新設

　時には将来を見据え最適な容量を検討する。

７．水位表示等の設定等

１　有効水深長の水位設定及び表示は、０．１ｍ単位とする。

２　有効容量の表示は、有効数字２ケタとし、それ以下は切捨てるものとし、１０㎥以

　下は小数点以下を切り捨てるものとする。

〔解説〕

１について：配水池の水位表示としては、高水位（Ｈ．Ｗ．Ｌ）と低水位（Ｌ．Ｗ．Ｌ）

等を使用しており、標高で表示する。

２について：具体的な表示は、次のとおりとする。

⑴　縦７．５ｍ×横６．５ｍ×有効水深３．８ｍの池の容量は１８５．２５㎥であるが、

　有効容量の表示は１８０㎥の容量として表示する。

⑵　縦２．５ｍ×横１．５ｍ×有効水深２．３ｍの池の容量は８．６２５㎥であるが、

　有効容量の表示は８．０㎥の容量として表示する。

４００

２

人口（万人）

５

表-５.８.１ 配水池容量に加算する消火用水量

消火用水量（㎥）

１

３

４

１００

２００

３００

３５０
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８．設計荷重等

１　設計は、施工中および完成後に作用する荷重および外力を適切に組合わせ行う。

２　建築物および建築基準法の対象となる工作物に用いる荷重および外力は、「建築基

　準法施行令」および「建築物荷重指針・同解説（日本建築学会）」による。

〔解説〕

１について：配水池等の設計に用いる荷重および外力については、本設計基準「第５章

第２節　２．設計荷重および外力等」を参照する。

９．地盤と基礎

１　配水池等の池状構造物の地盤と基礎については、良好な地盤に建設することを原則

　とするが、機能上の制限（水圧を確保するための設置高等）等により原則を遵守でき

　ない場合には、必要な対策および措置を講じることで建設できるものとする。

〔解説〕

１について：配水池等を建設する地盤と基礎については、局発行の「配水池等建設に関

する指針」および「第５章　第２節　３．地盤および基礎」を参照する。

10．用地面積の設定

１　配水池等の用地は、施設本体、管路、電気・機械設備、管理用通路および取付道路

　等の施設建設および維持管理に必要な面積を確保する。

２　施設の用地確保においては、将来の施設の拡張、改良および更新を考慮しなければ

　ならない。

３　確保した用地の外縁部の境界変化点には、コンクリート杭を設置する。

〔解説〕

１について：配水池の維持管理に必要なスペースは、その構造及び規模により異なり、

施設の外周を工事車輌等が通過できる幅をとることが望ましい。

　ただし、小規模なものについては、維持管理にそれほど大きな工事車輌を必要としな

いため、駐車スペース等を考慮すれば十分であると考えられる。

２について：将来の施設の拡張、改良および更新に必要となる面積としては、同じ施設

を隣接して建設できる用地であり、この面積を確保できることが望ましいと考える。

３について：コンクリート杭の設置は、用地買収完了後に測量業務で実施することが望

ましいが、工事等で支障となる場合には、敷地造成後の早い段階で設置する。
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11．配管の原則

１　配水池に流入させる送・配水管と流出する配水管は、原則として別の配管とする。

　　ただし、容量が小さい場合で送水施設から配水池まで距離が遠く、経済的に大きく

　不利になるなど、やむを得ない場合は、送水管と配水管を兼用することができるが、

　その場合には、逆止弁の設置を考慮する。

〔解説〕

１について：容量が小さい場合とは、概ね100㎥未満 とする。

　送・配水管を兼ねる方式については、送水途中から配水するため、池内水が停滞しや

すく水質が不安定となる。また、配水量の変化に伴う揚程の変動は、ポンプに悪影響を

与えることとなるため極力避けるべきである。

　次に、標準的な配管例を示す。
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12．流入管、流出管及びバイパス管

１　流入管及び流出管は、池内水が停滞しないように池の形と構造を考慮して、その位

　置を決定する。

２　流入管はＨ.Ｗ.Ｌでいったん大気圧に開放し、Ｍ.Ｗ.Ｌからの落とし込みとする。

３　流出管は、池内容量を有効に活用するため、原則としてピットから流出させる形式

　とする。

４　流出管の呑み口中心高は、Ｌ.Ｗ.Ｌから管径の２倍以上低くする。

５　流入管と流出管は、必ずバイパス管で接続する。

６　２池以上の配水池等には、池どうしを連絡するための連絡管を設ける。なお、連絡

　管の口径は流入管の口径以上とする。

７　配管の材質は、配水池内（支持金具を含む）及び池と一体となる部分はステンレス

　鋼、配水池廻りは、ダクタイル鋳鉄製を標準とする。

　　なお、ステンレス鋼の種類は、気相部にＳＵＳ３２９Ｊ４Ｌ、液相部にはＳＵＳ

　３１６を使用する。

８　配水池躯体の外側には、伸縮可とう継手を設ける。伸縮可とう継手の材質は、埋設

　部にはダクタイル鋳鉄製、露出部にはステンレス製を使用することを標準とする。

　　なお、ダクタイル鋳鉄製を使用した場合は、配水池側のステンレス管との接続フラ

　ンジ部は絶縁処理を施さなければならない。

９　管が配水池の躯体を貫く箇所は、水密性を充分考慮した設計・施工とする。

〔解説〕

１について：流入管、流出管と配水池との位置については、標準的なものを図２に示す。

ア　配水池の清掃時など、片池のみでの運用が可能である配管とする。

イ　流入管の流入位置と流入管の流出位置は、配水池内の水の滞留を防ぐため、でき

　るだけ離れた位置とする。

２について：流入管の大気圧開放の方法は、次による。

ア　流入管の流入方法は、逆流防止のため、いったんＨ.Ｗ.Ｌで管上部から大気圧に

　開放出来るよう孔口を設ける（横Ｔ字形の上端を開放）ことを原則とする。

　　また、流入口は原則としてＭ.Ｗ.Ｌとし、壁に向けて放流出来る形とする。これ

　は、流入水を壁にぶつけることにより左右に散らし、池内水の滞留防止を図るため

　である。

イ　配水池の有効水位が４ｍ以上あって配水池を暫定的に中間水位で運用する様な場

　合は、流入口はＭ.Ｗ.ＬとＬ.Ｗ.Ｌの中聞（有効水位の４分の１）とし、通常の運

　用（Ｍ.Ｗ.Ｌで流入）をする場合は、フランジに蓋をし滞留防止のための水抜穴を

　設けなければならない。

４について：流出管の呑み口の位置については、中心高が水面付近にあると流出時にエ

アーを巻き込むおそれがあるので、これを調整するため必ずＬ.Ｗ.Ｌより管径の２倍以

上低くすることを原則とする。

125



５について：補修などにより、長時間にわたって配水池を使用することができない時は、

配水池を経由せず直接配水する場合があるので、バイパス管を必ず設置する。

６について：２池以上の配水池等の池を連絡する連絡管には、原則として仕切弁を設置

する。仕切弁は常時全閉で運用するので、非常時や清掃時等で使用する際に水質の確認

できる排水設備を設ける。

　各号の内容について、次に標準的な図を示す。
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13．越流及び排水設備

１　Ｈ.Ｗ.Ｌを越える異状水位を防止するため、ラッパ口による越流設備を設け、Ｈ.

　Ｗ.Ｌからラッパロ先端までの高さは１０cm程度の余裕高をプラスする。

２　越流設備は、流入量以上の能力を持つものとする。

３　排水設備の放流先の高水位は、配水ピット底より低くしなければならない。

４　排水管は池底の最低部に設ける。また、その管径は、原則として配水池内の水を２

　時間程度で空に出来る断面と勾配を確保する。

５　配水池上部の雨水は、壁面に直接流れないよう雨樋により処理する。また、その

　断面は降雨量の計算により決定する。

〔解説〕

２について：越流管は、万一の場合の備え、流出弁が停止したときを想定し、配水池に

流入する時間当たりの水量と同等の量を、越流させることが出来る能力とする。

４について：排水管の放流先についても、この排水量を呑みこめることが条件であるが、

長くても半日程度で排水できる施設と接続することが望ましい。

　また、排水管の最小勾配は、1/100 程度を確保する。

14．換気装置および人孔

１　配水池には換気装置および人孔を設ける。

２　換気装置の断面は、水位の変動に相当する空気量が自由に出入できる断面積を確保

　する。

３　換気装置及び人孔は、外部から雨水、塵埃、小動物等が入らない構造とする。

　（構造等については、設計指針Ｐ２８８を参照）

４　人孔を設ける場合の大きさは人の出人りを容易とするため、円型のものではφ９０

　０、角型のものでは一辺が９００mm を標準とし、施錠出来るものとする。

〔解説〕

１について：配水池は、浄水を貯える施設であるから、換気装置および人孔の設置にお

いては、衛生面や汚染防止に十分配慮した構造とする。

２について：換気装置は、配水量の時間変動に基づく配水池内の水位の昇降に伴って空

気を出入させ、配水時に池内の気圧低下による越流管からの、汚染物等の吸い込みを防

止するために必ず設置しなければならない。

　空気は、水よりも通過する際の抵抗が小さいので、その通過面積は流出管の断面積程

度があれば十分である。

３について：換気装置の開口部には、外部からの雨水、塵埃、小動物、昆虫等が入らな

いように、ガラリ及び防虫網などを設ける。

　なお、池内の空気は、塩素を含み腐食性が強いので、その材質についてはＦＲＰ、塩

化ビニル、ステンレス等の製品を用いるものとする。
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４について：人孔蓋については、１人で開けられる重さのものとし、材質は腐食に強い

ＦＲＰ、アルミ、ステンレス等の中から選択し使用することを標準とする。

　また、人孔の高さは雨水、塵埃等の浸入を防ぐため、周囲より１０㎝程度高くする。

15．水位計等

１　配水池には、水位計等の計測機器を設ける。

〔解説〕

１について：配水池には、水位の変動を常時把握するために水位計を設け、その形式は

投込型を標準とし、水位の設定はＬ.Ｗ.Ｌを０ｍに設定することを原則とする。

　また、必要に応じて配水量や残留塩素濃度等を把握するための計測機器を設けるもの

とする。

16．内面防水（コンクリート製配水池）

１　内面防水には、防水塗料や鋼材等を使用した内張りによる防水等の方法があり、採

　用にあたっては比較検討して決定するが、劣化により剥離することが想定されるもの

　は使用しない。

〔解説〕

１について：内面防水は、水道施設の技術的基準を定める省令第１条、第17号に規定す

る基準に適合しているものでなければならない。

　また、配水池の内部は、塩素ガスによってコンクリート面が侵食される恐れがあるた

め、防水性及び防食性に優れた資材により施工する必要がある。

　なお、ヒンジ工法による配水池には、修繕も含め塗装による防水は適さない。

⑴　防水塗料による防水

ア　エポキシ樹脂塗料塗装（有機質系被覆工法）

　エポキシ樹脂塗料塗装方法は、ＪＷＷＡ　Ｋ１４３で使用する塗剤および施工方

法について規定されている。施工例を次に示す。

 全面サンダー仕上げ、プライマー塗布0.15kg/㎡以上

 0.50kg/㎡以上、無溶剤型、エポキシ含有量45％以上

 0.30kg/㎡以上、無溶剤型、エポキシ含有量70％以上

 0.25kg/㎡、無溶剤型、エポキシ含有量70％以上

パテ処理

下地処理

２工程

表-５.８.２ 内面エポキシ樹脂塗料塗装施工例

１工程

３工程 中塗り

４工程 上塗り
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イ　ＦＲＰライニング工法

　ＦＲＰライニング工法は、ＪＷＷＡ　Ｋ１４９で使用する材料規格について規定

されている。

　一般的な施工手順としては、①コンクリート面の下地処理、②ガラス繊維マット

貼付、③樹脂の塗布、④含浸・着色、⑤上塗材の塗布の順番で行う。

　補修の場合は、①コンクリート下地の洗浄、②ひび割れや欠け等の補修、③下地

処理材の塗布、④ガラス繊維の張付、⑤不飽和ポリエステル樹脂の塗布、⑥含浸・

脱泡、⑦中塗り材塗布、⑧上塗り材塗布の順となる。なお、ひび割れの大きい場所

や目地部については、下地処理後に絶縁テープを施工し、施工目地や伸縮目地の動

きに対応出来るように処置しなければならない。

ウ　無機質系被覆工法

　無機質系被覆工法は、水道施設の技術的基準を定める省令第１条１７号に基づく

厚生労働大臣が定める資機材等の材質に関する試験に適合している。

　この工法は、施工基面であるコンクリートの表面が乾燥していれば、内部の含水

率が高い場合であっても、エポキシ樹脂塗装に比較し接着強さが高く、膨れや剥が

れ等の発生が少ないことから、既設構造物での施工に有利であるが、近年開発され

た技術であるため、施工実績が少なく信頼性では、エポキシ樹脂塗装が現状では有

利となっている。

⑵　内張りによる防水

　内張りによる防水には、ステンレス板を内張りする方法があるが、その材質は液相

部（Ｈ.Ｗ.Ｌから下の部分）ではＳＵＳ３１６、気相部（Ｈ.Ｗ.Ｌから上の部分）で

はＳＵＳ３２９Ｊ４Ｌを使用する。

⑶　その他の防水

　その他の防水としては、コンクリート駆体の水密性を保持するために、鉄筋の被り

を１０㎝（京都と横浜市の例）以上確保し、コンクリートの劣化に対応する方法があ

る。

17．外面塗装（コンクリート製配水池）

１　配水池の外壁を塗装する場合は、耐侯性の塗装とする。

２　配水池の上部は、防水塗装とする。

３　塗装の彩色は、周辺環境及び景観を考慮した色彩とする。

４　塗装によらない場合の鉄筋の被りは、10㎝を標準とする。

〔解説〕

１について：風雨や紫外線等から、コンクリート外面の劣化を防止するために塗装する

場合は、耐候性の塗装を施し、定期的に塗り替えを行なわなければならない。次に吹付

工法の施工例を示す。

 全面サンダー仕上げ、セメントフィーラー1.50kg/㎡以上

 プライマー0.10kg/㎡

 1.00kg/㎡２回

 0.30kg/㎡１回

表-５.８.３ 外面吹付塗装施工例

４工程 上塗り

１工程

下塗り

３工程

下地処理

主材吹付

２工程
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２について：屋根の防水塗装は、アスファルト系防水、ウレタン樹脂系防水等が一般的

である。なお、歩廊部及び人孔周辺は、滑り止め処理を施す。

　また、ウレタン樹脂系防水では、脱気装置（脱気筒や脱気盤等）を設置する。

３について：塗装の彩色は、外壁を白系に、定着柱および屋根の歩廊廻りを青系にした

経緯からこれを基本とするが、福島県景観条例および福島県公共事業等景観形成指針に

基づき、工築物の用途と周辺環境との調和に考慮する必要がある。

４について：未塗装の場合には、鉄筋の被りを通常よりも厚くすることで、コンクリー

トの劣化に対応させることとする。

18．階段・落下防止柵等

１　配水池の外側および内部には、配水池上部へ昇降するための施設として、階段また

　はステップを設ける。

２　配水池内部へ階段を設置する場合は、水質汚染を防止するため出入口には塔屋等を

　設け、扉を二重に配置する。

３　階段には両側に手すりを設け、ステップには安全柵を設置する。

４　階段、手すり、およびステップ等の基材の材質はステンレスを標準とし、配水池外

　側は反射防止策を考慮する必要がある。

５　配水池の上部（屋根）には、原則として転落防止用施設を必ず設ける。転落防止用

　施設の主なものとしては、鋼材を使用した縦桟形式の防護柵やコンクリート壁等があ

　る。

６　階段の有効幅は７５cm以上とし、踏幅は２１cm以上、けあげ高さは２２cm以下とす

　る。（建築基準法施行令第23条第１項（四）を適用）

７　階段の高さが４ｍを超えるものについては、高さ４ｍごとに踊場を設け、その踏幅

　は1.2ｍ 以上とする。（建築基準法施行令第24条を適用）

〔解説〕

１について：昇降施設は、階段を標準とするが配水池の規模、形状、昇降高および敷地

の面積や形状等により、階段に換えてステップの使用も認めるものとする。なお、階段

とする場合には、資機材の搬入に際し空間が制限される螺旋階段の使用は認めない。

２について：内部へ階段を設置する仕様では、開口部が大きくなり池内に大量の外気が

進入し、水質汚染の確率が高くなることから、塔屋等を設け扉を設置する。

　塔屋等に設置する扉は、外側を開けても外気が池内に直接侵入しないよう、内側にさ

らに扉を設ける二重構造とし、内扉は完全密封型を標準とする。

４について：使用するステンレス鋼の材質は、次のとおりとする。

①　配水池外側の階段は、ＳＵＳ３０４を標準とする。

②　配水池内部の階段は、液相部はＳＵＳ３１６、気相部はＳＵＳ３２９Ｊ４Ｌを

　標準とする。
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５について：縦桟形式の防護柵は、次の仕様を標準とする。

①　桟間隔は15cm以下、高さは1.1ｍ 以上

②　材質はアルミ鋼またはステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）を標準

③　ステンレス鋼材を使用する場合は、反射防止策を考慮

　また、コンクリート壁の場合は、壁高1.1ｍ 以上とする。

19．避雷設備

１　配水池は、原則として配水池本体に避雷設備を設ける。

２　避雷設備による保護範囲の算出は、従来の保護角による算出に加え、回転球体法と

　メッシュ法を個別にまたは組み合わせて行う。

３　保護範囲には、配水池本体および電気計装設備を対象とする。なお、計算において

保護範囲内に収まらない場合は、別に設備を設けるものとする。

〔解説〕

１について：配水池は、高所に平地を造成し建設することから、落雷の被害が受けやす

くなるので、原則として避雷設備を設けるものとする。

２について：避雷設備の保護範囲の算出は、ＪＩＳ　Ａ　4201-2003 「建築物等の雷保

護」に基づくものとする。

⑴　保護範囲を求める算出方法の説明については、次のとおり。

1)　保護角法は、受雷部の先端から垂線に対する角度αで引いた線の内側を保護範囲

とする方法である。旧ＪＩＳでは、この保護角法

を原則として、一般建築物は６０度、危険物は

４５度と一律に規定していた。しかし、新ＪＩＳ

では保護角法は、大地面から受雷部上端までの高

さが各保護レベル毎に規定され、それを超える部

　分には適用されず、回転球体法かメッシュ法を適用し求めることとなる。

2)　回転球体法は、２つ以上の受雷部、または１つ以上の受雷部と大地に同時に接す

るように、半径Ｒの球体表面の包絡面から被保護

建築物を保護範囲とする方法である。つまり、雷

のリーダ先端が大地に近づいた状態を想定して、

雷撃距離Ｒの半径の球が建築物の受雷部、大地に

接する面が保護範囲となる。

3)　メッシュ法は、メッシュ導体で覆われた建築物の内側を保護範囲とする方法であ

    る。
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⑵　保護レベルに基づく受雷部の配置は、次のとおり。

　* は、回転球体法及びメッシュ法だけを適用する。

備考１．Ｒは、回転球体法の球体半径。

　　２．ｈは、地表面から受雷部の上端までの高さとする。ただし，陸屋根の部分に

　　　おいては，ｈを陸屋根から受雷部の上端までの高さとすることができる。

20．電気計装設備等

１　配水池には、水量等を監視するための電気計装設備等を設ける。

２　電気計装設備等には、必要な指示計、記録計、操作機器等を設置しなければならな

　い。

３　電気計装設備には、必要に応じて無停電電源設備を設ける。

〔解説〕

１について：配水池では、水量、水位、残留塩素等の監視設備、緊急遮断弁や電動弁等

の機械設備、データを有人施設等に送信するための遠方監視設備等を適宣設置する必要

があることから、選択した設備に対応した電気計装設備を設ける。

　また、電気計装設備や機械設備等を収納するため、施設の規模に合わせ屋外用の現場

盤や建屋等を設けなければならない。

２について：指示計では、電流計、電圧計、水位計、流量計等があり、記録計としては

アナログ形式とデジタル形式があり、施設に応じたものを選定する必要がある。

　なお、電流計および電圧計は必ず設置しなければならない。

３について：停電時においても一定程度のデータを送信または記録、機器の操作を可能

にするため、設備の重要度や使用状況を勘案し設置する。

　時間の設定については、施設までの移動距離等を参考にする。

 25° *

 35° 25° *

* *

h=60m超

保護角法(α)

 25° * * *

 35° 25° *

*

h=20m迄h=30m迄h=45m迄h=60m迄

Ⅲ

Ⅳ

30

表-５.８.４ 保護レベルに応じた受雷部の配置表

保護

レベル

Ⅰ

Ⅱ

20 5

10

回転球体法

45 15

60 55°

 45°

20

*

メッシュ法幅

幅(ｍ)Ｒ(ｍ)

 45° 35°
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21．追加塩素消毒設備

１　配水池の残留塩素が著しく減少すると予測される場合は、追加塩素消毒設備を設け

 る。

〔解説〕

１について：追加塩素消毒設備については、第６章　第１節　第３款　１．追加塩素消

毒設備に準じる。

22．非常用給水設備

１　給水供給地の近傍にある配水池には、非常用給水設備を設置する。なお、給水方式

　は自然流下を原則とする。

２　非常用給水設備は、設置するすべての給水栓が同時に使用できる口径とする。

３　非常用給水設備は、使用に際して操作が容易な構造とする。

〔解説〕

１について：配水池が山中など給水供給地から離れていて、速やかな応急給水が行えな

い場合以外は、非常用給水設備を設置する。

２について：非常用給水設備は、給水対象人口、給水方法、給水時間等に対応した、給

水が可能な口径を設定する。

３について：非常用給水設備は、非常時に使用する設備であることから、操作性を考慮

した構造とする。また、設備の近隣に操作方法の説明板や、操作弁等に開閉表示を取付

けるなどの対応を行うものとする。

23．取付道路

１　配水池の取付道路は、将来の拡張、増設および維持管理を考慮し、原則として有効

　幅員４ｍを確保する。ただし、やむを得ない場合であっても有効幅員３ｍは確保す

　る。

２　縦断勾配は、原則として９％以下とする。ただし、やむを得ない場合であっても

　１２％以下とする。

〔解説〕

１および２について：取付道路の諸条件については、道路構造令に準拠し、３種５級と

同等の扱いにする。
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24．雨水等の排水施設

１　雨水等の排水施設は、計算に基づき算出された雨水流出量を既設の流末排水施設ま

　で、排水できる能力を有する施設とする。

２　接続する既設の流末排水施設の能力が不足する場合は、施設管理者と協議し、必要

　な排水能力を確保する。

〔解説〕

１について：配水池内の水道水を排水する場合に、排水施設を利用するときは、雨水流

出量と配水池内の排水量を比較し、大きい値の量に基づき排水能力を決定しなければな

らない。

２について：既設の流末排水施設の能力が不足すると、越水等により既設構造物に障害

等が発生するおそれがあることから、計画排水量の放流が出来なくなるので、必要な排

水能力は確保する必要がある。

25．場内および取付道路等の舗装構成

１　場内の舗装は、原則としてコンクリート舗装を標準とし、舗装構成は、路盤工ｔ＝

　１５ｃｍ、コンクリート版ｔ＝１５ｃｍとする。なお、基面の支持力が不足する土質

　の場合は、土質調査に基づく設計ＣＢＲ値により舗装構成を決定する。

２　取付道路の舗装については、アスファルトまたはコンクリート舗装とし、舗装構成

　については、市道占用工事における復旧方法に準ずる。

〔解説〕

１について：この構成値は、設計交通量の区分Ｎ３、設計ＣＢＲ８での値ある。

２について：市道占用工事における復旧方法のアスファルト舗装の構成は、表層工ｔ＝

５ｃｍ、上層路盤工ｔ＝１５ｃｍ、路盤工ｔ＝１５ｃｍである。この構成値は、設計交

通量の区分Ｎ３、設計ＣＢＲ４～８での値ある。

135



26．進入防止柵

１　門扉の材質は、ステンレスなど耐候性の優れたものとし、原則として高さ1.8ｍ を

　越える位置に忍び返しを設ける。形式は可能な限り横引のレール式を標準とする。

　　また、車の出入りとは別に、人が出入りできる小門を設けることが望ましい。

２　フェンスの材質は、アルミ製など耐候性の優れたものとし、高さ1.8ｍ を越える位

　置に忍び返しを設ける。

３　公道から門扉までの間に、車輌１台分以上のスペースがある場合には、公道と隣接

　する水道用地に車止めを設ける。

〔解説〕

１について：小規模施設や十分な用地の確保ができない施設では、両開き又は片開き形

式の門扉とすることができる。この場合においても、自重等による傾きを防止するため

レール式を採用しなければならない。

２について：フェンス上部の忍び返しは、隣接地の建築限界を侵してはならない。なお、

設置方法は図１を標準とする。
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３について：車止めは、施錠ができる構造とし、材質は耐候性の優れた物で施設との統

一性を考慮し選定する。主な材質について次に記載する。

①　ステンレス、アルミ鋳物、ダクタイル鋳鉄など剛性が高いもの。

②　ゴムチップボラード、廃プラスチックボラード、ウレタン製など柔軟性が高い

　もの。

27．敷地内の照明

１　配水池場内には、維持管理に必要な屋外照明設備を設置する。屋外照明設備の配置

　は、施設のどの場所においても必要な照度を確保できる位置と基数を確保することが

　望ましい。

２　屋外照明設備は、保守管理用と防犯用に区別し設置する。

〔解説〕

１について：設備設置あたっては、次の事項について検討する。

①　バルブ操作や設備の点検または部品等の交換等の作業を行う場所には、必ず屋

　外照明設備を設置し、作業に必要な照度を確保する。

②　照明等は、環境に配慮した製品を選定する。

③　電源については、太陽光や風力等を電源とした場合であっても、非常時に対応

　できるよう商用電源は確保する。

④　維持管理において、電球等の交換が容易にできる製品を選定する。

２について：保守管理用の照明設備は手動操作とし、防犯用については自動と手動操作

が切替できる方式とする。なお、電源操作盤は門扉の近傍に設置する。

28．その他

１　配水池の適所に、手洗い用の給水栓を設ける。

２　電気設備では、保守点検等に使用するための外部コンセントを設ける。

３　場内の各設備で施錠に使用する鍵は、各地区の共通鍵を使用する。また、建屋を設

　けた場合には、扉の鍵を保管するための鍵箱を外部から視認できない位置に設置す

  る。

４　場内には、配管ルートを溶着により表示する。

５　配水池壁面に、配水池諸元を記載した表示板（アクリル製、または同等以上）を設

　置する。

６　配水池の基礎等に、基点となるべンチマークを表示する。

７　配水池には、流入管に清掃用の消火栓を設ける。

８　建屋を設けた場合は、室内に場内配管図を表示する。また、完成図書を常備し、必

　要な備品（回栓器、工具など）を整備する。

〔解説〕

４について：管路表示の溶着の表示色は、次のとおりとする。

①　流入管…黄緑

②　流出管…青

③　排水管…オレンジ

８について：建屋を設けない場合は、関連するポンプ場等の建屋に完成図書や備品を

常備する。
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第２款．震災対策用貯水施設

１．震災対策用貯水施設の役割

１　震災対策用貯水施設は、地震により水道施設の機能が停止しても飲料水を確保し、

　応急給水を行う機能を備えた施設である。

２　震災対策用貯水施設は、貯水槽、貯水槽回り配管および付属設備等で構成され、耐

　震性を有するとともに、確実に飲料水が貯留され、かつ、非常用給水設備から確実に

　供給できる構造とする。

〔解説〕

１について：震災対策用貯水施設は、地震により水道施設の機能が一時的に停止した場

合であっても、住民の生命維持に欠くことのできない飲料水を一定程度確保するととも

に、応急給水を行うための機能を備えた施設とする。

２について：震災対策用貯水施設は、貯水槽、貯水槽回り配管および付属設備等で構成

され、給水拠点の一つとして水道施設に直結して設置する。したがって、施設は耐震性

が確保され、震災に際しても確実に貯水槽に貯留される機能と、非常用給水設備から確

実に供給できる機能を持つ構造でなければならない。

２．構造

１　貯水槽の構造は、衛生的にも安全で、地震力に対し十分安全な強度を有し、耐久性

　がなければならない。

２　貯水槽の形式、形状、設置方式、構造および材質は、貯水槽の容量、設置場所、給

　水方法、維持管理等を考慮して決定する。

３　貯水槽は、十分な水密性の構造であるとともに、腐食に対しても耐久性を有しなけ

　ればならない。

４　貯水槽の水は、水道水として必要な水質を確保するため、水が常時適切に流入し、

　流出する形式でなければならない。

〔解説〕

１について：貯水槽は、水道施設と直結して設置するので、構造、材質等が水道施設と

しての要件を満たすと同時に、貯留水を常に清浄に保ち、水質基準に適合するための適

切な機能を有していなければならない。

　貯水槽の構造は、想定される地震によって破損しない構造材を選定するとともに、設

置地点は良好な地盤を選定することが望ましいが、やむを得ず、液状化のおそれがある

地盤に設置する場合は、貯水槽の浮力に対する安全性について検討するなど対策を講じ

る。

　なお、設計においては、耐震工法指針を参照する。また、耐震性貯水槽と兼用する場合

には、耐震工法指針と合わせ、「耐震性貯水槽の設計手引き及び管理マニュアル（消防

設備安全センター）」を参照し設計する。
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２について：貯水槽の形式、形状、設置方式は次のとおりである。なお、各方式の詳細

については、設計指針Ｐ４５２を参照する。

ア　貯水槽の形式には、圧力式（有圧密閉型）と大気開放式がある。

イ　貯水槽の形状例としては、円筒型（立型、横型）、方形（箱型）、またはパイプ

　式（大口径水道管）等がある。

ウ　貯水槽の設置方式には、地上式、地下式、半地下式があり、各方式の中では地上

　式の設置が望ましい。

　貯水槽は、衛生面、自然流下による応急給水および維持管理における優位性を考慮す

ると、形式は圧力式、設置方式は地上式の施設が望ましい。しかしながら、設置場所が

公園、学校または指定避難場所などの場合には、各管理者の占用条件、土地利用に制約

などの諸条件により、地下式を選択することになってもやむを得ない。なお、貯水槽の

設計において、次の点に留意する。

①　貯水槽の内部は、貯留水が滞留しない構造とする

②　地下式を選択した場合には、負圧時に貯水槽と応急給水設備を接続しても、貯

　留水の水質が汚染されない方式とする

③　貯水槽本体の人孔はフランジ接合とし、最小口径は６００ｍｍとする。なお、

　必要な場合には増径を考慮する

④　貯水槽本体の人孔に流入・流出管、応急給水用給水・吸気口、消火栓等の設備

　を取付ける場合には、これとは別に管理（内部点検、修理、清掃などの進入用）

　専用の人孔を設ける

⑤　貯水槽本体の人孔の設置高は、開閉時の水質汚染を防止するため、原則として

　周辺地盤よりも１０ｃｍ以上高くしなければならない

　　また、人孔は、基本的に建屋等の構造物により外部と遮蔽することが望ましい。

⑥　設置条件等により、貯水槽本体の人孔が周辺地盤よりも低くなる場合には、水

　密性が確保された地下作業室を設けるものとし、構造については、本設計基準

　「第４章　第５節　２．制御用バルブ　３」に準じる　

３について：貯水槽は、外部からの汚染および内部からの漏出が生じないよう、十分な

水密性が確保された構造でなければならない。また、貯水槽本体と管路では、支持条件

が異なり、管の取付け部に応力が集中するので、管の破損を防ぐため取付部には、可撓性

のある伸縮継手を設ける。伸縮継手については、本設計基準「第４章　第４節　５．伸

縮継手」を参照する。

　埋設型（地下式）のパイプ式貯水槽には、ダクタイル鋳鉄管または鋼管を使用するこ

とから、内外面に次の腐食対策を講じなければならない。

ア　ダクタイル鋳鉄管の防食対策は、局工事共通仕様書【土木工事編】・付則３「ダク

　タイル鋳鉄製品の防食基準」等に準拠しなければならない。

イ　鋼管の防食対策は、内部に無溶剤形エポキシ樹脂等を、外面にはポリウレタンま

　たはポリエチレン被覆等を行う。なお、外面防食対策については、本設計基準

　「第４章　第４節　９．管の外面腐食防止」を参照する。
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４について：貯水槽の水は、配水管⇒貯水槽⇒配水管と常時循環させ、水道水として必

要な水質を確保する。

　また、貯水槽の内部においては、部分的な滞留の発生を避けなければならないので、

設置する貯水槽の形式に適合した流入・流出方式を採用するとともに、水槽内の流入

管、流出管、導流壁等の配置および構造についても十分検討する。

　貯水槽内の滞留時間の設定については、形式および容量等によって水質変化の度合が

異なることから、流入・流出管を設置する配水管の流出管二次側等での流量について調

査を行ない、水質変化の有無を確認し決定する。

３．設置場所

１　貯水槽の設置場所は、想定した地震による水道施設の被害予測および「いわき市地

　域防災計画」等に基づき選定する。

〔解説〕

　貯水槽の設置場所は、想定した地震による水道施設の被害予測および「いわき市地域防

災計画」等に基づき総合的に検討し選定する。なお、選定にあたっては、維持管理につい

ても考慮し、次の条件を満たす場所での選定が望ましい。

①　貯水槽の点検、修理および水質検査等の維持管理が容易に行える場所

②　付近に水質汚染の原因となるおそれのある施設がない場所

③　貯水槽からの応急給水に支障が生じない広さをもつ場所

④　貯水槽の二次側に、一定の需要があり、滞留水の発生が防止できる場所

４．貯水容量

１　貯水容量は、応急給水人口に対し「一人一日３リットル、３日分を確保」に基づき

　設定する。

２　貯水槽を消防水利と兼用する場合の消防用水の容量は、消防法の規定に基づく消防

　水利の基準を適用する。

〔解説〕

１について：貯水容量は、想定する避難人口を応急給水人口として、人間の生命維持に

必要な一人一日３リットルを基準に、給水車等による本格的な応急給水活動を行うこと

が可能となる必要想定日数を３日間として設定する。

　なお、復旧速度と設置位置の関係から、被災後数日間にわたって貯水槽内の水を供給

する施設とする場合には、消毒剤の添加などができるような設備を備える必要がある。

２について：貯水槽の設置にあたり消防水利と兼用する場合には、その負荷する容量お

よび利用方式、費用負担等について消防担当部署と事前に協議しなければならない。
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５．基礎

１　貯水槽の基礎は、本章　本節　第１款．配水池　９．地盤と基礎を参照する。

６．貯水槽回り配管

１　貯水槽回りの配管は、震災時においても貯水槽内の水の安全が確保される耐震性を

　考慮した構造とする。

２　流入管、流出管の口径は、基本的に設置する送・配水管と同径とする。設置位置に

　ついては、送配水管の状況を考慮し選定する。

３　バイパス管等は、必ず設置する。

４　流入管、流出管には、緊急遮断弁を設ける。

〔解説〕

１について：貯水槽回りの配管類は、地震により管や継手に破損や抜け出しが発生した

場合、貯水槽内の水を汚染する恐れがあることから、耐震性を有する管および継手とし

て、原則φ１５０ｍｍ以下の配管であっても、ダクタイル鋳鉄管および接合形式として

ＧＸ形を選定する。

　なお、本設計基準適用前の既設貯水槽の回り配管類および貯水槽流入管路にあたる配

水池から貯水槽間の一次側配水管についても、緊急遮断弁等の付属設備も含め、今後、

早急に本設計基準に準じた管および継手類に、改修することが望ましい。

　また、貯水槽回りの配管類は、それに接続する外部管路で破損等が発生した場合に、

貯水槽内の水が流出したり、外部から水が流入することを防止する構造でなければなら

ない。

２について：流入管、流出管は、貯水槽への流入・流出を出来るだけ円滑に行なう必要

があるので、口径については設置する送配水管と同径とし、流量調整が必要な場合は専

用の調整弁を設ける。また、接続する位置については、水質の劣化が発生しない流量と

一定した流向を確保できる配水管を選定し、設置することが望ましい。

３について：貯水槽は、点検、修理、清掃等の作業が必要になることから、必ずバイパ

ス管を設置する。バイパス管は、常時試用するものではないので、管内の水が停滞して

いることから排水が容易に出来るようにしておく。その構造については、本設計基準

「第４章　第５節　５．減圧弁　４」を参照する。

　また、同一の送・配水管から流入管、流出管を取出す方式とする場合には、その配水

管をバイパス管として、仕切弁を設置し利用することも可能であるが、維持管理を考慮

した場合には、バイパス管を設置することが望ましい。

４について：地震時に貯水槽内の水道水の流出および貯水槽内への濁水等の流入を防止

するため、流入管、流出管には、異常を感知して自動的に流入・流出を遮断する装置と

して緊急遮断弁を設ける。

　震災対策用貯水槽に設ける緊急遮断弁には、基本的に二方向切替形緊急遮断弁（流入

管、流出管の遮断とバイパス管路としての開放機能を１基の弁に持たせたもの）を設置

する。方式としては、圧力感知自力式（圧力シリンダー式による作動）・水圧作動自力

復帰式（パイロット弁を使用した作動）・直流ソレノイド式（電気信号と電源による作

動）によるがあるので、施設に適した方式を採用する。

　貯水槽の構造および回り配管の参考例を、次に表記する。
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７．貯水槽付属設備

１　圧力式貯水槽には、給水口、空気弁、排水設備および人孔を設ける。

２　大気開放式の貯水槽については、設計指針Ｐ２８０「浄水池」を参照する。

３　消防水利と兼用する場合は、その設備等について消防担当部署と協議し設置する。

４　保安柵の設置や人孔の施錠等、施設の保安対策を講じる。

〔解説〕

１について：圧力式貯水槽は、貯水槽としての機能を保持するため、給水口や空気弁、

排水設備の他に、貯水槽内の点検、修理、清掃などに使用するための専用の人孔を設置

する。なお、付属設備の設置においては、特に水密性を確保しなければならない。

３について：貯水槽を消防施設（消防水利）と兼用する場合には、事前に設置する設備

等について協議し決定しておく。また、設置後の管理についても、運用開始前に協定等

により詳細を決定しておくことが望ましい。

４について：貯水槽は、その目的上、避難場所や公園等の公共に開放されている場所に

設置することが多いので、施設の保安対策を講じなければならない。

貯水槽の構造および回り配管の参考例
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８．非常用給水設備

１　貯水槽からの給水方式は、自然流下式、ポンプ加圧式または手押しポンプ等の方

　式があるので、貯水槽の形式、構造および設置場所等を勘案し選定する。なお、接

　続に際し、貯水槽内が汚染されない構造を採用する。

２　設備の管径、ポンプ能力等は、設備に設けた給水栓が同時使用できる容量を満た

　さなければならない。

３　設備は、使用において容易に使用できるものとする。

４　給水管、ホース類、給水栓、非常用飲料水袋、ポンプ、発電機、燃料、工具、そ

　の他必要な資機材は、貯水槽の近くに格納保管しなければならない。

〔解説〕

１について：給水方式は、貯水槽の形式によってほぼ決定される。方式としては、自

然流下式とポンプ加圧式に大別される。

　地下式の場合はポンプ加圧式が、地上式の場合は自然流下式が適するが、いずれの

場合においても応急給水が速やかにできる構造、管径、ポンプは吐出圧および量を確

保する。なお、ポンプ加圧式には手動（手押し）と加圧ポンプの方式があり、本市に

おいては手動式を設置しているが、高齢化の進行が見込まれる中で、手動ポンプによ

る汲み上げは、高齢者にとって大きな負担となることから、今後は、発動発電機と加

圧ポンプによる給水方式の併用も検討する必要がある。

　また、接続時の貯水槽内の汚染を防ぐ必要から、槽外に吸上げ管を備えた給水口を

設け、ポンプやホースと接続する方法を採用する。接続用の継手は、基本的にカムロ

ック式継手とする。

２について：応急給水は給水栓により行う方法を採用する。設置する給水栓の数は、

給水対象人口、給水時間等を考慮し、確実に応急給水ができるように設定する。な

お、加圧ポンプでの給水では、高低差が５ｍ未満であることから二次側の水圧設定に

注意が必要となる。

３について：給水設備は、非常時の混乱した状況の中、設置や操作について局職員が

対応できるとは限らないので、その接続や操作は容易なものであることが求められる。

また、接続および操作方法、施錠の解除方法、鍵の所在等について、現地に表示盤等

により明示しておくことが望ましい。

　なお、非常時に備え、資機材の設置場所の確認、設備の接続および操作に関して、

局職員以外にも当該区役員や住民、学校関係者などを含めた定期的な訓練を実施する

ことが望ましい。

４について：非常時の貯水槽からの給水は、緊急を要することから、必要な資機材は

貯水槽の付近に保管しておき、容易に使用できる状態にしておく。
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第９節　ポンプ場

１．ポンプ場の役割

１　ポンプ場は、その目的に応じた条件に基づき、電気を利用しポンプを回転させ、必

　要な量の原水や浄水を圧送する施設である。

〔解説〕

１について：目的と必要な量については、次のとおりである。

⑴　取水ポンプ場は、河川や地下水等から計画取水量を直接揚水し、浄水施設等に圧送

　するための施設である。

⑵　導水ポンプ場は、取水施設（沈砂池等）からポンプ井に流入した原水を、浄水施設

　に圧送するための施設である。

⑶　送水ポンプ場は、浄水池や配水池等から計画一日最大給水量を平均して、直近の配

　水池等に送水する施設である。

⑷　配水ポンプ場は、浄水をポンプ井の有無にかかわらず、計画時間最大給水量を配水

　するための施設である。

⑸　増圧ポンプ場は、一部の配水区域内で不足する圧力を補うため、配水管路に設置す

　る施設である。

２．位置の決定

１　取水ポンプ場の位置は、水源から必要な水量の原水を取水できる場所に設置する。

　また、水質汚染のおそれがある場所は、避けることが望ましい。

２　導水ポンプ場の位置は、水源に隣接した場所に設置する。

３　送水ポンプ場の位置は、浄水施設内または隣接する場所に設置する。

４　配水ポンプ場の位置は、配水する上で有利な場所を選択する。

５　ポンプ場の設置位置の決定に際しては、「配水池等建設に関する指針」を準用する。

〔解説〕

１について：取水ポンプの内、特に浅井戸の場合には帯水層の厚さが十分ある場所が選

定されるが、そのような層がある場所は軟弱地盤が想定されるので、十分な対策が必要

になる。
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３．設置する地盤の高さの決定

１　ポンプ場を設置する位置の高さは、ポンプ場の一次側の管路状況により決定する。

〔解説〕

１について：一次側の管路状況と設置条件は、次のとおりとする。

⑴　一次側がポンプ場流入専用管の場合は、計画一日最大給水量の流入が確保出来る高

　さとする。

⑵　一次側がポンプ場流入専用管ではない場合は、最小動水圧0.25MPa が確保出来る高

　さとする。

４．各設備等

１　ポンプ場に整備する機械、電気、計装の各設備については、本設計基準「第６章　

　機械、電気、計装設備の設計による。

５．建屋構造

１　建屋は、耐震・耐火構造とし、防音性に優れた構造とする。

２　外壁は耐候性を考慮し、屋根は防水処理を施す。

３　建屋の屋内設備に接続する配管、電力線等は、原則として床盤と一体化させる。

〔解説〕

１について：建屋の設計にあたっては、「建築基準法」を遵守する。また、主な構造上

の留意事項について、次に示す。

⑴　建屋は、耐震・耐火構造とし、鉄筋コンクリートまたは鉄骨鉄筋コンクリート造を

　標準とするが、小規模施設においては経済性を考慮し、コンクリートブロック造や鉄

　筋コンクリート壁式構造、防音の必要がない場合は鉄骨ＡＬＣ（軽量気泡コンクリー

　ト）工法の採用について検討する。

⑵　建屋の地震対策は、耐震工法指針　Ⅰ本編4.9 水道施設における建築物の耐震計算法

　およびⅡ参考資料編5 建築物を参照する。

２について：外壁および屋根については、本設計基準 第５章 第８節 第１款 17．外面

塗装（コンクリート製配水池）を参照する。

３について：建屋内の配管等の対応は、次のとおりとする。

⑴　配管等は、原則として床盤内に埋め込み一体化させなければならないが、設計や運

　用条件等により、やむを得ず、壁を貫通させなければならない場合は、貫通部に防振

　材等を充填し、建物と絶縁しなければならない。

⑵　建屋等の構造物に出入りする配管は、可撓性の良い管を用いるか、自由度の高い継

　手を採用することで、不同沈下等に伴う移動量を吸収させる。

⑶　電気、電話、ガス、給排水等のケーブルや管類は、維持管理を容易にするために、

　専用ダクトあるいは二重スラブ等を設けることが望ましい。
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６．機械室

１　機械室の床面は、原則として計画地盤高以上とする。

２　機械室は、収納設備の保守点検、分解整備ならびに将来の設備更新に必要な面積を

　確保する。

３　床面には、勾配をつける。また、排水のための排水溝等を設ける。

４　室内は、温度及び湿度を一定範囲に保持するため、有効な換気装置を設ける。

５　ポンプ場から発生する騒音・振動等は、敷地境界外へ波及させてはならない。

６　機械室は、消防法および建築基準法に基づく構造とし、消火設備を設置する。

７　床は、転倒等の防止および塩素等の薬品類からの腐食を防ぐため、防滑および耐薬

　品性の塗装を選択する。

８　扉及び窓は、保安を考慮したものとする。

９　照明は、使用目的に適した配置と照度を確保する。

〔解説〕

１について：設計条件等により、機械室を地下または地盤面より低い位置に設置する場

合は、ポンプ軸受冷却水や継手からの漏水に対応するため排水設備を設ける。排水方法

は、設置した排水ピットの排水水位と連動したポンプ自動運転とし、予備機を設ける。

　また、緊急時の避難を考慮し、２箇所以上の出入口を設ける。

２について：その他に機械室に求められる要件は、次のとおりである。

①　配管などが輻輳しているところは、専用の点検通路を設ける。

②　機器の搬出入に必要な経路を確保する。

③　機器の分解整備に必要な空間を確保する。

④　重量物や大型機器の移動や搬出入が必要な場合は、吊り上げや横引きに必要な

　クレーン、ホイスト、ガータ、フック等を設ける。

⑤　吊り上げ、移動に必要な天井高さを確保する。

３について：機械室は、ポンプ軸受冷却水や、配管継手の漏水に対応するため、床に

1/100～1/500程度の勾配をつける。

　また、機械室の内廻りやポンプ基礎廻りには、溝を切るなどして排水出来るようにす

る。その際、通路にあたる部分には、グレーチング蓋などを設置する。

　排水の流末には桝を設置し、屋外の排水溝へ排水する構造とする。なお、屋外へ排水

するため壁を貫通させた管等には、虫や小動物等の侵入防止のため出口にＳＵＳ製で取

外しができる網等を設置する。

４について：機械室は、室内の温度変化が大きいと結露が発生し、機械設備の故障の原

因につながるため、室温（４０℃以下）及び湿度をほぼ一定の範囲で保持する必要があ

る。なお、換気設備に必要な要件は、次のとおりである。

①　換気扇は、吸気と排気の両方を設置する。

②　吸気については、小規模な施設はガラリでもよい。

③　吸気と排気の位置は、空気の流れを良くするため対角線に設置することが望ま

　しい。
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④　換気口には、虫等の侵入を防ぐため、防虫網を設置する。

⑤　換気口は、防音対策を施すことが望ましい。

⑥　機械室を水槽の上部に設置した場合は、下部の水槽内の換気用の管は、塩素ガ

　スや湿気による機械設備等の腐食を防ぐため、機械室で開放せず建屋の外まで配

　管し開放する。

⑦　水槽等の換気管の開放は、吸気または排気用の換気扇から離して設置する。

⑧　水槽等の換気管の出口には、虫等の侵人を防ぐため、防虫網を設置する。

５について：民家に近い場所に設置するポンプ場には、ポンプ、電動機、電力設備等か

ら発生する騒音や振動に対応する防音、防振対策を施さなければならない。

　なお、その対策は、騒音規制法の「特定工場等において、発生する騒音の規制に関す

る基準」及び「騒音規制法に基づく地域及び基準指定：平成27年いわき市告示第111号」

を準用する。次表にその規制値を示す。

　また、構造物の騒音対策としては、次のような方法がある。

①　防音壁、防音扉、消音ダクトを設け、室内の吸音性を増やして外部への騒音放

　射を少なくする。

②　壁厚を厚くするか、二重壁、二重天井構造、または窓を少なくする。

③　換気口には、防音対策を施す。

８について：機械室の扉及び窓は、雨水や雪が浸入しない構造とする。また、保安を考

慮し、窓は二重に施錠ができ、ガラスは二重または網入りにする。

９について：機械室の照明は、作業面で十分な照度を確保するとともに、効率の高い光

源を使用する。照明の配置は、保守管理が容易に行えるよう考慮する。また、設備は消

防法に適合したものとする。機器の点検や修理において、特に高い照度が必要な場合は、

設置した照明設備だけでなく局部照明を併用する。また、必要に応じて非常用に照明器

や懐中電灯などを常備する。

　なお、照度については、ＪＩＳ Ｚ ９１１０－２０１０（照度基準）に基づき「工場

内での一般の製造工程などでの普通の視作業」を適用し、５００ＬＸ以上を確保する。

第２種区域 55 50 45

第３種区域 60
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
及び市街化調整区域

55 50

(6時～7時)

朝(6時～7時)

夕(6時～7時)(6時～7時)

夜間
用途地域

第１種中高層住居専用地域、第２種中
高層住居専用地域、第１種住居地域、
第２種住居地域及び準住居地域

5560 工業地域65

第１種区域 50 第１種低層住居専用地域4045

表-５.９.１　騒音規制値　測定場所（敷地境界地点） 単位：デシベル

　区域区分
昼間

第４種区域
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７．電気室

１　電気室の床面は、原則として計画地盤高以上とする。

２　電気室は、負荷（電気の供給場所）の中心的位置が望ましく、設置場所の状況、負

　荷の配線、配線ルートなどを考慮して選定する。

３　電気室の広さ及び高さは、機器の搬出入、保守点検、分解整備、並びに将来の設備

　更新に必要な余裕を有していること。また、出入口は２箇所以上とする。

４　電気室の環境は、設備の機能が安定して発揮できるよう空調設備の設置を標準とす

　る。また、室内は腐食性又は可燃性ガスなどから、位置的、構造的に十分に遮蔽する。

５　電気室は、消防法および建築基準法に基づく構造とし、消火設備を設置する。また、

　基幹施設には、自動火災報知設備を設置する。

６　内装は、ほこりの付着によって機器が吸湿するのを防ぐため、防塵仕上げとする。

　また、床は転倒等を防止するため、滑り止め塗装とする。

７　扉および窓は、 「第５章　第９節　６．機械室」に準ずる。

８　照明は、 「第５章　第９節　６．機械室」に準ずる。

〔解説〕

１について：電気室の床の高さは、機械室内での不測の漏水が流れ込まないよう機械室

の床高より１０㎝程度高くする。

２について：受電・変電・配電設備などを設ける電気室の位置は、分散した負荷の中心

的な位置が望ましく、配線はできるだけ輻輳を避け、電圧別、用途別に分離する。

　また、負荷の配置及び配線ルートなどの選定では、機器や配線の点検がしやすいよう

に配慮する。

３について：電気室の広さ及び高さに求められる要件は、次のとおりである。また、受

配電設備の最小保有距離については、次表を参照する。

①　室内の広さは、操作及び保守管理に支障がなくできるよう、十分な空間を設け

　る。

②　特に閉鎖形の配電盤周囲は、扉の開閉によって通路がなくならないようにする。

③　天井高さも、保守点検、室温管理（換気空間）に必要な一定の空間を確保する。

④　出入口は、機器搬入口と人の出入口とを区別する。

⑤　構造物と設備の離隔距離及び保有距離は、火災予防条例、高圧受電設備規程に

　適合させる。

⑥　同一電気室内で更新を行なうための面積を、設計時において考慮する。

1.2

1.0 0.6

部位別

1.0

前面または

操作面

表-５.９.２　受配電設備の最小保有距離 (ｍ)

機器別

0.2

1.2

(点検を行なう面)

高圧配電盤

列相互間

―

―

その他の面
背面または

点検面

変圧器など

低圧配電盤

0.6 0.6 1.2

0.6
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４について：室内に設置する電気設備は、一般に閉鎖型の配電盤に収納されているもの

が多い。したがって、盤の配置によって通風に支障となり、室内全体の温度分布が均等

にならず室内温度が上昇する場合がある。特に、変圧器などの発熱量の大きい機器を収

納している盤については、盤内温度を上げないことが望ましい。なお、電気室の設計で

注意が必要な事項については、次に示す。

①　計装機器を使用している場合は、空調設備を設ける。

②　機械室と電気室を併用する小規模のポンプ場で、結露等による計装機器への影

　響がないと判断できる場合は、換気設備とすることができる。

③　電気室を環境の悪いところに設けなければならない場合は、腐食性、可燃性ガ

　スなどが進入できない構造とするとともに、室内貫通部は遮蔽する

④　電気設備は水分や湿度に弱いので、電気室は雨漏り、吹込み、冠水などが生じ

　ないように配慮する。

⑤　電気室の床の高さは、機械室内での不測の漏水が流れ込まないよう機械室より

　１０㎝程高くする。

５について：変電設備又は蓄電設備を収納する電気室は、火災予防条例により建物構造、

換気、並びに消火器、表示盤の設置などについて規制されるほか、電気室は、受電室ま

たは変電室という名称で、各法令等で規制されているので、これらに適合させなければ

ならない。

　消火器の設置に関しては、消防法施行令第１０条によることとし、参考までに、容器

の有効期限は８年を目安とする。また、自動火災報知設備については、消防法施行令

第２１条に基づき設置する。
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８．設計荷重等

１　設計荷重等については、本設計基準 第５章 第８節 第１款 ８．設計荷重等に準じ

　る。

９．地盤と基礎

１　地盤と基礎については、本設計基準 第５章 第８節 第１款 ９．地盤と基礎に準じ

　る。

10．用地面積の設定

１　用地面積の設定については、本設計基準 第５章 第８節 第１款 10．用地面積の設

　定に準じる。

11．付帯施設および設備

１　付帯施設および設備については、本設計基準 第５章 第８節 第１款 23．取付道路、

　24．雨水等の排水施設、25．場内および取付道路等の舗装構成、26．進入防止柵、27．

　敷地内の照明、28．その他に準じる。
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第６章　機械、電気、計装設備の設計

第２節　電力設備　…………………………… １７３

第３節　計装設備

　第１款．ポンプ設備　……………………… １５１

　第２款．電動機　…………………………… １６７

　第３款．その他の機械設備　……………… １７２

第１節　機械設備

　第１款．監視制御システム　……………… １８４

　第２款．計装用機器　……………………… １９７



第６章　機械、電気、計装設備の設計

第１節　機械設備

第１款．ポンプ設備

１．一般事項

１　ポンプ設備の設計にあたっては、計画水量・水圧を満足させる。

２　ポンプ設備は、効率的に運用させる。

３　ポンプ設備は、修繕工事や更新工事の施工中であっても、安定した運転が可能な設

　備とする。

〔解説〕

１について：ポンプ設備の設計では、計画水量・水圧を満足し、信頼性・安全性が高く、

安定した運転が図られ、使用目的や用途に合った適切なポンプを選定しなければならな

い。

２について：ポンプ設備を効率的に運転するには、選択されたポンプを運用させるため、

適切な運転方式や制御方式を選定するとともに、キャビテーションや水撃作用などの水

理現象に適切な処置を講じなければならない。

３について：維持管理においては、ポンプ設備の性能を維持するために修繕や更新等の

工事が必要不可欠であることから、工事期間中であっても安定した運転が可能な設備と

しなければならない。

２．ポンプ設備計画

１　ポンプ設備の計画にあたっては、安定給水を可能とするために、土木、建築、

　機械、電気等の各分野を含めた総合的見地から検討する。

２　ポンプ場の配置や構造等は、維持管理上、最も容易で経済的なものとする。

３　ポンプにより送・配水する場合は、原則としてポンプ井を併設する構造とする。な

　お、ポンプ井からポンプへの流入については、原則として自然流下とする。

　　ただし、吸込み側管路においてポンプの始動や停止による瞬時的な圧力変動（0.25

　MPa ～0.74MPa かつ静水圧の±0.30MPa 以内）等による管路や給水区域への影響がな

　いと判断される場合は、ポンプ井を設けずに直接管路と接続できる。

〔解説〕

１について：ポンプ設備は、信頼性、安全性が高く、計画水量、水圧を満足するもので

なくてはならない。ポンプ場を建設するためには、各分野が各段階で関連するため、一

つのシステムとして一体的に検討する必要がある。次に計画の進め方について例を示す。

⑴　ポンプ諸元（ポンプ台数、吐出し量、揚程、原動機出力、回転速度および設置に必

　要な容積等）を決定する。

⑵　この諸元に基づき、動力源や運転制御方式等を選定する。

⑶　その他、必要な機械、電気・計装設備を選定する。

⑷　⑴、⑵、⑶および施設管理に必要な空間を含め、建物の室内空間（ポンプ室や電気

　室、薬品注入室等）および配置等を決定する。

151



⑸　⑷に騒音対策等の空間を確保し、建築物（ポンプ場建屋）の諸元（規模および基礎

　構造等）を決定する。

⑹　ポンプ井等の重要な土木構造物の諸元を決定する。

⑺　⑸に屋外設備（ポンプ井や配管、計測機器等）と付帯設備（管理空間や取付道路等）

　を加え、必要な用地面積を決定する。

２について：水道施設全般に適用される事であり、特に施設の配置においては、安全確

保を第一として、次に維持管理の容易さ、さらに経済性を考慮する。なお、施設計画に

あたっては管理担当課所と十分な協議が必要である。

３について：ポンプ吸込み側管路の瞬間的な圧力変動（以下、「ウォーターハンマー」

という。）の検討は、維持管理からも当然必要であり、過大なウォーターハンマーは、

管路破損の原因となる。また、給水装置へも悪影響を及ぼすこととなる。

　吸込み側管路の安全と給水の安定を図るためには、ポンプによるウォーターハンマー

を軽減する必要があり、そのためにはポンプ井併用方式を採用することが望ましい。

　なお、ウォーターハンマーの検討を行い、負圧の発生もなく、管路が送水管または配

水本管で、圧力変動による給水への影響がないと判断できた場合は、ポンプ井を設けず

吸込み側の押込み圧を利用することは、ポンプ揚程等の軽減につながり、経済的にも優

位と考えられるのでこの限りではない。

　また、ポンプ井を地下に設け、ポンプへの流入を吸上げ方式としている施設で、その

補機類の故障による修理や複雑な計装設備等に、必要以上の維持費を要した経緯もあり、

吸上げ方式は自然流下方式に比べ用地面での利点はあるものの、経済性（維持費等）

を考慮すると、原則としてポンプ井とポンプとの接続は自然流下方式を採用する。

３．ポンプ井

１　ポンプ井は、原水、浄水などをポンプで揚水するとき、揚水量の変動などによる不

　均衡による施設への悪影響や水理的な不安定を抑制する必要があるときに設置する。

２　ポンプ井の容量は、ポンプ能力の１時間分以上を確保し、原則として２池構造とす

　る。

３　ポンプ井の設置位置は、ポンプ据付け位置の直下またはその付近とする。

４　ポンプ井に地下式を採用する場合は、地下水位を調査し、水位が高い場合には浮き

　上がりを防止するための対策と外周面に防水工を施す。

５　ポンプ井の構造は、原則として鉄筋コンクリート造、プレストレストコンクリート

　造、ステンレス造とする。ただし、給水用の小規模なものについては、鋼製やＦＲＰ

　製も使用することができる。

６　上記以外のポンプ井にかかる必要な基準については、第１節に準ずるものとする。

〔解説〕

１について：ポンプ設備を設ける場合には、ポンプによる乱流の発生や空気の混入など

による施設への悪影響を防止するため、ポンプ井を設け水理的に安定させなければなら

ない。

３について：ポンプ井の位置は、吸込管を短くして吸込側損失水頭が小さくなるように、

できる限りポンプ据付位置の近くに築造しなければならない。また、ポンプ井の設置形

式としては、自然排水ができる構造の地上式を採用することが望ましい。
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６について：本文は、陸上に設置するポンプ用のポンプ井を対象としており、取水ポン

プにかかる井戸や集水井等については、設計指針の取水施設を参照する。

４．ポンプ容量と台数

１　取水、導水および送水ポンプは、ポンプ効率の高い点で定量運転が可能な容量、台

　数とする。

２　配水ポンプは、水量の時間的変動に適合した容量、台数とする。

３　ポンプの台数は、計画水量（最大、最小、平均）および故障時を考慮し決定する。

　なお、計画送配水量とポンプの台数の目安を表-５.９.１に示す。

４　ポンプには、予備機を設ける。ただし、ポンプが停止していても給水に支障が無い

　場合は、設置しない。

５　取水、導水および送水ポンプでは、計画一日最大送水量に１０％程度の余裕を見込

　むものとする。

〔解説〕

１について：取水、導水および送水量は、夏季や冬季において変動するが、配水量に比

べ時間的な変動は少ないことから、設備容量の決定における時間水量については、計画

一日最大送水量の時間平均水量とし、できる限り高い効率で運転するように設定する。

　また、基幹ポンプ場において、通常時、非常時の２通り送水量が想定される場合は、

別に検討する。

２について：配水ポンプの設備容量は、原則として計画時間最大配水量とするが、次の

条件も適用・検討し決定する。

①　時間、季節、曜日、天候等の変動要件の適用

②　配水規模、水量変化を考慮した制御方式（台数制御、バルブ制御、回転速度制

　御等）の検討

３について：ポンプの台数決定にあたっては、次の点に留意する。なお、計画送配水量

とポンプの台数については、次の表を目安とする。

①　計画最終年次に至る間の需要水量の動向について考慮する。

②　ポンプは、できる限り同容量とし、消耗品及び予備品の互換性を図る。

③　水量変化が大きい場合は、大小２種類のポンプを設けるか、又は回転速度制御

　　等により吐出し量を制御する。
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　※　ポンプの台数には、予備機を含む。

４について：予備機については、故障及び点検等により送・配水に支障を与えないため

に、原則として設置する。

５について：送水ポンプでは、計画一日最大送水量を２４時間平均で容量設定すると、

ポンプ二次側で計画最大水量が使用されたときに２４時間連続運転することとなり、機

器に無理が生じるおそれがあるので、１０％程度の余裕を見込むこととする。

５．ポンプ形式

１　ポンプ形式は、維持管理の容易さと経済性から横軸渦巻ポンプを原則とする。ただ

　し、計画条件（計画吐出し量および全楊程）に対する適合性、運転効率及びキャビテ

　ーション発生の有無等を検討し、他の形式のポンプが有利と判断される場合はこの限

　りでない。

〔解説〕

１について：水道用として使用されるポンプのほとんどが渦巻ポンプであり、中小規模

のポンプ設備では、ＪＩＳ規格に適合するものが多いので、これらを採用することが望

ましい。

　ポンプの軸方向の選択については、立軸ポンプは設置スペースにおいて有利であるが、

電動幾をポンプの上部に設置する構造で電動機を取外した後にポンプを分解するので、

分解整備や修理が横軸ポンプに比べ困難であることから、原則として横軸渦巻ポンプを

採用する。なお、参考として次に渦巻ポンプの適用線図を示す。

３～４台

１０，０００以上 ４～５台以上

表-５.９.１ 計画送配水量とポンプ台数の目安表

送配水量(㎥／ｄ) ポンプ台数

２，８００まで ２～３台

２，８００～１０，０００
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６．ポンプ諸元

１　ポンプ諸元の決定にあたっては、全楊程、吐出し量、口径、原動機出力、回転速度

　について検討する。

〔解説〕

１について：ポンプ諸元の各項目については、次に記載した事項を検討する。

⑴　全楊程

　　ポンプの全楊程は、実楊程、速度水頭、圧力水頭、管路の摩擦損失水頭の合計であ

　　る。なお、配水ポンプの場合は、配水区域内の地盤高に対して＋２５ｍ以上の残水

　　頭を加えたものを全楊程とする。

⑵　吐出し量

　　ポンプ１台当たりの吐出し量は、計画水量及び台数により決定する。

⑶　口径

　　ポンプの概略口径は、次式により計算する。

 Ｄ：ポンプ口径（ｍｍ）

 Ｑ：ポンプ吐出し量（㎥/ｍ）

 ⅴ：吸込み口又は吐出し口の流速（ｍ/ｓ）

　　吸込み口又は吐出し口の流速は、 ２ｍ/ｓを標準とする。

　　ただし、渦巻ポンプについては口径５００ｍｍまで、ＪＩＳ規格で規定吐出し量と

　吸込み口径の関係について、次表のように定めており、この範囲内で決定するのが望

　ましい。

JIS B 8313 小型渦巻ポンプ 単位 ㎥/min

　※　口径６５および１２５は、設計指針を参照する。

JIS B 8322 両吸込渦巻ポンプ 単位 ㎥/min

表-５.９.２　渦巻ポンプの規定吐出し量範囲と吸込口径
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⑷　原動機出力

　　原動機出力は、次式により計算する。

 Ｐ：原動機出力（ｋＷ）

 γ：液の単位当たりの質量（ｋｇ/Ｌ）

 Ｑ：ポンプの吐出し量（㎥/ｍ）

 Ｈ：ポンプの全楊程

ηp：ポンプ効率

 α：余裕率　０．１～１．１５

　　電動機は、ポンプの運転状況の変化や電圧及び周波数の変動によって、軸動力が変

　わるので、原動機が過負荷を与えないよう余裕を見込む。しかしながら汎用ポンプは

　製作会社毎に特性が違うので、送水能力が計画水量を上回れば使用することは可能と

　なることから、余裕率にとらわれるものではない。

　　また、余裕が過大となれば、キャビテーションを誘発するおそれがあるので、その

　選定には慎重を要する。なお、キャビテーションを誘発した場合は、薄刃オリフィス

　等により対応することとし、弁等による制御は避けなければならない。

⑸　回転速度

　　ポンプの回転速度は、原則として１，５００ｒｐｍ（４極）の使用を標準とする。

　これは、ポンプの回転速度を高くすれば、電動機が小型軽量となりコストが安くなる

　が、高い回転速度による運転の場合、流速の急変や過流量等によるキャビテーション

　の誘発、騒音、各機器の消耗度の高さにより、維持管理に問題が生じるためである。

　　なお、回転速度と吸込み口径について、次表に示す。

JIS B 8313 小型渦巻ポンプ

　※　口径６５および１２５は、設計指針を参照する。

JIS B 8322 両吸込渦巻ポンプ

○― ― ―

○ ○ ○ ○

― ― ○ 750rpm（８極）

― ○

○
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450
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０．１６３・γ・Ｑ・Ｈ
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ηp

表-５.９.３　電動機の回転速度（極数）と吸込み口径

 ｇ：重力加速度（9.8ｍ/ｓ２）　　※

○ ○

ｇ
０．１６３＝

６０

Ｐ ＝
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７．ポンプ形式と運転点

１　ポンプは、計画水量、動水圧、管路特性等の計画条件に適した形式のもので、効率

　的な運転ができるものとする。

〔解説〕

１について：ポンプの形状（片吸込または両吸込等）は、使用条件に最も適した比速度

（Ｎｓ：ポンプ羽根車の形状を示す値）となるものを選定する。また、計画条件により、

ポンプ運転範囲を把握し、キャビテーション発生の有無を検討のうえ、最適な制御方式

を採用する。

　なお、ポンプ形式と運転点についての詳細は、設計指針Ｐ５５５を参照するものとす

る。

８．キャビテーション

１　キャビテーションは、ポンプ設備に振動や騒音、壊食等を発生させる。この現象が

　続くとポンプに揚水不能等の致命的な影響を及ぼす。この発生を避けるため、①有効

　吸込水頭、②必要有効吸込水頭、③キャビテーション対策について検討しなければな

　らない。

〔解説〕

１について：キャビテーション（Cavitation）とは、ポンプの内部で、流速の急変や渦

流の発生、流路の障害などによって流体の圧力が低下し、飽和水蒸気圧近くになると、

水中に溶存している気体が液中から分離し始め気泡となり、さらに飽和水蒸気圧以下に

なると水が気化し、流れの中に空洞が生じる現象をいう。キャビテーションの発生状況

と影響等、および検討を要する各項目については、次のとおりである。　

⑴　キャビテーションの発生状況と影響等

①　キャビテーションは、ポンプでは羽根車の入口で発生しやすい。

②　この気泡は流れに乗って移動し、高圧部に来るとそこで押しつぶされ瞬間的に

　壊滅する。

③　この現象が絶え間なく続くと、ポンプの性能は低下し、振動・騒音を伴い、揚

　水不能となることがある。

④　キャビテーションが長く続くと、気泡が壊滅するときに生じる部分的な衝撃圧

　によって、羽根車、ケーシング等がは壊食を起こし、短期間で損傷を与える。

⑤　送・配水ポンプ設備では、規定吐出し量を大幅に超える過大吐出し流量域で発

　生するものと、ポンプの種類による過小吐出し流量域で発生するものがある。
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⑵　検討を要する各項目

ア　有効吸込水頭

　ポンプがキャビテーションを発生しないで運転されるためには、利用できる有効

吸込水頭が、ポンプが必要とする必要吸込水頭より大きくすることが必要となる。

　利用できる有効吸込水頭（hsv） は、次の式で表される。

 hsv ＝ Ｈａ－Ｈｐ＋Ｈｓ－ｈｌ

 hsv ：利用できる有効吸込水頭（ｍ）

 Ｈａ：大気圧を水頭で表したもの（ｍ）

 Ｈｐ：その水温における飽和蒸気圧を水頭で表したもの（ｍ）

 Ｈｓ：吸込実揚程（ｍ）

 　　　吸上げのとき（－）符号

 　　　押込みのとき（＋）符号

 ｈｌ：吸込管の損失水頭（ｍ）

イ　必要有効吸込水頭

　ポンプには、全楊程、吐出し量、回転速度が異なるごとに運転に必要となる有効

吸込水頭の限界があり、これを必要有効吸込水頭という。

　必要有効吸込水頭（Ｈsv）は、吸込み性能および吸込比速度（Ｓ）を用いて次式

で求められる。

4

3

 Ｈsv：ポンプが必要とする有効吸込水頭（ｍ）

 　Ｎ：ポンプの回転速度（min-1）

 　Ｑ：ポンプの吐出し量（㎥/min）※両吸込の場合は、片側の流量で計算す

　　　 　　　　　　　　　　　　　　るためＱ/２とする。

 　Ｓ：吸込比速度

　キャビテーションに対して安全となるためには、利用できる有効吸込水頭は、ポ

ンプが必要とする有効吸込水頭より、大でなければならない。

0.323Ｈｐ（ｍ） 0.089

＝Ｈsv
ＱＮ

0.432

表-５.９.５　水温に相当する飽和蒸気圧（Ｈｐ）

水温（℃）

0.125 0.174 0.238

10.27

5 10 15

Ｈａ（ｍ） 10.33

表-５.９.４　高度と大気圧を水頭で表したもの（Ｈａ）

高度海抜（ｍ）

9.97

150 200 300

25 30

100

20

0 50

10.15 10.0910.21

Ｓ
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 hsv －Ｈsv＞１ｍ

　ただし、ＪＩＳ Ｂ ８３１３（小型渦巻ポンプ）、ＪＩＳ Ｂ ８３１９（小型多

段遠心ポンプ）、ＪＩＳ Ｂ ８３２２（両吸込渦巻ポンプ）については、ポンプ毎

に最大吸込水頭がそれぞれ定められているので、それを使用する。

ウ　キャビテーション対策

①　ポンプの据付位置を出来るだけ下げて、hsv を大きくする。

②　吸込管の損失を出来るだけ小さくして、hsv を大きくする。

③　ポンプの回転速度は低いものを選び、Ｈsvを小さくする。

④　運転点が変動し楊程が低くなる場合は、吐出し量が増えてＨsvが増大するため、

　これを見込んで十分なhsv を与えるか、バルブを絞って過大吐出し量にならない

　ようにする。

　　また、ポンプ計画において全楊程に余裕をとり過ぎると供用後の運転で、過大

　吐出し量による運転となり、Ｈsvが大きくなることから注意を要する。

⑤　同じ吐出し量、同じ回転速度であれば、両吸込ポンプの方がキャビテーション

　が起こりにくい。

⑥　厳しい条件で運転する場合は、壊食を避けるためキャビテーションに強い材料

　を使用する。

⑦　吸込側のバルブでは制御（絞らない）しない。

　キャビテーションの検討事例は、設計指針Ｐ５６４を参照する。
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９．水撃作用（ウォーターハンマ）

１　ウォーターハンマは、管路の破損等重大な事故を招く恐れがあるので、発生が予想

　される場合は、その対策を行う。

２　陸上ポンプの場合は、原則として維持管理および経済性に優れ、実績も多く汎用性

　の高いフライホイール方式を採用する。また、水中ポンプの場合は、原則として圧力

　タンク方式を採用する。

　　ただし、大容量ポンプにあっては、常時の対策を電動弁の間欠動作により行い、フ

　ライホイールや圧力タンクは、停電、設備故障等による非常時の対応のため設置する

　ものとする。

〔解説〕

１について：ウォーターハンマ（Water hammer）とは、管内を充満して流れている水の

速度が、バルブの開閉やボンプの起動・停止等により、水圧が激しく変動する現象をい

う。この現象は、配管が長いほど起こりやすく、管路の破損事故などを引き起こすおそ

れがあるので、事前に対策をたてなければならない。

２について：それぞれの方式については、次のとおりである。なお、これ以外について

の方式については、設計指針Ｐ５６７を参照する。

⑴　フライホイール方式は、ポンプと電動機の間に取付けて慣性効果を高め、ポンプの

急停止を防止することで圧力の変動をおさえる方法である。

⑵　圧力タンク（エアチャンバー）方式は、ポンプ吐出側管路のポンプ直近に圧力タン

　ンクを設け圧力の変動を圧力タンクにより吸収する方法である。
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10．ポンプ据付及び付属設備

１　ポンプの吸込管は、出来るだけ短く空気溜りのできない配管とする。

２　ポンプの吸込側には、不測の事故及び維持管理のため、ポンプ毎に手動による遮断

　弁（仕切弁）を設ける。

３　ポンプの吐出管は、摩擦損失が小さくなるよう考慮するとともに、不測の事故等に

　よる逆流防止のための逆止弁、維持管理のための仕切弁を設ける。

　　また、複数台のポンプを運転制御する場合は、逆止弁と仕切弁の間に吐出弁（電動

　弁）を設置する。

４　ポンプ廻りの配管は、ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３１６）とし、流れによる振動及

　び管の自重（水も含む）等を支えるため支持台を設ける。また、ポンプ及びバルブ類

　の取外し等を考慮し、ポンプの吸込管および吐出管に伸縮継手を設ける。

５　配管の識別は、ＪＩＳ Ｚ ９１０２「配管系の識別表示」に基づくものとする。

６　ポンプの基礎は、ポンプの重量、振動に対して十分強度を持つもので、コンクリー

　ト基礎を標準とする。

７　吸上げ方式のポンプには、呼び水用の真空ポンプ装置等を設ける。

８　ポンプには、運転状態を知るための設備を設ける。

９　ホイストクレーンを設ける場合は、吊しろを考慮するとともに、運転の安全性を重

　視した構成とする。

10　ポンプおよび周辺機器には、凍結防止対策を講じる。

〔解説〕

１について：吸込み管の結合部はフランジ継手とし、結合部から空気を吸込まないよう

にする。また、吸込み管の長さはできる限り短くし勾配をつけて空気の溜まらない配管

とする。

２について：ポンプ場内で露出させ使用する遮断弁や吐出弁、仕切弁等の弁類には、開

閉状態が目視できる外ネジ式を使用する。

３について：ポンプ吐出口における流速が大きい場合は、適切な口径の漸拡短管を設置

し、管内吐出口の流速を ３ｍ/ｓ以下にする。

　また、漸拡短管の下流側には、逆止弁、電動吐出弁、仕切弁の順で必要な弁類を設置

する。

４について：支持台の構造は、十分強度を必要とすることからコンクリートを標準とす

る。

５について：配管の識別は、ＪＩＳおよび次の表による。
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ＪＩＳ　Ｚ　９１０２（配管系の識別表示）

本基準で適用する配管の識別表示色

６について：ポンプの基礎は、ポンプと電動機の基礎を一体とした構造とする。

　吸込水槽の上に設置する場合は、下部構造全体に十分な剛性を持たせる必要がある。

また、コンクリートスラブ上に設置する場合は、床等の構造とポンプの共振による騒音

や振動の発生を防ぐ構造とする。

　独立した基礎の重量は、機械重量の約３倍以上とすることが望ましい。

７について：吸上げ方式のポンプを始動するときには、ポンプ本体および吸込管内を満

水にする必要があるので、フート弁または呼び水用の真空ポンプを設置する。

　真空ポンプは、常時と予備を設置する。主ポンプ１台の呼び水に要する時間は、３～

10分程度のものが一般的である。

８について：運転状態を知るための設備は、ポンプの吸込み側には真空計または連成計、

吐出し側には圧力計とする。また位置は見やすい場所とする。

９について：ホイストクレーンの設置高は、図1 に示す高さを確保する。

Ｋ７２－５０Ｐ

目的

ＰＮ９５ N9.5

ポンプ及びバルブ類：灰

色の

種類

意味または

2019年Ｋ版 2021年Ｌ版

ＬＮ９５

マンセル値

水物質の

識別表示

2.5PB5/8

色票番号

N9.5
状態表示

表-５.９.６　配管の識別表示色

黒

Ｌ７２－５０Ｐ Ｐ７２－５０Ｐ

流れ方向を表示
する矢印・文字

白

ＫＮ１０ ＬＮ１０

青

白

2024年Ｐ版 （参考値）

空気 ＫＮ９５

ＫＮ９５ ＬＮ９５ ＰＮ９５

ＰＮ１０ N1

吸込管、吐出管：ステンレス鋼鋼管自体の色（無塗装を標準とする。）

 給 水 管 ： 青 空 気 配 管 ： 白
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10について：凍結防止対策は、パネルヒーターを標準とするが、小規模の場合は投光器

で代用しても良い。

11．ポンプの制御

１　ポンプの制御方式は、ポンプの制御目的に応じ運転の安全性、確実性及び経済性

　に適合するものとする。

２　ポンプ設備における制御は、操作場所の優先度や自動－手動の操作回路および異常

　時対応などを総合的に勘案して決定する。

３　流量の制御は、ポンプの運転台数の変更による制御や、このポンプ運転台数制御に

　回転速度制御、バルブ開度制御、ポンプの可動羽根制御を組合わせることによって行

　なう。

４　圧力の制御は、吐出し圧力一定、または末端圧力一定を目標として、ポンプの回転

　速度やバルブ開度などを制御することにより行う。

〔解説〕

１について：制御方式の決定にあたっては、ポンプの大きさ、管路特性及びポンプ性能

を考慮し、制御の安定性、確実性、運転効率が高く保守が容易なものを選定する。

２について：ポンプ設備における操作回路の基本は、次のとおりであり、これらを総合

的に勘案して決定する。

⑴　操作場所の切替

　運転操作は、選択場所のみで可能とし、その切替操作の優先度は下位（現場側）ほ

ど高いものとする。

⑵　運転操作

　ポンプの運転操作方法は、手動運転（単独、連動）および自動運転があり、ポンプ

室では手動運転、電気室および監視室では手動運転および自動運転が行えるものとす

る。各操作方法については、次に記載のとおり。

①　単独運転

　ポンプ及びその補機の運転を、それぞれの操作スイッチにより単独で運転し、

補機及びポンプの起動・停止や弁の開閉を行う方式をいう。

②　連動運転

　ポンプの起動・停止のみを運転員が行う方式で、起動あるいは停止の操作後は、

補機、ポンプ、バルブの一連の動作が自動的に行われる方式をいう。

③　自動運転

　配水池などの水位、送・配水管の圧力、送・配水量などの制御対象からの信号

により、自動的に運転する方式で運転員は介在しない。

⑶　一括切替

　操作場所の切替は、機場一括で行う。運転操作（自動、手動）の切替は、各制御（

ポンプ制御、配水池流入弁制御、流入バイパス弁制御、受電切替制御等）個別に行う。
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⑷　現状維持

　ポンプの操作回路は、操作場所「遠方－直接」の切替、運転モード「自動－手動」

の切替を行っても、切替前のポンプ状態（運転・停止）を維持する。

　また、運転モードが「自動」時は、次の異常が発生した場合であっても、原則とし

てポンプ状態を維持する。

①　台数制御機器本体の異常

②　制御異常（運転指令を受けたポンプが運転しない場合、停止命令を受けたポン

　プが停止しない場合）

③　流量信号の異常時　

④　圧力信号の異常時　

⑸　ポンプ同時起動防止

　ポンプの同時起動を行うと、その突入電流により受電遮断機のトリップが発生する

おそれがある。また、停電復旧時等で水量が急激に増加し、濁りの発生が懸念される

ことから、ポンプの同時起動を防止する回路を設ける必要がある。

３について：運転中のポンプの吐出し量の制御には、次の方法がある。それぞれ設置す

る機器および運転効率に特徴があるので、制御方式は、これらの特徴を生かして決定す

る。

　また、遠隔地に設置されているポンプ場は、遠方監視制御を基本とするが、遠方から

の制御については導入に際し、その必要性について十分検討しなければならない。

①　ポンプの運転台数を制御する方法

②　ポンプの回転速度を制御する方法

③　バルブの開度を制御する方法

④　ポンプの羽根角度を変化させて制御する方法

⑤　①から④を組合わせて制御する方法

　なお、それぞれの制御方式の特性については、設計指針Ｐ５５９を参照する。

４について：圧力制御の方法には、ポンプの回転速度制御およびバルブ開度制御方式が

あるが、ともに台数制御と併用する。

　なお、それぞれの特性については、設計指針Ｐ５５９を参照する。
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12．ポンプ制御の付属機器および保護装置

１　ポンプを自動または遠方制御によって運転する場合は、ポンプを制御するために必

　要な付属機器を設置する。

２　ポンプには、運転中に発生する異常を検出し、警報または表示する適切な保護装置

　を設置する。

〔解説〕

１について：ポンプには、始動時または停止時の一連の動作工程を自動的かつ円滑に進

行させるため、必要な次の付属機器を設置する。それぞれの付属機器の解説および留意

する事項については、次のとおりとする。

⑴　付属機器

ア　満水検知装置

　ポンプケーシング内が満水になったことを検知するための装置で、機械式（フロ

ート式）と電気式（電極式）があり、確実に動作するものを選定する。

イ　圧力検知装置

　ポンプの吐出し圧力が規定値になったことを検知するための装置で、ポンプ運転

中の圧力異常低下を検知し、警報または故障表示を行う保護装置としての役割も持

つ。

ウ　流水検知装置

　ポンプの始動中に軸封水、冷却水および水中軸受の潤滑水が流れていることを検

知するための装置で、ポンプ運転中に潤滑水、軸封水および冷却水が断水または過

小水量になったとき、警報または故障表示を行う保護装置としての役割も持つ。

エ　流水開閉装置

　呼び水用、軸封水用、冷却水用および潤滑水用等の小配管の途中のバルブを、電

気的に開閉するための装置で、電動弁または電磁弁を用いる。

オ　リミットスイッチ等

①　ストローク（位置）リミットスイッチは、電動弁の全閉、全開または所定の

　開度で動作を止めるために設置する。

②　トルクリミットスイッチは、電動弁の弁体に異物を噛み込んだ場合や、バル

　ブの開閉時に過大なトルクがかかったときに、バルブ駆動用電動機を保護する

　ために設置する。

③　インターロックは、電動弁を手動で操作するときに運転員の安全を図るため、

　電動操作ができないようにするために設置する。

⑵　留意事項

　ポンプ設備には、ポンプ井水位計、ポンプ吐出し圧力計、本管圧力計、回転速度計　

及び流量計等の計測器を設けるが、次の点に留意すること。

①　ポンプ井には、水位計を設置し水位の上下限の警報を発報させる。

②　ポンプ設備には、運転状態の監視及び設計揚程の確認を行うため、吸込圧力

　計及び吐出圧力計を設置し、異常値を検知した場合に警報を発報させる。

③　複数台のポンプを運転させる設備において、制御バルブを用いて流量制御す

　る場合は、集合管（本管）出口に制御バルブを設置し、制御バルブの一次側と

　二次側に圧力計を取付け、異常値を検知した場合に警報を発報させることが望

　ましい。
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２について：保護装置は、ポンプが運転中に故障などの異常が発生した場合に、警報に

より運転員に異常を知らせたり、故障の程度に応じてポンプを停止し、ポンプ、電動機

を保護するために設ける。

⑴　故障の種類

　故障の原因は、重故障と軽故障に分類し、故障対応が容易に行えるようにする。な

お、重故障と軽故障の分類は、施設の形態や運転管理体制などにより異なるので、そ

れぞれの状況に適した分類で、確実に対応できる設定にする必要がある。

ア　重故障

　機器に異常が生じ、そのまま運転を継続すると、重大な影響を及ぼすおそれがあ

るときに、自動的または非常停止操作によって、ポンプを即時停止させる必要があ

る故障。

　重故障により停止した場合、予備機が自動で始動できるようにしておくことが望

ましい。

イ　軽故障

　ポンプの運転に影響を与えないもので、運転員の判断で適切な処置が行える故障。

⑵　保護項目

　ポンプを安全に運転するためには、関連する機器などの異常値を早期に検出し、重

大な事故にならないようにするため、適切な保護項目を設定する必要がある。

　一般的な保護項目を、次表に示す。

 定格電流余裕を見込んだ値  現時要素を伴う

 主ポンプ：計画最小流量以下の値  同上

 軸封水・冷却水・潤滑水の所要水量

 計画吐出し量における吐出し圧力または  同上

 それ以下の値

 空気吸込開始水位またはキャビテーショ

 ン発生水位に余裕を見込んだ値

 始動指令から吐出弁全開までの所要時間

 に余裕を見込んだ値

 停止指令から電動機用遮断機断までの所

 要時間に余裕を見込んだ値

⑶　検出装置により検出された異常は、重故障、軽故障の故障分類に従い、運転員が状

　況を判断しやすいように表示する。

過　　負　　荷

表-５.９.７　保護項目

過　小　水　量

備　　考目標値または基準値項　　目

停　止　渋　滞

 一般に７０℃以下

 水位異常低下

 軸受過熱（ポ

 ンプ・モータ）

始　動　渋　滞

 ポンプ吐出し

 圧力異常低下

 ポンプ吸込
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第２款．電動機

１．一般事項

１　電動機は、信頼性、保守性、制御性および運転経費等を考慮し、使用目的に適した

　ものを選定する。

〔解説〕

１について：電動機の選定にあたっては、始動方式や保護方式を含めた信頼性、耐久性、

制御性、保守性に優れ、ポンプの負荷特性ならびに運転方法に適したものとする。

　また、初期設備費は高価となるが維持費の低減が図れ、トータルのライフサイクルコ

ストの削減が見込める省エネ機器の採用も検討する。

２．電動機の選択

１　電動機の種類は、三相誘導電動機の使用を標準とする。

２　電動機の形式は、設置環境や使用目的に適した、保護方式および冷却方式等を持つ

　機種を選択する。

〔解説〕

１について：電動機には多くの種類があるが、構造が堅牢かつ簡単で、安価であり、ま

た運転および保守が容易であることから、三相誘導電動機の使用を標準とする。

　なお、三相誘導電動機の機種別特性等については、設計指針Ｐ５８２を参照する。

２について：電動機の規格は数多くあり、これらの規定に基づき使用条件に適合するも

のを選択する。なお、騒音対策が必要な場合は、設計において消音装置を取付けた電動

機の使用や、ポンプ室への吸音材の使用等を考慮する。

⑴　ＪＩＳ等の規格

①　ＪＩＳ Ｃ ４０３４－１（回転電気機械）：定格及び特性

②　ＪＩＳ Ｃ ４０３４－５（回転電気機械）：外皮構造による保護方式の分類

③　ＪＩＳ Ｃ ４０３４－６（回転電気機械）：冷却方式による分類

④　ＪＥＣ ２１１０ （誘導機）：各種絶縁の許容最高温度

⑤　ＪＩＳ Ｃ ４２１０（一般用低圧三相かご形誘導電動機）：三相誘導電動機

⑥　ＪＥＭ １３８１ 高圧（３ｋＶ級）三相かご形誘導電動機（一般用Ｆ種）の特

　性及び騒音レベル：三相誘導電動機

⑦　ＪＩＳ Ｃ ４２１２（高効率低圧三相かご形誘導電動機）：三相誘導電動機

⑵　特性等

ア　運転定格

　電動機の運転定格は、連続定格と短時間定格があり、使用する目的や用途により

適切な定格を選定しなければならない。

①　連続定格とは、指定運転条件（電圧、回転速度、周波数等）の下で連続使用し

　ても保証される使用限度を表したもの。

②　短時間定格とは、冷状態から始めて指定運転条件の下で電動機を短時間（原則

　として10分間、30分間、60分間または90分間）使用しても保証される使用限度を

　表したもの。
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イ　保護方式

　回転電気機械の外被構造による保護方法の表示と分類は、次のとおりである。

　なお、保護方式の概要、定義、表示の例等については、設計指針Ｐ５８３を参照

する。

①　表示

　保護の程度を示す表示記号は、ＩＰの後に第１数字記号、第２数字記号をなら

べて表記する。

②　第１数字記号

　この記号は、外被構造内部の充電部との接触または近接および可動部との接触

に対する人命の保護、ならびに固形異物の侵入に対する保護の程度を分類してい

る。

③　第２数字記号

　この記号は、水の浸入による有害な影響に対する保護の程度を分類している。

ウ　冷却方式

　冷却方式は、冷却媒体の種類による形式、冷媒の通路および熱放散の形式、冷媒

の送り方の形式との組合せによって分類されている。

　広く用いられている空気を一次冷媒とする冷却方式の名称と記号、定義について

は設計指針Ｐ５８３を参照する。

エ　各種絶縁の許容最高温度

　電動機に使用される各種絶縁の許容最高温度は、ＪＥＣ２１１０に規定されてい

る。

オ　三相誘導電動機

　三相誘導電動機の機種別の一般的な選定は、次のとおりである。

①　かご形誘導電動機を選択

1)　小容量機である低圧用電動機

2)　電源容量、始動方式や制御方式から特に巻線形を必要としない高圧電動機

3)　回転速度制御を採用する場合で、一次周波数制御（インバータ）と電動機を

　組合せる場合

②　巻線形誘導電動機を選択

1)　大・中容量機

2)　電源容量の制約から始動電流を小さくする必要がある場合

3)　始動・停止頻度が高い場合

4)　回転速度制御を採用する場合で、二次抵抗制御やセルビウス制御と電動機を

　組合せる場合
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３．始動方式

１　三相誘導電動機の始動方式は、電源容量、電動機の種類、用途に最も適したものを

　選定する。

〔解説〕

１について：三相誘導電動機の始動方式は、次表のとおりである。

全電圧始動（直入始動）

スターデルタ始動（Ｙ－Δ始動）

コンドルファ始動

リアクトル始動

二次抵抗始動

⑴　かご形誘導電動機の始動方式は、始動電流の制限上限値と始動トルクの必要値によ

　って、各始動方式を選定する。

ア　全電圧始動（直入始動）は、固定子巻線に直接電源電圧を加えて始動する方式で、

　始動電流は、全負荷電流の 450％～ 700％となる。

イ　スターデルタ始動（Ｙ－Δ始動）は、電動機の固定子巻線の両端より３本ずつ、

　計６本の口出し線を引出し、始動時にはモーター巻線をスター結線として電源電圧

　を１／√３に低減させ始動電流を小さく抑え、モーターが安定回転し、電流が小さ

　くなった頃を見計らいデルタ結線に切り替えることで、始動電流を小さく抑える方

　式で、始動電流が全電圧始動時の１/３となる。

ウ　この他の始動方式の特性については、設計指針Ｐ５８４を参照する。

⑵　始動方式の選定にあたっては、その特性を十分考慮しなければならない。なお、各

　始動方式の始動電流および始動トルクについては、次表を参照する。

巻線形電動機

(電源電圧に対する割合)

始動電圧(％)

100二次抵抗

始動方式

50

65

全電圧(直入)

表-６.１.９　各始動方式の始動電流および始動トルク

(直入に対する割合)

表-６.１.８　始動方式

かご形誘導電動機

巻線形誘導電動機

電動機種別 始動方式

100

始動電流(％) 始動トルク(％)

100100

かご形電動機
コンドルファ

スターデルタ

25

57.7

リアクトル

64

42

100

65 65 42

8080

全負荷電流で始動可能

25

(直入に対する割合)

6480

33.3

42

50

33.3

64

2550
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４．回転速度制御

１　電動機の回転速度制御を行う場合は、制御範囲、制御性、効率、ライフサイクルコ

　スト、信頼性および保守性等について総合的に検討し、ポンプ設備に応じた方式を採

　用する。

〔解説〕

１について：ポンプ用誘導電動機の一般的に使用されている回転速度制御方式としては、

二次抵抗制御、一次周波数制御（インバータ）、二次励磁制御（静止セルビウス）があ

る。それぞれの制御特性については、設計指針Ｐ５８６を参照する。

　また、制御方式の選定にあたっては、設備費、電力費、維持管理費等のトータルコス

トの検討はもちろんのこと、設備の信頼性、保守性、管理体制および故障時の直営復旧

の難易度や、水運用などのバックアップ体制についても十分考慮し選定しなければなら

ない。

⑴　制御方式を決定するには、トータルコストのほか、次の点について検討する。

①　制御性がよいこと。

②　制御効率とエネルギー効率がよいこと。

③　設備が単純で保守管理が容易なこと。

④　電力会社の瞬時電圧低下によるポンプ停止がないこと。

⑤　ポンプ運転時電源側へ高調波障害を及ぼさないこと。

　また、制御方式選定は、単に制御方式の優劣だけでなく、保守管理体制（人員、技

術レベル、夜間等緊急時の体制）、およびポンプ停止時の水運用（系統切替、配水池

容量などのバックアップ）、経済性等を比較項目とし、これらに重要度に応じて重み

付けを行い、総合的に比較しなければならない。

５．保護装置

１　電動機には、過負荷、短絡、地絡、低電圧、欠相および復電時の事故防止のため、

　保護装置を設ける。

２　電動機の電磁開閉器と、始動装置および二次側短絡装置との相互間には、始動時の

　誤操作防止のインターロックを設ける。

〔解説〕

１について：低圧および高圧電動機には、過負荷、短絡、地絡、低電圧、欠相による温

度上昇や焼損などの事故を防止するため、次の保護装置を設置する。

⑴　低圧電動機の保護

　短絡、地絡からの保護としては、配線遮断器（電動機用）と地絡保護継電器を組合

わせる方式と、漏電遮断器（電動機用）を使用する方式がある。

　過負荷、低電圧による温度上昇に対しての保護は、熱動形継電器（サーマルリレー）

を設置する。

　電源の欠相による電動機の焼損に対しての保護は、静止形継電器（２Ｅリレー）を

用いる。

⑵　高圧電動機の保護

　高圧電動機の短絡、地絡、過負荷、欠相保護には、次の２方式がある。
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ア　高圧限流ヒューズ＋高圧接触器方式

　短絡の保護は高圧限流ヒューズで、過負荷の保護は高圧限流ヒューズと高圧接触

器を組合わせて行う。

　地絡の保護は、高圧接触器と地絡方向継電器を組合わせて行う。

　欠相の保護は、静止形継電器（２Ｅリレー）で欠相を検出し、高圧接触器を開放

する方法とするか、高圧限流ヒューズが溶断した場合に高圧接触器を開放するスト

ライカー方式を用いる。

イ　高圧遮断器＋保護継電器方式

　短絡、地絡、過電流については保護継電器で検出し、高圧遮断器を開放して電動

機を保護する。

　欠相の保護は、静止形継電器（２Ｅリレー）で欠相を検出し、高圧遮断器を開放

する。

ウ　高圧電動機の保護継電器設置の留意点は、次のとおりである。

①　電動機の許容過負荷特性と過負荷保護用継電器の動作特性の協調を図ること。

②　電動機の始動電流によって、過電流継電器あるいは限流ヒューズが、不必要な

　動作をしないものにすること。

③　電動機保護用継電器と上位側過電流継電器との保護協調が取れていること。

④　低電圧による焼損保護のため、不足電圧継電器により高圧接触器または高圧遮

　断器を開放する。

⑤　復電時の事故防止としては、停電時に不足電圧継電器で高圧接触器または高圧

　遮断器を開放する。

⑥　過負荷、短絡、過電流、不足電流、地絡過電流、地絡方向、起動渋滞等の電動

　機の保護要素を装備した多機能型の電動機保護継電器が、広く普及しているので、

　その採用を検討する。

２について：巻線形誘導電動機は、始動抵抗器およびスリップリング短絡装置が始動位

置にないときには、誤って大電流が流れて電動機が損傷しないよう、始動時のインター

ロックを設ける。

　かご形誘導電動機で始動装置を用いる場合も、始動位置にないときには、始動できな

いようにインターロックを設ける。

　なお、代表的な電動機用保護継電器の規格を次に示すが、設計において設置する各々

機器については、該当する規格で電動機の運用に必要な保護特性が、得られているか確

認する。

①　JIS C 8201-4-1　低圧開閉装置及び制御装置－第４－１部：接触器及び

　　　　　　　　　　　　モータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ

②　ＪＥＭ １３５７ 電動機用静止形保護継電器
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第３款．その他の機械設備

１．追加塩素消毒設備

１　追加塩素消毒設備は、配水施設において残留塩素が著しく減少すると予測される場

　合に設置する。

２　追加塩素消毒設備は、注入機、小出槽、消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム）および操

　作盤に、施設規模に応じて貯蔵槽を組合わせる。また、残留塩素計も併せて設置する｡

３　消毒薬の貯蔵方法、注入方法、注入点、制御方式および搬入方法等については、施

　設や設備の規模に適したものを選定する。

４　消毒設備室は、換気装置または空調設備を設ける。建屋躯体の腐食を防ぐため床面

　には勾配を設け、耐食性を高めるモルタルや塗装を施す。また、保守点検や消毒剤の

　搬入など、維持管理に必要な床面積や室内空間を確保する。

５　注入機および小出槽は、２基設けることを標準とし、その周囲には防液提またはピ

　ットを設ける。また、操作盤は原則として電気室に設置する。他設備から隔離する。　ットを設ける。また、操作盤は原則として別室に設置する。

〔解説〕

１について：追加塩素消毒設備は、中間次亜（次亜塩素酸ナトリウム）注入設備整備事

業計画（配水課：平成２５年度策定）に基づき、ポンプ場および配水池等で整備を進め

る。

２について：残留塩素計は、設備を設置する施設の一次側および二次側の残留塩素濃度

を確認するために設置する。通常は、二次側の残留塩素濃度を常時監視するものとし、

現地で確認が必要な場合には、一次側への切替により確認できるよう配管する。

　また、採水点から残留塩素計までの配管延長は、できるだけ短くすることが望ましい。

３について：消毒薬に使用している次亜塩素酸ナトリウムは、薬液の温度が３０℃を超

えると、有効塩素が急速に減少し、塩素酸が爆発的に増加するため、注入施設には長期

的に、大量に貯蔵してはならないことから、これを踏まえ、設備全体における適正な貯

蔵量を算定し、小出槽および貯蔵槽の容量を決定する。なお、算定に際しては、平成20

年３月：日本水道協会発行「水道用次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き（Ｑ＆

Ａ）」を参照する。

４について：次亜塩素酸ナトリウム溶液は、腐食性が強く塩素ガスが発生しやすいため、

原則として床面には、耐薬品性に優れた塗材による塗装を施し、他設備と混在しない様

に配置する。換気設備は塩素ガスが空気より重いことを考慮する。

５について：注入機および小出槽は、機器の故障や消毒剤搬入時のポンプ停止等、維持

管理を考慮し２基設置を標準とする。

　また、次亜塩素酸ナトリウム溶液は、凝集剤等の酸剤と反応すると塩素ガスを発生さ

せることから、漏洩した場合の拡散を防止するため、小出槽および貯蔵槽は、防液提ま

たはピットで囲み混触を防ぐとともに、外部へ漏洩させないため排水設備と接続しては

ならない。なお、隣接し洗浄用に給水設備を設ける。

　操作盤は、腐食による故障等を防止するため、原則として別室に設置する。
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第２節　電力設備

１．一般事項

１　電力設備は、受電設備、変電設備、配電設備および負荷設備などから構成される。

２　電気は、水道施設において幅広く使用されており、他の設備との係わりが最も多く、

　設計において、設備を構築する場合に事故等への対応が最優先条件となる。

〔解説〕

１について：電力設備の各設備の概要は、次のとおりである。

ア　受電設備は、電力会社から電力供給を受けるための設備である。

イ　変電設備は、負荷の電気方式および電圧に対応するための設備である。

ウ　配電設備は、負荷に配分するための設備である。

エ　負荷設備は、電気を消費する設備である。

２について：電力設備の事故は、その影響が直接かつ重大で深刻なものとなるおそれが

あり、事故発生時の被害が最小で、短時間に復旧が可能な信頼性の高い設備とすること

が、設計における最優先条件となる。また、その他の条件については次のとおりである。

ア　水道施設における電力設備は、長期間使用する必要があることから、寿命の長い

　耐久性に優れた設備を採用するとともに、更新にも対応する設備とする。

イ　地震、台風、洪水、津波、雪害、雷害ならびに塩害等の自然災害に対しても、安

　定した稼動が可能な設備とする。

ウ　電力費は、施設の運転経費の中でも大きな比重を占めることとなるため、電力使

　用の合理化に配慮した設備とする。

エ　近年の電気技術は、電子機器、材料の進歩により、高い信頼性と安全性、優れた

　保守性、耐環境性、縮小化、省エネルギー化が進行しており、前各項を考慮すると

　ともに停電対策、電源品質、環境保全などを検討し、目的に適合した電力設備を構

　築しなければならない。

オ　電力設備の設置、維持および運用においては、種々の法的な規制を有し、関係法

　令の遵守が求められる。特に保安には十分な配慮が必要である。
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２．設計における基本事項

１　電力設備は、「電気事業法」、「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の関

　係法令を遵守したものとする。

２　電力設備の設計においては、水道施設の重要度に見合ったもので、十分な信頼性を

　有するとともに、省エネルギーに配慮する。

３　電力設備は、将来計画を考慮し、更新および再構築において支障がでない柔軟性の

　ある設備とする。

４　電力設備は、運転および保守点検が容易であるとともに、事故防止を考慮した安全

　性の高い設備とする。

５　電力設備は、地震、その他の自然災害に対して、十分な強度と安定性ならびに復旧

　性の高い設備とする。

６　電力設備の基本設計においては、関係官公庁、電力会社との協議のほか、関係部署

　および維持管理担当課所、並びに電気主任技術者との調整を行うものとする。

〔解説〕

１について：電気事業法は、電気に関する基本法であると同時に、電気の利用における

公共の安全を確保するための保安法でもある。

　また、電気設備に関する技術基準を定める省令は、電気工作物の設計、施工ならびに

維持における保安の最低基準を示すものであり、水道施設における電力設備は、その重

要性を考慮し、必要に応じてこの省令を上回ることか望ましい。

　さらには、多くの電力設備に関連する法令および規格が定められているので、これら

も遵守しなければならない。

２について：電力設備の設計においては、次の事項について考慮する。

ア　施設の使用目的および関連施設の事前調査を十分行い、全体システムとして整合

　性を図る。

イ　受電から負荷に至る各設備の信頼度に優先順位を付け、信頼性と経済性の調和を

　図る。

ウ　機器は、信頼性が高く、長寿命の標準品で構成する。

エ　機器、回路、シーケンス等については、支障がない限り簡素化を図るとともに、

　バックアップシステム、フェールセーフシステム等を導入する。

オ　合理的配置とともに波及事故の局限化を図る。

カ　省エネルギー機器の採用を考慮し、環境への配慮を図る。

３について：水道施設では、定期的な更新、水需要に応じた増設やダウンサイジングな

どの再構築もあり、設計にあたっては、これらにおいても支障なく工事が行えるような

設備構成としなければならない。設計に際して、次の事項を考慮する。

ア　機器の配置が合理的であるとともに、更新等の工事に対応できるスペースを確保

　する。

イ　電力配分が適切で、更新等の工事中であっても安定した運転が行える。

ウ　更新等の工事等に伴う休止時間が、極力短くできるように停電区分が適切に設け

　られている。

４について：電力設備は、その事故が直ちに断水または水圧低下を招くことになるので、
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これを極力防がなければならない。

　一般に事故は、設備事故と人為事故に別けられ、できるだけ信頼性の高い機器を使用

し設備事故の防止を図り、人為事故の防止には設計の際に次の事項に留意し、フェール

セーフやエラープルーフを取り入れた設計とする。

ア　保守点検に必要かつ十分な作業スペースを確保する。また、点検のしやすい器具

　配置を考慮するとともに、感電のおそれのある部分には感電防止用カバーを設ける。

イ　操作スイッチ、ランプ等は、人の行動パターンに配慮し、誤操作、誤確認のおそ

　れがないような調和のとれた器具を配置する。また、重要な操作スイッチは基本的

　に２挙動作動方式を採用し、必要に応じてインターロック回路を設ける。

ウ　機器の切替操作等は、できる限り自動化、連動化を行い、誤操作の要因を排除す

　る。

５について：電力設備は、地震時、主要構造物が被害を受けなくても、受変電設備に被

害が生じると、水道施設の機能が麻痺することになるため、電力設備の耐震性能は、構

造物と同じレベルとする。設備の耐震設計については、次の基準および指針に適合させ

ることとする。

①　変電所等における電気設備の耐震設計指針（日本電気協会）

②　水道施設耐震工法指針・解説２０２２（日本水道協会）

③　建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター）

④　建築電気設備の耐震設計・施工マニュアル（日本電設工業協会）

⑤　官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説（公共建築協会）

⑥　自家用発電設備耐震設計のガイドライン（日本内燃力発電設備協会）

　この他、台風、洪水、津波などの風水害、雪害、雷害ならびに塩害に対して、被害が

少なくなるような設置場所、構造および保護設備を考慮する。

６について：電力設備の設計においては、法令等に基づき、関係官庁および所轄の電力

会社と事前に協議しなければならない。

　また、土木、建築、電気、機械、水質などの関係部署と調整を行うとともに、維持管

理に則した実務を設備に反映させるため、維持管理部門及び電気主任技術者との意見

調整を行わなければならない。

　なお、電気工作物の新設の手続きおよび高圧受変電設備計画の事例フローが、設計指

針Ｐ６９９に記載されているので、設計に際しては参照する。
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３．受電、変電、配電計画

１　最大需要電力（ｋＷ）は、水需要に伴う負荷設備計画および当面の設備の負荷調査

　を十分行い決定する。

２　電力会社の「電力供給約款」等に基づいて、十分な協議を行い必要な事項を決定す

　る。

３　受電方式は、施設の重要度に合せて選定する。

４　変電方式は、周囲の環境や設置場所の条件に応じた選定をする。

５　配電方式は、負荷の重要度に合せて選定する。

〔解説〕

１について：最大需用電力は、ある時間帯において負荷設備（契約負荷設備）が同時に

稼動する電力とする。

　また、設計にあたっては、負荷設備は計画の当初と将来では変化する場合もあるので、

設備規模などの最終目標および目標までの年次計画等を必ず把握する。

２について：当面の最大需用電力が決定すると、「電力供給約款」等に従って当該電力

会社と詳細な協議を行う。

　契約電力は最大需用電力により、受電電圧は契約電力によって一般的には決まるので、

電力会社との協議において契約電力、受電方式、受電電圧等は確認が必要となる。

３について：受電方式は、電力会社の工事などによる計画停電や、波及事故等の原因に

よる突発的な停電を考慮し、重要度の高い施設（取水、導水、浄水、送水および配水施

設における基幹施設等）においては、いわき市水道局水道施設総合整備計画水道施設停

電対策計画に記載のとおりとする。また、停電対策も同様に記載のとおりとする。

　引き込み方式については、損傷事故などに対する信頼性、安全性が確保できることか

ら、原則として地中ケーブル引き込みを採用する。また、引き込み管路には、事故など

によるケーブルの引替え等に備え、予備管路を設けることとする。

　自家用発電設備の導入が計画されている施設は、負荷設備に合致し、設備点検

等の維持管理を考慮した適切な方式を選択するものとし、詳細については設計指針

Ｐ７０２を参照する。

４について：変電設備は、高圧または特別高圧電力を受電している施設において、負荷

に応じた電圧に降圧するために設置している。

　設備は変圧器に代表されるが、受電設備や配電設備と連結し設置するものであり、遮

断装置や避雷装置、保護装置など多くの機器で構成されている。

　設備の形式としては、屋外式、屋内式、半屋内式があり、設置する施設周囲の環境や

設置場所の条件、建設コストや管理コスト等の費用対効果を考慮し、これらの中から設

備の方式を選定をする。なお、各方式の詳細については、設計指針Ｐ７０２を参照する。

５について：配電方式は、負荷設備の重要度に応じた順位付けを行い、重要な幹線では

２系統方式またはループ方式を選択し、事故や更新などによる停電が発生しないように

構成する。特に浄水施設においては、水処理系統と配電系統を整合させ、電力設備の保

守点検などによる停電で、水処理が全面休止とならないように構成しなければならない。
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電気設備設計の検討手順については、次表のとおり。

表-６.２.１　電気設備設計検討手順

１　基本構想の決定 ・信頼性レベル、維持管理形態、増設計 ・プラントの目的

　画等について、基本構想を決定する ・施設概要、規模

・設置場所、建屋の有無

2 ・他設備との整合性、ライフサイクルコスト

・最終計画または増設、年次計画

２　事前調査 ・気象、地形、類似施設例、事故例、法 ・風水害、雪害、寒暑、気圧、高潮、

　規等の事前調査を実施 　洪水、雷害

・塩害、地震、地盤沈下、粉塵、地下

　水、電食

・類似施設の運用事例

・人身、設備、操作、火災等の事故例

・建設用地の用途地域

・騒音、振動等の法規制

３　負荷調査 ・負荷調査を行い、負荷リストを作成し ・負荷の種類、用途、容量、台数

　　設備容量の決定 　設備内容を決定 ・運転状況、負荷率、予備機、力率、

・負荷内容が確定できない場合は電力源 　非常時運転

　単位、事例等により推定 ・設置時期、配置、重要度

４　受電電力の決定 ・設備容量から最大需要電力、契約電力 ・最大電力、契約電力、受電電圧

　　受電方式の決定 　を想定し、電力会社と協議のうえ受電 　、契約種別、負担金

　　自家用発電設備との 　電圧を決定 ・専用または一般回線

　　関係 ・受電電圧から各種受電方式の得失を比 ・受電方式（立地条件により制限有）

　較検討し、電力会社と協議のうえ受電 ・引込方式、責任分界点、財産

　方式を決定 　分界点、電力保安通信

・自家用発電設備の位置付けを検討し、 ・常用または非常用、施設運転用また

　目的（非常時、常時ピークカット）を 　は保安用、商用連係の有無、電圧、

　明らかにするとともに商用との連係方 　切替方式、負荷制限、消防用負荷

　式を検討

５　主回路単線接続図の ・設備容量をもとに、信頼性、経済性を ・用途別、余裕、力率、始動電流、

　　立案 　考慮して変圧器容量を決定 　インピーダンス、最大需用電力

　　・変圧器容量 ・設備規模、設備配置、運用方法を考慮 　、負荷率、過負荷

　　・母線構成 　して母線構成、配電方式を決定 ・将来計画、過去の実績

　　・配電方式 ・各設備における電気方式、配電電圧（ ・母線形式、配線方式、負荷群分割、

　　・配電電圧 　 6kＶ、3kＶ、400Ｖ、200Ｖ、100Ｖ）　配電区分、不平衡率、主機、補機、

　を経済性、安全性から決定 　建築付帯、照明、コンセント、作業

　用電源

・接地方式の検討

６　主回路条件の検討 ・インピーダンスマップの作成及び各種 ・定格電流、インピーダンス、短絡電

　　・定格電流 　計算を行い、主要機器、ケーブル使用 　流、地絡電流、電圧変動、許容電流

　　・故障計算 　を選定 　、電圧降下

　　・力率改善 ・コンデンサの容量、バンク数を検討 ・コンデンサ接続箇所、力率制御方式

　、コンデンサ容量、リアクトル容量

　、高調波対策

７　各種容量計算 ・自家用発電設備、無停電電源設備（直 ・機種、発電機出力（４方式）、原動

　流、交流）の容量等の決定 　機出力（３方式）、燃料種別、燃料

　貯蔵量、騒音、給排気量

・補償時間、負荷側要求条件、並列運

　転、無瞬断切替、高調波対策

・蓄電池種別、セル数、充電方式

項　　　　目 内　　　　容 検　討　事　項
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８　計測保護方式の検討 ・保護方式、計測方式、高調波対策の詳 ・過電流、短絡、地絡、停電、欠相、

　細検討を行う 　逆相、温度上昇、機器内部故障

・選択遮断方式、動作協調曲線、

　リレー整定値、絶縁協調、インター

　ロック

・ＣＴ、ＺＣＴ、ＶＴ、ＺＰＤ、

　ＥＶＴ

・電流、電圧、力率、電力、電力量、

　パルス取出

９　機器配置の決定 ・将来計画等を検討のうえレイアウト決 ・増設対応、更新対応、保有距離、点

　定 　検通路、作業スペース、搬入スペー

　ス、配線ルート、床荷重、天井高さ

・換気設備、照明設備、防火区画、消

　防設備、非常照明

・操作性、視認性

10　制御方式の検討 ・受変電設備の自動制御方式を検討し、 ・有人、無人、監視操作場所、監視操

　必要な機器を選定 　作項目（現場、遠隔）、通信回線、

　自動制御項目（受電開栓切替、負荷

　移行、所内変圧器切替、力率制御）

　、デマンド監視

・監視盤、ＶＤＴ

11　受変電設備形式の選 ・受電設備形式 ・ＧＩＳ、Ｃ－ＧＩＳ、遮断器、断路

　　定 ・機器（変圧器、遮断器等）の形式、仕 　器、開閉器、接触器、電力ヒューズ

　　機器の選定 　様の決定 　、避雷器、変圧器、コンデンサ

・制御電源の検討 　、リアクトル、変成器、保護

　継電器、計器、ケーブル

・定格、絶縁方式、耐熱クラス

　、保護等級

・屋内、閉鎖、多段積、ラッチ方式

・制御電源（区分、種別、電圧）

12　法規上の検討 ・電気設備技術基準等の法規上の再チェ ・全体を通して法規上のチェックが必

　ック実施 　要

13　その他 ・関係官庁等との協議を随時実施 ・経済産業省、電力会社、消防署、通

信事業者
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４．受変電設備

１　受変電設備の主回路構成は、保守点検時の全面停電を極力回避できる構成とし、で

　きる限り簡素化する。

２　設備容量（ｋＶＡ）は、最大需用電力（ｋＷ）に十分対応できるものとする。

３　保安上の責任分界点には、区分開閉器として断路器または負荷開閉器（地絡保護装

　置付）を設置する。

４　責任分界点の負荷側電路には、負荷電流を安全に開閉可能で、故障電流を確実に遮

　断できる主遮断器を設置する。

５　外雷に対して、有効に保護できるよう避雷器を設置する。

６　変圧器容量は、適正な余裕率を有するとともに、主要な変圧器は２バンク以上の構

　成とし、故障時にも運用に支障がでないようにする。

７　高圧用開閉装置は、閉鎖形配電盤方式を標準とし、特別高圧用開閉装置は、ガス絶

　縁方式またはその他の閉鎖形配電盤方式とする。

８　機器および材料の選定にあたっては、使用目的、設置場所を考慮した、信頼性の高

　いものとするとともに、規格に合格した標準品を使用する。

９　受変電設備は、合理的で保守管理が容易であるとともに、据付け・配線にあたって

　は、十分な安全性と耐震強度の高いものとする。

〔解説〕

　受変電設備は、電力設備の中で最も重要な設備にあたるので、経済的に許容される範

囲において信頼性の高い構成を選択する。

　なお、受変電設備についての詳細は、設計指針Ｐ７０６以降を参照する。

５．配電設備

１　配電電圧は、その使用目的ならびに負荷側の特性を十分考慮し決定する。

２　配電方式は、負荷に合わせて選択する。

３　各配電線には、電路を流れる負荷電流および故障電流を、安全に投入・遮断できる

　遮断器などを設置する。

４　配電用開閉装置は、閉鎖型配電盤方式とする。

５　電線は、ケーブルを使用する。なお、電線路は保守管理が容易な構造とする。

〔解説〕

　配電設備は、配電電圧別に閉鎖型配電盤を設けるが、配電系統全体から見て電圧の種

類は少なく整理することが望ましい。また、大規模施設等においてグループ別に配電系

統を分ける場合は、そのグループ内は同一電圧としなければならない。

　なお、配電設備についての詳細は、設計指針Ｐ７１２以降を参照する。
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６．動力設備

１　動力設備は、負荷群の近傍に配置し、閉鎖式の配電盤方式とする。

２　負荷回路には、負荷電流の開閉ができる開閉器とともに、故障電流を安全に遮断で

　きる遮断器またはヒューズを設置する。

〔解説〕

　動力設備は、できる限り負荷に近く、全体負荷の中心に設置することが望ましい。た

だし、ポンプ場などでは１箇所でよいが、浄水場のように負荷が敷地内で分散している

場合は、浄水処理の系統を考慮した数グループの負荷にまとめて動力設備を設けること

とする。

　なお、動力設備についての詳細は、設計指針Ｐ７１３以降を参照する。

７．保護及び保安設備

１　電力設備の保護及び保安設備は、回路に発生する異常電流を想定して、波及事故の

　防止、事故時の停電範囲の局限化が行えるよう、各設備間には十分な保護協調を施す。

２　回路の異常電圧に対しては、各設備間に十分な絶縁協調を施す。

３　各機器は、適正な保護装置を設けることにより保護する。

４　接地は、種類ごとに区分して有効に施工する。

５　各設備は、感電事故を防止する十分な機能を保持するとともに、インターロックを

　必要な場所に設け誤操作を防止する。

〔解説〕

１について：回路に発生する異常電流としては、過負荷電流、短絡電流、地絡電流があ

り、これらの異常電流が、各機器に電気的、機械的ならびに熱的応力を与え、設備を破

壊や焼損させることになるので、電路はこの異常電流の発生に耐えるものであるととも

に、直ちにこれを除去する機能を持たせ、事故の拡大を防止しなければならない。

　設備としては、この異常電流を自動的に検知し指令を出す機器が保護継電器で、指令

を受けこれを除去する機器が遮断器、負荷開閉器またはヒューズとなる。

　異常電流の発生による電力会社系統への波及事故の防止と停電区間ならびに停電時間

を最小限にするための保護協調をとるには、計算による主回路の故障電流（短絡および

地絡）を想定し、受電点以降の各保護方式を検討するとともに、電力会社に確認しなけ

ればならない。

　各回路および機器類は、これらの保護範囲から外れないようにするとともに、保護範

囲を互いに重畳させなければならない。

　主な保護継電器について、次表に示すので参照する。
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一定値以上の電流が流れたときに動作する。時限要素（過電流

の検出）、瞬時要素（地絡電流の検出）の２要素がある。

一定値以上の地絡電流（零相電流）が流れたときに動作する。

地絡事故の検出、零相電流の検出は、零相変流器（ZCT）でする。

予定値を超える電圧が回路に加わった場合に動作する。発電機の

故障等による過電圧から機器を保護する。

電路の電圧が予想値以下に低下した場合に動作する。停電や負荷の

短絡等に伴う電圧低下の警報用、予備発電機の起動指令に使用される。

配電線の地絡事故時に発生する零相電圧を検出して動作する。単体で

使用されることはまれであり、次のＤＧＲと組み合わせて使用される。

２について：回路に発生する異常電圧は、次のように分けられる。

①　外部異常電圧としての雷サージ（雷インパルス）

②　内部異常電圧としての開閉サージ、持続性異常電圧

　絶縁協調とは、電路の絶縁強度を設定し、これらの異常電圧から回路を保護すること

を言い、その対応としては、内部異常電圧には設定した絶縁強度によることとし、外部

異常電圧には避雷器により電圧を抑え、設定した絶縁強度以下に保つ方法による。

３について：各機器は、事故が発生している間の異常電流または異常電圧に耐えられる

よう、十分な短時間耐量（短絡強度）と耐電圧を有していなければならない。

　なお、各機器を保護するにあたっては「電気設備技術基準」に適合するとともに、次

の事項を考慮しなければならない。

①　コンデンサ等の油入式機器は、本体事故の影響が大きいので、内部故障検出装

　置を有するとともに、単独に遮断保護ができること。

②　配電線路は、事故の生じている回路を選択遮断できること。

③　変流器は、モールド形とし、過電流強度（耐電流）および過電流定数（磁束密

　度の飽和度）が適合していること。

④　各機器を接続するケーブルなどは、短絡電流に十分耐えられるとともに、遮断

　特性と協調していること。

４について：接地の目的は、対地電位の上昇を制限することで、感電防止、機器の損傷

防止、火災および爆発の防止にある。また、事故電流が強電側接地から回りこみにより、

電子部品が損傷しないよう、強電、弱電の接地の分離と離隔距離については注意が必要

となる。

　接地工事は、電気設備技術基準により、Ａ種、Ｂ種、Ｃ種、Ｄ種の４種が定められて

おり、目的により系統接地、機器接地、雷接地、静電接地、電子接地、その他に区分さ

れる。なお、接地工事の種類については、設計指針Ｐ７１８を参照する。

　接地線の太さの決定には、①機械的強度、②耐食性、③電流容量の３つの要素につい

て検討すべきであるが、内線規定においては銅線の許容温度（１５０℃）から、主とし

て③電流容量に重点を置いて定められている。なお、接地については、次の事項を考慮

名称
用　　　途

過電流継電器

記号 器具番号

ＯＣＧＲ 51Ｇ

ＤＧＲ 67

不足電圧継電器

過電圧継電器

ＯＶＧＲ

地絡方向継電器

64

ＯＶＲ 59

零相電圧と零相電流とで地絡方向を判定し動作する。

ＵＶＲ 27

地絡過電圧継電器

表-６.２.１　主な保護継電器

ＯＣＲ 51

地絡過電流継電器
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しなければならない。

①　誘導雷サージに対しては、連接接地などにより逆電圧を防止する。

②　避雷器の接地点と低圧機器の接地点は、相互に影響しないよう距離をとる。

③　通信機器やコンピュータ等電子機器回路の接地抵抗は、１０Ω以下とする。

④　漏電遮断器で保護されている電路と、保護されていない電路に接続されて

　いる機器などの接地線および接地棒は、原則として共用しない。

⑤　接地抵抗測定用の接地端子盤は、電気室等維持管理に適した場所に設ける。

５について：電力設備は、他の設備に比べ危険性が非常に高いことから、次の事項

について考慮し、十分な保安対策を講じるものとする。

①　低圧回路において、感電による危険性を有するところは漏電遮断器を設置

　する。

②　漏電火災のおそれのある回路には、漏電を検出し発報する警報設備を設置

　する。

③　配電盤は、保守点検時に誤って接触し、感電するおそれがあるところには

　保護板を設置するとともに、余裕のある盤内スペースとする。

④　断路器、開閉器等は、誤操作による開閉ができないようインターロックを

　設ける。

⑤　保守時に停電区間が確保できるように、区分開閉器を設けるとともに、そ

　の負荷側に作業時の安全確保のために、取りやすい位置を考慮して接地を設

　ける。

　なお、作業時に活線側からの電流が計画停電電路に流れ込まないようにするため、

遮断器と断路器または遮断器２台を使用し、基本的に二段切ができるよう機器を設

置する。特に連絡母線のように両側に活線部分がある場合では、双方で二段切がで

きるように遮断器等を設置する。
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８．力率改善設備

１　力率改善設備は、受変電設備における総合力率の改善を図るために設ける。

２　電動機回路には、進相コンデンサを直接並列に設け、高圧母線には総合力率調

　整用高圧進相コンデンサ群を設けることが望ましい。

３　コンデンサ主回路には、内部故障を単独で保護し、波及事故を防止するため、

　限流ヒューズなどを設置する。

４　進相コンデンサには、直列リアクトルおよび放電コイルなどの放電装置を、必

　要に応じて設置する。

５　高圧進相コンデンサ群は、２以上に分割するとともに制御が可能なものとする。

〔解説〕

　水道施設で使用する電動機や変圧器等の電力負荷設備の多くは、誘導性負荷のた

め無効電力が増加し力率を悪くする。力率が悪くなると負荷電流が増加し、電力損

失の増大や電圧降下を招くことになるので、力率改善設備（容量性負荷である進相

コンデンサ）を設置することで力率の改善を図る。

　なお、力率改善設備についての詳細は、設計指針Ｐ７１９以降を参照する。

９．無停電電源装置

１　無停電電源装置は、負荷の重要性と整合した信頼性を有する設備構成とする。

２　設備容量は、負荷調査を十分行い、常時、停電時および瞬時（起動時）容量

　を考慮して決定する。

３　設備は、閉鎖型配電盤収納形とするとともに、耐震対策および温度管理を施す。

４　各負荷への供給は、系統化、分割化を図るとともに、事故時の波及を防止する

　ため、各回路には配線用遮断器を設置する。

〔解説〕

　無停電電源装置は、水道施設の運用に際し平常時はもちろん停電時などの非常時

においても、安定した制御と監視を行うために設置する。無停電電源装置の設置に

あたっては、信頼性の高い設備構成のものを選定する。

　無停電電源装置には、直流電源装置と交流電源装置（ＵＰＳ）があり、直流電源

装置は整流装置と蓄電池で構成され、主として受変電、配電設備などの制御回路や

表示灯回路の電源に用いる。交流電源装置（ＵＰＳ）は整流装置、蓄電池、インバ

ータ装置で構成され、計装設備や監視制御設備、通信設備の電源に用いる。

　なお、無停電電源装置についての詳細は、設計指針Ｐ７２１以降を参照する。
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第３節　計装設備

第１款．監視制御システム

１．一般事項

１　監視制御システムは、水道施設において安全で良質な水道水を安定して提供する上

　で、重要な役割を担っている。

２　監視制御システムは、監視制御、情報処理、伝送などの設備を組合せ、対象となる

　施設に応じた構成とする。

３　監視制御システムは、非常時においても施設の運転状況を的確に判断でき、適切に

　運転操作できる信頼性の高いシステムを導入する。

〔解説〕

１について：監視制御システムは、取水施設から浄水施設および配水施設に至る水道施

設全般において、安全で良質な水道水を安定して提供する上で重要な役割を担っており、

今日において、監視制御システムをなくしては水道施設の運用は成り立たないものとな

っている。

２について：監視制御システムは、水道施設の各プロセス監視と水圧・水量などをコン

トロールする監視制御設備、水道施設を適切に運用するための運転と施設管理の情報を

収集・分析・提供する情報処理設備、施設間において必要な情報を通信する伝送設備な

どを組合わせ構成されている。このシステムは、水道施設の規模や運転管理方式に対応

し、施設の運転状況を的確に把握できるものとしなければならない。

３について：水道施設は、災害や設備故障などで異常が発生すると、断水、減水、水質

異常等により使用者へ多大な影響を与えることとなるため、監視制御システムには高い

信頼性が求められるとともに、常に信頼性を向上させなければならない。

２．監視制御システムの計画

１　監視制御システムは、水道施設の規模、浄水処理方式、管理形態に適合したものと

　する。

２　システム構成および設置機器類は、障害発生時の影響が少なくなるよう高信頼化対

　策を施すとともに、長期間の連続使用に耐えるものとする。

３　水道施設の改良更新に伴う機能変更に対して柔軟に対応できる拡張性を有するほか、

　標準的な機器の採用を基本とする。

４　システムの構築、運用、保全および廃棄費用を含めたライフサイクルコストが最小

　となるよう配慮する。

５　システムを構成する機器類の設置場所は、温度、湿度、腐食性ガス、塵埃、振動な

　どの環境条件を考慮する。

〔解説〕

　監視制御システムの構築にあたっては、水道施設の規模、浄水処理方式、管理体制、

将来の拡張性ならびに維持管理等について検討し、費用対効果の優れたシステムとしな

ければならない。
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１について：監視制御システムは、管理対象である水道施設の諸条件に対応した最適な

ものを構築する。条件別の基本的な事項については、次のとおりである。

⑴　水道施設の規模

ア　大規模施設

　大規模な浄水施設等においては、監視機能は中央監視室で集中的に行い、制御機

能はシステムを構成する機能ごとに制御用コンピュータを分散した方式とすること

で、高度な運転管理の実現とシステム全体の信頼性を向上させることが望ましい。

　配水施設については、浄水場の配水水系に基づいた浄水場に必要な情報を伝送し、

その浄水場の中央監視室で監視が行える方法とする。なお、送水を受ける最初の配

水池の流入管が池底部で開放する方法となっている場合は、流入管に電動弁を設置

し浄水場で遠隔操作（テレコントロール）できる方式にすることが望ましい。

イ　小規模施設

　小規模の取水、貯水、導水、浄水および送水施設は、管轄する大規模（平、上野

原、泉、山玉）浄水場の中央監視室で、現場機器の監視が行える集中監視方式とす

る。

　小規模の配水施設については、基本的に大規模配水施設と同じ方法を採用するこ

とが望ましいが、機器故障等による影響が小規模に限定される極小規模施設や、水

運用に直接関連しない警報情報等については、浄水場の運転（監視）員の負担を軽

減するため、維持管理担当課職員へ直接通報することができる監視方法の採用につ

いて考慮する。

⑵　浄水処理方式

　原水水質の状況や浄水処理方式（緩速ろ過、急速ろ過、高度浄水処理、紫外線処理、

塩素消毒等）により、運転管理に必要な情報の内容と量が異なることから、浄水処理

方式に応じた適切な機能を有する監視制御システムを構築しなければならない。

⑶　管理体制

　管理体制は、各水道施設により交代勤務による２４時間管理、昼間のみの有人管理、

無人管理など、その施設ごとに多様な体制を採用しており、その管理体制に応じた適

切な監視制御システムを構築しなければならない。

２について：監視制御システムは、安全で良質な水を安定して使用者に供給し続けるた

めに、システム全体として信頼性の高いものとなるよう次の事項について検討する。

⑴　高信頼化対策

　システムとしての高信頼性を高めるための技術として、フォールトトレランスと

フェールソフトがある。

　フォールトトレランスは、信頼性をより向上させるがコスト高となることから、設

備の重要性や余裕度、他系統からの応援体制などを考慮するとともに、フェールソフ

トと組み合わせることを含め、信頼性と経済性について検討する。

ア　フォールトトレランス

　フォールトトレランスは、冗長化（最低限必要な量より多めに設備を用意してお

き、一部の設備が故障してもサービスを継続して提供できるようにシステムを構築

すること）や二重化により、システムの一部に異常が発生しても自動制御を継続さ

せる技術である。

イ　フェールソフト

　フェールソフトは、異常発生時において、システムの機能を一部制限しながらも

制御を継続させる技術である。

　この技術の定義と適用例を次に示す。
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放置しておけば故障に至るような フォールトが存在しても、機能また

フォールトや誤りが存在しても、要 は性能を縮退しながらアイテムが要

求機能の遂行を可能にする属性 求性能を遂行し続ける設計上の性質

ＶＤＴ装置を二重化し、片方が故障 ミニグラフィックパネル（ＭＧＰ）

しても監視が継続できるようにして を設置しておき、ＶＤＴ装置が故障

おく しても、必要最低限の設備状況が確

認できるようにしておく

⑵　バックアップ対策

　監視制御システムのバックアップは、点検あるいは故障・異常時の影響を極力少な

くし、運転管理を継続できるようにするために必要となる。バックアップ方式の決定

にあたっては、施設や設備機器の重要度、信頼性、費用対効果等を総合的に検討する。

⑶　頑健性

　監視制御システムは、物理的に堅牢な構造で、適切な保全を行うことで長期間の連

続使用に耐える頑健性が必要である。しかしながら、頑健性を追求し過ぎるとコスト

増につながるので、設備の重要度を基に必要な性能を検討する。

⑷　ドキュメント管理

　監視制御システムの整備にあたっては、システムを構築・運用するためのシステム

機能仕様書、システム設計書、運用計画書、システムフロー図、ブロックシーケンス

などのシステムドキュメント類を設計および製造、工事等の各段階において、必要な

ものを事前に必ず作成する。

　システム完成後は、操作方法の確認や故障時の対応、機能の追加や変更等の設備運

用において必要になることから、システムドキュメント類は当該施設に機能別、事象

対応別等に分類・整理し保管する。

　また、設備の変更・追加などを行った際には、確実にシステムドキュメントについ

ても変更または追加し、常に最新の状態にしておかなければならない。

３について：監視制御システムは、新たな設備の導入や施設の運用形態を変更した場合

に、機能の追加・変更が必要となるので、ソフトウェアおよびハードウェアは、これら

追加・変更に対応できる柔軟かつ拡張性のあるシステム構成と機能仕様を備えたものと

しなければならない。

　また、システムを構成する機器は、特定の製造者に依存した仕様のものを避け、でき

るだけ標準化された仕様のものを採用することで、機器故障や老朽化による取替時に、

代替機器の確保が容易となるほか、低コストでの導入が可能となる。なお、求める信頼

性の確保が標準仕様で対応できない場合には、電源部の強化や設置環境対策などの必要

な追加仕様を検討する。

４について：監視制御システムの設計では、システムの構築、運用（消費エネルギー、

保全・改修等）および廃棄に至るまでの費用である、ライフサイクルコストを十分検討

し導入機器の選定を行う。なお、システムの選定においては、施設の規模、重要度など

過剰な設備とならないように注意する。

表-６.３.１　高信頼化技術の適用例

フォールトトレランス フェールソフト

定　義

適用例
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５について：監視制御システムの耐久性は、設置環境に大きく依存する。温度、湿度、

腐食性ガスの発生、塵埃、振動などの環境面でのストレスにより、設備機器の部品や回

路の破壊、絶縁不良、短絡や接触不良が発生しシステム障害に至る場合があるので、設

計の段階から設置環境には十分配慮する必要があり、次の点に留意する。

ア　急激な温度変化により制御機器表面に結露が発生すると、電気的に回路上の短絡

　を引き起こし、重大事故につながる恐れがあるので、温度と湿度を適切に管理する。

イ　オゾン、塩素等の腐食性ガスの影響を受けない場所を選定する。また、腐食性ガ

　スがケーブルダクトや床ピットを通じて侵入しないよう対策を講じる。

ウ　制御機器に塵埃が付着、沈積すると、空気中の湿気を吸湿し電気的な絶縁低下を

　引き起こすことがあるので、できる限り塵埃の少ない場所を選定する。

エ　継続的な振動や強い振動が制御機器にかかると、誤作動や故障の原因となるので、

　振動の影響を極力避ける対策を講じる。

オ　電気回路においてノイズが増大すると、電子機器に誤作動が生じることになるの

　で、ノイズに強い機器を選定するとともに、シールドアースの実施やノイズフィル

　タの装備等、ノイズ対策を実施する。

３．監視制御設備

１　監視制御設備は、監視制御システムの中心的役割を担うものであり、設計にあたっ

　ては、機能、運用方法、信頼性およびコストなどを検討し、最適な設備機器の構成と

　する。

２　監視制御設備の方式には、多様な方式があるので、水道施設の規模、監視制御範囲、

　運転管理体制に対応した適切なシステムおよび機器を選定する。

３　監視操作機能としては、水道施設の運転情報を的確に表示、記録、保存するほか、

　ヒューマンインターフェースは視認性および操作性に優れたものとする。

４　制御機能としては、対象施設の制御に必要な機能を有するほか、システムを構成す

　る装置間の通信、現場機器等との入出力などが確実に行えるものとする。

５　制御対象施設の運用に異常が発生した場合でも、安定給水を確保するための安全対

　策を施すほか、ヒューマンエラーの抑制にも配慮する。

６　水道施設運用の効率性および安全性を向上させるため、必要に応じて監視用テレビ

　装置を設置する。

〔解説〕

１について：監視制御設備は、監視制御システムの中心的役割を担うものであり、近年

の情報通信技術の発達により多様な機器および構成から選択することとなる。そのため、

設備の設計にあたっては、対象施設に必要な機能、運用方法、求められる信頼性および

安全性、コストなどを多面的に検討し、最適な設備・機器構成としなければならない。

２について：監視制御方式は、制御用コンピュータを使用しない方式と使用する方式に

大別され、制御用コンピュータを使用する方式では、集中制御方式と分散制御方式に分

類される。

ア　制御用コンピュータを使用しない方式

　中央監視盤や現場制御盤に組込まれたリレー回路や調節計等により、直接、現場

　の機器をシンプルに制御する方式で、比較的制御対象の規模が小さい設備に採用す

ることで、高い経済性が発揮できる。
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　高度な演算処理が必要な制御やシーケンス制御とループ制御を複合させる制御が

必要な設備には採用できない。なお、リレー回路の保守点検は容易であるが、制御

を変更する場合には機器や配線の追加および撤去が必要となるので、柔軟性にかけ

る制御方式である。

イ　集中制御方式

　制御機能と監視機能を中央に設置した制御用コンピュータで行う方式で、比較的

小規模な施設の監視制御が対象となる。

　制御用コンピュータにより、シーケンス制御、ループ制御は勿論、複合制御や高

度な演算処理が必要な制御であっても対応できる。なお、制御内容の変更では、ソ

フトウェアで対処できる柔軟性を持つが、ソフトウェアの機能変更には多額の費用

がかかること、製造者の製造中止や保守部品の供給停止等の影響を受けることなど

に注意が必要となる制御方式である。

ウ　分散制御方式

　制御機能を水処理工程あるいは設備区分ごとに設ける制御用コンピュータに分散

して制御させる方式で、取水、凝集沈澱、ろ過、薬品注入、送配水、汚泥処理など、

複数の処理過程・手順を持つ比較的大きな浄水場での監視制御が対象となる。

　集中制御方式と同様の制御が可能であり、中央監視操作設備と各現場制御または

制御操作装置等の間は、制御用ＬＡＮなどで接続される。装置の障害範囲を一部に

限定でき、システム全体の信頼性を高めることが可能となるほか、設備の増設や制

御内容の変更などは、制御用コンピュータの増設あるいはソフトウェアの変更など

で対応でき拡張性に優れているが、集中制御方式と同じように、ソフトウェアの機

能変更には多額の費用がかかること、製造者の製造中止や保守部品の供給停止等の

影響を受けることなどに注意が必要となる制御方式である。

３について：監視操作設備は、水道施設に設置された設備機器の運転状態や故障状況、

水処理工程における各種計測値などの情報を目的、用途によって整理し、異常を検知し

た場合には確実に警報を出力するなど、必要な時に必要な形で正確に運転員に状況が提

供され、迅速かつ的確に対応することができるものとしなければならない。

⑴　監視操作設備

　監視操作設備の構成は、監視操作盤、計装盤、ミニグラフィックパネル、ＶＴＤ装

置、大画面表示装置、監視用テレビ装置等を、施設の規模に応じて組合わせる。なお、

各機器の概要は、設計指針Ｐ７４１を参照する。

　監視操作盤は、現場に設置する現場監視操作盤と、浄水場などの中央監視室に設置

する中央監視操作盤に大別される。

ア　現場監視操作盤

　現場監視操作盤は、限定された範囲の設備や機器の監視や操作を行うもので、計

測値の表示のための指示計や調節計、設備及び機器の運転状態や故障表示を行う集

合表示灯などで構成され、中央での監視または操作ができない場合などに、運転状

況の把握や個々の機器をバックアップ操作することを目的として設置する。なお、

設置においては、次の点を考慮する。

①　機器の増設や表示内容の変更に柔軟に対応できるよう余裕を持った構造とする。

②　集合表示灯の設置高さは、極端に高い位置に設置すると、監視が困難となり誤

　認識の原因となるため、設置場所に注意すること。

③　盤内部の放熱や結露対策として、換気ファンを設置し、雨等が吹き込まない構

　造とすること。

④　機器の保守用のコンセントを設置すること。
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イ　中央監視操作盤

　中央監視操作盤は、集中監視方式を採用している施設などで、各設備や機器の情

報を集約し、その情報に基づき監視・操作することを目的として設置する。

　集中監視方式における施設規模別の監視用機器の組合せを、設計の際の参考とし

て次表に示す。

小規模 小規模～中規模 中規模～大規模

一覧性はあるが、詳 画面切替えにより、 画面切替えにより、

細監視は困難。 詳細監視が可能。 詳細監視が可能。多

拡張性無。 拡張性有。 人数での情報共有が

耐久性有。 可能。拡張性有

⑵　監視操作機能

　設備機器の運転状態や故障状況、水処理工程における各種計測値などの情報から、

運転員が迅速かつ的確に対応するために、監視操作設備には「状態表示」「警報」

「記録・保存」等、当該施設に必要な機能を備えたものとする。

ア　状態表示

　状態表示は、機器、装置の運転状態やプロセス状態を、監視盤や計装盤等に表示

灯や指示計、ＶＤＴ装置などを使用し、運転員が迅速に対応できるように表示させ

る。なお、設計時において次の点を考慮する。

①　機器や装置の状態を表示させる場合は、「運転」・「開」は赤色、「停止」・

　「閉」は緑色など、統一的な配色とする。

②　数値の表示は、近年ではデジタル表示が主流となっているが、液位や水位など

　直感的な把握が必要となるものについては、バーグラフやトレンドグラフ表示な

　どのアナログ的表示を考慮する。

　　また、表示する数値が重要なものである場合には、デジタル表示とアナログ的

　表示の併用も設計において考慮する。

イ　警報

　警報は、機器や装置の故障や計測値の上下限警報の発生・復旧などを検出し、故

障表示灯やＶＤＴ装置などを使用し、運転員が迅速に対応できるように表示させる

とともに、同時に警報音を発して通報する。なお、設計時において次の点を考慮す

る。

①　故障の程度は、緊急性の高い重度の機器故障や計測項目の異常（電気事故や断

　水事故につながる機器や項目など）は、重故障にランク付けする。

②　①以外の軽度の異常（計測データの異常など）は、軽故障にランク付けする。

③　警報の通知や表示は、故障機器や故障の度合によって、音声メッセージ、音量、

　音色、シンボル色、表示灯色を変えて表示および発報する。

④　大規模事故や停電等が発生すると多数の警報が一斉に発報する「発報雪崩」が

　起こることがあるので、運転員が迅速に本来の故障原因にたどりつけるよう、繰

　返し発生する警報や関連警報を状況に応じて、検索・省略できる機能の付加を考

　慮する。

⑤　故障は、自動復帰を原則とするが、集合表示灯の故障復帰は、運転員による現

　場復帰を原則とする。

⑥　遠方監視装置は、原則としてＮＴＴによる通信障害確認のための機能を付加す

　る。

表-６.３.２　施設規模別の監視用機器の組合せ事例

監視方式 監視操作盤
ＶＤＴ装置

＋大画面表示装置
ミニグラフィック ＶＤＴ装置

パネル

対象施設

特　　徴
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ウ　記録・保存

　施設での計測値や設備機器の動作履歴などの情報は、水道施設の運転記録である

日報、月報、年報等を作成する際の基本データとして、一定の期間記録し保存する

とともに、必要に応じて利用できるようにする。また、データ保存しておくことで

運転方式の改善、事故やトラブルの把握と解析に役立つことになる。

　記録方式については、できるだけペーパレス化を図るため、大容量の記憶媒体を

活用することが望ましい。なお、設計時において次の点を考慮する。

①　設備及び機器の運転状態や操作内容、水処理状況などを記録するデータは、こ

　れらを把握するために必要最小限のものにする。

②　主要な配水施設の運転情報は、原則として基幹浄水場に送信し監視する。

③　ポンプ場及び配水池での監視項目は、施設の規模や構成によるが、次にその監

　視項目例をあげる。

 各種警報

 配水池水位

 配水量

 ポンプ場送水量

 ポンプ場流入量

 ポンプ井水位

 配水池残留塩素

 受電電圧

⑶　ヒューマンインターフェース

　監視制御設備は、限られた人員で運転操作を行うため、効率的な監視、確実な操

作、ヒューマンエラーを起こしにくい危機配置など、人間工学に配慮した監視操作

性に優れたシステムとしなければならない。

　ヒューマンインターフェースは、運転員と監視制御システムを繋ぐ重要な役割を

担うものであり、様々な年齢、経験、技術力の運転員が監視と操作を行うのに必要

な情報が的確に提供され、かつ運転操作がしやすいものとする。なお、設計時にお

いて次の点を考慮する。また、ヒューマンインターフェースの検討について次表に

示す。

①　誤作動が起きないように、操作スイッチや調節計などの操作機器を配置する。

②　操作機器は、操作による作動の確認ができる場所に配置する。

③　単純な操作対象機器に対しては一挙動操作、重要な操作対象機器に対しては

　確認事項などを含めた二挙動操作以上にする。

表-６.３.３　ポンプ場及び配水池での監視項目例

監視施設 監視施設
発信側施設

（記録・監視）
監視項目 （浄水場側） （浄水場側）

（日報印刷共） （監視のみ）

① ○ ○

② ○ ○

③ ○ ○

④ ○ ○

⑤ ○ ○

⑥ ○ ○

⑦ ○ ○

⑧ ○ ○
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人間工学的配慮 人間工学的設計 人間の動線や視野を考慮したＶＤＴ装置や大画面表示装

ユニバーサルデザイン 置などの配置

照明や外光がＶＤＴ画面に映りこまない工夫

使いやすさや監視性を考慮した画面表示部品のデザイン

握りやすいスイッチ、押しやすいボタン

見やすい色調、フォント

情報集約化 情報集約化による視認性の向上 ミニグラフィックパネルやＶＤＴ装置の表示項目を、情

報の関連性（設備単位、内容単位）に応じて整理

警報多発時における優先順位に応じた、警報の整理

水処理フローに合わせた情報配置

簡略化 監視・操作の簡略化 表示方法（シンボル、色、形状）の統一

自動化 自動運転機能およびスケジュール運転機能

情報共有 オペレータ間での情報共有 大画面表示装置の採用

重要な故障警報の音声出力

４について：制御用コンピュータは、制御機能、通信機能、出入力機能で構成される。

ア　制御機能

　分散制御方式の制御機能には、大きく分けＤＣＳ（分散制御システム）とＰＬＣ

（プログラマブルコントローラまたはシーケンスコントローラ）があり、両者の機

能的異差は小さくなっている。

　一般にＤＣＳは比較的ループ制御が多い浄水処理プロセスでの自動制御機能に適

し、ＰＬＣはシーケンス制御に代表される高速制御が必要な計装に適しており、施

設の目的に合った制御方法を選択する。なお、各制御の詳細については、設計指針

Ｐ７４４を参照するものとする。

イ　通信機能

　通信機能としては、監視制御に関する情報を高速で大量にデータを伝送させる必

要があることから、一般的に普及している光ファイバー、同軸、あるいは一対のツ

イストペアケーブルを用いたＬＡＮ（Local Area Network）により装置間を接続す

ることが望ましい。

　また、データの伝送形態には、バス、リング、スター型などがあり、これらを総

合的に検討し、施設の目的および設備に合ったものを選択する。なお、制御系ＬＡ

Ｎ、ＦＬ-net、情報系ＬＡＮの詳細については、設計指針Ｐ７４４を参照するもの

とする。

ウ　入出力機能

　制御用コンピュータへの入出力については、多種多様な機器や装置からの信号を

取扱うことから、標準化された一定の基準に基づいたものを使用する。

　監視制御システムにおける接点信号およびアナログ信号等の取合いの方法として

は、信号形式の明示、信号仕様の明示、アナログ信号受渡しの回路方式、デジタル

信号受渡しの回路方式、フィールドバスがあり、詳細については、設計指針Ｐ７４

５を参照するものし、設計では記載された条件に基づき実施する。

表-６.３.４　ヒューマンインターフェースの検討

項目 内容 具体的な事例

191



５について：安全対策技術は、監視制御設備を運用する際の各種のリスクを未然に防止

し、あるいはリスクが顕在化した場合の影響を支障のないレベルに抑えることを目的と

しており、設計においては、施設の規模、運用方法、対象リスク、導入コスト等を検討

し、対象施設に応じた安全対策技術を導入しなければならない。

　安全対策技術には、代表的なものとしてフェールセーフ、インターロック、エラープ

ルーフ等があり、それぞれの適用例と概要を次に示す。

ア　フェールセーフ

　フェールセーフは、水道施設の場合、基本的に運転状態をホールドさせ、水の供

給を継続する設定とする設計上での安全対策である。

　フェールセーフ作動後の対応としては、運転員が状態の確認を行い、運転の継

または操作等の必要性について判断することとなる。

イ　インターロック

　インターロックは、ヒューマンエラー対策の一つで、誤操作により設備や人への

影響を排除するため、間違った手順では作動しないようにする安全対策である。

ウ　エラープルーフ

　エラープルーフは、ヒューマンエラーの発生防止対策と波及防止対策で構成され

る安全対策である。

　ヒューマンエラー発生防止対策としては、人間がミスをすることを前提として、

基本的に「人間が作業を行わなくても良いようにする」あるいは「その作業を容易

なものにする」対策をとることで発生を未然に防ぐ方策である。代表的な事例とし

ては、監視制御設備による自動化が挙げられる。

　波及防止対策としては、トラブルが発生した場合でも、その影響を最小限とする

ため早期に異常を検出し、影響が致命的なものにならないように対策するもので、

警報発生時の運転支援機能などがこれにあたる。エラープルーフの概要を次に示す。

表-６.３.５　安全対策技術の適用の例

フェールセーフ インターロック エラープルーフ

アイテムが故障したと 誤操作を防止したり、 人間をエラーに導く作

き、あらかじめ定めら 正常な運転条件を逸脱 業を、人間の特性に合

れた一つの安全な状態 した場合に自動的に当 うように改善すること

定　義 をとるような設計上の 該設備の運転を制御す で、ヒューマンエラー

性質　　　　　　　　 る技術　　　　　　　 を起こしにくく、起こ

しても大事故に至らな

いようにする技術　　

ケーブル断線等で入力 受配電設備において、 ポンプの号機切替の操

適用例 信号が異常になった場 遮断器を開放しなけれ 作を失敗しないように

合に、機器が暴走ある ば断路器を操作するこ 自動化する。異常が起

いは停止することなく とができないようにす こった場合に警報を出

現状維持状態をホール る　　　　　　　　　 力する　　　　　　　

ドさせる　　　　　　
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 人間が行うべき「記憶」「知覚・判断」

 「動作」を人間以外に代替させる

 ＜例＞・自動化　・支援システム

 人間が行うべき「記憶」「知覚・判断」

 「動作」を容易にする

 ＜例＞・共通化　・特別化　・適合化

 エラーを検出する

 ＜例＞・動作記録　・動作制限

 　　　・結果確認（警報発報）

 エラーによる影響を緩和する

 ＜例＞・冗長化　・フェールセーフ

 　　　・保護

６について：水道施設の異常発生時の迅速な情報収集および効率的な運転管理を行うた

め、取水から浄水までの各水処理工程の状況や、ポンプなどの設備稼働状態の把握、さ

らには構内への不審者の侵入監視等の機能を有する、監視用テレビ装置を導入するこ

が望ましい。

　また、侵入監視用カメラでは、侵入を検知し警報を発報するためのテンションセンサ

や赤外線センサ、拡声装置、投光器等と併用する。

　なお、監視用テレビ装置の導入に際しての設備構成や画像の伝送方式等の詳細に関し

ては、設計指針Ｐ６９３を参照する。

４．情報処理設備

１　情報処理設備は、運転情報および施設管理情報等をもとに水道施設の効率的運用を

　図るもので、設置する場合には、目的および必要性を明確にしたうえで、費用対効果

　の優れたシステムを構築する。

〔解説〕

　水道施設の運用で使用する情報処理設備は、設備機器や計装機器類からの情報を用い

て、施設の効率的運用や保全の最適化を図ることを目的に導入する。

　情報処理の内容としては、水運用計画、運転支援、プロセス診断および施設管理情報

データベース等の各機能がシステムとして構築されなければならない。導入の効果とし

ては、効率的な水運用、危機管理対策、情報の共有化、業務の効率化、技術の継承など

が求められる。

　なお、導入に際しての構築方法、各システムに必要な機能、活用方法、セキュリティ

ー対策などの詳細は、設計指針Ｐ７４６以降を参照する。

表-６.３.６　エラープルーフの概要

作業プロセス 分類 原理

排除
 作業や注意を不要にする
 ＜例＞・作業の排除　・危険の排除

目的・危険

発生防止
対策

代替化記憶
知覚・判断
動作

容易化
ヒューマン
エラー

異常検出
異常

波及防止
対策

影響緩和
影響
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５．伝送設備

１　伝送設備は、地理的に分散した施設に設置された監視制御設備または情報処理設備

　等を通信により相互に接続し、運転や監視等に必要な情報を送受信する設備で、その

　情報伝送量および通信速度については、施設の規模や運転管理、将来の拡張容量を確

　保した信頼性の高いものとする。

２　伝送路は、水道施設の管理形態、通常時の運用方法および災害発生時の影響を考慮

　し、通信の重要性に応じて冗長化やバックアップについて考慮する。

３　浄水場での集中管理には限界があることから、連続監視の必要性が薄い小規模の水

　道施設等については、一般電話回線を使用した自動通報装置による常時監視とする。

〔解説〕

１について：水道施設における伝送設備は、安定的かつ効率的な運転管理を行うため、

地理的に分散した取水、導水、貯水、浄水、送水および配水施設に設置された監視制御

設備または情報処理設備等の間の情報を迅速確実に収集し伝送する設備で、テレメータ

・テレコントロール装置や簡易テレメータ、インターネット技術を用いたルータ等があ

る。

　伝送設備の計画にあたっては、情報伝送の目的、情報の種類、伝送速度、求める信頼

性を勘案すると同時に、将来的な情報量の増加、通信速度の向上も視野に入れ、経済性

などにも留意し最適なものを選定し設計する。なお、ポンプ設備や配水施設における留

意点について次に示す。

①　テレメータ・テレコントロール装置のシステム形態は、施設規模、施設の広が

　り、情報伝送時間、制御性、システムの信頼性、拡張性、保守性などを考慮し選

　定すること。

②　テレメータは、自己診断機能を有するものとし、異常表示は機器異常と回線異

　常に分離すること。

③　通信エラーが起きにくいなど信頼性が高く、規格・仕様にあった精度を確保す

　ること。

④　高い経済性、保守性等の条件を備えること。

⑤　自己診断機能を有し、故障や異常検出ができ、機能の維持が容易に図れること。

⑥　無停電電源装置を設置する場合、原則として受電異常を警報として表示するこ

　と。

⑦　盤内は、増設に応じられる拡張性を備えること。

⑧　信号仕様の明示では、アナログ信号の場合、対象の測定範囲（レンジ）を明示

　すること。

⑨　伝送装置や計装機器の保護対策として、雷に対しては電源、信号、負荷、各々

　に適合した高性能なアレスタを設置すること。

⑩　装置内および装置間の通信ケーブルは、一般の誘導ノイズ対策が施されたシー

　ルド線を使用すること。

２について：伝送設備で利用する伝送路は、メタルケーブルや光ケーブルを利用する有

線方式と電波を利用する無線方式に大別される。それぞれの特徴を次表に示す。
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 伝送路の種類  メタルケーブル  ＶＨＦ、ＵＨＦ，ＳＨＦ等

 光ケーブル  デジタルＭＣＡ無線など

 長所  安定した送受信が可能  伝送ケーブルが不要

 通信サービスは比較的安価  多方向の通信が可能

 短所  移動通信には不適  妨害の影響を受けやすい

 回線交換が必要  第３者による傍受が可能

 自営の場合、初期コストが

 高価

 留意点  災害時断線の可能性がある  免許が必要となる場合があ

 る

　伝送路の選定にあたっては、有人水道施設間の通信、集中監視室と無人施設間の通信、

広範囲に配置されたテレメータ子局と親局間の通信など、伝送設備の設置目的、施設の

管理形態に対応したものとする。例えば、無人施設の監視制御を行う場合、基本的に通

信性能が安定し、かつ経済的な通信事業者の有線回線を使用することとし、重要施設に

ついては伝送路や伝送装置の二重化を行うことで、必要となる信頼性を確保することが

望ましい。なお、伝送路の選定にあたっては、次の点に留意する。

①　伝送設備として、必要とする情報伝送量、通信速度が得られること。

②　通信の信頼性および品質が確保できること。

③　ライフサイクルコストが安価であること。

④　故障箇所の特定など、保全性が優れていること。

⑤　情報量の増大、機能の追加などに柔軟に対応できること。

⑥　大規模災害時の有線回線の通信途絶に対するバックアップ対策を採用する場合

　には、異なる事業者の異なるルートでの通信回線や無線による通信回線について、

　費用対効果等を十分検討すること。

３について：自動通報装置は、機器故障時の音声による通報、日報及び月報などのＦＡＸ

による定時報告、パソコンなどによる遠方集中管理ができる機能を備えた装置を原則とし

て採用する。一般的に自動通報装置は、テレメータと比較し安価であるが、分解性能が低

い場合が多く、特に浄水濁度などの低い数値の場合には正確な数値を示さない場合がある

ので注意しなくてはならない。なお、自動通報装置の採用にあたっては、次の点に留意す

る。

①　連絡場所及び連絡優先順位は、以下を標準とし、すべての通報先が受けるまで繰

　り返し通報すること。

⒈　各担当課所

⒉　土日祝祭日及び夜間については、確実に連絡が取れる場所を選定すること

②　通報内容は、各施設の規模や設備により異なるが、以下を標準とする。

⒈　水質・水位に関するもの

⒉　機器の異常に関するもの

⒊　ポンプ等の吸込み・吐出圧等に関するもの

③　音声での連絡は、次の各項の語を標準とし、受信者が受話器を切るまで通報内容

　を繰り返すこと。

表-６.３.７　伝送路の特徴

有線方式 無線方式
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⒈　水質・水位異常等の場合

「こちらは、○○○浄水場（ポンプ場・配水池等）です。」

「○○○が異常に高く（低く）なっています。」

「確認をお願いします。」

⒉　機器等の場合

「こちらは、○○○浄水場（ポンプ場・配水池等）です。」

「○○○（機器名）に、○○○異常が発生しています。」

「確認をお願いします。」
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第３節　計装設備

第２款．計装用機器

１．一般事項

１　計装用機器には、計測機器および制御・操作用機器等が含まれ、水道の各施設にお

　ける制御の自動化、集中管理化および効率化を目的に設置する。

２　計装用機器の構成は、設置する水道施設の管理上必要な計測と、制御上必要な項目

　と項目数、設備の安全性および重要性などを考慮し決定する。

〔解説〕

１について：計装用機器には、水量・水位・水圧・水質等の計測機器、指示計や記録計、

調節計、信号変換器、避雷用機器、簡易テレメータ等の制御・操作用機器類等が含まれ

る。

　水道施設における計装用機器の設置目的は、各施設の計測、制御の自動化や集中管理

化を行うことで、操作の容易性、確実性および安全性を確保するとともに、適切な情報

管理による施設全体の運転管理や設備管理の効率化を図ることである。したがって、

装用機器の設置にあたっては、次の効果が期待できる機能構成としなければならない。

①　水質、水量および水圧等の品質管理の向上

②　施設の稼働状況の把握、ならびに合理的な制御による運転の安定性および安全

　性の確保

③　異常時における迅速かつ適切な対応

④　労働の軽減、安全衛生の維持などによる労働条件の向上

⑤　薬品、動力等の適正使用による生産性の向上

⑥　適切な情報管理による水道施設全体の運転管理や設備管理機能の向上

２について：取水、導水、貯水、浄水、送水および配水の各施設に設置する計装用機器

の構成は、その設置する水道施設において管理に必要な計測項目と制御に必要な項目、

さらには設備の安全性および重要性などを考慮し決定する。主な計測の種類には、流量、

水位、水圧および水質の各計測、温度、湿度、雨量等の気象計測、電圧、電流、電力等

の電気計測などがある。なお、計装用機器の決定において留意する点について次に示す。

また、計装用機器の構成例については設計指針Ｐ７５７、計測および制御項目例につい

ては設計指針Ｐ７７９を参照する。

ア　計装用機器の構成および規模の決定においての留意すべき点は次のとおりである。

①　監視および制御目的を明確に捉え、事業規模、施設規模に応じた必要最小限の

　機器をバランス良く配置し、施設全体として調和の取れた設備とすること。

②　計装用機器は、中央監視制御設備や遠方監視制御設備など上位システムと連携

　することとなるので、施設ごとあるいは設備ごとのネットワークについても留意

　すること。

③　各機器は、信頼性および安全性の高いものを選定し、重要度に応じてバックア

　ップ装置を設ける。

④　計測・監視の項目と点数は、次の内容を考慮し、できる限り必要最小限度にと

　どめ簡素化する。

⒈　中央設備において、常時監視を必要とするものとそうでないものの選定

⒉　表現について、指示・表示だけのものと、記録・積算および警報まで行うも

　のの選定
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⒊　目的および必要性に応じて項目ごとの重要度の明確化

⑤　制御機器の構成については、施設の重要度に基づき、計測量を基にした運転員

　による手動操作にとどめるか、変位や変量を基に調整機器を用いた制御ループを

　組むかなど、制御の方式に応じたものを選定する。

イ　計装用機器の選定および設置・環境条件についての留意すべき点は次のとおりで

　ある。

①　機器の選定

⒈　機器は、同じ使用目的であっても、構造、原理、材質、形状および寸法など

　の異なる多くの機種があり、それぞれ一長一短があるので、使用条件、測定範

　囲、精度、設置条件、環境条件等に最も適合し、かつ信頼性の高いものを選定

⒉　ライフサイクルコストを考慮

⒊　校正や保守が容易なものを選定

⒋　機能のみではなく機器の取付けや外観にも留意

②　機器の設置および環境条件

⒈　設置条件と環境条件は、機器や装置の信頼性、耐久性、安定性に大きな影響

　を与え、精度の保証にも問題が生じることから、各条件に適合した機器を選定

⒉　各機器間の信号を伝達する伝送路については、誘導障害および雷害を受けな

　い対策を実施

③　機種および信号は、計画の容易性、保守の簡易性、機器の互換性および予備品

　の共通性を考慮し、できるだけ統一することが望ましい。

④　機器は、技術革新により日々進化していることから、既存の方式、技術に捉わ

　れることなく、最新情報の収集に努め、性能・操作性・信頼性・安全性・経済性

　などを総合的に判断し、新技術の導入を検討すること。
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２．計装設備（計測用機器で構成された設備）の設置計画

１　計装設備の設置計画にあたっては、その目的を明確にする。さらには、施設の規模、

　地域特性に適合したもので、かつ施設の管理体制および将来における設備更新、バッ

　クアップ対策などを考慮した計画とする。

〔解説〕

　計装設備の設置計画にあたっては、次の点に留意する。

ア　計装設備の設置計画は、施設全体における「目的」「役割」「他設備との関連性」

　等について、系統づけて十分調査検討し、施設規模、処理水量、地域特性、周囲環

　境条件、さらには将来の運転管理状態などについても考慮する。なお、計画手順の

　例について次に示す。

イ　計装設備を統括管理する中央設備（監視制御システム）および関連設備のほとん

　どは、コンピュータ応用機器となっており、現場設備との伝送信号は、ネットワー

　ク等のデジタル信号となる場合が多くなっていることから、計画にあたっては、中

　央設備および関連設備との信号取合いについて十分考慮し、対象設備を全体設備の

　中の１つとして適切に構築する。

ウ　計装設備は、運転操作および保守管理の容易性などを考慮し、できる限り単純で

　簡素な構成とすることが望ましい。また、各施設に設置する計装用機器および信号

　の形式は、保守の容易性、互換性、予備品の確保の上からも可能な限り統一する。

エ　計装設備は、機器の老朽化、故障発生の頻度の増加、技術進歩に伴う旧式化、法

　定耐用年数の超過、予備品確保の困難化などの理由により、必ず設備の更新が必要

　となるので、計画にあたっては、更新工事の設計および工事の施工において、水運

図-６.３.８　計装設備の計画手順の例

目　　的

役　　割 他設備関連性

施設規模 既設構造物

周囲環境 配置計画案

運転管理形態 信頼性

評　　価 安全性

処理水量 調査・検討 既設設備

地域特性 水運用

設　　計

工事実施 水運用

Ｎｏ Ｙｅｓ 経済性

操作性

最終計画 保守性等
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　用への影響が極力発生しないように検討する。

オ　構造物などの施工と関連のある機器の配置や配線、配管については、構造物の設

　計と調整を図り、詳細に計画、設計を行うとともに、施工にあたっては、構造物の

　進捗状況に合わせた綿密な工事計画を立てる。

カ　計装設備の配置計画は、点検、校正、調整および更新工事などの際に、円滑な作

　業が可能となる維持管理に必要な作業空間を設置空間等とは別に確保する。

キ　計装用電源は、安定的かつ確実に電源の供給が可能である設備を設ける。電源の

　種類には、

①　商用交流電源（主にＡＣ１００Ｖ）

②　ＵＰＳ（無停電電源装置）電源（主にＡＣ１００Ｖ）

③　直流電源（ＤＣ１００Ｖ、ＤＣ２４Ｖ）

　があり、重要度、特性に合わせ、この中からいずれかの方式または組合わせて選定

　する。

　　停電事故等による電源の供給停止によって計装設備が機能停止した場合、施設の

　制御が不可能となり重大な影響を及ぼすため、常時安定した電源供給が求められる

　が、商用電源は、良質な電源ではあるが、停電のリスクを完全には排除できないこ

　とから、適切なバックアップ電源として、安定で確実に作動するＵＰＳを設置する。

　ＵＰＳの設置は、電源電圧の変動や瞬間停電等に対し、脆弱であるコンピュータや

　通信装置、制御装置などの設備においても有効である。なお、ＵＰＳの使用計画に

　おいては、次の点に留意する。また、ＵＰＳの詳細については、「本章　第２節　

　９．無停電電源装置」を参照する。

①　停電により大きな影響を受ける機器や設備を選定し、ＵＰＳの負荷とする。た

　だし、安易に計装設備全体をＵＰＳの負荷とすると、装置の規模が大きくなり、

　経済性が悪化

②　ＵＰＳの容量は、実負荷にて必要な時間数（負荷に対し３０分以上、電動弁が

　ある場合、開閉の１往復分を加えた容量等）が、バックアップ可能なものを選定

③　ＵＰＳの整備、交換、故障等の対応のため、商用電源でのバイパス回路を設置

④　ＵＰＳへの電源供給および計装用電源回路は、一般の電灯、電気機器等の回路

　とは系統を分離

⑤　ＵＰＳには、原則として受電管理のための電圧・電流メータ（広角度指示計）

　を設置

⑥　ＵＰＳを設置する場合に、商用電源では、問題にならない非線形負荷、たとえ

　ばスイッチングレギュレータ（入力電圧を高速にON/OFFして、安定した直流電圧

　を得る方式の電源安定装置）などの電源回路を使用している計器や機器を接続す

　ると、電圧変動や電源の波形歪みなどの発生要因となるので、接続する際には注

　意が必要
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３．計装設備（計測用機器で構成された設備）の安全対策

１　計装設備は、信頼性と安定性を維持するための安全対策として、保護装置やバック

　アップ装置を装備する。

〔解説〕

　計装設備の安全対策では、次の点に留意する。

ア　平常時において機能を十分発揮することはもちろん、誤作動や機器の故障などに

　よる異常状態に対しても、フェールセーフやバックアップ対策等を講じ、施設の機

　能が維持できるようにする。

　　また、機器の故障あるいは型式変更などに対処するための予備品の確保につて日

　頃から留意しなければならない。

イ　各種計測、制御機器の設計、製作および据付けにあたっては、耐震性と耐環境性

　等を確保する。

ウ　雷害対策には、雷の影響を受けない配置および避雷対策を施した機器の使用とと

　もに、機器の絶縁破壊防止として計装信号用や電源用にＳＰＤ（サージ保護デバイ

　ス：落雷などによる異常高電圧から機器や設備を保護するための機器。避雷器、ア

　レスタ、保安器等の呼称あり。）を取付ける。また、伝送路の対策としては、金属

　電線管内に通すか光ケーブルの使用が有効である。

エ　地震や火災などの災害に対応するため、転倒の防止、不燃化、必要に応じた防爆

　機器の使用など、事故波及の防止対策等を講じる。

オ　日常の運転管理や保守点検時または事故や故障等の発生において、現場（各施設

　または設備）と中央（監視室等）との通信連絡は不可欠であることから、インター

　ホン等の通信設備を完備することが望ましい。

４．計測・機器・装置等

１　流量および水位などの計測器の選定では、測定条件、測定範囲、精度などを考慮す

　る。また、設置にあたっては、設置条件及び環境条件に留意する。

２　水質計測器は、信頼性が高く、応答性がよく、校正および保守が容易なもので、耐

　湿性、耐腐食性等、周囲の環境条件に適合したものを選定する。また、機器の設置環

　境、採水方法に留意する。

３　その他の計測器は、各機器の用途に適したもので、使用目的、設置条件および環境

　条件に適合した機種を選定する。

〔解説〕

１について：流量計、水位計、水圧計などの計測器については、次のとおりとする。

⑴　流量計は、水処理工程における量的把握や薬品注入制御、送水・受水・配水量等の

　計測に用いられ、その計測値は、有収率の把握や取引量にも影響することから、流量

　計測用機器については高い精度のものを選定する。

　　流量計の諸条件については、「本基準　第４章　第５節　６．流量計」を参照する

　ものとし、ここでは、代表的な流量計について記載する。なお、流量計の選定にあた

　って留意する点および各流量計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の

　詳細については設計指針Ｐ７６０を参照する。
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ア　電磁流量計

①　測定方法

　磁界中に流体を流すと、流速に比例した起電力が発生することを利用して測定

するものであり、測定精度が高い。

②　設置基準等

　遠方監視による流量計は、電磁流量計を標準とする。ただし、検出器の設置及

び取替えが非常に困難な場合はこの限りでない。

イ　超音波流量計

①　測定方法

　超音波が流体中を伝播する流体の流速に従って変化することを利用して、管路

内の流体の速度を測定する方法。超音波の伝播を遮るような気泡や異物などが混

入した場合などは誤差が生じる。

②　設置基準等

⒈　測定管の材質は、鋼管、鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管等で、内面にライニング

　があっても差し支えないが、配管やライニングの厚み、種類が正確に判明して

　いる必要がある。

⒉　検出器の取付け位置は、管内径(Ｄ)に対して、上流側１０Ｄ以上、下流側５

　Ｄ以上の直管部を設ける。ただし、上流側のバルブからは３０Ｄ以上、ポンプ

　や分岐管からも５０Ｄ以上離すことが望ましい。

⒊　検出器の設置場所は、強電機器の近傍や腐食性ガスが発生する場所は避け、

　冠水の恐れがある場合は、排水設備を設け、配線の接続箇所は完全な防水工事

　を施す。

⒋　検出器及び変換器の設置は、Ｄ種接地以上とする。

ウ　電子メータ（電子式たて型ウォルトマンメータ）

①　測定方法

　羽根車式メータの指示部を電子化し、計量値を電気的に記憶するもので、一般

的には遠隔指示方式により積算表示する形をとる。

②　設置基準等

　測定装置に電子メータを設置する場合は、電子カウンタによる監視だけでなく、

記録計や遠方監視装置との接続をするための変換器に対応したものを標準とする。

⑵　水位計測は、流量、圧力の測定とともに、水道施設の運転管理上重要な要件の一つ

　であり、水処理工程の監視、制御、薬品在庫の管理、ポンプの水位制御で利用する。

　　水道施設の監視、制御に使用する水位計には、投込式、差圧式、超音波式、電波式、

　静電容量式、フロート式、電極式等があり、測定対象物により水位計、液位計、粉面

　計、レベル計等と呼称される。

　　水位計は、測定原理、構造等によって各々特徴があるので、使用目的、測定対象、

　測定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定するものし、ここで

　は、代表的な水位計について記載する。なお、水位計の選定にあたって留意する点お

　よび各水位計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の詳細については設

　計指針Ｐ７６５を参照する。

ア　投込式水位計

①　測定方法

　水中（底盤上）に検出器を設置して、水圧を測定し、電流信号に変換する。

②　設置基準等

⒈　配水池などの水位測定は、投込式を標準とする。
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⒉　水位の設定は、配水池などの底盤を０ｍとする。

⒊　水位計の取付架台は、検出部及びスタンドの取出しができる構造（口径）と

　する。

⒋　中空ケーブルから伝送器までの接続箇所は、完全に防水処理をする。また、

　中継箱や電源箱などは、湿気や腐食性ガスの少ない場所に設置すること。

⒌　検出器内の電池の消耗に十分配慮し、指示計設置場所に時期交換年月を記載

　しておくこと。

⒍　配水池等施設には水位設定がわかる資料を、現場及び監視場所に備えておく

　こと。

イ　フロート式水位計

①　測定方法

　液面にフロートを浮かべ、その位置をワイヤにより計測する。原理構造が簡単

かつ取扱いが容易であるが、摩擦等のため精度が悪い。

②　設置基準等

⒈　投込式または光投込式水位計の停電時の補助として、設置することが望まし

　い。

⒉　水位計の取付架台は、フロートや錘の取出しができる構造とする。

⒊　フロート槽または波防管を設置し、流れや波の影響を防止させることとする。

⒋　フロートやワイヤは、耐食性に優れたものを使用する。

⑶　水圧計測は、水道施設において重要な計測項目の一つで、各種ポンプの圧力確認、

　送配水管の圧力管理、漏水防止対策上の水圧調整など、導水施設から配水施設までの

　間で、広く利用している。

　　圧力計は、測定原理、構造等によって各々異なった特徴があるので、使用目的、測

　定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定する。なお、圧力計の

　選定にあたって留意する点および各圧力計ごとの原理、構造、設置にあたっての留意

　する点等の詳細については設計指針Ｐ７６８を参照する。

２について：水質計測器は、取水から浄水までの水処理工程や送配水管網での水質管理

に用いるものと、凝集剤、アルカリ剤、消毒剤（次亜塩素酸ナトリウム等）等の薬品注

入制御に用いるものがあり、選定にあたっては、高精度で安定性および信頼性が重要で

ある。

　水質計器の精度は、他の工業用計器と異なり、測定原理の相違や計器の種類、測定レ

ンジの違いにより値が異なることがある。また、機器と手分析の値においても、測定原

理や測定条件により、結果に相違が生じる。

　水質計器の性能の表現方法は、精度、直進性、繰返し性、安定性等が示されることが

一般的である。また、機器の形状については、連続測定用の定置型、試験室などで使用

する卓上型、現場で使用する携帯型がある。

　水質計器は、測定原理、構造等によって各々特徴があるので、使用目的、測定対象、

測定条件、測定範囲、精度等について検討し、適切な機種を選定するものとし、ここで

は、代表的な水質計器について記載する。なお、水質計器の選定にあたって留意する点

および各機器ごとの原理、構造、設置にあたっての留意する点等の詳細については設計

指針Ｐ７６８を参照する。
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ア　薬品注入制御に用いられる水質計器

①　凝集剤の注入制御では、濁度計、ｐＨ計、アルカリ度計、水温計が設置する対

　象計測器となる。

②　塩素剤の注入制御では、濁度計、塩素要求量計、アンモニア計、残留塩素計な

　どが設置する対象計測器となる。

イ　監視用の計器には、微量揮発性有機化合物（ＶＯＣ）計、油膜計測（検知）器、

　油分計測計、低濃度（高感度）濁度計、色度計、トリハロメタン計、電気伝導率計、

　ＵＶ（紫外線及光度）計、ＯＲＰ（酸化還元電位）計、シアン計等があるので、そ

　の施設や設備、機器に必要なものを選定し使用する。

ウ　代表的な水質計器

①　濁度計

　濁度計は、残留塩素計などとともに水道施設において最も重要な水質計器で、特

に浄水場においては、河川水などの原水、沈澱水、ろ過水などの浄水工程におい

ては欠くことのできない計器ある。

　なお、クリプトスポリジウム等の対策として、ろ過池等出口で濁度を０．１度

以下に維持しなければならないので、低濃度（高感度）濁度計等を設置し、常時

監視しなければならない。

②　無試薬残留塩素計

　残留塩素計は、維持管理が容易であることなどから無試薬型とし、測定範囲は

０～２mg/Lを標準とする。ただし、無試薬型は、測定水のｐＨ値及び電気伝導率

など、水質による影響を受けることがあるので注意が必要となる。

３について：水道施設におけるその他の計測器としては、塩素ガス漏洩探知機、汚泥濃

度計、受変電設備などの電気計測用機器、設備の振動や機器の湿度の測定用機器、雨量

や気温などの気象観測用機器等があり、設置する施設での使用目的、設置条件、環境条

件を検討し、状況に応じた機種を選定する。なお、各機器ごとの原理、構造、設置にあ

たって留意する点等の詳細については設計指針Ｐ７７５を参照する。
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５．指示・記録用機器等

１　指示・記録用機器は、施設の計測値および稼働状況の把握やデータ管理に適合する

　ものを選定する。

２　調節機器は、安定かつ確実に動作するもので、設備の制御系に適合するものを選定

　する。

３　信号変換用機器は、用途および設置条件に適合したものを選定する。

４　避雷用機器は、用途および設置条件に適合したものを選定する。

〔解説〕

１について：指示・記録用機器は、現場操作盤や中央監視室の監視盤などに、指示計お

よび記録計等として配置する。

ア　指示計には、アナログ式とデジタル式があり、アナログ式は直感的に確認するこ

　とができ、多数の指示計が並んでいても、その概略を速やかに把握できる。

　　デジタル式は数値をデジタル表示するものと、バーグラフで表示するものがあり、

　数値を表示するものは、多数の計器が集中して並ぶと数値の羅列となり、全体を把

　握しにくくする。バーグラフでの表示はアナログ式と同じ効果が期待できる。

　　このことから、指示計の選定にあたっては、各方式の特性と使用用途を考慮し、

　個別にまたは併用での使用とする。

イ　記録計には、アナログ記録計と液晶画面表示のペーパレス記録計、アナログ記録

　とデジタル指示・記録機能を持ったハイブリット記録計がある。

　　ペーパレス記録計は、各種メモリなどにデータの記憶が可能で、データ解析や管

　理用に適している。アナログ記録計は、紙やペンの交換、インクの補充、大量の記

　録紙の保存など、維持管理の面でペーパレス記録計に劣るが、時間的経過の確認な

　ど現場での瞬時値の確認には適している。

　　このことから、記録計の選定にあたっては、使用目的、設置場所、維持管理性な

　どを考慮し、適切な方式を選定する。なお、記録計の詳細については、設計指針Ｐ

　７７６を参照する。また、ペーパレス記録計選定での留意する点について次に記載

　する。

①　記録方法は、データ解析や管理の容易性から、 各種メモリなどに記録できる

　こと。

②　記録容量は、４０日以上記録できること。

③　停電の影響によるデータの破損又は消失を防止するため、バックアップ電池内

　蔵などの対策がされている機種を選定すること。

④　記録されたデータは、市販のパソコンで読み出せること。

２について：調節機器は、水量、水位、水質等の計測信号と設定値を演算によって比較

し、その偏差を検出し、この偏差がゼロになるように操作部に操作信号を出力する機器

である。

　設定値の与え方には、定値手動設定によるもの、コンピュータやコントローラの出力

信号によるもの、あらかじめ定めた時間や制御工程により設定値を変えるプログラム設

定によるものがあるので、安定かつ確実に動作するもので、設備の制御系に適合するも

のを選定する。なお、詳細については、設計指針Ｐ７７６を参照する。
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３について：信号変換用機器は、水道施設の監視・制御および情報処理に必要な各種機

器が出入力する様々な信号を、送受信できるように使用目的にあった信号に変換する機

器である。

　信号の変換としては、抵抗－電流、電圧－電流、空気圧－電流の信号変換器が、絶縁

用には電流－電流、電圧－電圧の信号絶縁器がある。

　水道施設で多く使用される信号変換用機器の機種としては、プロセス信号変換器、直

線化変換器、絶縁変換器、ディストリビュータ、交流電圧変換器等がある。

　信号変換用機器は、使用用途および設置条件に適合したものを選定する。なお、詳細

については、設計指針Ｐ７７７を参照する。

４について：雷害対策としては、避雷針設備を設けるが、直撃雷からの建築物外部の保

護が対象であり、建築物内部に侵入し計装用機器に影響を及ぼす誘導雷から保護する必

要があり、雷サージ対策として計装設備には避雷用機器を設置する。

　計装用機器は、雷サージの影響を受けやすく、特に、配水池や配水塔などは高所に設

けることとなるので、雷害により機器が損傷する危険性が高いので、設備の保全、安定

性を確保する必要があることから、使用用途および設置条件に適合した避雷用機器を選

定し設置する。なお、詳細については、設計指針Ｐ７７７を参照する。
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第７章　給水装置

第１節　給水装置

１　給水装置の設計は、設計指針および給水装置工事設計施行指針による。

２　水道施設に設置する給水装置については、施設の配置、構造は、維持管理の上で最

　も容易で経済的なものとする。

３　本設計基準を適用する工事で布設する給水装置のうち、口径４０ｍｍ以下の管につ

　いては、基本的に水道用ポリエチレン１種二層管を使用する。

〔解説〕

１について：給水装置については、局が発行した給水装置工事設計施行指針と設計指針

に基づき設計を行なう。なお、次の事項について考慮する。

ア　口径が５０ｍｍ以上の給水装置および給水協定に基づき、局に移管する水道施設

　については、本設計基準を適用する。

イ　配水管路の工事において、給水管路を布設替する範囲は、基本的にサドル分水栓

　から第１止水栓（乙止水栓）の２次側近傍とする。

ウ　既設給水管路の管種が鉛管（ＬＰ）の場合は、水道水の水質悪化（鉛の溶出）を

　防止するため、第２止水栓（丙止水栓）１次側まで給水管路を布設替する。

　　この場合の管種は、基本的にＰＥＰとし、ＨＩＶＰ（ＴＳ継手）を用いてはなら

　ない。

エ　配水管路の工事において給水管路の布設替を行う場合には、漏水時の局負担を考

　慮し、給水管の所有者の同意を得た上で、量水器の位置を配水管側に近い位置に移

　動することが望ましい。

２について：水道施設に設置する給水装置については、本文のほか、設置後の維持が必

要なことから、維持管理担当課所室と施設計画の段階から協議を行わなければならない。

３について：本設計基準を適用する工事で布設する給水装置は、基本的に本項解説１の

イに記載された範囲が対象となる。この間の範囲で漏水が発生した場合、局の負担で緊

急修繕工事を実施することとなることから、原則として漏水の原因である継手類の使用

を最小限にできる、水道用ポリエチレン管第１種二層管（以下、「ＰＥＰ」という）を

使用する。

　ただし、現場条件等によりＰＥＰが使用できない場合には、給水装置工事設計施行指

針で指定されている他の管種を選択することができる。
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第８章　その他

第１節　水道用語解説

１　主な水道関係用語　………　あいうえお順

赤水

　鉄管の内面腐食などによって溶出した鉄が酸化されて鉄錆となり、それが給水栓

などから流出すると、水が黄褐色ないし赤褐色を呈する。これを赤水といい、金気

臭も生じる。

圧力計

　一般には、大気圧より高い圧力を計る計器をいう。また、大気圧より低い圧力測

定には真空計がある。

圧力タンク 　

　大気圧を超えて気体や液体を内蔵する容器。配水池や高架タンクを設けない場合

にポンプとセットで使用するもので（圧力タンク方式という）、ポンプで圧力タン

クに圧送し、その内部圧力により給水する。

アロケーション（allocation）

　多目的ダムなどの建設および管理に要する費用（共同施設費）を利用事業者に配

分すること、またはその方法をいう。コストアロケーション、費用振り分けともい

う。

異形管

　管路は通常直管を基本として構成されるが、管路の曲部、分岐部、立上がり部、

伏せ越し部などにおいて形状の異なったものが使用される。この直管に対し形状の

異なったものを異形管という。

印ろう継手

　鋳鉄管の継手で、受口に挿口を挿入し、その間隙の奥に麻（ヤーン）またはゴム

輪を詰め鉛で固定して水密性を保つものである。溶鉛を扱い、かしめる（締め固め

ること）など施工に熟練を要するほか、水密性、伸縮性、可撓性に乏しいなどの理

由から、メカニカル継手の出現とともに使用されなくなった。

ウェストン公式

　管路の摩擦抵抗によって生じる損失水頭を求める実験公式の一つ。

ｈ＝｛0.0126＋（0.01739－0.1087ｄ）／√ⅴ｝・ｌ／ｄ・ⅴ２／２ｇ

ｈ：摩擦損失水頭(ｍ)

ｌ：管長(ｍ) ・φ50mm以下の給水管の設計に用いる。

ｇ：重力加速度(9.8m/s２) ・φ75mm以上についてはへーゼン・

ⅴ：管内流速（m/s) 　ウィリアムズ公式を用いる。

ｄ：管の実内径(ｍ)

ウォーターハンマ

　管路において、バルブの開閉やポンプの起動・停止、特に停電によってポンプが

急停止した場合のように、管内の流速が急激に変化した時に圧力が過渡的に変動す

る現象で、水撃作用または水衝作用ともいう。
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鉛管

　柔軟性に富み、加工が容易なことから古くから使用されてきたが、外傷に弱く、

アルカリに侵されたり、内面から鉛の溶出が認められるなどの欠点がある。鉛の水

質基準は、平成４年に 0.1mg/ℓから0.05mg/ℓ以下に改正され、さらに平成15年度か

ら0.01mg/ℓ以下に強化された。

　本市では、鉛管からの漏水が多発していたことなどにより、昭和53年以降使用し

ないこととしてきたが、それ以前に布設された給水管にはまだ残っており、配水管

路の布設替に合わせ解消することとしている。

緩速ろ過法

　１日４～５ｍの遅い速度でろ過し、そのとき砂層表面や砂層内部に増殖した藻類

や細菌などの生物によってつくられた粘質の膜（生物ろ過膜）によって水中の不純

物を除去する方法。

　緩速ろ過法による浄水方式は、原水が比較的きれいな場合に適するもので、通常

は普通沈澱池で原水中の懸濁物質を自然沈降により沈澱除去した後に、緩

速ろ過池でろ過し、さらに塩素消毒を行なう方式。

逆止弁

　逆流を防止する弁で、通常チャッキ弁といわれている。

キャビテーション

　流動している液体の圧力が局部的に低下して、そのときの液温に相当する蒸気圧

以下になると、液体は局部的に蒸発を起こして蒸気や含有気体を含む泡が発生する

現象をいう。ポンプでは、規定点から大きく離れた過大・過小吐出し量領域で運転

を継続すると、キャビテーションによる異常な振動、騒音が発生し、羽根車などに

壊食を生じさせ、ポンプの寿命を著しく縮めることになる。

急速ろ過法

　急速ろ過法による浄水方式は、原水中の懸濁物質を化学薬品である凝集剤を用い

て、急速および緩速攪拌装置の設置された凝集・沈澱池で強制的に凝集・沈降処理

し、残った濁質を砂ろ過池で１日120～150ｍの速い速度でろ過し、さらに塩素消毒

を行う方式。

　急速ろ過法での浄化機能は物理的ろ過作用を主体とするため、濁質は効果的に除

去できるが、細菌の一部やマンガンなどの溶解性物質は、ほとんど除去できないた

め、前塩素処理などの薬品処理を行なうことが必要となる。このような処理により、

幅広い原水の処理が可能となる。また、急速ろ過は薬品によって原水を浄化するた

め、緩速ろ過に比べ処理操作に特別の技術が必要となる。

空気弁

　管内に混入あるいは水中から遊離した空気を管外に排出する機能と、管内の負圧

を防止するための吸気機能を合わせもつバルブ。

クリプトスポリジウム

　原生動物の原虫類に属する水系病原性生物である。トキソプラズマとごく近縁関

係にある原虫で、その形態はよく似ているが、オーシストは球形で３～４μｍと小

さく、オーシストの中に４個のスポロゾイドがある。その原虫に感染した症状は、

典型的な水溶性の下痢であり、発汗、腹痛、痙攣様腹痛がある。患者の免疫機構が

正常に働くと原虫が増殖できなくなるため自然治癒するが、免疫不全患者では重篤

な症状を呈する。

　1996年６月に埼玉県越生町で、約 8,800人が集団感染した事例がある。
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減圧弁

　配水ブロックなどにおいて、必要以上の水圧をかけないために設置するもので、

１次側の水圧を減圧し、二次側水圧を一定圧力に保つ機能を持つバルブである。

減価償却

　固定資産は、使用によってその経済的価値は減少していくが、この減少額を毎年

度の費用として配分することをいう。減価償却は、取得原価を耐用年数にわたって

徐々に費用化するもので、一定の方法により計画的、規則的に行なわなければなら

ない。

検針 　

　使用水量を計量するために量水器の指示値を読み取ることをいい、水道料金調定

事務の一部である。メータ検針ともいう。

硬質ポリ塩化ビニル管

　塩化ビニル樹脂を主原料とし、安定剤、顔料を加え、過熱した押出し成形機によ

って製造したもの。耐食性、耐電食性に優れ、スケールの発生もなく軽量で接合作

業が容易であるが、反面、衝撃や熱に弱く、紫外線により劣化し、凍結すると破損

しやすく、シンナーなどの有機溶剤に侵されるので、使用場所や取扱いに注意が必

要である。接合方法はＴＳ接合とゴム輪接合がある。

　本市では、配水管に衝撃に強く伸縮性を有するゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビ

ニル管を平成３０年度まで採用していた。

硬水

　明確な定義はないがカルシウム塩およびマグネシウム塩を比較的多く含み、石鹸

の泡立ちが悪い天然水をいう。理化学辞典では硬度が３５７以上のものを硬水、

１７８未満のものを軟水、この間のものを中間の水としているが、近年では便宣的

に硬度が３００以上を硬水、１００以上３００未満を中硬水、１００未満を軟水と

呼んでいる。

３条予算

　地方公営企業法の収益的収入および支出予算をいう。（地方公営企業法施行規則

第三条による勘定科目であることから呼称される）

残留塩素

　消毒剤として水中に注入した塩素または次亜塩素酸ナトリウムが、各測定場所に

おいて計測した水中に残留した有効塩素のことをいう。次亜塩素酸などの遊離有効

塩素（遊離残留塩素）とクロラミンのような結合有効塩素（結合残留塩素）に区分

される。水道法施行規則第17条第１項第３号で、給水栓（水系末端）の残留塩素は

遊離残留塩素 0.1mg/ℓ（結合残留塩素の場合は 0.4mg/ℓ）以上保持するよう規定さ

れている。水質管理目標設定項目の目標値は、１mg/ℓ以下と規定されている。

時間係数

　時間平均給水量に対する時間最大給水量の比率を表すための係数で、Ｋ値ともい

う。配水施設を計画する場合、計画年次の計画一日最大給水量から計画一日時間最

大給水量を算定するとき、その配水系統の実績または類似の地域の状況を参考に時

間係数を定め、次式により求める。

ｑ＝Ｑ／24×Ｋ

ｑ：計画時間最大給水量（㎥／時間）

Ｑ：計画一日最大給水量（㎥／日）

Ｋ：時間係数
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　時間係数は、配水系統の規模あるいは配水地域の用途により異なるが、一般的に

配水量の多い系統ほど値は小さく、また住宅地の占める割合の高い系統ほど値は大

きくなる。

色度

　水中に含まれる溶解性物質およびコロイド性物質が呈する黄褐色の程度をいう。

水道水質基準では、５度以下と規定されている。

仕切弁

　管路中の水の流れを制御するバルブの一種で、弁体が上下あるいは左右に動き、

水を垂直に遮断して止水する構造のもの。

止水栓

　給水管の配管途中に設置し、給水装置の止水に使用するバルブ。その種類は、配

水管から分岐した給水管の官民境界線の民地側に設置し専用の開栓器で開閉する乙

止水栓と、メーターボックス内に設置し手動で誰でも操作できる丙止水栓とがある。

死水（しにみず）

　通常、バルブを全閉にして使用しないバイパス管や連絡管、あるいは配水管の管

末や行止まり部、管口径に比して使用量が非常に少ない管路などでは、管内の水が

長期間停滞し、錆の発生、沈殿物の堆積、残留塩素の消失などの水質悪化が生じる。

このような管内の水（停滞水ともいう）をいう。死水の発生が予測される箇所には、

排水設備を設けるか、管をループ（管網）化するなど、死水への対応を講じなけれ

ばならない。

受水槽

　各事業体の基準により直結給水方式が出来ない場合、または断水できない業種の

需要者の場合などに設置される。建築基準法により衛生上および保守管理上、必要

な構造上の基準が定められている。受水槽の管理については、５㎥を超えるものは、

水道法令等により、年一回の清掃や定期的な水質検査が義務付けられているが、５

㎥以下のものは法令等の規制がないため、衛生面での管理が危惧されている。

　本市においては、水道週間の時期に合わせサービスの一つとして、５㎥以下の受

水槽所有者からの依頼があったものについて点検を実施している。

出水不良（しゅっすいふりょう）

　給水使用時に水量や水圧が不足し、給水栓から出る水の量が不十分なことをいう。

　なお、次のような原因により出水不良が起きる。

・供給源の不足：原水不足および取水機能の低下、浄水設備や配水設備の容量不足

　あるいは機能不良などが原因。水源開発や改良・拡張工事等の実施が必要となる。

・給水装置の不良：管内の錆こぶやスケールなどによる通水能力の減衰が原因。布

　設替または管更生が必要となる。

・漏水：配水管または給水管に漏水が発生し、漏水箇所二次側の使用水量を超える

　水が漏れた場合に水圧が低下し発生。緊急に修繕を実施する。

・通水能力の不足：配水管の通水能力を超えた給水需要がある場合や同一管路上の

　大口需要者の受水槽流入時に、配水管の通水能力が不足に伴い必要水量が確保で

　きず水圧が低下し発生。管路の布設替による増径が必要となる。

新水道ビジョン

　厚生労働省では、今後の水道に関する重点的な政策課題とその課題に対処するた

めの具体的な施策及びその方策、工程等を包括的に明示した「水道ビジョン」を平

成１６年に作成し、各事業体にも地域に合った「地域水道ビジョン」の作成が求め

られた。平成２０年には、時点に見合った内容に改訂が行われた。
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　しかしながら、その後の情勢変化（特に日本の総人口の減少および東日本大震災

の経験）により、新たな対応が必要となったことから、平成２５年度に「新水道ビ

ジョン」として、これまで国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれか

らも享受できるよう、今から５０年後、１００年後の将来を見据え、水道の理想像

を明示するとともに、その理想像を具現化するため、今後、当面の間に取り組むべ

き事項、方策等が示された。

　本市においては、水道ビジョンとして平成２９年に「新・いわき市水道事業経営

プラン」を作成し、令和３年度までこれに基づき各施策を進めていた。

　また、令和４年度より「いわき水みらいビジョン2031」を作成し、これに基づき

各施策を進めている。

水圧

　水は、非圧縮性であり圧力の伝播において、方向性はなく均一である。静止状態

にある水圧を静水圧と呼び、管路などを流れている状態での水圧を動水圧という。

　静水圧Ｐは、次式の関係で示される。

Ｐ＝ρｇＨ

ρ：水の密度

ｇ：重力加速度

Ｈ：静水頭

　また、水が管路などを流れている状態では、次式の関係がある。

Ｈ＝ⅴ２／2ｇ＋ｐ／ρｇ＋ｈｌ

ｐ　　　：動水圧

ｐ／ρｇ：圧力水頭

ⅴ　　　：流速

ｈｌ　　 ：損失水頭

水管橋

　水管橋は、河川や道路などの上空を横断する管路のことを言い、その形式として

は単独で架設する「独立水管橋」と、道路および鉄道などの橋梁に添架する「添架

水管橋（橋梁添架管ともいう。）」に大別される。

水道

　導管およびその他の工作物により、水を人の飲料に適する水として供給する施設

の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く（水道法第３条第１項）。工

業用水道や下水道と区分するため、上水道ということもある。

　なお、水道の種類を整理すると次のようになる。
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水道事業

・水道法上の用語ではない

水道事業 ・計画給水人口 5,001人以上

簡易水道

・計画給水人口 101人以上 5,000人以下

水道用水供給事業

専用水道

・自家用水道、その他水道事業の用に供する水道以外の

　水道

・ 100人を超える居住者

簡易専用水道

・水道事業者から供給を受ける

・有効容量10㎥を超える受水槽以降の給水装置

準簡易専用水道

・水道事業者から供給を受ける

・有効容量 5㎥を超え10㎥以下の受水槽以降の給水装置

飲料水供給施設

水道法非適用 ・計画給水人口50人以上 100人以下

その他の施設

水道技術管理者

　水道の管理の適正を規すため、水道事業に１人置かれる。所掌事務は、水道の管

理についての技術上の業務であるが、具体的には、水道施設が施設基準に適合して

いるかの検査、水質検査、衛生上の措置、給水の停止等である。

水利権

　河川法では、「水利権」という言葉について直接定義していないが、通常、河川

法23条の規定に基づく河川の流水を占用（排他的、継続的に使用）する権利とされ

ており、河川管理者の特許により成立するものである。

スケール

　広義には、管の内面や膜ろ過の膜面に有機物または無機物により生じる付着物の

ことで、水あかともいう。狭義には、水中に溶存するカルシウム、マグネシウムの

塩類、ケイ酸、鉄などが濃縮されて析出し、管壁や膜面に付着したもを指す。

ステンレス鋼鋼管

　水道管としては、ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３０４を主に使用。価格は比較的高いが

耐食性に優れ、高温・低温および振動・衝撃に強いことから、食品関係や給湯用、

さらには給水管として使用されている。

　本市では、水管橋や橋梁添架管など、工事完成後の維持管理が非常に困難な管に

ついては、ステンレス鋼鋼管を標準使用としている。また、地下推進の内挿管など

においても、土壌等の施工条件により選択されている。

スルース弁

　一般に、仕切弁のうち小口径のものを通称スルース弁あるいはゲート弁と呼ぶ。

ＪＩＳでは仕切弁の対応英語をgate valveとしている。また、ポンプ吐出し側にあ

るバルブをスルース弁と呼ぶことが多い。

水道法適用
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製造物責任法 （Product Liability law ……… ＰＬ法）

　製品の欠陥や使用マニュアルの不備などにより、消費者の生命、身体、財産に損

害を被った場合、製造業者や販売業者の責任について定めることにより、被害者の

保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを

目的とした法制度である。

石綿セメント管

　石綿繊維（アスベスト）、セメント、硅砂を水で練り混ぜて製造したもので、ア

スベストセメント管、石綿管とも呼ばれる。耐電食性で鉄管に比較し軽量および加

工性が良く、価格も安かったことから、かつては配水管として使用されてきたが、

強度や耐衝撃性が劣ることや、人体内へのアスベスト吸入による健康被害への影響

が問題となり、現在では製造されていない。

　本市では、石綿セメント管による破壊・破損事故が多発したため、昭和53年度か

ら配水管整備事業により、同管の布設替えを行ってきており、現在では他事業に

関連する場所や施工困難な場所を除きＤＩＰやＶＰ及びHPPEに置換わっている。

ソフトシール弁

　仕切弁の一種。他の仕切弁と違い、弁箱底部に凹部がなく、弁体はゴムライニン

グ、弁箱などはエポキシ樹脂粉体塗装が施されている。弁内部が沈着や腐食を防止

する構造としているので、弁開閉時の赤水発生がない。

　本市では、φ３００ｍｍ以下にソフトシール仕切弁を採用している。

損失水頭

　管渠に水が流れる時に、管内面の凸凹と流体との摩擦や、流入・流出および管断

面の急拡・漸拡・急縮・漸縮、複数管の分岐・合流などにより、失われるエネルギ

ーを水頭で表したもの。ろ過池の損失水頭の場合は、懸濁物質の充填ろ材間隙内へ

の抑留に伴い粒子間の水路が閉塞し、通水抵抗が増すことによる砂層内の静水圧の

低下を水頭で表す。

ダクタイル鋳鉄管

　鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたもので、高級鋳鉄管に比べ強度や靭性に富ん

でおり、現在は水道用管として最も広く普及している。接合形式には、普通継手の

Ｋ、耐震継手のＳ、ＮＳ、ＧＸ形などがある。

　本市では、１９６１年（昭和36年）頃からダクタイル鋳鉄管を使用してきており、

平成13年度からは、原則として鋳鉄管路には耐震継手を採用している。令和4年度

からは、 口径450mmまではＧＸ形、 口径500mmを超える場合はＮＳ形の接合方式を

採用する。また、腐食性土壌が点在する本市では、より耐食性の高い外面特殊塗装

を平成10年度から採用している。

濁度

　水の濁りの程度を数値化したもの。水道において、原水濁度は浄水処理に大きな

影響を与え、浄水の管理上の指標となる。また、給水栓中の濁りは、配水施設・給

水装置の異常を示すものとして重要である。

　水道法に基づく水質基準は「２度以下であること」と規定され、水質管理目標設

定項目の目標値は給水栓で１度以下、クリプトストリジウム対策として、浄水池入

口で 0.1度以下を保持しなければならない。

炭素鋼鋼管

　水道用鋼管の原管で、ＪＩＳ規格では、配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ）圧力配管用

炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ）、配管用アーク溶接炭素鋼鋼管（ＳＴＰＹ）がある。

　力学的には、引張強度、延性および靭性に富んでおり、大きな内・外圧、不同沈

下や地震時の応力集中時に耐える特性を有している。欠点は、他の管種と比較して

耐腐食性が著しく劣り、通水後の維持管理が非常に困難となることから、十分な防

食策を講じることが必要である。特に管内面では、水道水の塩素が錆の発生を促進

することから注意する必要がある。
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鋳鉄管

　鉄、炭素（含有量２％以上）、ケイ素からなる鉄合金（鋳鉄）で作られた管。

１９３３年、銑鉄に10～20％の鋼を混入して強度を高め、管厚を薄くした鋳鉄管の

規格が制定され、これを高級鋳鉄管と定められたことで、それ以前の銑鉄のみによ

り製造された鋳鉄管を普通鋳鉄管として区分している。その後、１９５９年に球状

化した黒鉛を添加し、より靭性の強いダクタイル鋳鉄管が規格・製品化されたこと

で、現在はほとんど製造されていない。本市においては、１９６５年（昭和４０年）

頃まで使用していた。

直結給水

　配水管から給水装置の末端である給水栓まで、受水槽を経由せずに給水管のみで

直接給水する方式。近年、受水槽の衛生的管理の不備による水質悪化が問題となっ

ており、直接給水するこの方式が有効な手段とされている。一般には、配水管の水

圧を用いて給水する方法（直圧給水）であるが、給水できる高さに限度があるため、

ブースター（増圧）ポンプで加圧し給水する方法も含まれる。

データロガー

　プロセス（過程・手順）が多様化・複雑化し、測定点数が増大すると、アナログ

計器のみによる監視、記録には限界が生じるので、コンピュータを使用してこれを

行わせる装置。主な機能は、外部入力読込み、データ変換・演算、上下限監視、

動作・故障信号の状態変化検出、印字、表示設定、外部警報出力などがある。本市

においては、浄水場やポンプ場などの施設に導入している。

テレメータ（遠方監視装置）

　基幹浄水場などの有人施設で、遠方に設置された無人施設の運転状況などを監視

するため、専用の電話回線や無線回線を使用したデータ信号を送受信する装置。ま

た、同じ方式で有人施設から遠隔で無人施設の設備等を監視・操作・制御すること

をテレコントロール、その装置をテレコントロール‐システムという。

動水圧

　管路の中に水が流れているとき、この管路の任意点にガラス管を立てたとすると、

下流になるほど水位は低下する。これは、摩擦その他の抵抗に打ち勝って流れるた

め、各種エネルギー損失に相当する水頭が失われるからで、これらの水頭を損失水

頭をいう。そのときの管路の各点は、低下したガラス管水柱に相当するだけの水圧

を受けるが、この水圧が動水圧である。また、この水圧を生じるのに必要な水柱の

高さで表したもの、すなわち動水頭を結んだ線が動水勾配であり、水が流れるのに

必要な水頭（損失水頭）とその距離（管長）の比を動水勾配という。

Ｉ＝ｈ／Ｌ

Ｉ：動水勾配（通常、‰で表示することが多い）

ｈ：損失水頭

Ｌ：管長

道路占用

　道路に工作物、物件または施設を設け、連続して道路を使用することをいう。道

路の占用を開始する場合や占用物を変更する場合は、あらかじめ道路管理者の許可

を受ける必要がある。なお、河川の場合は、河川占用許可が必要。

土被り

　地中構造物の上部から地表までの深さのこと。

　・本市の標準土被り深さ（市道の場合）

 φ40mm　以下の管　　　　　　　　　…………　０．６ｍ

 φ50mm　以上φ３００mm以下の管　　…………　０．９ｍ

φ300mm　を越える管　　　　　　　　…………　１．２ｍ
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トリハロメタン

　メタン（ＣＨ４）の水素原子３個が、塩素、臭素、あるいはヨウ素に置換された

ハロゲン化合物の総称で、ＴＨＭと略称される。これらのうち、クロロホルム、ブ

ロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の合計を総ト

リハロメタン（ＴＴＨＭ）と呼ぶ。水道水中のトリハロメタンは、水道原水中に存

在するフミン物質などの有機物を前駆物質として、塩素を使用した消毒処理により

生成される。なかでもクロロホルムは発癌物質であることが明らかとなっており、

水質基準の基準値は総トリハロメタン0.10mg/ℓ以下と規定されている。

日本水道協会（ＪＷＷＡ）

　日本水道協会は、水道の安全で安定した供給の継続を図り、国民生活に欠かせな

い水道の将来にわたる健全な発展を実現し、もって公衆衛生の向上に寄与すること

を目的とし、水道についての調査研究、水道用品の規格制定・検査・品質承認事業、

水道協会雑誌をはじめとする水道の参考図書の発行事業、水道事業体や賛助会員の

職員等を対象とした研修事業、水道賠償責任保険や水道機械設備損害保険などの保

険事業、政府などへの請願・建議等などを行っている。

１９３２年（昭和７年）　社団法人　水道協会として設立

１９５６年（昭和31年）　社団法人　日本水道協会に改称

１９６４年（昭和39年）　下水道部門を分離

１９８２年（昭和57年）　日本学術会議から学術団体の認定を受ける

２０１３年（平成25年）　公益社団法人日本水道協会へ移行

（水道）配水用ポリエチレン管（ＨＰＰＥ）

　１９８９年に欧州で開発されたＰＥ１００（第三世代高密度ポリエチレン）を材

料とした長期静水圧強度と長期寿命性能をもつプラスチック管の一種である。

　その接合方法は、ＥＦ（エレクトロフュージョン）接合を主とし、接合面に電熱

線を埋め込んだ管継手に、通電して電熱線を発熱させ、継手内面と管外面の樹脂を

加熱溶融し、一体化させるもので、地震によって生じる地盤の変状にも柔軟に追従

し、耐震性に優れている。

　なお、本市では口径φ５０～１５０ｍｍを採用している。

バタフライ弁

　円盤状の弁体を弁棒に固定し、弁棒の回転により開閉する構造のバルブである。

他のバルブに比べ軽量で開閉に要するトルクも小さいため、中大口径のバルブとし

て多く使用されている。本市では、φ３５０mm以上でバタフライ弁を採用している。

ｐＨ

　水素イオンのモル濃度（水素イオン濃度）の逆数の常用対数。ペーハーともいう。

ｐＨ７が中性、ｐＨ７より値が小さくなるほど酸性が強くなり、値が大きくなるほ

どアルカリ性が強くなる。水質基準の基準値では５．８以上８．６以下と規定され

ている。また、快適水質項目の目標値では７．５程度とされている。

ＰＣタンク

　プレストレストコンクリート造りのタンクで、一般的に円形状で、屋根、側壁、

底盤からなる。円筒状の側壁には、鉛直方向及び円周方向にＰＣ鋼線などを配置し、

コンクリートに圧縮応力を導入する。プレストレスコンクリートの長所は、弾性に

富み水密性が大きいこと、鋼材の使用量が少なくなること、コンクリート断面が小

さくなることなどで、短所は、施工に熟練が必要となる。

ｐｐｍ

　濃度を表す単位で100万分の1（10-6、百万分率）を意味する。ｐｐｂは10億分の

1 （10-9、10億分率）。ｐｐｍ、ｐｐｂは環境中の汚染物質濃度として用いられる

ことが多いが、水道水では一般的にｍｇ/ℓ、μｇ/ℓを用いる。
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病原大腸菌

　広義的には、大腸菌のうちヒトに下痢症や胃腸炎などをもたらす病原性のあるも

のをいい、下痢原生大腸菌とも称される。病原機序に関連するエンテロトキシン産

生性、細胞侵入性、vero毒素産生性などから、腸管病原性大腸菌、腸管毒素原性大

腸菌、腸管侵襲性大腸菌、腸管出血性大腸菌の４種に区分される。いずれも塩素抵

抗性が低いため、上水道が整備された衛生環境の良好な地域での水系感染はほとん

どないが、井戸などで施設管理の不十分な場合に集団発生がみられることがある。

負荷率

　一日最大配水量に対する一日平均配水量の割合を表すもので、次式により算出す

る。

一日平均配水量／一日最大配水量　×　１００（％）

　この比率は、水道事業の施設効率を判断する指標の一つであり、数値が大きいほ

ど効率的であるとされている。水道事業のような季節的な需要変動がある事業につ

いては、給水需要ピーク時に合わせて施設を建設することとなるため、需要変動が

大きいほど施設の効率は悪くなり、負荷率が小となる。水道施設の効率性について

は、施設利用率、最大稼働率と併せて判断する必要がある。

不断水工法

　水道管などの圧力水管を断水することなく、管の分岐または弁の設置を行なう工

法をいう。それぞれの方法を不断水分岐工法、不断水バルブ設置工法という。

ブロック配水システム

　給水区域を配水池等を核にいくつかの配水区域に分割し、さらにその中を配水ブ

ロックに分割して、ブロックごとに水量および水圧を管理するシステムをいう。配

水区域の設定には、給水区域の需要形態、地域条件および地勢条件に配慮し、特に

標高差の大きいときは高区・低区等に分離する。配水区域内の配水本管は、管網を

形成するのが望ましく、配水ブロックでは、地形、地勢を考慮して適当な広さに分

割して、配水支管網により各需要者に給水することとなるが、必要に応じて増圧ポ

ンプや減圧弁を設ける必要がある。また、非常時における給水への影響範囲を少な

くするため、隣接する配水区域間や配水ブロック間では、相互融通ができる設備を

設ける。

分水栓

　配水管から給水装置を分岐するときに用いる給水器具のことで、本市では、サド

ル機構と止水機構を一体化した水道用サドル付分水栓を使用している。

　なお、本市では、水道配水用ポリエチレン管から分岐する器具として、ＥＦサド

ル付分水栓の使用を原則としている。

へーゼン・ウィリアムス公式

　管水路の平均流速公式の一つで、一般的にφ７５mm以上の管路の水理計算に適用

される。

Ⅴ＝0.35464・Ｃ・Ｄ0.63・Ｉ0.54

Ｑ＝0.27853・Ｃ・Ｄ2.63・Ｉ0.54

Ｉ＝ 10.666・Ｃ-1.85・Ｄ-4.87・Ｑ1.85

Ｖ：平均流速（ｍ／ｓ）

Ｑ：流量　　（㎥／ｓ）

Ｄ：管径　　（ｍ） ・本市では次の値を基準としている。

Ｉ：動水勾配  φ75～φ200　Ｃ＝110

Ｌ：流速係数　100～140 φ250～φ450　Ｃ＝120

φ500以上　　 Ｃ＝130
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（水道用）ポリエチレン管（ＰＥＰ）

　プラスチック管の一種で、1962年頃から給水装置に使用され始めた。当時は熱溶

着による接合しかなかったが、近年では金属継手が開発されたことにより広く普及

してきた。管は長尺であることから継手数を少なくでき、かつ軽量であることから

施工性に優れている。また、他の管種に比較し可撓性に富んでおり、地盤変動に対

して影響が少ないなどの特徴を有している。

　なお、本市ではφ４０ｍｍ以下の給水装置に、水道用ポリエチレン１種二層管を

採用している。

ポリエチレンスリーブ

　腐食性土壌中に水道管を埋設する場合の防食対策として、管を被覆するポリエチ

レン製のチューブをいう。これで被覆することにより、腐食性地下水などと金属表

面との直接接触を絶つことができ、管の埋設環境の均一化が図られ、濃淡電池作用

により生じる腐食を抑制する効果がある。なお、施工では、この腐食作用の発生を

防止するため、原則としてチューブ状のまま使用するものとするが、バルブやＴ字

管等で裂いて使用する場合には、裂いた箇所を必ず粘着テープで厳重に塞ぎ、地下

水の侵入を防がなければならない。

ＶＡ（ボルトアンペア）

　消費電力を表す単位。近年は、理化学機器などの消費電力をＷ（ワット）ではな

く、ＶＡ（ボルトアンペア）の表記を使う例が増えている。

　ＶＡは電圧と電流の値をかけ合わせたもので、投入される電気エネルギーを示し、

Ｗは実際に使われた電気エネルギー（有効電力）を示すものである。電球のような

単純な機器であれば、ＶＡとＷはほぼ同じ値となるが、モーターなどのコイルを使

う機器では、投入された電力にロス（無効電力）が発生し、実際に使われる電力

（有効電力）は減少する。

　インバーターエアコンなど家電製品の一部では、始動時やフル回転時に大きな

ＶＡが必要な製品がある。Ｗでの表記は運転がある程度安定し消費電力が抑えられ

た状態を示す場合が多い。

　機器の電流電圧の容量や非常用のバックアップ電源の性能を決めるときは、ＶＡ

の最大値を考慮する。

マクロセル腐食

　自然電位の相違により、電解質中の金属に陽極部（アノード）と陰極部（カソー

ド）とが明確に区別できるほど大きい電池（マクロセル）が形成され、その陽極部

が腐食される現象をいう。

　マクロセル腐食には、金属が異なった環境にまたがって置かれた場合に発生する

通気差による腐食、ｐＨ差などによる濃淡電池腐食および異なった金属を組合わせ

て使用した場合に発生する異種金属腐食などがある。

摩擦損失水頭

　管内の水流は、管壁による摩擦抵抗によってエネルギーが消耗される。このエネ

ルギー消耗は、ある一様な区間を考えて次式で表される。

ｈ＝ ｆ・Ｌ／Ｄ・ⅴ２／２ｇ

ｈ：摩擦損失水頭

Ｌ：管路長

Ｄ：管径

ｇ：重力加速度

ⅴ：流速

ｆ：摩擦損失係数
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マッピングシステム

　コンピュータを用いて地図情報を作成・管理するシステム。地図情報である地形

データだけでなく、管路の口径、管種、埋設年度などのデータ、属性情報の文字ま

たは数値データをデータベースとして格納し、各種図面の保管、検索、補・修正の

ほか、送・配水施設の適切な維持管理や水理解析、更新計画立案あるいは設計計画

においても多角的・効率的な利用が可能となる総合的なシステムである。

メカニカル継手

　メカニカル継手とは、管の継手の一つで、機械的（メカニカル）な方法により接

続するもので、主に水道の配管において使用され、差込継手とも呼ばれる。特徴は、

ゴムシール（パッキン）等の密着により、接続部の止水を行うことで、ねじ切りや

溶接等が不要となり、施工が省力化される。また、耐震機能を付加した継手形式も

製造され、水密性に加え可撓性、伸縮性に優れた性能を有する。

　ダクタイル鋳鉄管は、原則としてメカニカル継手により接合する。接合形式には、

普通継手のＫ形、耐震継手のＮＳ形、ＧＸ形などがあり、本設計指針に基づき接合

形式を選択し使用する。

夜間最小流量

　水道の使用特性として、夜間から早朝にかけて水の使用量が低下することから、

この時間を利用して測定することで漏水量を把握する。このときの最小の値を夜間

最小流量という。

　測定方法は、測定対象範囲を隔離すると伴に、一箇所のメータピットまたは消火

栓等を利用して、車載した電磁流量計を接続し、水道水をこの流量計を経由し注入

させ流量を測定する。また、測定時には、大口使用者の使用状況を確認することで、

測定値の精度を確保することとなるが、測定時の全ての使用量を把握することは困

難である。

有効水量

　給水量は、有効水量と無効水量に分類され、有効水量はさらに有収水量と無収水

量に区分される。使用上有効と見られる水量が有効水量で、メータで計量された

水量、もしくは需要者に到達したと認められる水量、ならびに事業用水量などをいう。

　なお、配水量の分析は次のとおりである。

（水道維持管理指針  2016 P469）
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有効容量

　配水池などで実際に利用可能な容量をいい、具体的にはＨＷＬとＬＷＬの間の容

量をいう。

４条予算

　地方公営企業法の資本的収入および支出予算をいう。（予算様式第４条に示され

ていることから）

ライニング鋼管

　鋼管（炭素鋼鋼管）の内面や外面に塩化ビニルやポリ粉体などのライニングを施

し、錆びが出ないようにしたり埋設による腐食を防ぐようにしたもの。

　硬質塩化ビニルライニング鋼管は、内面のみにライニングを施したもの（ＶＡ、

ＶＢ）と内外面にライニングを施したもの（ＶＤ）がある。ポリエチレン粉体ライ

ニング鋼管は、ポリエチレン粉体を融着させたものである。

　本市では、主に給水装置や小口径管などで使用してきたが、現在では強度の必要

な場所以外においては、ポリエチレン管が主要な材料となっている。

ライフサイクルコスト

　ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）とは、その建設物が企画・設計、建設、運営、

補修および最終的に廃棄または更新されるまでの、全ての期間にわたって発生する

コストの総和のことをいい、イニシャルコスト（建設コスト）とランニングコスト

（維持管理コスト）の総計である。

ライフライン

　補給路線という意味で、水、電気、ガスなど市民生活に必要なものをネットワー

クにより供給するラインのことで、水道分野では、昭和59年の生活環境審議会答申

「高普及時代を迎えた水道行政の今後の方策について」において、これからの水道

の目標の一つとしてライフラインの確保を挙げ、需要に対応した安定供給に加え、

地震など災害時においても必要最小限の給水は確保するものとしている。

リスクマネージメント

　危機管理、リスク管理ともいう。経営活動に伴う各種のリスクを最少費用で最小

限にくい止めるために科学的に管理すること。その手順は、まず考えられるリスク

を洗い出し、そのリスクの内容や影響を分析し、リスク処理の手段の選択とその結

果を検討することにより行なう。水道に関する危機としては、渇水や水質事故、水

道施設の破損、停電などが考えられる。厚生労働省および日本水道協会では、これ

らのリスクに対応する必要があることから、平成20年 5月30日に「水安全計画策定

ガイドライン」を送付し、各事業体に応じた計画策定を推奨している。

平成20年 5月30日　「水安全計画策定ガイドライン」

平成20年 9月19日　「水安全計画ケーススタディ」

平成20年12月26日　「水安全計画作成支援ツール」
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漏水

　漏水には、地上に漏れ出して発見が容易な地上漏水と、地下に浸透し発見が困難

な地下漏水とがある。また、発生件数の種別で見ると、大部分が給水装置関係の漏

水である。

　漏水防止は、安定給水を確保するうえで水道事業の経営上、重要な施策の一つで

ある。水道管路からの漏水は、高額な費用をかけて取水・導水し浄水処理を施した

水の浪費であり経済的な損失である。そればかりでなく、出水不良や水道水汚染な

どの原因にもなる。また、今日の水資源の現状からも、漏水防止対策は必要不可欠

な施策である。
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２　主な略語一覧　……………　アルファベット順

ＡＣ Alternating Current 交流

ＡＣＰ Asbestos Cement Pipe 石綿セメント管

ＡＮＳＩ American National Standards Instiute 米国規格協会

ＢＯＤ Biochemical Oxygen Demand 生物化学的酸素要求量

ＣＡＤ Computer Aided Design コンピュータ支援設計

ＣＩＰ Cast-Iron Pipe 鋳鉄管

ＣＯＤ Chemical Oxygen Demand 化学的酸素要求量

ＣＰ Copper Pipe 銅管

ＣＰＵ Central Processing Unit 中央演算処理装置

ＣＴＲ Csthode Ray Tube ブラウン管、ディスプレイ

ＤＣ Direct Current 直流

ＤＩＤ Densely inhabited District 人口集中地区

ＤＩＰ Ductile cast-Iron Pipe ダクタイル鋳鉄管

ＥＬ Elevation Level 標高

ＥＦ接合 ElectroFusion 電気融着

（配水用ポリエチレン管の接合方法）

ＦＬ Formation Level 計画高、施工基面

ＦＲＰ Fiber Reinforced Plastic 繊維強化プラスチック

ＧＬ Ground Level 地盤高

ＧＰ Galvanized Steel Pipe 亜鉛めっき鋼管

ＨＩＶＰ High Impact unplasticized poly-Vinyl chloride Pipe

耐衝撃性硬質塩化ビニル管

ＨＰＰＥ Higher Performance Polyethylene 水道配水用ポリエチレン管

ＨＷＬ High Water Level 最高水位

ＩＳＯ International Organization for Standardization

国際標準化機関

ＪＩＳ Japanese Industrial Standard 日本工業規格

ＪＷＷＡ Japan Water Works Association 日本水道協会

ＬＡＮ Local Area Network 域内情報通信網

ＬＰ Lead Pipe 鉛管

ＬＷＬ Low Water Level 最低水位

ＯＡ Office Automation オフィスオートメーション

ＯＳ Operating System オペレーティングシステム

ＰＡＣ Poly Aluminum Chloride ポリ塩化アルミニウム

ＰＣ Prestressed Concrete プレストレスコンクリート

ＰＬ Product Lability 製造物責任

ＰＥＰ Polyethylene Pipe 水道用ﾎ゚ﾘｴﾁﾚﾝ１種二層管

ｐｐｂ parts per billion 十億分の一

ｐｐｍ parts per million 百万分の一

ＲＡＭ Random Access Memory 書込み、読込み可能メモリー

ＲＣ Reinforced Concrete 鉄筋コンクリート

ＲＯＭ Read Only memory 読出し専用メモリー

ｒｐｍ revolutions per minute 毎分当たり回転数
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ＲＲ接合 Rubber ring ゴム輪形継手での接合

（ビニル管の継手に使用）

ＳＩ単位 le Syste'me International d'unite's

国際単位系

ＳＲＣ Steel framed Reinfarced Concrete 鉄骨鉄筋コンクリート

ＳＳ Suspended Solid 浮遊物質

ＳＳＰ Stainless Steel Pipe ステンレス鋼鋼管

ＳＵＳ Steel special Use Stainless ステンレス鋼（ＪＩＳ記号）

ＴＰ Tokyowan Peil 東京湾基準面

ＴＳ接合 TaPer sized solvent welding method 冷間接合：接着剤のみで接合

（ビニル管の継手に使用）

ＵＰＳ Uninterruptible Power Supply 無停電電源装置

ＶＰ Vinyl chloride Pipe 硬質塩化ビニル管

ＷＨＯ World Health Organization 世界保健機構

ＷＬ Water Level 水位

(仏)
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第２節　管記号集

１　適用範囲

　この記号集は、設計管割図、工事竣工図、配管図、給水装置工事図、固定資産取得報

告書に適用する。

　なお、本記号集に定めのないものは、日本水道協会で定めた記号とする。

２　管種略称

　管種略称については、「局工事共通仕様書【土木工事編】　付則５管種記号表」に準

じる。

３　管路記号

　管路記号については、「局工事共通仕様書【土木工事編】　付則５管種記号表」に準

じる。
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第９章　設計基準関連資料集

資料－１

　１．水質基準項目と基準値　……………… ２２５

　２．水質管理目標設定項目と目標値　…… ２２６

　３．要検討項目　…………………………… ２２７

　４　市が独自に設定している項目　… ２２８

資料－２

　１．水道事業修繕費支弁基準　…………… ２２９

資料－３

　１．断水状況連絡票兼防災メール配信
　　　確認書　……………………………………

２３３

　２．断水のお知らせ例文　……………… ２３４

資料－４

　１．道路占用における水道管の埋設深さ
　　にかかる通知　…………………………… ２３５

資料－５

　１．腐食分布地図（ＪＤＰＡ）…………… ２４０

　２．ポリスリーブ判定法（ＪＤＰＡ）…… ２４１



　１．沈砂池および配水池の築造工の設計が
　　不適切　………………………………………

　１．水道管等の移設に係る補償費の算定
　　が不適切　…………………………………

　１．既設橋りょうの耐震補強工事の設計
　　について　…………………………………
　２．下水道の管きょ築造工事におけるセ
　　グメントの材料単価の決定について　…
　３．地方公共団体が負担する埋蔵文化財
　　の発掘調査費用の算定について　………

資料－６　会計検査での指摘事項集

 Ⅰ 工事の設計、施工等が適切でなかったもの

２４２

　２．制御盤等の据付の施工が不適切　…… ２４３

２４９

２５３

２５７

　３．非常用自家発電設備の設計が不適切 ２４６

　４．橋台等の設計が不適切　……………… ２４６

 Ⅱ 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

２４８

 Ⅲ 意見を表示し又は処置を要求した事項



資料－１（第１章、第１節　適用範囲）

　水道水質基準等（水質基準項目、水質管理目標設定項目、要検討項目、市独自設定項目）
１
　
水
質
基
準
項
目
と
基
準
値
（
水
道
法
第
４
条
に
基
づ
き
、
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
で
規
定
す
る
水
質
基
準
）

検
査
項
目

区
分

説
　
　
明

主
な
用
途

1
一
般
細
菌

10
0 

  
  

 
個
/m
L以
下

水
の
安
全
性
を
判
断
す
る
指
標
の
ひ
と
つ
で
す
。
多
く
検
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
病
原
微
生
物
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
消
毒
効
果
の
目
安
に
も
な
り
ま
す
。

2
大
腸
菌

人
、
動
物
の
腸
管
内
に
存
在
し
、
検
出
さ
れ
た
場
合
は
、
病
原
微
生
物
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
り
ま
す
。

3
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0.
00

3 
 
mg
/L
以
下

鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
イ
タ
イ
タ
イ
病
の
原
因
物
質
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

電
池
、
メ
ッ
キ
、
顔
料

4
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

0.
00

05
 

〃
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
有
機
水
銀
化
合
物
は
水
俣
病
の
原
因
物
質
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

温
度
計
、
歯
科
材
料
、
蛍
光
灯

5
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0.
01

  
 

〃
鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。

半
導
体
材
料
、
顔
料
、
薬
剤

6
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

0.
01

  
 

〃
鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
鉛
管
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
検
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

鉛
管
、
蓄
電
池
、
ハ
ン
ダ

7
ヒ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0.
01

  
 

〃
鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
ま
た
、
地
質
の
影
響
な
ど
に
よ
り
検
出
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

合
金
、
半
導
体
材
料

8
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

0.
02

〃
鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。

メ
ッ
キ

9
亜
硝
酸
態
窒
素

0.
04

  
 

〃
肥
料
、
腐
敗
し
た
動
植
物
、
生
活
排
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
窒
素
を
含
む
有
機
物
が
分
解
さ
れ
る
過
程
で
作
ら
れ
ま
す
。

窒
素
肥
料
、
食
品
添
加
物

10
シ
ア
ン
化
物
イ
オ
ン
及
び
塩
化
シ
ア
ン

0.
01

  
 

〃
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
自
然
水
中
に
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

メ
ッ
キ
、
害
虫
駆
除
剤

11
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素

10
  

  
  

〃
肥
料
、
腐
敗
し
た
動
植
物
、
生
活
排
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
高
濃
度
で
含
ま
れ
る
と
幼
児
に
チ
ア
ノ
ー
ゼ
症
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

無
機
肥
料
、
火
薬

12
フ
ッ
素
及
び
そ
の
化
合
物

0.
8 

  
 

〃
主
に
地
質
に
由
来
し
ま
す
。
ま
た
、
温
泉
、
工
場
廃
水
な
ど
に
も
由
来
し
ま
す
。
適
量
摂
取
は
虫
歯
の
予
防
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
高
濃
度
で
摂
取
す
る
と
斑
状
歯
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

表
面
処
理
剤

13
ホ
ウ
素
及
び
そ
の
化
合
物

1.
0 

  
 

〃
火
山
地
域
の
地
下
水
、
温
泉
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。

ガ
ラ
ス
、
陶
器
、
ホ
ウ
ロ
ウ

14
四
塩
化
炭
素

0.
00

2 
 

〃
フ
ロ
ン
ガ
ス
原
料
、
樹
脂
塗
料

15
1,
4-
ジ
オ
キ
サ
ン

0.
05

  
 

〃
洗
浄
剤
、
溶
剤

16
シ
ス
-1
,2
-ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
及
び

ト
ラ
ン
ス
-1
,2
-ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0.
04

  
 

〃
溶
剤

17
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0.
02

  
 

〃
塗
料
、
脱
脂
剤

18
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0.
01

  
 

〃

19
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0.
01

  
 

〃

20
ベ
ン
ゼ
ン

0.
01

  
 

〃
染
料
、
合
成
ゴ
ム

21
塩
素
酸

0.
6 

  
 

〃
消
毒
剤
の
分
解
に
よ
り
生
成
さ
れ
ま
す
。

試
薬

22
ク
ロ
ロ
酢
酸

0.
02

  
 

〃

23
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
  
  
  
  
  
  
 

0.
06

  
 

〃

24
ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0.
03

〃

25
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0.
1 

  
 

〃

26
臭
素
酸

0.
01

  
 

〃
原
水
中
に
臭
素
が
含
ま
れ
る
場
合
、
オ
ゾ
ン
処
理
の
オ
ゾ
ン
と
反
応
し
て
生
成
さ
れ
ま
す
。

27
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン

0.
1 

  
 

〃
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム
の
合
計
を
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
と
い
い
ま
す
。

28
ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

0.
03

〃

29
ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

0.
03

  
 

〃

30
ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

0.
09

  
 

〃

31
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

0.
08

  
 

〃

32
亜
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

1.
0 

  
 

〃
鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
亜
鉛
メ
ッ
キ
鋼
管
か
ら
溶
出
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ト
タ
ン
板
、
合
金
、
乾
電
池

33
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0.
2 

  
 

〃
工
場
廃
水
、
浄
水
過
程
で
用
い
ら
れ
る
凝
集
剤
に
由
来
し
て
検
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
高
濃
度
に
含
ま
れ
る
と
白
濁
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

ア
ル
マ
イ
ト
製
品

34
鉄
及
び
そ
の
化
合
物

0.
3 

  
 

〃
鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
鋼
管
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
溶
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
高
濃
度
に
含
ま
れ
る
と
不
快
な
異
臭
味
や
洗
濯
物
が
着
色
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

建
設
、
橋
梁

35
銅
及
び
そ
の
化
合
物

1.
0 

  
 

〃
鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
湯
沸
か
し
器
に
使
わ
れ
る
銅
管
な
ど
か
ら
溶
出
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

メ
ッ
キ

36
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

20
0 

  
〃

味
海
水
な
ど
自
然
中
に
広
く
存
在
し
ま
す
。
ま
た
、
工
場
廃
水
、
塩
素
処
理
な
ど
の
水
処
理
に
も
由
来
し
ま
す
。
高
濃
度
に
な
る
と
味
を
損
な
う
原
因
と
な
り
ま
す
。

苛
性
ソ
ー
ダ
、
石
鹸

37
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0.
05

  
 

〃
着
色

主
に
地
質
に
由
来
し
ま
す
。
ま
た
、
鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
も
由
来
し
ま
す
。
消
毒
用
の
塩
素
で
酸
化
さ
れ
る
と
黒
く
着
色
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

乾
電
池
、
ガ
ラ
ス

38
塩
化
物
イ
オ
ン

20
0 

  
〃

海
水
な
ど
自
然
中
に
広
く
存
在
し
ま
す
。
ま
た
、
生
活
廃
水
、
工
場
廃
水
に
も
由
来
し
ま
す
。
高
濃
度
に
な
る
と
味
を
損
な
う
原
因
と
な
り
ま
す
。

食
塩
、
消
毒
剤

39
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
等
（
硬
度
）

30
0 

  
〃

主
に
地
質
に
由
来
し
ま
す
。
硬
度
が
低
い
（
軟
水
）
と
癖
の
な
い
味
と
な
り
、
高
い
（
硬
水
）
と
好
き
嫌
い
が
で
ま
す
。
硬
度
が
高
い
と
石
鹸
の
泡
立
ち
を
悪
く
し
ま
す
。

40
蒸
発
残
留
物

50
0 

  
〃

水
を
蒸
発
さ
せ
た
と
き
の
残
留
物
の
こ
と
で
、
主
な
成
分
は
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
ケ
イ
酸
な
ど
で
す
。
適
度
に
含
ま
れ
る
と
ま
ろ
や
か
さ
を
出
す
と
さ
れ
ま
す
。

41
陰
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0.
2 

  
 

〃
発
泡

生
活
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
高
濃
度
に
な
る
と
泡
立
ち
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

洗
剤

42
ジ
ェ
オ
ス
ミ
ン

0.
00

00
1

〃

43
2-
メ
チ
ル
イ
ソ
ボ
ル
ネ
オ
ー
ル

0.
00

00
1

〃

44
非
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

0.
02

  
 

〃
発
泡

生
活
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
高
濃
度
に
な
る
と
泡
立
ち
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

合
成
洗
剤

45
フ
ェ
ノ
ー
ル
類

0.
00

5 
 

〃
臭
気

工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
微
量
で
あ
っ
て
も
異
臭
味
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

合
成
樹
脂
、
繊
維
、
香
料

46
有
機
物
（
TO
C）

3 
  

  
 

〃
味

水
中
に
含
ま
れ
る
有
機
物
量
の
指
標
で
す
。
土
壌
に
由
来
す
る
ほ
か
、
生
活
排
水
、
工
場
排
水
な
ど
が
混
入
に
よ
っ
て
も
増
加
し
ま
す
。

47
ｐ
Ｈ
値

酸
性
、
ア
ル
カ
リ
性
を
示
し
ま
す
。
中
性
は
ｐ
Ｈ
７
で
、
値
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
ア
ル
カ
リ
性
が
強
く
な
り
、
小
さ
く
な
る
ほ
ど
酸
性
が
強
く
な
り
ま
す
。

48
味

水
の
味
は
、
地
質
又
は
海
水
、
工
場
排
水
、
化
学
薬
品
等
の
混
入
及
び
藻
類
等
生
物
の
繁
殖
に
起
因
し
ま
す
。

49
臭
気

水
の
臭
気
は
化
学
物
質
に
よ
る
汚
染
、
藻
類
の
繁
殖
、
下
水
の
混
入
及
び
地
質
等
に
起
因
し
ま
す
。

50
色
度

5 
  

  
 

度
以
下

水
の
着
色
の
程
度
を
示
し
ま
す
。

51
濁
度

2 
  

  
 

〃
水
の
濁
り
の
程
度
を
示
し
ま
す
。

臭
気

カ
ビ
臭
さ
の
原
因
物
質
で
、
湖
沼
な
ど
で
繁
殖
す
る
藍
藻
類
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
ま
す
。

　
5.
8～
8.
6

基
礎
的

性
状

異
常
で
な
い
こ
と

異
常
で
な
い
こ
と

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

消
毒

副
生
成
物

原
水
中
の
一
部
の
有
機
物
と
消
毒
剤
の
塩
素
が
反
応
し
て
生
成
さ
れ
ま
す
。

原
水
中
の
一
部
の
有
機
物
質
と
消
毒
剤
の
塩
素
が
反
応
し
て
生
成
さ
れ
ま
す
。

着
色

化
学
工
業
原
料
、
溶
剤
、
金
属
の
脱
脂
剤
、
塗
料
な
ど
に
使
用
さ
れ
、
地
下
水
汚
染
物
質
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

味

基
準
値

病
原
微
生
物

の
指
標

検
出
さ
れ
な
い
こ
と

無
機
物

一
般

有
機
物
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２
　
水
質
管
理
目
標
設
定
項
目
と
目
標
値
（
水
質
管
理
上
留
意
す
べ
き
項
目
と
し
て
、
局
長
通
知
で
水
質
基
準
に
係
る
検
査
等
に
準
じ
た
検
査
要
請
さ
れ
た
項
目
）

検
査
項
目

区
分

説
　
　
明

主
な
用
途

1
ア
ン
チ
モ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0.
02
 
mg
/L
以
下

鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。

半
導
体
材
料

2
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0.
00
2
〃
(暫
定
) 

天
然
の
花
こ
う
岩
な
ど
に
広
く
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
鉱
山
廃
水
な
ど
に
も
由
来
し
ま
す
。
天
然
に
存
在
す
る
放
射
性
物
質
の
一
つ
で
す
。

核
燃
料

3
ニ
ッ
ケ
ル
及
び
そ
の
化
合
物

0.
02
 
mg
/L
以
下

鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
水
道
管
に
腐
食
が
あ
る
場
合
に
検
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

合
金
、
メ
ッ
キ

4
1,
2-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

0.
00
4

〃
合
成
樹
脂
材
料
、
有
事
溶
剤

5
ト
ル
エ
ン

0.
4 
 

〃
染
料
、
香
料
、
火
薬

6
フ
タ
ル
酸
ジ
（
２
－
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
）
 

0.
08
 

〃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
添
加
剤
（
可
塑
剤
）
と
し
て
使
用
さ
れ
、
内
分
泌
か
く
乱
物
質
（
環
境
ホ
ル
モ
ン
）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
添
加
剤

7
亜
塩
素
酸

0.
6 
 

〃
消
毒
副
生
成
物

浄
水
過
程
に
お
い
て
二
酸
化
塩
素
を
消
毒
剤
と
し
て
利
用
し
た
場
合
に
生
じ
る
消
毒
副
生
成
物
で
す
。

漂
白
剤

8
二
酸
化
塩
素

0.
6 
 

〃
消
毒
剤

浄
水
過
程
に
お
い
て
水
の
消
毒
に
使
用
さ
れ
ま
す
が
、
い
わ
き
市
水
道
局
で
は
二
酸
化
塩
素
を
使
用
し
ま
せ
ん
。

紙
パ
ル
プ
漂
白
剤

9
ジ
ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

0.
01
 
〃
(暫
定
) 

10
抱
水
ク
ロ
ラ
ー
ル

0.
02
 
〃
(暫
定
) 

11
農
薬
類

農
薬

水
道
水
で
検
出
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
農
薬
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
目
標
値
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
農
薬
の
検
出
値
を
各
目
標
値
で
除
し
た
値
を
合
計
し
て
算
出
し
ま
す
。

殺
虫
剤
、
除
草
剤
、
殺
菌
剤

12
残
留
塩
素

1.
0 
  
 
mg
/L
以
下

臭
気

水
道
水
中
に
消
毒
効
果
の
あ
る
状
態
で
残
っ
て
い
る
塩
素
の
こ
と
で
す
。
消
毒
効
果
を
保
つ
と
同
時
に
味
と
臭
気
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
1m
g/
L以
下
と
な
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

13
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
等
（
硬
度
）

10
～
10
0

〃
味

主
に
地
質
に
由
来
し
ま
す
。
硬
度
が
低
い
（
軟
水
）
と
癖
の
な
い
味
と
な
り
、
高
い
（
硬
水
）
と
好
き
嫌
い
が
で
ま
す
。
硬
度
が
高
い
と
石
鹸
の
泡
立
ち
を
悪
く
し
ま
す
。

14
マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0.
01

〃
着
色

主
に
地
質
に
由
来
し
ま
す
。
鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
も
由
来
し
ま
す
。
消
毒
用
の
塩
素
で
酸
化
さ
れ
る
と
黒
く
着
色
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

乾
電
池
、
ガ
ラ
ス

15
遊
離
炭
酸

20
  
  

〃
味

水
中
に
含
ま
れ
る
炭
酸
ガ
ス
の
こ
と
で
、
適
度
に
含
ま
れ
る
と
水
に
さ
わ
や
か
な
感
じ
を
与
え
ま
す
。
高
す
ぎ
る
と
刺
激
の
あ
る
味
に
な
り
、
水
道
施
設
に
対
し
て
も
腐
食
を
促
進
さ
せ
ま
す
。

16
1,
1,
1-
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

0.
3 
 

〃
鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
高
濃
度
に
な
る
と
不
快
な
異
臭
味
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

脱
脂
剤
、
エ
ア
ゾ
ー
ル

17
メ
チ
ル
-t
-ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

0.
02
 

〃
オ
ク
タ
ン
価
向
上
剤
な
ど
と
し
て
ガ
ソ
リ
ン
に
添
加
さ
れ
る
化
学
物
質
で
す
。

ガ
ソ
リ
ン
添
加
剤

18
有
機
物
等
（
過
ﾏ
ﾝ
ｶ゙ﾝ
酸ｶ
ﾘ
ｳﾑ
消費
量
）

3 
  
 

〃
味

水
中
に
含
ま
れ
る
有
機
物
量
の
指
標
で
す
。
有
機
物
(全
有
機
炭
素
(T
OC
)の
量
)と
の
相
関
を
確
認
す
る
た
め
、
水
質
管
理
目
標
設
定
項
目
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

19
臭
気
強
度
（
TO
N)

3 
  
 

以
下

臭
気

水
の
臭
い
の
強
さ
を
人
の
嗅
覚
に
よ
り
判
断
す
る
も
の
で
す
。

20
蒸
発
残
留
物

味
水
を
蒸
発
さ
せ
た
と
き
の
残
留
物
の
こ
と
で
、
主
な
成
分
は
、
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
ケ
イ
酸
な
ど
で
す
。
適
度
に
含
ま
れ
る
と
ま
ろ
や
か
さ
を
出
す
と
さ
れ
ま
す
。

21
濁
度

1 
  
 

度
以
下

基
礎
的
正
状

水
の
濁
り
の
程
度
を
示
し
ま
す
。

22
ｐ
Ｈ
値

7.
5 
 

程
度

酸
性
、
ア
ル
カ
リ
性
を
示
し
ま
す
。
中
性
は
ｐ
Ｈ
７
で
、
値
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
ア
ル
カ
リ
性
が
強
く
な
り
、
小
さ
く
な
る
ほ
ど
酸
性
が
強
く
な
り
ま
す
。

23
腐
食
性
（
ラ
ン
ゲ
リ
ア
指
数
）

水
が
金
属
を
腐
食
さ
せ
る
程
度
を
判
定
す
る
指
標
で
、
値
が
小
さ
い
ほ
ど
、
水
の
腐
食
傾
向
が
強
く
な
り
ま
す
。

24
従
属
栄
養
細
菌

2,
00
0

個
/m
L 
(暫
定
)
清
浄
な
状
態
の
指
標

生
育
に
有
機
物
を
必
要
と
す
る
細
菌
の
こ
と
で
、
水
道
水
の
清
浄
度
の
指
標
で
す
。
少
な
い
ほ
ど
健
全
で
清
浄
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。

25
1,
1-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

0.
1 
 
mg
/L
以
下

一
般
有
機
物

化
学
工
業
原
料
な
ど
に
使
用
さ
れ
、
地
下
水
汚
染
物
質
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ポ
リ
ビ
ニ
リ
デ
ン
原
料

26
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

0.
1 
 

〃
着
色

工
場
廃
水
、
浄
水
過
程
で
用
い
ら
れ
る
凝
集
剤
に
由
来
し
て
検
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
高
濃
度
に
含
ま
れ
る
と
は
白
濁
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

ア
ル
マ
イ
ト
製
品
、
電
線

27
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
（
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
）
及
び
ペ

ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
（
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
）

0.
00
00
5
〃
(暫
定
)

毒
性
化
学
物
質

環
境
中
で
分
解
さ
れ
に
く
い
物
質
で
す
。
現
時
点
で
は
、
毒
性
学
的
に
明
確
な
目
標
値
の
設
定
は
困
難
で
す
が
、
諸
外
国
・
機
関
が
行
っ
た
評
価
の
中
で
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
参
考
に
目
標
値
が
暫
定
的
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

泡
消
火
剤
等

目
標
値

無
機
物

一
般

有
機
物

化
学
工
業
原
料
、
溶
剤
、
塗
料
な
ど
に
使
用
さ
れ
、
地
下
水
汚
染
物
質
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

消
毒
副

生
成
物

原
水
中
の
一
部
の
有
機
物
と
消
毒
剤
の
塩
素
が
反
応
し
て
生
成
さ
れ
ま
す
。

検
出
値
と
目
標
値
の
比
の
和
と
し
て
、
1
以
下

臭
気

30
～
20
0　
mg
/L
以
下

腐
食

-1
程
度
以
上
極
力
0に
近
づ
け
る
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３
　
要
検
討
項
目

検
査
項
目

区
分

説
　
　
明

主
な
用
途

1
モ
リ
ブ
デ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

0.
07

mg
/L
以
下

無
機
物

鉱
山
廃
水
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。

合
金
、
触
媒

2
キ
シ
レ
ン

0.
4 
 

〃
一
般
有
機
物

化
学
工
業
原
料
、
溶
剤
、
塗
料
な
ど
に
使
用
さ
れ
、
地
下
水
汚
染
物
質
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

染
料
、
香
料
、
火
薬

目
標
値
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３
　
市
が
独
自
に
設
定
し
て
い
る
項
目
（
感
染
症
対
策
、
安
全
性
確
認
、
水
源
状
況
の
把
握
及
び
浄
水
処
理
に
必
要
な
項
目
）

検
査
項
目

区
分

説
　
　
明

主
な
用
途

1
ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
等

病
原
生
物

耐
塩
素
性
の
あ
る
病
原
生
物
で
す
。
通
常
水
道
に
使
用
す
る
消
毒
剤
で
は
感
染
力
を
失
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
水
中
に
存
在
す
る
場
合
下
痢
な
ど
の
感
染
症
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

2
ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
指
標
菌

病
原
生
物

の
指
標

ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
と
ジ
ア
ル
ジ
ア
の
存
在
を
判
断
す
る
指
標
の
ひ
と
つ
で
す
。
検
出
さ
れ
た
場
合
、
病
原
生
物
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
り
ま
す
。

3
電
気
伝
導
率

μ
S/
c
m

水
中
で
の
電
気
の
通
し
や
す
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。
値
が
大
き
い
ほ
ど
多
く
の
電
気
を
通
す
成
分
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

4
Ｂ
Ｏ
Ｄ

mg
/L

微
生
物
が
水
中
の
有
機
物
を
分
解
す
る
の
に
必
要
と
す
る
酸
素
量
の
こ
と
で
、
水
中
の
有
機
物
の
量
を
表
し
て
い
ま
す
。
値
が
大
き
い
ほ
ど
水
が
汚
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

5
Ｃ
Ｏ
Ｄ

〃
BO
Dと
同
じ
く
、
水
中
の
有
機
物
の
量
を
表
し
て
い
ま
す
。
微
生
物
の
代
わ
り
に
化
学
薬
品
を
用
い
て
有
機
物
を
分
解
し
て
検
査
し
ま
す
。
値
が
大
き
い
ほ
ど
水
が
よ
ご
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

6
硫
酸
イ
オ
ン

〃
基
礎
的
性
状

海
水
な
ど
自
然
水
中
に
広
く
存
在
し
ま
す
。
主
に
地
質
に
由
来
し
ま
す
。
ま
た
、
温
泉
、
工
場
廃
水
に
も
由
来
し
ま
す
。

肥
料
、
医
薬
品

7
ア
ル
カ
リ
度

〃
基
礎
的
性
状

水
中
に
含
ま
れ
る
炭
酸
塩
な
ど
を
中
和
す
る
の
に
必
要
な
ア
ル
カ
リ
量
を
表
し
た
も
の
で
、
水
が
酸
を
中
和
す
る
能
力
の
指
標
と
な
り
ま
す
。

8
酸
度

〃
味

水
の
ア
ル
カ
リ
に
対
す
る
緩
衝
能
力
(ア
ル
カ
リ
を
加
え
ら
れ
て
も
pH
の
変
動
を
抑
え
る
働
き
)で
す
。
酸
度
が
低
く
な
る
と
、
pH
が
上
昇
し
は
じ
め
ま
す
。

9
カ
ル
シ
ウ
ム
硬
度

〃
味

硬
度
(カ
ル
シ
ウ
ム
と
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
硬
度
の
合
計
)の
う
ち
、
カ
ル
シ
ウ
ム
の
み
の
硬
度
を
表
し
ま
す
。

10
浮
遊
物
質
(S
S)

〃
基
礎
的
性
状

水
中
に
浮
遊
し
て
い
る
水
に
溶
け
な
い
物
質
の
こ
と
で
、
水
中
の
濁
り
の
程
度
を
表
し
て
い
ま
す
。
値
が
大
き
い
ほ
ど
水
が
汚
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

11
総
窒
素

〃
水
中
に
含
ま
れ
る
窒
素
化
合
物
の
量
で
す
。
肥
料
、
腐
敗
し
た
動
植
物
、
生
活
排
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
自
然
水
中
に
広
く
存
在
し
、
富
栄
養
化
の
目
安
と
な
り
ま
す
。

12
総
リ
ン

〃
水
中
に
含
ま
れ
る
リ
ン
化
合
物
の
量
で
す
。
肥
料
、
工
場
廃
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
自
然
水
中
に
存
在
し
、
富
栄
養
化
の
目
安
と
な
り
ま
す
。

13
ア
ン
モ
ニ
ア
態
窒
素

〃
肥
料
、
腐
敗
し
た
動
植
物
、
生
活
排
水
な
ど
に
由
来
し
ま
す
。
窒
素
を
含
む
有
機
物
が
分
解
さ
れ
る
過
程
で
作
ら
れ
ま
す
。

14
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
生
成
能

〃
消
毒
副
生
成
物
の

指
標

原
水
中
の
一
部
の
有
機
物
質
と
消
毒
剤
の
塩
素
が
反
応
し
て
生
成
さ
れ
ま
す
が
、
一
定
条
件
下
で
水
が
持
つ
総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
の
潜
在
的
な
生
成
量
の
こ
と
で
す
。

単
位 － －

基
礎
的
性
状

基
礎
的
性
状
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資料－２（第２章、第２節　１．予算の作成）

　　　　　水道事業修繕費支弁基準

水道事業修繕費支弁基準

　（目的）

１　この基準は、収益的支出（修繕費）と資本的支出（建設改良費）間の支出区分の適正

　な会計処理を図るために定めるものである。

　（用語の意義）

２　「修繕費」とは、あらかじめ定められた耐用年数において、固定資産本来の機能を維

　持するための経費である。

　　「建設改良費」とは、固定資産の能率・能力・価値を高めるため又は耐用年数を延長

　するための経費である。

　（一般基準）

３　次のいずれかに該当する経費は、「建設改良費」とする。ただし、単位資産当たりの

　支出額が10万円未満のもの、仮設物を設置するためのもの又は周期がおおむね３年未満

　であるものを除く。

⑴　固定資産を増設するとき。

⑵　単位資産当りの取替部分に要する金額の割合（再調達価額に基づく割合）が、次の

　基準以上のもの。ただし、再調達価額の算出が難しい場合は、当該単位資産当りの取

　替部分の数量の割合が、次の基準以上のものとする。

ア　建物　　　　　30％

イ　構築物　　　　30％

ウ　機械および装置　30％

⑶　固定資産への付加又は部分の取替が、明らかに固定資産の能力、資産価値、安全度

　、操作能力の向上、耐用年数の著しい延長又は変更をもたらすとき。

⑷　通常、改造又は改築といわれる用途変更のための模様替え等に直接要したもの。

　（事例）

４　３⑶および３⑷の具体的事例は、別表のとおりである。

　（その他）

５　以上の基準によっても、区分の困難な事例又は事由のあるときは、経営戦略課長と

　協議して、その区分を定めるものとする。

本基準は、平成15年度予算から適用するものとする。

本基準は、平成19年４月１日から適用する。

本基準は、令和４年４月１日から適用する。
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別　表

区分 資本的支出（建設改良費） 収益的支出（修繕費）

１　建築床面積30％以上の改修 １　建築床面積30％未満の改修

２　耐震補強工事 ２　雨樋、建具、扉、窓ガラス等の

建　　　物 　取替

３　照明器具、冷暖房器具等の取替

　※建物解体＝固定資産除却費

１　取水口の制水扉取替 １　ろ過池のろ過砂補充・取替

２　井戸の改修 ２　井戸のクリーニング

構　築　物 ３　ろ過池、受水槽、配水池本体の ３　門、フェンス等の部分改修

　改修 ４　防水・壁面の塗装

４　門、フェンス等の取替 ５　漏水箇所の修理

１　受変電設備の取替 １　受変電設備盤内の操作・制御機

２　非常用自家発電設備の取替 　器の取替

３　ポンプ制御盤の取替（回転数制 ２　非常用自家発電設備の蓄電池及

　御装置を含む） 　びエンジン部品の取替

４　直流電源装置の取替 ３　ポンプ制御盤の制御機器の取替

５　電磁・超音波流量計等の取替 　（記録計・圧力検出器・水位計等

６　濁度・残塩計本体の取替 　を含む）

７　遠方監視制御装置の取替 ４　直流電源装置の蓄電池の取替

５　電磁・超音波流量計等の変換器

　類の取替

６　濁度・残塩計の検出器の取替

７　遠方監視制御装置の集積回路基

　盤の取替

１　陸上型配水ポンプ本体の取替 １　設備・装置の一部であるポンプ

２　水中ポンプの取替 　（電動機を含む）の取替

３　電動弁本体の取替

４　電動機の取替

１　滅菌設備の取替 １　滅菌設備の注入ポンプ等の取替

２　制御盤の取替 ２　盤内の制御機器の取替

１　配水流量調整弁本体の取替 １　配水流量調整弁の制御機器の取

２　緊急遮断弁本体の取替 　替

３　地震計本体の取替 ２　緊急遮断弁の制御機器の取替

４　圧力タンクの取替 ３　地震計の制御機器の取替

４　圧力タンク附帯設備機器の取替

５　建築附帯の空調設備、電話設備

　の取替

電
気
・
計
装

ポ
ン
プ

滅
菌

そ
の
他
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支弁基準の用語等の解説

○　用語の意義中、「耐用年数」とは、地方公営企業法施行規則別表第二号に定める耐用

　年数をいう。

○　一般基準中、「単位資産」とは、原則として、資産管理上、一台のポンプ、一組の装

　置のように一つの資産として扱われるものをいう。

○　一般基準中、「支出額」とは、予算計上ベースを基準とする。

○　一般基準中、「仮設物」とは、緊急・応急的な仮設物をいう。

　　なお、当該事業が、計画的かつ継続的に実施されるもので、建設改良事業の一環とし

　ての仮設物設置は、資本的支出（建設改良費）とする。

○　一般基準の解説

　　　一般基準は、「いずれかに該当する経費」としていることから、３の⑴から⑷まで

　　のいずれかに該当する経費は、建設改良費となる。

　　　したがって、解釈の仕方としては、まず資産の増設か否かを、次に再調達価額でみ

　　て30％を超えるものか否かを判断することとなる。さらに、以上のいずれでもないと

　　きは、⑶および⑷の具体的事例である『別表』により判断することとなる。

　　　それでも判断がつかない場合又は疑義がある場合は、経営戦略課と協議することと

　　なる。

支弁基準の解釈

○　消火栓に係る修繕と改良の区分について（平成18年９月５日整理）

　１　消火栓の範囲：配水管からの取出しの丁字管、短管、消火栓本体（補修弁含む）、

　　補修弁、消火栓ボックス

　２　修繕と改良の区分

　　⑴　消火栓本体と消火栓ボックスを取替える場合＝改良

　　⑵　消火栓ボックスのみを取替える場合＝修繕

　　⑶　消火栓ボックスはそのままで消火栓本体を取替える場合

　　　ア　補修弁を含めた消火栓本体の取替え＝改良

　　　イ　補修弁はそのままで消火栓上部のみの取替え＝修繕

　　　ウ　丁字管および短管からの漏水の修理＝修繕
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○　弁栓類の設置および取替えに係る修繕と建設改良の区分について（平成23年９月16日

　整理）

　１　弁栓類の範囲：仕切弁、排水弁で送・配水管の主体構造物に連接および附帯するも

　　の（浄水場や配水池等にある弁栓類を除く）

　２　修繕と建設改良の区分

　　⑴　同種類への取替え＝修繕

　　⑵　新たな弁栓類の取付け＝拡張（ただし、口径50粍以下の送・配水管への取付けは

　　　修繕）

　　　※　同種類の種類とは弁体の構造（手動、電動など）をいい、切取や不断水などの

　　　　工法をいうものではない。
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資料－３　１.（第４章、第１節、10．地元住民への対応）

No

年 月 日 （ ） 時

年 月 日 （ ） 時

年 月 日 （ ） 時

他（ ）

台 工務

台 工務

MPa

地内

戸

管理者 局長 次長 次長 課(所)長 課長補佐 係　長 係　員統括主幹 様式　1

断水状況連絡票兼防災メール配信確認書 （ 計画　事故　事後報告 ）

報 告 日 時 分現在

課 所 名 報告者名 受付者名 --

時 分頃
年 月 日

）月 日 （(事故の場合)
発生又は発見

年

分

発 生 場 所 いわき市 地内

分

復 旧 年 月 日 (見込 )

断 水 開 始 年 月 日 (予定 )

計画断水又は事故の状況
施　　設　　名 状　　　態 管　　　種 口　径 備　　　　考

発 生 道 路 国道 県道 市道

防 災 メ ー ル 配 信 の 有 無 　　有　　　　　　　　　　　　無　

自 然 漏 水 の 場 合
布 設 年 度 ( )

配 水 管 接 続 工 事 ＣＩＰ Ｌ Ｐ

送 水 管 自 然 漏 水 ＤＩＰ ＡＣＰ 〇

〇 管 破 損 の 場 合
給 水 管 管 破 損 ＳＰ Ｐ Ｐ 原 因 ( )

) 配管図 No

活動、減断水の状況

他（ ) 他( ) ＶＰ (

φ

営業 配水 浄水

給水車 経戦 営業

広報車 経戦南部 総務 支援

南部 総務 支援

影響範囲

断水戸数 戸 減圧戸数

配水 浄水

水　圧 施工者

主　な　原　因 主な使用材料 漏　水　量 備　　　考

出動人員 人
勤務時間外又は勤務時間外にまたがった断水に従事した職
員数とする。

復旧状況

 防災メールの状況

題　　名

配信文

確認事項

１　ホームページの掲載
　□掲載済
　□掲載予定【令和　　年　　月　　日（　曜日）　　時　　分】
２　報道機関への周知
　□実施済
　□実施予定【令和　　年　　月　　日（　曜日）　　時　　分】

m3/h

【総務課処理】　　　　　　　　　　

上記防災メールについて、次のとおり確認しました。
○　配信日時
令和　　年　　月　　日（　曜日）　　時　　分 配信済

課長 課長補佐 係長 係員
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資料－３　２.（第４章、第１節、10．地元住民への対応）

　　　　　断水のお知らせ例文

令和〇〇年〇〇月〇〇日

住民の皆様へ

いわき市水道局〇〇〇〇課等

（TEL　〇〇－〇〇〇〇）

断　水　の　お　知　ら　せ

　日頃より水道事業に深いご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　水道管の接続工事のため、下記のとおり断水となりますのでお知らせします。

　住民の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力のほどよろしくお願いい

たします。

断水区域 いわき市

断水時間　　　令和〇〇年〇〇月〇〇日（〇）

前　　　　　　　　　前

午　　　　時　分から午　　　時　分　まで　

後　　　　　　　　　後

※　断水により赤水が発生することもありますが、使用する際は、コップなどに

　　くんで無色であることを確かめてから使用して下さい。

　　　なお、雨天（小雨決行）の場合は断水日が変更となります。変更後の日程は、

　　後日お知らせします。
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資料－４（第４章、第４節、４．埋設位置および深さ）

　　　　　道路占用における水道管の埋設深さにかかる通知

建設省道政発第三二号・道国発第五号

平成一一年三月三一日

各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長あて

道路局路政課長・国道課長通知

電線、水管、ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等につい

て

　電線、水管、ガス管又は下水道管（以下「管路等」という。）を道路の地下に設ける場

合における埋設の深さについては、道路法同法施行令（以下「施行令」という。）及び同

法施行規則（以下「施行規則」という。）のほか、「ガス管及び水道管の占用の取扱いに

ついて（案）」（昭和四四年七月一五日付国道第一課・部長会議資料）、「歩道部におけ

る道路占用に係る地下電線の埋設深度の取扱いについて」（平成四年一月一七日付路政課

課長補佐・国道第一課特定道路専門官事務連絡）、「硬質塩化ビニル管等の占用許可の取

扱いについて」（平成六年五月三〇日付路政課課長補佐・国道第一課特定道路専門官事務

連絡）等により取扱いを定めてきたところであるが、電気、ガス及び下水道事業者等から、

最近の管路等に係る技術水準の向上等を理由として、それらの埋設の深さを従前より浅く

するよう求める要望がかねてよりなされていることに加え、平成七年三月に閣議決定され

た「規制緩和推進計画」において、「ガス導管、地中電線類の埋設深さについて、道路構

造の保全の観点等を踏まえて技術的検討を実施し、基準の緩和の可否を検討する」ことと

されている。

　これらを受け、当局では、学識経験者等からなる「道路占用埋設物件の浅層化技術検討

委員会」を設置し、管路等を地下に設ける場合における埋設の深さに係る検討（以下「技

術的検討」という。）を行い、平成一〇年一一月にその結果が別添のとおり取りまとめら

れた。

　管路等の埋設の深さを従前より浅くすることにより、占用工事に係る期間短縮等の効果

が期待されることから、技術的検討の結果等をもとに、管路等を地下に設ける場合におけ

る埋設の深さ等について左記のとおり運用することとしたので、今後の取扱いはこれによ

ることとされたい。

記

１　基本的な考え方

　今般の措置は、技術的検討の結果を踏まえ、現行制度の下で管路等の埋設の深さを可

能な限り浅くすることとしたものである。したがって、原則として技術的検討において

対象とされた管路等の種類に限り、同検討で道路構造及び管路等の双方に及ぼす影響が

ないと評価された範囲内で運用を行うこととする。
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２　適用対象とする管路等の種類及び管径

　今般の措置の対象となる管路等の種類（規格）及び管径は、事業の種別ごとに別表に

掲げるものとする。また、事業の種別ごとに別表に掲げる管路等の種類（規格）以外の

ものであっても、別表に掲げるものと同等以上の強度を有するものについては、当該別

表に掲げるものの管径を超えない範囲内において、今般の措置の対象とすることができ

る。なお、管径にはいわゆる呼び径で表示されるものを含む。

３　埋設の深さ

　２に掲げる管路等を地下に設ける場合には、事業の種別ごとに次に掲げる基準に従っ

て行うものとする。

（１）電気事業及び電気通信事業等

１）電線を車道の地下に設ける場合

　電線の頂部と路面との距離は、当該電線を設ける道路の舗装の厚さ（路面から路

盤の最下面までの距離をいう。以下同じ。）に〇・三メートルを加えた値（当該値

が〇・六メートルに満たない場合には、〇・六メートル）以下としないこと。

２）電線を歩道（当該歩道の舗装が一定以上の強度を有するものに限る。以下同じ。）

　の地下に設ける場合

　路面と電線の頂部との距離は〇・五メートル以下としないこと。ただし、車両の

乗り入れ等のための切り下げ部分（以下「切り下げ部」という。）がある場合で、

路面と当該電線の頂部との距離が〇・五メートル以下となるときは、当該電線を設

ける者に切り下げ部の地下に設ける電線につき、あらかじめ十分な強度を有する管

路等を使用する場合を除き、所要の防護措置を講じさせること。

（２）水道事業及びガス事業

　水管又はガス管の頂部と路面との距離は、当該水管又はガス管を設ける道路の舗装

の厚さに〇・三メートルを加えた値（当該値が〇・六メートルに満たない場合には、

〇・六メートル）以下としないこと。

　なお、水管又はガス管の本線以外の線を歩道の地下に設ける場合は、その頂部と路

面との距離は〇・五メートル以下としないこと。ただし、切り下げ部がある場合で、

路面と当該水管又はガス管の頂部との距離が〇・五メートル以下となるときは、当該

水管又はガス管を設ける者に切り下げ部の地下に設ける水管又はガス管につき、あら

かじめ十分な強度を有する管路等を使用する場合を除き、所要の防護措置を講じさせ

ること。

（３）下水道事業

　下水道管の本線の頂部と路面との距離は、当該下水道管を設ける道路の舗装の厚さ

に〇・三メートルを加えた値（当該値が一メートルに満たない場合には、一メートル）

以下としないこと。

　なお、下水道管の本線以外の線を、車道の地下に設ける場合には、その頂部と路面

との距離は当該道路の舗装の厚さに〇・三メートルを加えた値（当該値が〇・六メー

トルに満たない場合には〇・六メートル）、歩道の地下に設ける場合には、その頂部

と路面との距離は〇・五メートル以下としないこと。ただし、歩道の地下に設ける場

合で、切り下げ部があり、路面と当該下水道管の頂部との距離が〇・五メートル以下

となるときは、当該下水道管を設ける者に切り下げ部の地下に設ける下水道管につき、

あらかじめ十分な強度を有する管路等を使用する場合を除き、所要の防護措置を講じ

させること。
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４　運用上の留意事項

（１）今般の措置は、技術的検討の結果を踏まえ、管路等を地下に設ける場合の埋設の

　深さを可能な限り浅くすることとしたものであるので、その趣旨を踏まえ積極的な取

　組みを行うこと。なお、管路等の埋設の深さにつき、別に基準を定めている場合にあ

　っては、今般の措置に即して当該基準の見直しを行うなど、実効が確保されるよう所

　要の措置を講ずること。

（２）２に掲げる管路等を地下に設ける場合であっても、道路の舗装構成、土質の状態、

　交通状況及び気象状況等から、技術的検討の結果を適用することが不適切であると認

　められる場合は、従前の取扱いによること。

　　また、２に掲げる管路等の種類（規格）以外の管路等を今般の措置の対象とする場

　合は、埋設を行う者に２に掲げるものと同等以上の強度を有することを道路管理者に

　示させること。

（３）３（１）２）並びに（２）及び（３）の歩道における取扱いは、車道における技

　術的検討の結果を受け、別途当局において実施した検討の結果に基づいている。

（４）３（１）２）並びに（２）及び（３）により、管路等を歩道の地下に設ける場合

　で、事業者から、当該歩道の路面と当該管路等の頂部との距離を〇・六メートル以下

　とする内容の占用の許可の申請がなされたときには、必要に応じて、今後、切り下げ

　部が設けられる場合に生じる追加的な管路等の防護の方法及び事業者の費用負担につ

　いて所要の条件を附すこと。なお、条件に附すべき事項は別途通知する。

（５）施行令第一二条第三号に規定する本線とは、水道又はガス施設における基幹的な

　線で、道路の地下に設けるに当たっては道路構造の保全等の観点から所要の配意を要

　するものを指す。例えば、水道又はガス施設における基幹的な線以外の線で、給水管

　又は引込線と直接接続されているもの又はそれらと直接接続することが予定されてい

　るものは、一般的には水管又はガス管の本線以外の線として取り扱うことが可能であ

　ると考えられる。なお、給水管及び引込線は、同号に規定する本線に該当しない。

（６）施行令第一二条第四号に規定する本線とは、下水道施設における基幹的な線で、

　道路の地下に設けるに当たっては道路構造の保全等の観点から所要の配意を要するも

　のを指す。例えば、下水道法施行規則第三条第一項に規定する「主要な管渠」は、概

　ね本線に該当するものと考えられる。

　　したがって、２に掲げる管路等のうち、下水道事業の用に供するものは、一般的に

　は本線以外の線として取り扱うことが可能であると考えられる。

（７）２に掲げる管路等については、「ガス管および水道管の占用の取扱いについて

　（案）」（昭和四四年七月一五日付国道第一課・部長会議資料）２（イ）、（ロ）及

　び３（イ）、（ロ）の規定を適用しないものとする。

５　その他

（１）「歩道部における道路占用に係る地下電線の埋設深度の取扱いについて」（平成

　四年一月一七日付路政課課長補佐・国道第一課特定道路専門官事務連絡）は廃止する。
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（２）「歩道の占用工事における改良土の活用と地下電線の埋設深度の取扱いについて」

　（平成六年三月二九日付道路利用調整官・道路保全対策官事務連絡）を次のとおり改

　正する。

　　「２　歩道における占用物件である地下電線の埋設深度の取扱いについて」削除

（３）「硬質塩化ビニル管等の占用許可の取扱いについて」（平成六年五月三〇日付路

　政課課長補佐・国道第一課特定道路専門官事務連絡）を次のとおり改正する。

　　２（２）３の後に次の一項を加える。

　　「４ガイドラインに規定する管種のうち、「電線、水管、ガス管又は下水道を道路

　の地下に設ける場合における埋設の深さ等について」（平成１１年３月３１日付建設

　省道政発第３２号道国発第５号建設省道路局路政課長国道課長通達）記２に規定する

　ところにより取扱うこと。」

　　別紙「硬質塩化ビニル管等の占用許可の取扱いのガイドライン」を次のとおり改正

　する。

　　「硬質塩化ビニル管」の項中「ＪＩＳ Ｋ ６７４１」を「ＪＩＳ Ｋ ６７４１（３

　００ｍｍを超えるもの）」、「強化プラスチック複合管」の項中「ＪＩＳ Ａ ５３５

　０」を「ＪＩＳ Ａ ５３５０（３００ｍｍを超えるもの）」、「陶管」の項中「ＪＩ

　Ｓ Ｒ １２０１－１９９１」を「ＪＩＳ Ｒ １２０１－１９９１（３００ｍｍを超え

　るもの）」とする。

　　「ガス用ポリエチレン管」の項を削る。

別表

（１）ガス事業

・鋼管（JIS G 3452）３００ｍｍ以下のもの

・ダクタイル鋳鉄管（JIS G 5526）３００ｍｍ以下のもの

・ポリエチレン管（JIS K 6774）２００ｍｍ以下のもの

（２）水道事業

・鋼管（JIS G 3443）３００ｍｍ以下のもの

・ダクタイル鋳鉄管（JIS G 5526）３００ｍｍ以下のもの

・硬質塩化ビニル管（IS K 6742）３００ｍｍ以下のもの

・水道配水用ポリエチレン管（引張降伏強度 204kgf／cm2以上）２００ｍｍ以下で外

　径／厚さ＝１１のもの

（３）下水道事業

・ダクタイル鋳鉄管（JIS G 5526）３００ｍｍ以下のもの

・ヒューム管（JIS A 5303）３００ｍｍ以下のもの

・強化プラスチック複合管（JIS A 5350）３００ｍｍ以下のもの

・硬質塩化ビニル管（JIS K 6741）３００ｍｍ以下のもの

・陶管（JIS R 1201）３００ｍｍ以下のもの

（４）電気事業

・鋼管（JIS G 3452）２５０ｍｍ以下のもの

・強化プラスチック複合管（JIS A 5350）２５０ｍｍ以下のもの

・耐衝撃性硬質塩化ビニル管（JIS K 6741）３００ｍｍ以下のもの

・コンクリート多孔管（管材曲げ引張強度 54kgf／cm2 以上）φ１２５×９条以下の

　もの
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（５）電気通信事業等

・硬質塩化ビニル管（JIS K 6741）７５ｍｍ以下のもの

・鋼管（JIS G 3452）７５ｍｍ以下のもの
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資料－５（第４章、第４節、９．管の外面腐食防止）

　　　　　腐食分布地図（ＪＤＰＡ）

　　　　　ポリスリーブ判定法（ＪＤＰＡ）

腐食分布地図（ＪＤＰＡ）
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ポリスリーブ判定法（ＪＤＰＡ）
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資料－６　会計検査での指摘事項集

Ⅰ　工事の設計、施工等が適切でなかったもの

１　簡易水道等施設整備費補助金で実施した工事の設計が適切でなかったもの（平成22

　年度会計検査報告）

　１件　不当と認める国庫補助金　１３，６９３，２００円

　簡易水道等施設整備費補助金（簡易水道再編推進事業に係る分）は、地方公共団体が

行う水道事業の用に供する浄水池、滅菌装置等の浄水に必要な施設の整備等に要する費

用について、その一部を国が補助するものである。

　本院が、地方公共団体が行う水道事業について、２０府県の４３事業主体において会

計実地検査を行ったところ、次のような事態が見受けられた。

 部局等  京都府  事業費 千円

 補助事業者 （国庫補助対象事業費） （ 千円）

（事業主体）  上に対する国庫補助金等交付額 千円

 簡易水道等  不当と認める事業費 千円

 施設整備費 （国庫補助対象事業費） （ 千円）

 年度  21～23  不当と認める国庫補助金等相当額 千円

　この補助事業は、京都市が、右京区京北灰屋町他地内において、既存の簡易水道施設

の処理能力不足、老朽化等の問題を解消するなどのために、平成２１年度から２３年度

までの間に、河川から取水した表流水の除砂を行う沈砂池（鉄筋コンクリート造、幅

４．４ｍ、長さ１０．６ｍ、高さ４．７ｍ）及び浄水場から送水された水道水を給水区

域へ配水する配水池（鉄筋コンクリート造、幅４．９ｍ、長さ９．９ｍ、高さ５．１ｍ）

を築造するなどしたものである（参考図参照）。

　同市は、上記の沈砂池、配水池等の設計については、「水道施設の技術的基準を定め

る省令」（平成１２年厚生省令第１５号。以下「省令」という。）及び「水道施設耐震

工法指針・解説」（社団法人日本水道協会発行。以下「指針」という。）等に基づいて

行っている。

　省令によると、沈砂池、配水池等については、レベル２地震動（注１）に対して、生

ずる損傷が軽微であって、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないという要件を備え

るものとされ、また、指針等によると、これらの構造物の耐震設計に当たっては、構造

物を支持する地盤の特性、構造物の変形特性（じん性）（注２）、構造物に作用する地

震動の強さなどの要因を考慮し、対象構造物に対して適切な耐震設計手法を選択する必

要があるとされている。

　そして、全ての施設をレベル２地震動に対して完全に耐震的にすることは、技術的に

も経済的にも極めて困難であることなどから、レベル２地震動時の部材の断面の照査に

おいて、じん性を考慮して設計水平震度（注３）を低減する場合があるが、この場合に

は、部材において曲げ破壊とせん断破壊（注４）のどちらが先行して生ずるかを判定

（以下、この判定を「破壊モードの判定」という。）し、曲げ破壊がせん断破壊よりも

先行して生ずることを確認することとされている。

 補助事業
34,233

34,233

13,693

282,975

 京都市
155,445

62,178
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　また、上記とは別の耐震設計手法として、設計水平震度を低減しない場合には、当該

部材に作用するせん断力がせん断耐力（注４）に対して１．０を上回らないことを確認

（以下、この確認を「せん断に対する照査」という。）することとされている。

　したがって、レベル２地震動時の部材の断面の照査においては、破壊モードの判定又

はせん断に対する照査のどちらかを行う必要がある。

　しかし、同市が委託した設計コンサルタントの本件工事に係る構造計算書では、本件

沈砂池及び配水池について設計水平震度を低減していたにもかかわらず、レベル２地震

動時の部材の断面の照査において、破壊モードの判定が行われておらず、また、設計水

平震度を低減しない場合のせん断に対する照査も行われていなかった。

　そこで、沈砂池及び配水池の底版等の鉄筋コンクリートの部材について、破壊モード

の判定及びせん断に対する照査を行ったところ、次のような結果となり、いずれも設計

計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。

　ア　破壊モードの判定を行ったところ、当該部材については、せん断破壊が曲げ破壊

　　より先行して生ずることが確認された。

　イ　せん断に対する照査を行ったところ、当該部材に作用するせん断力がせん断耐力

　　に対して、沈砂池の底版下面で１．１３７、外壁内面で１．１６７と１．０を上回

　　っていて、配水池のピット壁で１．２３２、底版下面で１．３１６と１．０を大幅

　　に上回っていた。

　したがって、本件沈砂池及び配水池の築造工（これらの工事費相当額

３４，２３３，０００円）は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されて

いない状態になっていて、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額

１３，６９３，２００円が不当と認められる。

　このような事態が生じていたのは、同市において、耐震設計に対する理解が十分でな

く、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかっ

たこと、また、京都府において、同市に対する指導が十分でなかったことなどによると

認められる。

（注１）　レベル２地震動：発生の確率は極めて低いが大きな地震強度を持ち一度発生

　　　　すれば大災害になり得る地震動 

（注２）　じん性：外力に抗して破壊しにくく、衝撃力にも耐えるような粘り強い性質 

（注３）　設計水平震度：耐震設計において、水平方向の慣性力を算定するために構造

　　　　物等の重量に乗ずる係数 

（注４）　せん断破壊・せん断耐力：「せん断破壊」とは、せん断力（材を切断しよう

　　　　とする力）を受ける部材断面に生じる破壊をいい、せん断破壊に対する耐荷力

　　　　を「せん断耐力」という。 
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　（参考図）

２　国営かんがい排水事業の実施に当たり、据付工事の施工が適切でなかったため、ダ

　ム等の管理を行うための制御盤等の地震時における機能の維持が確保されていない状

　態となっているもの（平成22年度会計検査報告）

　１件　不当と認める国庫補助金　１５８，３８１，９５３円

①　工事の概要

　九州農政局及び同局都城盆地農業水利事業所（以下、これらを合わせて「九州農政局

等」という。）は、国営かんがい排水事業の一環として、宮崎県都城市山田町山田地内

等において、平成１８年度から２０年度までの間に、「都城盆地農業水利事業ダム水管

理制御施設製作据付建設工事」等３件の工事を工事費計５２９，２００，０００円で実

施している。

　これらの工事は、木之川内ダムの新設に伴い、同ダム等の管理を行うのに必要な２４

台の制御盤、分電盤等の機器（以下、これらを合わせて「制御盤等」という。）を工場

で製作して、同ダムの管理所等に据え付けるなどのものである。そして、九州農政局等

は、請負人が本件制御盤等を据え付けるに当たっては、「配電盤・制御盤の耐震設計指

針（２００３年６月）」（日本電機工業会技術資料ＪＥＭ―ＴＲ１４４号。以下「ＪＥ

Ｍ指針」という。）に基づいて耐震設計を行い施工させることとしている。

　そして、本件各工事の請負人である日本無線株式会社は、ＪＥＭ指針等に基づき、制

御盤等を床又は基礎に固定する際に使用するアンカーボルトについては「あと施工アン

カーボルト（おねじ形）」（径１２ｍｍのもの計８６本。以下「おねじ形ボルト」とい

う。（参考図参照）を使用することとすれば、地震時に、おねじ形ボルトに作用する引

抜力が許容引抜力を下回ることから安全であるとして耐震設計を行い、これに基づき製

作図を作成して、設計計算書等とともに九州農政局等に承認申請している。
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②　検査の結果

　本院は、九州農政局等において、合規性等の観点から、本件各工事の施工が適切に行

われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、これらの工事について、

製作図、設計計算書等の書類及び現地の状況を検査したところ、制御盤等の据付工事の

施工が次のとおり適切でなかった。

　すなわち、前記のとおり、九州農政局等が承認した製作図等においては、制御盤等を

おねじ形ボルトにより固定することなどとしていた。しかし、実際には、請負人は、誤

って、２４台すべての制御盤等を、おねじ形ボルトではなく、ＪＥＭ指針においては制

御盤等の据付けに使用するアンカーボルトとして想定しておらず、許容引抜力の記載が

ない「あと施工アンカーボルト（めねじ形）」（径１２ｍｍのもの計８６本。以下「め

ねじ形ボルト」という。）により床又は基礎に固定していた（参考図参照）。

　このめねじ形ボルトの許容引抜力は、ＪＥＭ指針と同様に農林水産省において電気設

備の耐震設計施工に関する指針とされている「自家用発電設備耐震設計のガイドライン

（２００５年８月）」（日本内燃力発電設備協会）によれば０．７５ｋＮ／本となって

いて、おねじ形ボルトの許容引抜力６．５７ｋＮ／本を大幅に下回っているものである。

　以上のように、本件制御盤等の据付けについて、ＪＥＭ指針において想定されていな

いめねじ形ボルトにより施工されている事態は、地震時に、制御盤等を固定しているア

ンカーボルトが床又は基礎から引き抜かれて、制御盤等が移動・転倒して破損するおそ

れがあり、本件制御盤等の機能の維持が確保されていない状態となっていて、据付工事

の施工が適切でなく、これらに係る工事費相当額１５８，３８１，９５３円が不当と認

められる。

　このような事態が生じていたのは、請負人が制御盤等を据え付ける際に、製作図等と

異なるアンカーボルトにより施工していたことにもよるが、九州農政局等がこれに対し

て監督及び検査を十分に行っていなかったことなどによると認められる。

（参考図）
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３　非常用自家発電設備の設計が適切でなかったもの（平成21年度会計検査報告）

　１件　不当と認める国庫補助金　１０，３６４，１１０円

　この交付金事業は、八重瀬町が、八重瀬町字新城地内において、汚水処理施設を新設

するために、放流ポンプ、流量調整ポンプ等の機械設備及び非常用自家発電設備、動力

制御盤等の電気設備の設置等を実施したものである。

　このうち非常用自家発電設備（以下「発電設備」という。）は、放流ポンプ等を対象

負荷設備として、これらの設備を停電時に稼働させるために設置したものである。同町

は、「農業集落排水施設設計指針」（農業集落排水事業諸基準等作成全国検討委員会編

集）等に基づき、放流ポンプ等の負荷容量を計２４．０ｋＷ、放流ポンプの始動方式を

負荷の小さいスターデルタ始動方式（注１）として、発電設備の必要容量を３２．２

ｋＶＡと算し、これらに基づき容量５０ｋＶＡの発電設備を設置していた。

　しかし、放流ポンプ等の負荷容量が設計変更されていたり、別途工事で設置された中

継ポンプも本件発電設備の対象負荷設備となるのにこの負荷容量を計上していなかった

りしており、これらを考慮すると対象負荷設備の負荷容量は計３９．０ｋＷとなる。ま

た、放流ポンプの始動方式は、負荷の小さいスターデルタ始動方式ではなく負荷の大き

い直入始動方式（注２）となっていた。

　以上により、適正な発電設備の必要容量を修正計算すると６０．７ｋＶＡとなること

から、本件発電設備（工事費相当額１３，８１８，８１４円）は、発電設備の必要容量

の設計が適切でなかったため、容量が不足していて、停電時において、中継ポンプ、放

流ポンプ等を稼働させることができない状態となっており、これに係る交付金相当額

１０，３６４，１１０円が不当と認められる。

　このような事態が生じていたのは、同町において、委託した設計業務の成果品に誤り

があったのにこれに対する検査が十分でなかったこと、沖縄県において、同町に対する

指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。

（注１）　スターデルタ始動方式：電動機を始動する際、始動運転時と定格運転時で電

　　　　源回路を切り替えることにより、始動時の電流を抑える始動方式

（注２）　直入始動方式：電動機に直接電圧を加える始動方式

４　街路事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確

　保されていない状態になっているもの（平成18年度会計検査報告）

　１件　不当と認める国庫補助金　２６，４５８，５００円

①　補助事業の概要

　この補助事業は、埼玉県入間市が、都市計画道路３．４．９号久保稲荷線の街路事

業の一環として、同市大字下藤沢地内において、不老川に架かる橋りょうを新橋（橋

長１３．５ｍ、幅員１６．６ｍ）に架け替えるため、平成１７、１８両年度に、橋台

２基の築造、プレストレストコンクリート桁の製作、架設等を工事費

８９，２５０，０００円（うち国庫補助対象額８９，０００，０００円、国庫補助金

４４，５００，０００円）で実施したものである。

　このうち橋台は、掘削した地盤上に直接築造する逆Ｔ式橋台であり、左岸側橋台は

高さ５．９ｍ、底版幅５ｍ、右岸側橋台は高さ５．２ｍ、底版幅４．５ｍの鉄筋コン

クリート構造となっている。
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　本件橋台の設計に当たっては、「道路橋示方書・同解説」（平成１４年３月社団法

人日本道路協会編）等に基づき、基礎底面地盤の許容鉛直支持力（注１）の計算等を

行っている。これによると、この基礎底面地盤の許容鉛直支持力の計算の際には、基

礎底面より上部の長期的に安定している地盤面から基礎底面まで（以下、この深さを

「基礎の有効根入れ深さ」という。）の基礎前面側の土の重量を上載荷重として考慮

して良いこととされている。

　そして、本件橋台の設計の基となっている設計計算書によると、基礎の有効根入れ

深さを左岸側橋台で２．４ｍ、右岸側橋台で２．６ｍとして上載荷重を算出するなど

して安定計算を行った結果、地震時（注２）における橋台の基礎底面地盤の許容鉛直

支持力が地盤に対して作用する鉛直力（注１）を上回っていることから、安全である

として、これにより施工していた（参考図参照）。

②　検査の結果

　本院は、埼玉県入間市において、合規性等の観点から、設計が適切に行われている

かなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、設

計計算書等の書類により検査したところ、本件橋台の設計が次のとおり適切でなかっ

た。

　すなわち、本件工事における長期的に安定している地盤面は河川改修計画上設定さ

れた計画河床面となることから、本件橋台の安定計算に当たり用いるべき基礎の有効

根入れ深さは、計画河床面から基礎底面までの深さであり、これによると基礎の有効

根入れ深さは、左岸側橋台で０ｍ、右岸側橋台で０．１ｍとなるが、同市では、計画

高水位から基礎底面までの深さを誤って基礎の有効根入れ深さとしていた（参考図参

照）。

　そこで、基礎の有効根入れ深さを正しい深さとして改めて安定計算等の詳細な報告

を求め、その報告内容を確認するなどした。その計算結果によると、橋台の基礎底面

地盤の許容鉛直支持力は、地震時において、左岸側橋台で４，３３６．８ｋＮ、右岸

側橋台で４，０４２．８ｋＮとなり、地盤に対して作用するそれぞれの鉛直力

１０，０３３．９ｋＮ、８，２６８．８ｋＮを大幅に下回っている。

　このような事態が生じていたのは、同市において、委託した設計業務の成果品に誤

りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。

　したがって、本件橋台は設計が適切でなかったため、橋台２基及びこれに架設され

たプレストレストコンクリート桁等（これらの工事費相当額５３，１６７，０００円、

うち国庫補助対象額５２，９１７，０００円）は、所要の安全度が確保されていない

状態になっており、これに係る国庫補助金相当額２６，４５８，５００円が不当と認

められる。

（注１）　基礎底面地盤の許容鉛直支持力・鉛直力：「鉛直力」とは、構造物の自重等

　　　　が地盤に対し鉛直方向に働く力をいい、鉛直力を基礎底面地盤が支えることの

　　　　できる設計上許される限度を「基礎底面地盤の許容鉛直支持力」という。 

（注２）　地震時：橋りょうの供用期間中に発生する確率が高い地震を考慮する場合を

　　　　いう。 
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（参考図）

Ⅱ　補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

１　水道管等の移設に係る補償費の算定が適切でなかったもの（平成24年度会計検査報

　告）

　１件　不当と認める国庫補助金　２，８０８，４８７円

　この交付金事業は、太宰府市が、市道関屋・向佐野線において、歩道の拡幅工事に伴

い支障となる既存の水道管（鋳鉄管及び鋼管）等の移設のため代替の水道管等を新設す

るのに要する費用として、同市の水道事業管理者に対し、２９，１３５，４００円（交

付金１４，５６７，７００円）を補償したものである。

　「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」（昭和４２年閣議決定）及び「公共補償

基準要綱の運用申し合せ」（昭和４２年用地対策連絡会。以下、これらを合わせて「公

共補償基準」という。）によると、公共事業の施行に伴い、既存公共施設等の管理者が、

機能の廃止等が必要となる施設等と同等の代替施設を建設する場合には、当該公共施設

の建設に要する費用から既存公共施設等の機能廃止時までの財産価値の減耗分（以下

「財産価値の減耗分」という。）等を控除して補償費を算定することとなっている。一

方で、当該公共施設等に係る決算が継続的に赤字状況であるなど、財産価値の減耗分相

当額を調達することが極めて困難な場合等やむを得ないと認められる場合は、財産価値

の減耗分の全部又は一部を控除しないことができることとされていて、同市はこれによ

り、工事費の全額を補償の対象としていた。

　しかし、同市水道事業の平成１９年度から２１年度までの間の決算をみると、収益的

収支はいずれも黒字となっていて、上記のやむを得ないと認められる場合に該当しない

ことから、同市が、本件補償費の算定に当たり、財産価値の減耗分を控除せずに水道管

等の新設に要する工事費の全額を補償の対象としていたのは、適切とは認められない。
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　したがって、本件補償費は、水道管の耐用年数５５年（鋳鉄管）及び４０年（鋼管）

に対する移設対象の水道管の経過年数１８年に応じた財産価値の減耗分相当額等

５，６１６，９７５円が過大になっており、これに係る交付金相当額

２，８０８，４８７円が過大に交付されていて、不当と認められる。

　このような事態が生じていたのは、同市において、補償費の算定に当たり、公共補償

基準における財産価値の減耗分の取扱いについての理解が十分でなかったことなどによ

ると認められる。

Ⅲ　意見を表示し又は処置を要求した事項

１　既設橋りょうの耐震補強工事の設計について、橋脚の基礎部分に与える影響を考慮

　した工法選定を行うことなどにより、橋脚の基礎部分を含めて橋りょう全体としての

　耐震性能を確保できるよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの

　（平成24年度会計検査報告）

　既設橋りょうの耐震補強工事の設計について

　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２５年１０月３１日付け国土交通大臣宛て）

　標記について、会計検査院法第３４条の規定により、下記のとおり是正の処置を要求

し及び是正改善の処置を求める。

①　事業の概要

⑴　耐震補強工事の概要

　貴省は、一般国道等において、地震による橋脚の倒壊や橋桁の落下等の被害を未

然に防止するために、国が行う直轄事業又は地方公共団体が行う国庫補助事業等に

より、既設橋りょうの耐震補強工事を多数実施している。

　既設橋りょうの耐震補強工事は、架設当時の基準を適用して設計された橋りょう

について、既往の地震による被害事例等を踏まえ、甚大な被災に結びつくおそれの

ある部材の損傷を軽減し、所要の耐震性能を確保するために、橋脚の補強対策や落

橋防止対策等を講ずるものである。

⑵　耐震補強工事の設計

　既設橋りょうの耐震補強工事の設計は、「道路橋示方書・同解説」（社団法人日

本道路協会編。以下「示方書」という。）等に準拠して行われている。また、「既

設道路橋の耐震補強に関する参考資料」（社団法人日本道路協会編。以下「参考資

料」という。）等に設計計算例等が示されており、耐震補強工事の設計を行う上で

参考とされている。

　示方書では、橋りょうの耐震性能等に関して基本的な要求事項を明示しており、

このうち設計において考慮すべき設計地震動については、橋りょうの供用期間中に

発生する確率が高い地震動であるレベル１地震動と、橋りょうの供用期間中に発生

する確率は低いが大きな強度をもつ地震動であるレベル２地震動の２段階のレベル

が示されている。

　そして、橋りょうの耐震性能については、橋全体の挙動を踏まえ、橋りょうの重

要度に応じて、レベル１地震動に対しては、地震によって橋りょうとしての健全性

を損なわない性能を確保するように、レベル２地震動に対しては、地震による損傷

が限定的なものにとどまり、橋りょうとしての機能の回復が速やかに行い得る性能

又は地震による損傷が橋りょうとして致命的とならない性能を確保するように設計

することとされている。
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　また、参考資料では、既設橋りょうの耐震補強設計における留意事項として、耐

震補強工事の工法は、橋脚の耐震補強のみならず、基礎、支承や落橋防止システム

と併せて検討し、橋りょう全体として耐震性能が確保されるように適切に選定する

との考え方が示されている。

⑶　耐震補強工事の工法等

　既往の地震において橋りょうが被害を受けた事例としては、平成７年に兵庫県南

部地震があり、鉄筋コンクリート製橋脚の損傷により、橋りょうの倒壊に至る甚大

な被害が発生するなどした。このことから、救急・救援活動や緊急物資の輸送等の

重要な役割を果たす緊急輸送道路等に架かる橋りょうについて、地震発生時の落橋

等の甚大な被害につながる損傷を防止するため、橋桁と橋台・橋脚とを鋼製部材で

連結するなどして橋桁の落下を防ぐ落橋防止システムを取り付けたり、支承構造を

変更したり、橋脚の柱部分に炭素繊維シートの接着や、鉄筋コンクリートの巻立て

を行ったりするなどの工法により所要の耐震性能を確保することを目的とした耐震

補強工事が優先的に実施されている（参考図参照）。

　そして、これらの耐震補強工事の設計に当たっては、設計時点における最新の示

方書等に準拠して、一般に橋りょうを構成する主要な部材ごとに耐力の照査を実施

しており、橋脚の柱部分については、レベル２地震動にまで対応する耐力を確保で

きるよう設計している。

②　本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

　既設橋りょうの耐震補強工事は、新たな大規模の地震が想定される昨今の状況下に

おいて毎年度多数実施されている。そこで、本院は、合規性、有効性等の観点から、

設計が適切に行われ、地震に対する安全性が確保されているかなどに着眼して検査を

行った。

（検査の対象及び方法）

　検査に当たっては、既設橋りょうの耐震補強工事のうち基礎杭を用いた橋脚の基礎

部分により支持される橋脚の柱部分への鉄筋コンクリート巻立てなどを行う工事につ

いて、１６事業主体（注１）が２２年度から２４年度までに実施した直轄事業１３工

事（契約金額計２０億８２１９万余円）、国庫補助事業等３９工事（同２３億

４０９７万余円、国庫補助金等交付額計１０億０４１５万余円）、計５２工事（同

４４億２３１６万余円、同１０億０４１５万余円）を対象として、契約書、詳細設計

書類等を確認するなどの方法により会計実地検査を行った。

（注１）　１６事業主体：秋田河川、能代河川、岐阜、高山、和歌山河川各国道事務

　　　　所、帯広開発建設部、京都、大阪両府、茨城、埼玉、石川、広島各県、さい

　　　　たま、加須、金沢、京都各市
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（検査の結果）

　検査したところ、次のような事態が見受けられた。

　５事業主体（注２）が実施した直轄事業６工事（契約金額計１２億５４９６万円）、

国庫補助事業等１２工事（同７億２３７３万余円、国庫補助金等交付額計３億

４８００万余円）、計１８工事では、設計の基礎となる詳細設計書類等によると、橋

脚の柱部分については、鉄筋コンクリート巻立てにより、レベル１地震動とレベル２

地震動に対する耐力を確保していた（以下、当該耐震補強工事における橋脚の柱部分

の鉄筋コンクリート巻立てを「鉄筋コンクリート巻立て」という。）。しかし、橋脚

の基礎部分については、鉄筋コンクリート巻立てなどにより橋脚の自重が増加するこ

とによる影響（以下、この鉄筋コンクリート巻立てなどが橋脚の基礎部分に与える影

響を「基礎部分への影響」という。）により、耐震補強工事の実施前に確保できてい

たレベル１地震動に対する耐力が耐震補強工事の実施後において確保できていない計

算結果となっていたり、架設当時と耐震補強工事の設計時点との設計手法が異なるこ

とから耐震補強工事の実施前に既に不足していた耐力が更に不足する計算結果となっ

ていたりしていた（基礎部分への影響が生ずる結果となる鉄筋コンクリート巻立てな

どに係る直接工事費、直轄事業計３９０７万余円、国庫補助事業等計１億１５６２万

余円、国庫補助金等相当額計５７１１万余円）。一例として、レベル１地震動に対す

る照査において、橋脚の基礎部分に用いた基礎杭の鉄筋に生ずる曲げ引張応力度をみ

ると、８工事において許容値２７０N/㎟を超えていて、２７４．２９N/㎟から５６２

N/㎟までとなる計算結果となっていた。

（注２）　５事業主体：岐阜国道事務所、京都府、茨城、埼玉両県、金沢市

　上記の５事業主体は、既設橋りょうの耐震補強工事の実施に当たり、基礎部分への

影響を考慮した工法を選定していなかったり、橋脚の基礎部分の耐震補強の要否等に

ついて更に詳細に検討していなかったりしていた。

　しかし、橋脚の基礎部分についても、橋りょうを構成する主要な部材の一つである

ことなどから、橋脚の柱部分だけでなく、橋りょう全体としての耐震性能を確保する

ための工法選定や、橋脚の基礎部分の耐震補強の要否等について検討することが重要

であると認められる。

（是正及び是正改善を必要とする事態）

　前記のように、既設橋りょうの耐震補強工事の設計に当たり、基礎部分への影響を

照査するなどして検討した上で橋りょう全体として耐震性能を確保できる工法を選定

していなかったり、橋りょうの耐震性能が確保されないおそれがある場合に、橋脚の

基礎部分の耐震補強の要否等について更に詳細に検討していなかったりしていて、橋

りょう全体としての耐震性能が確保されているかどうか明確となっていない事態は適

切ではなく、是正及び是正改善の要があると認められる。

（発生原因）

　このような事態が生じているのは、事業主体において、既往の地震における被害事

例等を踏まえて、既設橋りょうの耐震補強工事の実施について優先的に補強する構造

や部材を認識していた一方で、基礎部分への影響を照査するなどして検討した上で橋

りょう全体として耐震性能を確保できる工法を選定したり、橋りょうの耐震性能が確

保されないおそれがある場合には、橋脚の基礎部分の耐震補強の要否等について更に

詳細に検討したりするなどの耐震補強設計の考え方に対する理解が十分でなかったこ

と、また、貴省において、事業主体に対し、上記についての周知が十分でなかったこ

となどによると認められる。

251



③　本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置

　我が国は地震災害が発生しやすい環境下にあり、新たな大規模の地震が想定される

昨今の状況下において、国及び地方公共団体では、地震時の交通ネットワークの確保

や道路利用者の安全を図るため、今後も引き続き既設橋りょうの耐震補強工事を実施

することが見込まれることから、その基礎となる設計が適切に行われることが重要と

なる。

　ついては、貴省において、前記の１８工事に係る橋りょうについて更なる耐震補強

の要否等の検討が今後適切に行われるよう、橋りょう全体としての耐震性能を確認す

るなどの是正の処置を要求するとともに、今後の既設橋りょうの耐震補強工事の設計

が適切に行われるよう、基礎部分への影響を照査するなどして検討した上で橋りょう

全体として耐震性能を確保できる工法を選定したり、橋りょうの耐震性能が確保され

ないおそれがある場合には、橋脚の基礎部分の耐震補強の要否等について更に詳細に

検討したりするなどの耐震補強設計の考え方を国道事務所等に周知徹底し、また、地

方公共団体に対しても助言するよう是正改善の処置を求める。

（参考図）

橋りょうの橋脚及び耐震補強工事の概念図

252



２　国庫補助事業に係る下水道の管きょ築造工事の工事費の積算に当たり、シールド工

　法で使用するセグメントの材料単価を製造原価等の調査を行うことにより決定するな

　どして適切なものとするよう是正改善の処置を求めたもの（平成19年度会計検査報告）

　下水道の管きょ築造工事におけるセグメントの材料単価の決定について

　　　　　　　　　　　　　　　（平成２０年１０月３１日付け　国土交通大臣あて）

　標記について、会計検査院法第３４条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を

求める。

①　工事の概要

⑴　シールド工法の概要

　貴省は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質の保

全に資することなどを目的として、下水道事業を実施する地方公共団体に、毎年度

多額の国庫補助金を交付している。 

　この下水道事業においては、シールド工法により、下水道の管きょを築造する工

事が実施されている。シールド工法は、シールドと呼ばれる鋼鉄製の外筒を推進さ

せて掘削するシールドマシンで地盤を掘削しながら、マシン後部の内側で工場で製

造された鋼製又は鉄筋コンクリート製のセグメントをリング状に組み立てて、管き

ょを築造するものである（参考図参照）。

　そして、これらのセグメントは、個別の工事ごとに発注が行われて製造されてい

る。

⑵　セグメントの規格

　セグメントの規格については、社団法人土木学会・社団法人日本下水道協会共編

の「シールド工事用標準セグメント」において、下水道管きょの品質の標準化、安

全性の確保等のために、材料の規格、性能等が定められており、セグメントの幅

（０．７５ｍ～１．２ｍ）、リングの外径（１．８ｍ～６．０ｍ）、分割数（５ピ

ース～６ピース）等により、鋼製セグメントについては１８９種類、鉄筋コンクリ

ート製セグメントについては８６種類のシールド工事用標準セグメント（以下「標

準セグメント」という。）が設定されている。

　また、実際の工事においては、それぞれ管きょの線形、作用する土圧、上載荷重

等の現場条件が異なることから、標準セグメントだけでは対応できない箇所があり、

線形が急な箇所については標準セグメントの幅を短くしたセグメントを使用したり、

土圧等が大きな箇所については標準セグメントより主桁（けた）の数を増やして剛

性を高めたセグメントを使用したりなどしている（以下、これら標準セグメント以

外のセグメントを「非標準セグメント」という。）。

⑶　セグメントの単価の決定方法

　各都道府県及び政令指定都市は、通常、土木工事費の積算において材料の単価を

決定する場合には、実勢の価格を反映させるために、貴省制定の土木工事標準積算

基準書を基に定めているそれぞれの積算基準によることとしている。そして、一般

的な材料等について物価調査機関に委託して実施させた調査等を基に毎年度制定し

ている単価表に記載されているものについては、その単価表により、また、単価表

に記載されていないものについては、物価資料（刊行物である積算参考資料をいう。

以下同じ。）により、単価表及び物価資料に記載されていないものについては、特

別調査（注１）により、さらに、単価表及び物価資料に記載がなく、特別調査によ

り難いものについては、見積りによるなどして、それぞれ材料単価を決定している。
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　セグメントについても、各都道府県及び政令指定都市は、上記と同様の方法によ

り１リング当たりの単価を決定している。

②　本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

　下水道のシールド工法において使用されているセグメントは、工事ごとの注文製造

品であり、その材料費の工事費に占める割合が大きくなっている。

　そこで、本院は、経済性等の観点から、セグメントの単価が適切なものとなってい

るかなどに着眼して、２０都府県市（注２）が、平成１８、１９両年度において施行

しているシールド工法による管きょ築造工事１５０工事、工事費総額２５６１億

４４９６万余円（国庫補助金総額１２１７億０９５１万余円）を対象として、積算基

準、設計図書、見積書等の書類により会計実地検査を行った。

（検査の結果）

　検査したところ、２０都府県市のうち７県市（注３）は、セグメントの単価を複数

のセグメント製造会社からの見積りを基に決定しており、３３工事、工事費総額

５５３億００２４万余円（国庫補助金総額２７０億０９３６万余円）で使用している

標準セグメント１２種類及び非標準セグメント８０種類の材料費について、計１１８

億３５８５万余円と積算していた。

　７県市がセグメントの単価を見積りを基に決定していたのは、単価表及び物価資料

に記載がないこと、工事ごとに線形、土圧等の現場条件によりセグメントの規格が異

なること、セグメントは注文により製造されるものであることなどから、特別調査に

より難い場合に当たると判断したことなどによる。

　一方、１３都府県市（注４）は、単価表及び物価資料に記載がないセグメントにつ

いて、見積りによることなく物価調査機関に特別調査を委託して、その調査価格を基

に次の〔１〕又は〔２〕の方法で単価を決定していた。

〔１〕シールド工法による管きょ築造工事の件数が比較的少ない事業主体では、工

　　　事費の積算に当たって、当該工事で使用するすべてのセグメントについて特別

　　　調査を行い、その調査価格をセグメントの単価として使用する。

〔２〕シールド工法による管きょ築造工事の件数が比較的多い事業主体では、毎年度、

　　　特別調査により標準セグメントの価格を調査するとともに、その見積りも徴し

　　　て、鋼製及び鉄筋コンクリート製セグメントごとに調査価格を見積価格で除し

　　　て査定率（１９年度では、７０％～９０％程度）を設定して、工事費の積算の

　　　際に、当該工事で使用するすべてのセグメントの見積価格に査定率を乗ずるな

　　　どして単価を決定する。

　このように、１３都府県市が特別調査を基にセグメントの単価を決定しているのは、

見積りによるよりも特別調査による方が、実勢の価格により近い価格で工事費を積算

できると認識しているためである。また、〔2〕 の方法を採用している各事業主体は、

非標準セグメント等の特別調査を実施していないセグメントについても同じ査定率を

使用している。この理由としては、セグメントの製造方法、製造工程及び使用材料が

ほとんど同じであるためとしている。この点を確認するため、本院がセグメント製造

工場に赴いて調査を行ったところ、セグメントは、作業標準の設定、製造設備の機械

化等によって品質管理がなされた工場で、同じ材料を使用して、標準、非標準の区別

なく製造されていた。

　以上のように特別調査の価格の方が見積りより安価になるのは、見積りは、製造会

社等の販売希望価格となる場合等もあるのに対して、セグメントの特別調査は、製造

原価等を調査していることなどから、より実勢の価格に近い価格の把握が可能となる

ことによると認められる。
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　そこで、本院は、標準セグメントや標準セグメントに近似した非標準セグメントに

ついて、１３都府県市が特別調査を基に決定したセグメントの単価を使用するなどし

て、これに運搬費を加えて修正単価を設定した。そして、７県市が３３工事で使用し

ている９２種類のセグメントの材料費計１１８億３５８５万余円のうち、近似する標

準セグメントがないなどのため修正単価が設定できなかったセグメントを除いた１７

工事の２９種類の材料費計３９億６３８６万余円について、上記の修正単価により計

算すると計３３億６６９２万余円となり、計５億９６９４万余円（国庫補助金相当額

計２億９８４７万余円）低減できたと認められる。また、修正単価を設定できなかっ

た２５工事の６３種類のセグメントの材料費計７８億７１９８万余円（国庫補助金相

当額計３９億４５３９万余円）についても、特別調査を行って単価を決定していれば、

更に相当程度材料費を低減できたと認められる。

（是正改善を必要とする事態）

　上記のように、シールド工法で使用するセグメントの単価について、特別調査によ

り製造原価等の調査が可能であり、実勢の価格により近い経済的なものとすることが

できるのに、セグメント製造会社からの見積りを基に決定している事態は適切とは認

められず、改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

　このような事態が生じているのは、７県市において、セグメントの単価の決定に当

たって、特別調査により製造原価等の調査が可能であることに対する配慮が十分でな

かったこと、実勢の価格に近づけるための検討が十分でなかったことなどによると認

められる。

③　本院が求める是正改善の処置

　下水道の管きょ築造工事のシールド工法に使用するセグメントの材料費は、工事費

に占める割合が大きく、かつ、シールド工法による下水道工事は、今後も引き続き多

数実施され、これに伴うセグメントの材料費も多額に上ることが見込まれる。

　ついては、貴省において、各都道府県等に対して、下水道の管きょ築造工事のシー

ルド工法に使用するセグメントの材料単価の決定に当たっては、特別調査を活用する

などして、より実勢の価格に近づけるための検討を十分に行い、適切な積算を行うよ

う助言するとともに、この旨が各都道府県等管内の関係各機関等に周知徹底されて、

当該機関等において適切な工事費の積算が行われることの是正改善の処置を求める。

（注１）　特別調査：材料単価の決定に当たり、物価調査機関に特定の品目を指定して

　　　　市場価格や製造原価等を調査させるものをいう。

（注２）　２０都府県市：東京都、大阪府、茨城、群馬、千葉、神奈川、愛知、徳島各

　　　　県、仙台、さいたま、千葉、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、

　　　　福岡、北九州各政令指定都市

（注３）　７県市：愛知県、仙台、京都、大阪、神戸、広島、北九州各政令指定都市 

（注４）　１３都府県市：東京都、大阪府、茨城、群馬、千葉、神奈川、徳島各県、さ

　　　　いたま、千葉、横浜、川崎、名古屋、福岡各政令指定都市 
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（参考図）
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３　道路整備事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査において、道路整備事業を行う国道事務

　所等及び地方公共団体が負担する発掘調査費用の範囲を明確にするなどして、発掘調

　査費用の算定を適切なものとするよう是正改善の処置を求めたもの

　（平成21年度会計検査報告）

　道路整備事業を行う国道事務所等及び地方公共団体が負担する埋蔵文化財の発掘調査

費用の算定について　　　　　　（平成２２年１０月２６日付け　国土交通大臣あて）

　標記について、会計検査院法第３４条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を

求める。

①　埋蔵文化財の発掘調査の概要

⑴　道路整備事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査

　貴省は、道路交通の安全確保とその円滑化等を図るなどのため、国が行う直轄事

業又は地方公共団体が行う国庫補助事業として、道路整備事業を実施している。道

路整備事業を行う国及び地方公共団体は、事業の施行地内に埋蔵文化財（注１）が

あり、当該事業を行うことによりやむを得ず埋蔵文化財を損壊等することとなる場

合、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）等に基づき、発掘調査を行ってそ

の内容を記録保存している。

　化財の保護に関する事務は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）等に基づき、

都道府県等の教育委員会が管理し、執行することとされているが、道路整備事業に

伴い埋蔵文化財が損壊等されることとなる場合に行われる発掘調査については、貴

省が、昭和３９年７月に、当時の文化財保護委員会（現在の文化庁）からの協力依

頼に基づき発した「史跡、名勝、天然記念物及び埋蔵文化財包蔵地等の保護につい

て」（建設省化第１号）により、その損壊等の原因となった事業を実施する者（以

下「原因者」という。）が必要な費用を負担することとされている。

⑵　発掘調査の内容及び実施方法

　発掘調査は、一般に、教育委員会に委託するなどして実施されており、その内容

は、〔１〕埋蔵文化財の発掘作業、〔２〕出土品の整理保存作業、〔３〕発掘調査

報告書（以下「報告書」という。）の作成作業等からなっている。これらの作業は、

発掘作業を指揮・監督する調査員と現場で発掘作業に従事する発掘作業員等によっ

て行われており、発掘作業員等には、随時雇用等による労働者を充てる一方、出土

品が文化財として重要なものであるかどうかなどの行政判断を行う調査員には、通

常、教育委員会等の職員が充てられている。

　また、上記作業のうち、報告書の作成作業は、現状保存ができなかった埋蔵文化

財の内容を記録保存し、広く一般に活用するために作成、配布するもので、その作

成部数は、発掘調査の委託先である教育委員会等が決定している。

⑶　原因者が負担する発掘調査費用

　路整備事業において原因者が負担する発掘調査費用は、貴省と文化庁が４６年に

協議の上取りまとめた「直轄道路事業の建設工事施行に伴う埋蔵文化財の取扱いに

ついて」（昭和４６年１１月建設省道一発第93号。補助事業の場合もこれに準拠し

ている。以下「取扱通知」という。）に基づき、関係教育委員会と協議して取り決

めることとされている。そして、取扱通知には、原因者は、発掘作業に直接必要な

費用及び発掘され又は発見された文化財に係る必要最小限の整理保存費、報告書作

成費等を負担すると記載されており、これらのうち調査員に係る費用については、

日当旅費を負担すると記載されている。
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⑷　文化庁が実施する同種事業

　文化庁は、教育委員会等が埋蔵文化財の記録保存を目的として行う発掘調査等を

対象として、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助事業を実施している。この補助事業は、

道路整備事業に伴い実施する埋蔵文化財の発掘調査と同様に、発掘作業、整理保存

作業、報告書作成作業等を行うものである。そして、報告書の作成部数については、

同庁が５９年１１月に発した事務連絡において、重要な文化財であるなどとして特

に同庁が増刷を認めた場合を除き、関係教育委員会等の所要の公的機関に配布する

必要から３００部を原則とすることとしている。

②　本院の検査結果

（検査の観点及び着眼点）

　路整備事業において原因者が負担する発掘調査費用は、取扱通知に基づき、事前に

関係教育委員会と協議して取り決めることとされている。そこで、本院は、合規性、

経済性等の観点から、道路整備事業において原因者が負担する発掘調査費用が取扱通

知の趣旨に沿って適切に算定されているかなどに着眼して検査した。

（検査の対象及び方法）

　平成２０、２１両年度に、国道事務所等及び地方公共団体が、教育委員会や専門機

関等に委託するなどして実施した埋蔵文化財の発掘調査のうち、直轄事業として１０

地方整備局等管内の２８国道事務所等（注２）が実施した１２３件（発掘調査費用計

１１６億８３４４万余円）及び補助事業として２２都道県（注３）及び管内３２市町、

計５４地方公共団体が実施した３６５件（発掘調査費用計７４億２８２９万余円（国

庫補助金計４２億０１６４万余円））、計４８８件の発掘調査を対象として、これら

の２８国道事務所等及び５４地方公共団体において契約書、精算調書等の書類により

会計実地検査を行った。

（検査の結果）

　検査したところ、次のような事態が見受けられた。

⑴　教育委員会の職員の給与等を負担しているもの

　２０、２１両年度に、埋蔵文化財の発掘調査の調査員に充てられている教育委員

会の職員の給与等を負担していたものが、13国道事務所等（注４）及び４地方公共

団体（注５）においてそれぞれ４３件、８億７５７１万余円及び２１件、５５５０

万余円（国庫補助金２９９６万余円）あった。

　しかし、前記のとおり、取扱通知においては、調査員に係る費用のうち原因者負

担の対象として記載されているのは日当旅費となっていて、教育委員会の職員の給

与等は、原因者が負担する発掘調査費用の対象としては記載されていない。

　現に、教育委員会の職員を調査員に充てて発掘調査を実施していた上記以外の国

道事務所等及び地方公共団体では、地方自治法等により、発掘調査で調査員が行う

業務は、教育委員会が文化財の保護部局として自ら実施すべき事務とされているな

どの理由により、教育委員会の職員の給与等を負担していなかった。
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⑵　必要最小限の範囲を超えて報告書の印刷製本費用等を負担しているもの

　２０、２１両年度に、教育委員会等に埋蔵文化財の発掘調査を委託するなどして

報告書を作成し、その印刷製本費用等を負担していたものが、２１国道事務所等及

び３５地方公共団体においてそれぞれ７８件、１億１０７３万余円及び１１７件、

１億０９７１万余円（国庫補助金６５０８万余円）あった。

　取扱通知においては、原因者が負担する報告書の作成費用は必要最小限の費用と

されているが、原因者が負担する作成部数などについての標準的な範囲は明確にさ

れていない。一方、文化庁が実施する同種の補助事業においては、前記のとおり原

則として３００部とされている。そこで、原因者が負担していた報告書の作成部数

をみたところ、最少１００部から最大６００部までと区々になっており、このうち、

１７国道事務所等（注６）及び２３地方公共団体（注７）は、文化庁が同種の補助

事業で原則としている３００部を超える報告書の作成費用を原因者として全額負担

していた。そして、これらの報告書の作成に係る件数、作成部数及び作成費用は、

それぞれ６５件、１０，１７０部、３０７４万余円及び８４件、１３，３５３部、

２９３５万余円（国庫補助金相当額１７１９万余円）となっていた。

　しかし、原因者が負担する報告書の作成費用は、必要最小限の費用とされている

のであるから、道路整備事業に伴い実施する発掘調査と内容等が同様である文化庁

の補助事業における原則的な報告書の作成部数を超えてまで作成費用を負担してい

るのは、原因者が負担すべき必要最小限の範囲を超えるものと認められる。

（是正改善を必要とする事態）

　道路整備事業を行う国道事務所等及び地方公共団体が、教育委員会に委託するなど

して実施した埋蔵文化財の発掘調査において、教育委員会の職員の給与等を負担した

り、必要最小限の範囲を超えて報告書の作成費用を負担したりしている事態は適切と

は認められず、是正改善を図る要があると認められる。

（発生原因）

　このような事態が生じているのは、貴省において、教育委員会の職員の給与等は原

因者が負担する発掘調査費用には含まれないということを取扱通知に明確にしていな

いこと、また、そのことを国道事務所等及び地方公共団体に周知徹底していないこと、

及び取扱通知において報告書の作成費用を負担する際の標準的な範囲について明確に

していないことなどによると認められる。

③　本院が求める是正改善の処置

　道路整備事業の実施に伴う埋蔵文化財の発掘調査に係る費用は毎年度多額に上って

おり、その費用を適切に算定して発掘調査を適正に実施することが求められている。

そして、その際の原因者が負担する発掘調査費用の範囲についても、原因者間で不均

衡が生じないよう統一的な運用を図る必要がある。

　ついては、貴省において、道路整備事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査を実施するに

当たり、教育委員会の職員の給与等は原因者負担の対象とならないこと及び原因者負

担の対象となる報告書作成費用の標準的な範囲をそれぞれ明確にするとともに、改め

て取扱通知の趣旨を地方整備局等を通じて国道事務所等に対して周知徹底し、また、

地方公共団体に対しても同様に周知するなどして原因者が負担する発掘調査費用の算

定を適切なものとするよう是正改善の処置を求める。
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（注１）　埋蔵文化財：土地に埋蔵されている貝づか、古墳、住居跡等の遺跡及びこれ

　　　　らの遺跡から発見される土器、石器、陶器等 

（注２）　２８国道事務所等：岩手河川、湯沢河川、酒田河川、高崎河川、大宮、北首

　　　　都、首都、甲府河川、長野、高田河川、岐阜、高山、沼津河川、浪速、姫路河

　　　　川、和歌山河川、紀南河川、鳥取河川、倉吉河川、岡山、福山河川、香川河川、

　　　　熊本河川、八代河川、大分河川、鹿児島、南部各国道事務所、函館開発建設部

（注３）　２２都道県：東京都、北海道、青森、秋田、群馬、神奈川、新潟、富山、山

　　　　梨、岐阜、愛知、三重、滋賀、兵庫、奈良、島根、高知、佐賀、熊本、大分、

　　　　宮崎、沖縄各県

（注４）　１３国道事務所等：甲府河川、岐阜、高山、姫路河川、鳥取河川、倉吉河川、

　　　　岡山、香川河川、熊本河川、八代河川、大分河川、鹿児島各国道事務所、函館

　　　　開発建設部

（注５）　４地方公共団体：岐阜、兵庫両県、玉名、西都両市 

（注６）　１７国道事務所等：岩手河川、湯沢河川、酒田河川、高崎河川、大宮、首都、

　　　　高田河川、高山、沼津河川、和歌山河川、鳥取河川、倉吉河川、熊本河川、大

　　　　分河川、鹿児島、南部各国道事務所、函館開発建設部

（注７）　２３地方公共団体：青森、群馬、神奈川、富山、愛知、三重、滋賀、兵庫、

　　　　奈良、島根、高知、佐賀、大分、宮崎各県、高崎、新潟、洲本、加西、大和高

　　　　田、熊本、玉名、日田各市、いの町
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